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身身体体障障害害者者手手帳帳  

肢肢  体体  不不  自自  由由  

備備              考考  下下肢肢障障害害  体体幹幹障障害害  

11  22  33  44  55  66  11  22  33  55  

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 歳未満（児童福祉法） 

           

△ △ △    △ △ △  全ての対象者に対して所得制限あり 

○ ○ ○ △   ○ ○ ○  下肢障害 4 級の 1、3、4 

△ △     △ △   施設入所者不可 長期入院不可 

○ △     ○ △   20 歳未満 施設入所者不可 

○ ○ ○ △   ○ ○ ○  20 歳未満 施設入所者不可 

○ ○ △    ○ ○   特別児童扶養手当 1 級受給資格者であること 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 身体 1 、2 級、療育 A、精神 1 級は特別障害者控除 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税（家屋） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ △ 下肢、体幹の一部は本人運転のみ対象 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手帳提示 身体 1 種と療育 A は介護者も割引対象 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手帳提示 身体 1 種と療育は介護者も割引対象 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手帳提示 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手帳提示 身体 1 種と療育 A は介護者も割引対象 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手帳提示 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 自ら運転する乗用自動車 重度障がい者は家族運転でも対象 

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 全額免除または半額免除 

      ○ ○    

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △  

○ ○ △ △ △ △ ○ ○ △ △ 在宅の重度障がい者（△は一部の用具について可） 

           

○ ○     ○ ○   在宅の重度障がい者（児） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

△ △     △ △    

△ △ △ △   △ △ △  自動車税又は軽自動車税の減免を受けていない人が対象 

△      △    自動車税又は軽自動車税の減免を受けていない人が対象 

△ △ △ △ ○ ○ △ △ △ ○ タクシー等利用券の交付対象外の人が対象 

△ △     △ △   
選挙人名簿に登録されていない者は不可 

脳原性移動機能障害 1、2 級も可 

△ △     △ △   自ら所有しかつ運転する人（18 歳以上） 

○ ○ ○ ○   ○ ○ ○   

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

  

－4－ 

身身体体障障害害者者手手帳帳  

障障害害のの種種別別  視視覚覚障障害害  肢肢  体体  不不  自自  由由  

  

参参照照ペペーージジ  
等等  級級  11  22  33  44  55  66  

上上肢肢障障害害  

11  22  33  44  55  66  

11 自立支援医療（更生医療） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

11 自立支援医療（育成医療） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

12 自立支援医療（精神通院）             

13 重度心身障害者医療費助成 △ △ △    △ △ △    

16 後期高齢者医療 ○ ○ ○    ○ ○ ○    

18 特別障害者手当 △      △ △     

18 障害児福祉手当 ○ △     ○ △     

18 特別児童扶養手当 ○ △ △    ○ ○ ○    

18 浜松市重度心身障害児扶養手当 ○ △     ○ ○     

22 所得税、市民税・県民税 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

23 バリアフリー・固定資産税（家屋）の減額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

23 利子非課税制度等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

24～25 自動車税（種別割・環境性能割） ○ ○ ○ △   ○ ○     

26 ＪＲ等運賃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

26 バス運賃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

26 タクシー運賃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

27 天竜浜名湖鉄道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

27 航空運賃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

28 有料道路料金 ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

28 ＮＨＫ放送受信料 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 

29 ＮＴＴの福祉サービス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     

34 補装具の購入・借受け・修理 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 

35～41 日常生活用具 ○ ○ △ △ △ △ ○ ○     

44 手話通訳者・要約筆記者派遣             

46 紙おむつ購入費の助成 ○ ○     ○ ○     

48 災害時避難行動要支援者名簿への登録 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

51 住宅改造費助成 △ △           

59 バス・電車・タクシー等利用券 △ △ △ △   △ △ △ △   

59 外出応援タクシー利用券 △ △     △      

60 障害者施設通所交通費 △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ △ ○ ○ 

63 郵便不在者投票             

64 自動車改造費補助       △ △     

65 駐車禁止除外 ○ ○ ○ △   ○ △     

67 静岡県ゆずりあい駐車場制度 ○ ○ ○ 〇   〇 〇     

○ …対象 △ …一部対象 空欄…対象外 

  



－5－ 

身身体体障障害害者者手手帳帳  

肢肢  体体  不不  自自  由由  

備備              考考  下下肢肢障障害害  体体幹幹障障害害  

11  22  33  44  55  66  11  22  33  55  

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 歳未満（児童福祉法） 

           

△ △ △    △ △ △  全ての対象者に対して所得制限あり 

○ ○ ○ △   ○ ○ ○  下肢障害 4 級の 1、3、4 

△ △     △ △   施設入所者不可 長期入院不可 

○ △     ○ △   20 歳未満 施設入所者不可 

○ ○ ○ △   ○ ○ ○  20 歳未満 施設入所者不可 

○ ○ △    ○ ○   特別児童扶養手当 1 級受給資格者であること 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 身体 1 、2 級、療育 A、精神 1 級は特別障害者控除 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税（家屋） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ △ 下肢、体幹の一部は本人運転のみ対象 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手帳提示 身体 1 種と療育 A は介護者も割引対象 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手帳提示 身体 1 種と療育は介護者も割引対象 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手帳提示 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手帳提示 身体 1 種と療育 A は介護者も割引対象 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手帳提示 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 自ら運転する乗用自動車 重度障がい者は家族運転でも対象 

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 全額免除または半額免除 

      ○ ○    

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △  

○ ○ △ △ △ △ ○ ○ △ △ 在宅の重度障がい者（△は一部の用具について可） 

           

○ ○     ○ ○   在宅の重度障がい者（児） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

△ △     △ △    

△ △ △ △   △ △ △  自動車税又は軽自動車税の減免を受けていない人が対象 

△      △    自動車税又は軽自動車税の減免を受けていない人が対象 

△ △ △ △ ○ ○ △ △ △ ○ タクシー等利用券の交付対象外の人が対象 

△ △     △ △   
選挙人名簿に登録されていない者は不可 

脳原性移動機能障害 1、2 級も可 

△ △     △ △   自ら所有しかつ運転する人（18 歳以上） 

○ ○ ○ ○   ○ ○ ○   

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

  

－4－ 

身身体体障障害害者者手手帳帳  

障障害害のの種種別別  視視覚覚障障害害  肢肢  体体  不不  自自  由由  

  

参参照照ペペーージジ  
等等  級級  11  22  33  44  55  66  

上上肢肢障障害害  

11  22  33  44  55  66  

11 自立支援医療（更生医療） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

11 自立支援医療（育成医療） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

12 自立支援医療（精神通院）             

13 重度心身障害者医療費助成 △ △ △    △ △ △    

16 後期高齢者医療 ○ ○ ○    ○ ○ ○    

18 特別障害者手当 △      △ △     

18 障害児福祉手当 ○ △     ○ △     

18 特別児童扶養手当 ○ △ △    ○ ○ ○    

18 浜松市重度心身障害児扶養手当 ○ △     ○ ○     

22 所得税、市民税・県民税 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

23 バリアフリー・固定資産税（家屋）の減額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

23 利子非課税制度等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

24～25 自動車税（種別割・環境性能割） ○ ○ ○ △   ○ ○     

26 ＪＲ等運賃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

26 バス運賃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

26 タクシー運賃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

27 天竜浜名湖鉄道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

27 航空運賃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

28 有料道路料金 ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

28 ＮＨＫ放送受信料 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 

29 ＮＴＴの福祉サービス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     

34 補装具の購入・借受け・修理 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 

35～41 日常生活用具 ○ ○ △ △ △ △ ○ ○     

44 手話通訳者・要約筆記者派遣             

46 紙おむつ購入費の助成 ○ ○     ○ ○     

48 災害時避難行動要支援者名簿への登録 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

51 住宅改造費助成 △ △           

59 バス・電車・タクシー等利用券 △ △ △ △   △ △ △ △   

59 外出応援タクシー利用券 △ △     △      

60 障害者施設通所交通費 △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ △ ○ ○ 

63 郵便不在者投票             

64 自動車改造費補助       △ △     

65 駐車禁止除外 ○ ○ ○ △   ○ △     

67 静岡県ゆずりあい駐車場制度 ○ ○ ○ 〇   〇 〇     

○ …対象 △ …一部対象 空欄…対象外 

  



－7－ 

身身体体障障害害者者手手帳帳  療療育育手手帳帳  精精神神保保健健福福祉祉手手帳帳      

内内部部機機能能障障害害  
知知的的  精精神神  

備備      考考    ぼぼううここうう・・直直腸腸  小小    腸腸  免免      疫疫  肝肝      臓臓  

11  33  44  11  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  AA  BB  11  22  33  

   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○       

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      18 歳未満（児童福祉法） 

                △ △ △ 通院による精神医療を継続的に要する病状にある人 

△ △  △ △  △ △ △  △ △ △  △ △ △   全ての対象者に対して所得制限あり 

○ ○  ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○  ○  ○ ○  下肢障害 4 級の 1、3、4 

△   △   △    △    △  △   施設入所者不可 長期入院不可 

△   △   △    △    △  △   20 歳未満 施設入所者不可 

△ △  △ △  △ △ △  △ △   ○ △ △ △ △ 20 歳未満 施設入所者不可 

△   △   △ △   △    ○  △   特別児童扶養手当 1 級受給資格者であること 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 身体 1、2 級、療育 A、精神 1 級は特別障害者控除 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税（家屋）  

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

○ ○  ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○  ○  ○   音声言語の 3 級は喉頭摘出者のみ 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手帳提示 身体 1 種と療育 A は介護者も割引対象 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手帳提示 身体 1 種と療育は介護者も割引対象 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    手帳提示 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手帳提示 身体 1 種と療育 A は介護者も割引対象 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手帳提示 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     
自ら運転する乗用自動車 

重度障がい者は家族運転でも対象 

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 全額免除または半額免除 

                ○ ○ ○  

                    

○ ○ ○ △   △ △   △ △   ○     在宅の重度障がい者（△は一部の用具について可） 

                    

○   ○   ○ ○   ○ ○   ○     在宅の重度障がい者（児） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

                    

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △  自動車税又は軽自動車税の減免を受けていない人が対象 

                   自動車税又は軽自動車税の減免を受けていない人が対象 

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ タクシー等利用券の交付対象外の人が対象 

△ △  △ △  △ △ △  △ △ △       
選挙人名簿に登録されていない者は不可 

脳原性移動機能障害 1、2 級も可 

                    

○ ○  ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○  ○  ○    

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○   けが、病気による歩行困難者も対象 

 

－6－ 

 

身身体体障障害害者者手手帳帳  

障障害害のの種種別別  聴聴覚覚・・平平衡衡機機能能障障害害  音音声声言言語語  内内部部機機能能障障害害  

  

等等  級級  22  33  44  55  66  33  44  
心心    臓臓  腎腎    臓臓  呼呼吸吸器器  

参参照照ペペーージジ  11  33  44  11  33  44  11  33  44  

11 自立支援医療（更生医療） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    

11 自立支援医療（育成医療） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

12 自立支援医療（精神通院）                 

13 重度心身障害者医療費助成 △ △    △  △ △  △ △  △ △  

16 後期高齢者医療 ○ ○    ○ ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○  

18 特別障害者手当 △       △   △   △   

18 障害児福祉手当 △       △   △   △   

18 特別児童扶養手当 ○ ○    ○  △ △  △ △  △ △  

18 浜松市重度心身障害児扶養手当 ○       △   △   △   

22 所得税、市民税・県民税 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

23 バリアフリー・固定資産税（家屋）の減額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

23 利子非課税制度等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

24～25 自動車税（種別割・環境性能割） ○ ○    △  ○ ○  ○ ○  ○ ○  

26 ＪＲ等運賃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

26 バス運賃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

26 タクシー運賃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

27 天竜浜名湖鉄道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

27 航空運賃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

28 有料道路料金 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

28 ＮＨＫ放送受信料 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 

29 ＮＴＴの福祉サービス ○ ○ ○  ○ ○ ○          

34 補装具の購入・借受け・修理 △ △ △ △ △ △ △          

35～41 日常生活用具 ○ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ ○  ○ ○  

44 手話通訳者・要約筆記者派遣 ○ ○ ○ ○ ○ △ △          

46 紙おむつ購入費の助成 ○       ○   ○   ○   

48 災害時避難行動要支援者名簿への登録 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

51 住宅改造費助成                 

59 バス・電車・タクシー等利用券 △ △ △   △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 

59 外出応援タクシー利用券                 

60 障害者施設通所交通費 △ △ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 

63 郵便不在者投票        △ △  △ △  △ △  

64 自動車改造費補助                 

65 駐車禁止除外 ○ ○      ○ ○  ○ ○  ○ ○  

67 静岡県ゆずりあい駐車場制度 ○ ○  △    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

○ …対象 △ …一部対象 空欄…対象外 

  

－7－ 

身身体体障障害害者者手手帳帳  療療育育手手帳帳  精精神神保保健健福福祉祉手手帳帳      

内内部部機機能能障障害害  
知知的的  精精神神  

備備      考考    ぼぼううここうう・・直直腸腸  小小    腸腸  免免      疫疫  肝肝      臓臓  

11  33  44  11  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  AA  BB  11  22  33  

   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○       

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      18 歳未満（児童福祉法） 

                △ △ △ 通院による精神医療を継続的に要する病状にある人 

△ △  △ △  △ △ △  △ △ △  △ △ △   全ての対象者に対して所得制限あり 

○ ○  ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○  ○  ○ ○  下肢障害 4 級の 1、3、4 

△   △   △    △    △  △   施設入所者不可 長期入院不可 

△   △   △    △    △  △   20 歳未満 施設入所者不可 

△ △  △ △  △ △ △  △ △   ○ △ △ △ △ 20 歳未満 施設入所者不可 

△   △   △ △   △    ○  △   特別児童扶養手当 1 級受給資格者であること 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 身体 1、2 級、療育 A、精神 1 級は特別障害者控除 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税（家屋）  

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

○ ○  ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○  ○  ○   音声言語の 3 級は喉頭摘出者のみ 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手帳提示 身体 1 種と療育 A は介護者も割引対象 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手帳提示 身体 1 種と療育は介護者も割引対象 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    手帳提示 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手帳提示 身体 1 種と療育 A は介護者も割引対象 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手帳提示 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     
自ら運転する乗用自動車 

重度障がい者は家族運転でも対象 

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 全額免除または半額免除 

                ○ ○ ○  

                    

○ ○ ○ △   △ △   △ △   ○     在宅の重度障がい者（△は一部の用具について可） 

                    

○   ○   ○ ○   ○ ○   ○     在宅の重度障がい者（児） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

                    

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △  自動車税又は軽自動車税の減免を受けていない人が対象 

                   自動車税又は軽自動車税の減免を受けていない人が対象 

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ タクシー等利用券の交付対象外の人が対象 

△ △  △ △  △ △ △  △ △ △       
選挙人名簿に登録されていない者は不可 

脳原性移動機能障害 1、2 級も可 

                    

○ ○  ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○  ○  ○    

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○   けが、病気による歩行困難者も対象 

 

－6－ 

 

身身体体障障害害者者手手帳帳  

障障害害のの種種別別  聴聴覚覚・・平平衡衡機機能能障障害害  音音声声言言語語  内内部部機機能能障障害害  

  

等等  級級  22  33  44  55  66  33  44  
心心    臓臓  腎腎    臓臓  呼呼吸吸器器  

参参照照ペペーージジ  11  33  44  11  33  44  11  33  44  

11 自立支援医療（更生医療） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    

11 自立支援医療（育成医療） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

12 自立支援医療（精神通院）                 

13 重度心身障害者医療費助成 △ △    △  △ △  △ △  △ △  

16 後期高齢者医療 ○ ○    ○ ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○  

18 特別障害者手当 △       △   △   △   

18 障害児福祉手当 △       △   △   △   

18 特別児童扶養手当 ○ ○    ○  △ △  △ △  △ △  

18 浜松市重度心身障害児扶養手当 ○       △   △   △   

22 所得税、市民税・県民税 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

23 バリアフリー・固定資産税（家屋）の減額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

23 利子非課税制度等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

24～25 自動車税（種別割・環境性能割） ○ ○    △  ○ ○  ○ ○  ○ ○  

26 ＪＲ等運賃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

26 バス運賃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

26 タクシー運賃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

27 天竜浜名湖鉄道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

27 航空運賃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

28 有料道路料金 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

28 ＮＨＫ放送受信料 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 

29 ＮＴＴの福祉サービス ○ ○ ○  ○ ○ ○          

34 補装具の購入・借受け・修理 △ △ △ △ △ △ △          

35～41 日常生活用具 ○ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ ○  ○ ○  

44 手話通訳者・要約筆記者派遣 ○ ○ ○ ○ ○ △ △          

46 紙おむつ購入費の助成 ○       ○   ○   ○   

48 災害時避難行動要支援者名簿への登録 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

51 住宅改造費助成                 

59 バス・電車・タクシー等利用券 △ △ △   △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 

59 外出応援タクシー利用券                 

60 障害者施設通所交通費 △ △ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 

63 郵便不在者投票        △ △  △ △  △ △  

64 自動車改造費補助                 

65 駐車禁止除外 ○ ○      ○ ○  ○ ○  ○ ○  

67 静岡県ゆずりあい駐車場制度 ○ ○  △    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

○ …対象 △ …一部対象 空欄…対象外 

  



－7－ 

身身体体障障害害者者手手帳帳  療療育育手手帳帳  精精神神保保健健福福祉祉手手帳帳      

内内部部機機能能障障害害  
知知的的  精精神神  

備備      考考    ぼぼううここうう・・直直腸腸  小小    腸腸  免免      疫疫  肝肝      臓臓  

11  33  44  11  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  AA  BB  11  22  33  

   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○       

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      18 歳未満（児童福祉法） 

                △ △ △ 通院による精神医療を継続的に要する病状にある人 

△ △  △ △  △ △ △  △ △ △  △ △ △   全ての対象者に対して所得制限あり 

○ ○  ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○  ○  ○ ○  下肢障害 4 級の 1、3、4 

△   △   △    △    △  △   施設入所者不可 長期入院不可 

△   △   △    △    △  △   20 歳未満 施設入所者不可 

△ △  △ △  △ △ △  △ △   ○ △ △ △ △ 20 歳未満 施設入所者不可 

△   △   △ △   △    ○  △   特別児童扶養手当 1 級受給資格者であること 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 身体 1、2 級、療育 A、精神 1 級は特別障害者控除 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税（家屋）  

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

○ ○  ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○  ○  ○   音声言語の 3 級は喉頭摘出者のみ 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手帳提示 身体 1 種と療育 A は介護者も割引対象 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手帳提示 身体 1 種と療育は介護者も割引対象 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    手帳提示 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手帳提示 身体 1 種と療育 A は介護者も割引対象 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手帳提示 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     
自ら運転する乗用自動車 

重度障がい者は家族運転でも対象 

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 全額免除または半額免除 

                ○ ○ ○  

                    

○ ○ ○ △   △ △   △ △   ○     在宅の重度障がい者（△は一部の用具について可） 

                    

○   ○   ○ ○   ○ ○   ○     在宅の重度障がい者（児） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

                    

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △  自動車税又は軽自動車税の減免を受けていない人が対象 

                   自動車税又は軽自動車税の減免を受けていない人が対象 

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ タクシー等利用券の交付対象外の人が対象 

△ △  △ △  △ △ △  △ △ △       
選挙人名簿に登録されていない者は不可 

脳原性移動機能障害 1、2 級も可 

                    

○ ○  ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○  ○  ○    

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○   けが、病気による歩行困難者も対象 

 

－6－ 

 

身身体体障障害害者者手手帳帳  

障障害害のの種種別別  聴聴覚覚・・平平衡衡機機能能障障害害  音音声声言言語語  内内部部機機能能障障害害  

  

等等  級級  22  33  44  55  66  33  44  
心心    臓臓  腎腎    臓臓  呼呼吸吸器器  

参参照照ペペーージジ  11  33  44  11  33  44  11  33  44  

11 自立支援医療（更生医療） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    

11 自立支援医療（育成医療） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

12 自立支援医療（精神通院）                 

13 重度心身障害者医療費助成 △ △    △  △ △  △ △  △ △  

16 後期高齢者医療 ○ ○    ○ ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○  

18 特別障害者手当 △       △   △   △   

18 障害児福祉手当 △       △   △   △   

18 特別児童扶養手当 ○ ○    ○  △ △  △ △  △ △  

18 浜松市重度心身障害児扶養手当 ○       △   △   △   

22 所得税、市民税・県民税 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

23 バリアフリー・固定資産税（家屋）の減額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

23 利子非課税制度等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

24～25 自動車税（種別割・環境性能割） ○ ○    △  ○ ○  ○ ○  ○ ○  

26 ＪＲ等運賃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

26 バス運賃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

26 タクシー運賃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

27 天竜浜名湖鉄道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

27 航空運賃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

28 有料道路料金 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

28 ＮＨＫ放送受信料 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 

29 ＮＴＴの福祉サービス ○ ○ ○  ○ ○ ○          

34 補装具の購入・借受け・修理 △ △ △ △ △ △ △          

35～41 日常生活用具 ○ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ ○  ○ ○  

44 手話通訳者・要約筆記者派遣 ○ ○ ○ ○ ○ △ △          

46 紙おむつ購入費の助成 ○       ○   ○   ○   

48 災害時避難行動要支援者名簿への登録 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

51 住宅改造費助成                 

59 バス・電車・タクシー等利用券 △ △ △   △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 

59 外出応援タクシー利用券                 

60 障害者施設通所交通費 △ △ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 

63 郵便不在者投票        △ △  △ △  △ △  

64 自動車改造費補助                 

65 駐車禁止除外 ○ ○      ○ ○  ○ ○  ○ ○  

67 静岡県ゆずりあい駐車場制度 ○ ○  △    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

○ …対象 △ …一部対象 空欄…対象外 
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身身体体障障害害者者手手帳帳  療療育育手手帳帳  精精神神保保健健福福祉祉手手帳帳      

内内部部機機能能障障害害  
知知的的  精精神神  

備備      考考    ぼぼううここうう・・直直腸腸  小小    腸腸  免免      疫疫  肝肝      臓臓  

11  33  44  11  33  44  11  22  33  44  11  22  33  44  AA  BB  11  22  33  

   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○       

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      18 歳未満（児童福祉法） 

                △ △ △ 通院による精神医療を継続的に要する病状にある人 

△ △  △ △  △ △ △  △ △ △  △ △ △   全ての対象者に対して所得制限あり 

○ ○  ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○  ○  ○ ○  下肢障害 4 級の 1、3、4 

△   △   △    △    △  △   施設入所者不可 長期入院不可 

△   △   △    △    △  △   20 歳未満 施設入所者不可 

△ △  △ △  △ △ △  △ △   ○ △ △ △ △ 20 歳未満 施設入所者不可 

△   △   △ △   △    ○  △   特別児童扶養手当 1 級受給資格者であること 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 身体 1、2 級、療育 A、精神 1 級は特別障害者控除 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税（家屋）  

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

○ ○  ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○  ○  ○   音声言語の 3 級は喉頭摘出者のみ 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手帳提示 身体 1 種と療育 A は介護者も割引対象 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手帳提示 身体 1 種と療育は介護者も割引対象 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    手帳提示 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手帳提示 身体 1 種と療育 A は介護者も割引対象 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 手帳提示 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     
自ら運転する乗用自動車 

重度障がい者は家族運転でも対象 

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 全額免除または半額免除 

                ○ ○ ○  

                    

○ ○ ○ △   △ △   △ △   ○     在宅の重度障がい者（△は一部の用具について可） 

                    

○   ○   ○ ○   ○ ○   ○     在宅の重度障がい者（児） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

                    

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △  自動車税又は軽自動車税の減免を受けていない人が対象 

                   自動車税又は軽自動車税の減免を受けていない人が対象 

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ タクシー等利用券の交付対象外の人が対象 

△ △  △ △  △ △ △  △ △ △       
選挙人名簿に登録されていない者は不可 

脳原性移動機能障害 1、2 級も可 

                    

○ ○  ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○ ○  ○  ○    

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○   けが、病気による歩行困難者も対象 
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身身体体障障害害者者手手帳帳  

障障害害のの種種別別  聴聴覚覚・・平平衡衡機機能能障障害害  音音声声言言語語  内内部部機機能能障障害害  

  

等等  級級  22  33  44  55  66  33  44  
心心    臓臓  腎腎    臓臓  呼呼吸吸器器  

参参照照ペペーージジ  11  33  44  11  33  44  11  33  44  

11 自立支援医療（更生医療） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    

11 自立支援医療（育成医療） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

12 自立支援医療（精神通院）                 

13 重度心身障害者医療費助成 △ △    △  △ △  △ △  △ △  

16 後期高齢者医療 ○ ○    ○ ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○  

18 特別障害者手当 △       △   △   △   

18 障害児福祉手当 △       △   △   △   

18 特別児童扶養手当 ○ ○    ○  △ △  △ △  △ △  

18 浜松市重度心身障害児扶養手当 ○       △   △   △   

22 所得税、市民税・県民税 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

23 バリアフリー・固定資産税（家屋）の減額 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

23 利子非課税制度等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

24～25 自動車税（種別割・環境性能割） ○ ○    △  ○ ○  ○ ○  ○ ○  

26 ＪＲ等運賃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

26 バス運賃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

26 タクシー運賃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

27 天竜浜名湖鉄道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

27 航空運賃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

28 有料道路料金 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

28 ＮＨＫ放送受信料 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 

29 ＮＴＴの福祉サービス ○ ○ ○  ○ ○ ○          

34 補装具の購入・借受け・修理 △ △ △ △ △ △ △          

35～41 日常生活用具 ○ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ ○  ○ ○  

44 手話通訳者・要約筆記者派遣 ○ ○ ○ ○ ○ △ △          

46 紙おむつ購入費の助成 ○       ○   ○   ○   

48 災害時避難行動要支援者名簿への登録 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

51 住宅改造費助成                 

59 バス・電車・タクシー等利用券 △ △ △   △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 

59 外出応援タクシー利用券                 

60 障害者施設通所交通費 △ △ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 

63 郵便不在者投票        △ △  △ △  △ △  

64 自動車改造費補助                 

65 駐車禁止除外 ○ ○      ○ ○  ○ ○  ○ ○  

67 静岡県ゆずりあい駐車場制度 ○ ○  △    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

○ …対象 △ …一部対象 空欄…対象外 

  



 

－9－ 

  
  

手手  
  

帳帳  

療療育育手手帳帳    知知   

知的発達に遅れのある人が、いろいろなサービスを受けようとするときに必要な手帳です。 

 

●療育手帳の手続き関係一覧 

 

申請の種類 

 

 

 

 

手続きに必要なもの 

新

規

申

請 

再

判

定 

住

所

（

市

内

）

変

更 

氏

名

の

変

更 

保

護

者

の

変

更 

再

交

付

（

破

損

等

） 

返

還

（

死

亡

等

） 

転

入 

※4 ※4    ※4   

写真（タテ４cm×ヨコ３cm）１枚 ※１ ○ 
○ 

※2 
   ○  

○ 

※3 

療 育 手 帳  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

マイナンバーカード 

又は、マイナンバーが確認できる書類及

び身元が確認できる書類 

○ ○    ○  ○ 

※１ 写真は、右図（適切な写真の例）参照。 

◆１８歳以上の人で新規申請される場合は、他に準備してい 

 ただく書類がありますので、詳しくは窓口（各福祉事業所 

社会福祉課）にお問合せください。 

 ※２ 浜松市発行（写真貼付済）の手帳を所持している場合で、更 

    新欄に余白があれば原則不要。 

 ※３ 写真が必要な場合がありますので、詳しくは窓口（各福祉事 

業所社会福祉課）にお問合せください。 

※４ 手帳交付時の持ち物は上記と異なります。（郵送されるお知ら 

せに記載） 

 
●障害判定 

標準化された知能検査により測定された知能指数（IQ）を基本として、日常生活における基本動

作、介護状態等を勘案して判定を行います。 

Ａ…重度  Ｂ…その他 

 

●判定方法 
下記の判定機関において本人及び家族と面接判定を行います。 

 

●判定機関 
・浜松市障害者更生相談所 （１８歳以上の人） ☎４５７－２７０７ 

・浜松市児童相談所    （１８歳未満の人） ☎４５７－２７０３ 

中央区中央一丁目１２番１号 静岡県浜松総合庁舎４階 
 
●窓口（詳しくは窓口にお問合せください） 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載）   
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手手  
  

帳帳  

手手          帳帳  
 

身身体体障障害害者者手手帳帳    身身   

この手帳は、身体に永続すると認められる障がいのある人に対して交付する手帳です。 

この手帳を持っている人が、その自立のために必要な身体障害者福祉法等の各種サービスを受ける

ことができる証となるものです。したがって、身体障害者福祉法等、各種サービスを受けようとすると

きに必要な手帳です。 

また、障がいの程度に変化があった場合は等級変更の手続きをしてください。 

 

●身体障害者手帳手続き関係一覧 

申請の種類  

 

 

 

 

手続きに必要なもの 

新

規

申

請 

等
級
変
更
・
障
害
名
追
加 

再

認

定 

住

所

（

市

内

）

変

更 

氏

名

の

変

更 

再

交

付

（

破

損

等

） 

返

還

（

死

亡

等

） 

転

入 

※３ ※３ ※３   ※３   

診       断       書   ※ １ ○ ○ ○      

写真（タテ４cm×ヨコ３cm）１枚 ※２ ○ ○ ○   ○   

身 体 障 害 者 手 帳  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

マイナンバーカード 

又は、マイナンバーが確認できる書類及び

身元が確認できる書類 

○ ○ ○   ○  ○ 

※１  診断書様式は浜松市が定めたもので、指定医師による診断が 

必要です。（６か月以内のもの） 

※２  写真は、右図（適切な写真の例）参照。 

※３ 手帳交付時の持ち物は上記と異なります。 

（郵送されるお知らせに記載） 

 

 

●判定機関 

浜松市障害者更生相談所 ☎４５７－２７０７ 

中央区中央一丁目１２番１号 静岡県浜松総合庁舎４階 

 

●窓口（詳しくは窓口にお問合せください） 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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手手  
  

帳帳  

療療育育手手帳帳    知知   

知的発達に遅れのある人が、いろいろなサービスを受けようとするときに必要な手帳です。 

 

●療育手帳の手続き関係一覧 

 

申請の種類 

 

 

 

 

手続きに必要なもの 

新

規

申

請 

再

判

定 

住

所

（

市

内

）

変

更 

氏

名

の

変

更 

保

護

者

の

変

更 

再

交

付

（

破

損

等

） 

返

還

（

死

亡

等

） 

転

入 

※4 ※4    ※4   

写真（タテ４cm×ヨコ３cm）１枚 ※１ ○ 
○ 

※2 
   ○  

○ 

※3 

療 育 手 帳  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

マイナンバーカード 

又は、マイナンバーが確認できる書類及

び身元が確認できる書類 

○ ○    ○  ○ 

※１ 写真は、右図（適切な写真の例）参照。 

◆１８歳以上の人で新規申請される場合は、他に準備してい 

 ただく書類がありますので、詳しくは窓口（各福祉事業所 

社会福祉課）にお問合せください。 

 ※２ 浜松市発行（写真貼付済）の手帳を所持している場合で、更 

    新欄に余白があれば原則不要。 

 ※３ 写真が必要な場合がありますので、詳しくは窓口（各福祉事 

業所社会福祉課）にお問合せください。 

※４ 手帳交付時の持ち物は上記と異なります。（郵送されるお知ら 

せに記載） 

 
●障害判定 

標準化された知能検査により測定された知能指数（IQ）を基本として、日常生活における基本動

作、介護状態等を勘案して判定を行います。 

Ａ…重度  Ｂ…その他 

 

●判定方法 
下記の判定機関において本人及び家族と面接判定を行います。 

 

●判定機関 
・浜松市障害者更生相談所 （１８歳以上の人） ☎４５７－２７０７ 

・浜松市児童相談所    （１８歳未満の人） ☎４５７－２７０３ 

中央区中央一丁目１２番１号 静岡県浜松総合庁舎４階 
 
●窓口（詳しくは窓口にお問合せください） 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載）   
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手手  
  

帳帳  

手手          帳帳  
 

身身体体障障害害者者手手帳帳    身身   

この手帳は、身体に永続すると認められる障がいのある人に対して交付する手帳です。 

この手帳を持っている人が、その自立のために必要な身体障害者福祉法等の各種サービスを受ける

ことができる証となるものです。したがって、身体障害者福祉法等、各種サービスを受けようとすると

きに必要な手帳です。 

また、障がいの程度に変化があった場合は等級変更の手続きをしてください。 

 

●身体障害者手帳手続き関係一覧 

申請の種類  

 

 

 

 

手続きに必要なもの 

新

規

申

請 

等
級
変
更
・
障
害
名
追
加 

再

認

定 

住

所

（

市

内

）

変

更 

氏

名

の

変

更 

再

交

付

（

破

損

等

） 

返

還

（

死

亡

等

） 

転

入 

※３ ※３ ※３   ※３   

診       断       書   ※ １ ○ ○ ○      

写真（タテ４cm×ヨコ３cm）１枚 ※２ ○ ○ ○   ○   

身 体 障 害 者 手 帳  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

マイナンバーカード 

又は、マイナンバーが確認できる書類及び

身元が確認できる書類 

○ ○ ○   ○  ○ 

※１  診断書様式は浜松市が定めたもので、指定医師による診断が 

必要です。（６か月以内のもの） 

※２  写真は、右図（適切な写真の例）参照。 

※３ 手帳交付時の持ち物は上記と異なります。 

（郵送されるお知らせに記載） 

 

 

●判定機関 

浜松市障害者更生相談所 ☎４５７－２７０７ 

中央区中央一丁目１２番１号 静岡県浜松総合庁舎４階 

 

●窓口（詳しくは窓口にお問合せください） 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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医医  

療療  

等等  

医医          療療          等等  
 

自自立立支支援援医医療療（（更更生生医医療療））    身身   

身体障害者手帳を所持する１８歳以上の人を対象に身体障害者手帳の障がいに関する手術等によって障が

いを軽くしたり苦痛を軽減したりするために、職業上又は日常生活上、効果が見込まれると医師が認めた医療

で、指定医療機関において治療を受ける場合の医療給付（人工関節置換術・心臓手術・血液透析療法など）を

行っています。 

・所得に応じた自己負担があります。 

 

●手続きに必要なもの 

・身体障害者手帳 
・医師の意見書  ※指定認定医師が記入のもの 
・加入医療保険情報が確認できるもの 
 ※マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険証の写し 
・市民税・県民税課税証明書（本年、他市町村から転入された人（マイナンバーの記入により省略可能）） 
・年金振込通知書等、収入がわかる書類（本人の市民税・県民税が非課税の場合） 
・特定疾病療養受療証（高額長期疾病（特定疾病）に該当する医療を受療中の人） 
・マイナンバーカード、又は、マイナンバーが確認できる書類及び身元が確認できる書類 
 ※転入の場合は、すでに支給認定を受けた有効期間を引き継ぐことができます。 
（他市町村が証明する課税証明書または収入のわかる書類が必要となります） 

 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

 

 

自自立立支支援援医医療療（（育育成成医医療療））    身身   

身体に障がいのある１８歳未満の児童（現在の病気を放置すると将来障がいを残すと認められる児童

を含む）が対象で、障がいを除去、軽減する手術等の治療によって、確実に効果が期待できると指定医

療機関の医師が認めた場合、その医療費の自己負担を軽減する制度です。 

 ・申請者は保護者です。 

・所得制限があります。 

 

●手続きに必要なもの 

・自立支援医療（育成医療）意見書 
※指定認定医師が記入のもの 

・受診者本人が記載されている医療保険の資格情報が確認できる資料の写し（国民健康保険・国民健
康保険組合の場合は、家族全員のもの） 

・申請者等の市民税・県民税課税証明書（本年、他市町村から転入された人（マイナンバーの記入により
省略可能）） 

・年金振込通知書等、申請者等の収入がわかる書類（市民税・県民税が非課税の場合） 
・マイナンバーカード、又は、マイナンバーが確認できる書類及び身元が確認できる書類 
 ※転入の場合は、すでに支給認定を受けた有効期間を引き継ぐことができます。 

 

●窓口  

各健康づくりセンター（裏表紙裏に記載） 
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手手  
  

帳帳  

精精神神障障害害者者保保健健福福祉祉手手帳帳    精精   

精神に障がいのある人が一定の障がいにあることを証明する手帳です。この手帳を

もつことにより、社会復帰や社会参加のために各種サービスを受けやすくなります。

精神に障がいがあるため、日常生活や社会生活にハンディキャップをもち、初診日か

ら６か月以上経過した人が申請することができます。 

有効期間は２年です。 

 

●精神障害者保健福祉手帳の手続き関係一覧 

 

申請の種類 

 

 

 

 

手続きに必要なもの 

新

規

申

請 

等

級

変

更 

住
所
（
市
内
）
変
更 

氏

名

の

変

更 

再
交
付
（
破
損
等
） 

再

認

定 

返
還
（
死
亡
等
） 

転

入 

※5 ※5   ※5 ※5   

①診断書②障害年金証書③特別障害給付金受給

資格者証(①～③のいずれかの書類)※１※２ 
○ ○    ○   

写真（タテ４cm×ヨコ３cm）１枚※３ ○ ○   ○ 
○ 

※4 
 ○ 

精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

マイナンバーカード 

又は、マイナンバーが確認できる書類及び身

元が確認できる書類 

○       ○ 

※１  診断書は、浜松市が定めた様式の診断書（精神障害者保健 

福祉手帳用）が必要です。（作成日から３か月以内のもの） 
※２  障害年金証書又は特別障害給付金受給資格者証は、精神障 

害を事由として給付されている場合のみ。 
※３  写真は、右図（適切な写真の例）参照。 
※４  浜松市発行（写真貼付済）の手帳を所持している場合で、 

障害等級に変更がなく、更新欄に余白があれば原則不要。 
※５ 手帳交付時の持ち物は上記と異なります。 

（郵送されるお知らせに記載） 
 

●精神障害者障害程度等級表 

級 別 状     態 

１級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

２級 
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えること
を必要とする程度のもの 

３級 
日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは 
社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの 

 

●判定機関 
浜松市精神保健福祉センター ☎４５７－２７０９ 
中央区中央一丁目１２番１号 静岡県浜松総合庁舎４階 

 

●窓口（詳しくは窓口にお問合せください） 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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医医  

療療  

等等  

医医          療療          等等  
 

自自立立支支援援医医療療（（更更生生医医療療））    身身   

身体障害者手帳を所持する１８歳以上の人を対象に身体障害者手帳の障がいに関する手術等によって障が

いを軽くしたり苦痛を軽減したりするために、職業上又は日常生活上、効果が見込まれると医師が認めた医療

で、指定医療機関において治療を受ける場合の医療給付（人工関節置換術・心臓手術・血液透析療法など）を

行っています。 

・所得に応じた自己負担があります。 

 

●手続きに必要なもの 

・身体障害者手帳 
・医師の意見書  ※指定認定医師が記入のもの 
・加入医療保険情報が確認できるもの 
 ※マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険証の写し 
・市民税・県民税課税証明書（本年、他市町村から転入された人（マイナンバーの記入により省略可能）） 
・年金振込通知書等、収入がわかる書類（本人の市民税・県民税が非課税の場合） 
・特定疾病療養受療証（高額長期疾病（特定疾病）に該当する医療を受療中の人） 
・マイナンバーカード、又は、マイナンバーが確認できる書類及び身元が確認できる書類 
 ※転入の場合は、すでに支給認定を受けた有効期間を引き継ぐことができます。 
（他市町村が証明する課税証明書または収入のわかる書類が必要となります） 

 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

 

 

自自立立支支援援医医療療（（育育成成医医療療））    身身   

身体に障がいのある１８歳未満の児童（現在の病気を放置すると将来障がいを残すと認められる児童

を含む）が対象で、障がいを除去、軽減する手術等の治療によって、確実に効果が期待できると指定医

療機関の医師が認めた場合、その医療費の自己負担を軽減する制度です。 

 ・申請者は保護者です。 

・所得制限があります。 

 

●手続きに必要なもの 

・自立支援医療（育成医療）意見書 
※指定認定医師が記入のもの 

・受診者本人が記載されている医療保険の資格情報が確認できる資料の写し（国民健康保険・国民健
康保険組合の場合は、家族全員のもの） 

・申請者等の市民税・県民税課税証明書（本年、他市町村から転入された人（マイナンバーの記入により
省略可能）） 

・年金振込通知書等、申請者等の収入がわかる書類（市民税・県民税が非課税の場合） 
・マイナンバーカード、又は、マイナンバーが確認できる書類及び身元が確認できる書類 
 ※転入の場合は、すでに支給認定を受けた有効期間を引き継ぐことができます。 

 

●窓口  

各健康づくりセンター（裏表紙裏に記載） 
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手手  
  

帳帳  

精精神神障障害害者者保保健健福福祉祉手手帳帳    精精   

精神に障がいのある人が一定の障がいにあることを証明する手帳です。この手帳を

もつことにより、社会復帰や社会参加のために各種サービスを受けやすくなります。

精神に障がいがあるため、日常生活や社会生活にハンディキャップをもち、初診日か

ら６か月以上経過した人が申請することができます。 

有効期間は２年です。 

 

●精神障害者保健福祉手帳の手続き関係一覧 

 

申請の種類 

 

 

 

 

手続きに必要なもの 

新

規

申

請 

等

級

変

更 

住
所
（
市
内
）
変
更 

氏

名

の

変

更 

再
交
付
（
破
損
等
） 

再

認

定 

返
還
（
死
亡
等
） 

転

入 

※5 ※5   ※5 ※5   

①診断書②障害年金証書③特別障害給付金受給

資格者証(①～③のいずれかの書類)※１※２ 
○ ○    ○   

写真（タテ４cm×ヨコ３cm）１枚※３ ○ ○   ○ 
○ 

※4 
 ○ 

精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

マイナンバーカード 

又は、マイナンバーが確認できる書類及び身

元が確認できる書類 

○       ○ 

※１  診断書は、浜松市が定めた様式の診断書（精神障害者保健 

福祉手帳用）が必要です。（作成日から３か月以内のもの） 
※２  障害年金証書又は特別障害給付金受給資格者証は、精神障 

害を事由として給付されている場合のみ。 
※３  写真は、右図（適切な写真の例）参照。 
※４  浜松市発行（写真貼付済）の手帳を所持している場合で、 

障害等級に変更がなく、更新欄に余白があれば原則不要。 
※５ 手帳交付時の持ち物は上記と異なります。 

（郵送されるお知らせに記載） 
 

●精神障害者障害程度等級表 

級 別 状     態 

１級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

２級 
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えること
を必要とする程度のもの 

３級 
日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは 
社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの 

 

●判定機関 
浜松市精神保健福祉センター ☎４５７－２７０９ 
中央区中央一丁目１２番１号 静岡県浜松総合庁舎４階 

 

●窓口（詳しくは窓口にお問合せください） 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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医医  

療療  

等等  

 

重重度度心心身身障障害害者者医医療療費費助助成成    身身     知知     精精   

重度心身障害者の疾患の療養に要する医療費の負担を軽減するため、健康保険が適用される 

医療費について、自己負担金を控除した額を助成する制度です。 

【自己負担金】通院は、１医療機関につき５００円／月（薬局は０円） 

        ※６歳以下で小学校就学前の３月３１日までは、無料（時間外を除く）。 

入院は、１医療機関につき５００円／日（最大５，０００円／月） 

※ ２０歳未満の入院は、無料。 

※ 新たに当制度の対象となる手帳の交付を受けることとなった年齢が６５歳以上かつ市

民税課税世帯に属する人は、入院分は助成対象外。 

●対象者 

・身体障害者手帳所持者（１・２・３級） 

・療育手帳所持者（Ａ及びＢの一部） 

・精神障害者保健福祉手帳所持者（１級） 

・特別児童扶養手当対象児（１・２級） 

ただし、全ての対象者に対して、所得制限があります。（本人や配偶者または扶養義務者に一定額以

上の所得があると助成を受けることができません。） 

●申請者 

障がいのある人本人。ただし、療育手帳所持者及び児童（２０歳未満）については、保護者。 

●手続きに必要なもの 

・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳 

・受給者が加入する健康保険の情報が確認できるもの（マイナ保険証、資格確認書、従来の健康保険

証等。マイナ保険証の場合、ご自身でマイナポータルにログインする必要があります） 

・申請者名義の口座情報が確認できるもの（預金通帳等） 

・マイナンバーカード、又は、マイナンバーが確認できる書類及び身元が確認できる書類 

・受給者が２０歳未満の場合は保護者および受給者本人、成年後見人が付いている場合は成年後見人

および受給者本人の印鑑（朱肉を使うもの（スタンプ印不可）） 

※転入された人で当制度の対象となる人は、本人及び世帯全員の市民税課税状況及び所得のわかるも

の（課税証明書、非課税証明書等）が必要となる場合があります。 

※成年後見人が付いている場合は、登記事項証明書原本（発行日から３ヶ月以内のもの）を確認させ

ていただきます。 

●助成申請方法（受給者証使用方法） 

申請に基づき交付された「重度心身障害者医療費助成金受給者証」を医療機関・薬局の窓口で提示

してください。また、市外の医療機関を受診した場合には、健康保険による自己負担金をお支払いい

ただき、後日助成金を振込みます。 

ただし、次の医療費は領収書による申請が必要です。助成金の申請書提出は、市内の協働センター

（一部を除く）及び市民サービスセンター（一部を除く）も利用できます。 

・医療機関に受給者証を提示しなかった場合 

・県外の医療機関での受診 

・はり、きゅう、マッサージの施術 

・治療用装具の購入 

・助成開始日から受給者証の開始日までの受診 

※助成金の申請期間は医療機関を受診した月の翌月から起算して１年以内です。 

※助成金の振込みは基本的には受診から３か月後の月末（後期高齢者医療保険は４か月後の月末）ですが、高額

療養費や健康保険等からの支給がある場合は、数か月遅くなることがありますので御了承ください。 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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医医  

療療  

等等  

 
 

自自立立支支援援医医療療（（精精神神通通院院））    精精   

精神医療にかかる通院医療の公費負担制度です。自己負担分は原則医療費の１割にな

ります。また、市民税の課税状況や症状等により月額自己負担上限額（0円・2,500 円・

5,000 円・10,000 円・20,000 円・上限なし）の設定があります。 

有効期間は１年です。 

 

●申請の手続き 

手続きに必要なものは次のとおりです。 

申請の種類 

 

 

 

 

 

 

手続きに必要なもの 

新
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か
ら
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変
更
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氏

名

等

の

変

更 

再

交

付

（

破

損

等

） 

診 断 書 ○ ○    
△ 

※1 
  

加入医療保険情報が確認できるもの 

 ※２ 
○ ○  ○ ○ ○   

所 得 等 確 認 書 類 ※3 △ △  △  △   

受 給 者 証  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
△ 

※4 

マイナンバーカード、 

又は、マイナンバーが確認できる書類

及び身元が確認できる書類 

○ ○       

・診断書は、浜松市が定めた様式の自立支援医療（精神通院）用診断書が必要です。精神保健福祉手

帳と同時に申請する場合、精神保健福祉手帳用の診断書１枚で両方の申請ができます。（作成日から

３か月以内のもの） 

・非課税の場合は収入のわかる書類をお持ちください。 

・転入の場合は、すでに支給認定を受けた有効期間を引き継ぐことができます。 

※１ 直近の申請時に診断書を提出している受給者は病状の変化や治療方針に変更のない場合は省

略できます。 

※２ 資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険証の写し、マイナポータルから資格情報を印刷し

たものなど 

※３ 市民税・県民税課税証明（本年、他市町村から転入された人（マイナンバーの記入により省略

可能）） 

※４ 紛失の場合以外は持参してください。 

 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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医医  

療療  

等等  

 
 

自自立立支支援援医医療療（（精精神神通通院院））    精精   

精神医療にかかる通院医療の公費負担制度です。自己負担分は原則医療費の１割にな

ります。また、市民税の課税状況や症状等により月額自己負担上限額（※）の設定があ

ります。有効期間は１年です。 

※０円・２，５００円・５，０００円・１０，０００円・２０，０００円・上限なし 

 

●申請の手続き 

手続きに必要なものは次のとおりです。 

申請の種類 

 

 

 

 

 

 

手続きに必要なもの 
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（

破

損
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） 

診 断 書 ○ ○    
△ 

※1 
  

加入医療保険情報が確認できるもの 

 ※２ 
○ ○  ○ ○ ○   

所 得 等 確 認 書 類 ※3 △ △  △  △   

受 給 者 証  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
△ 

※4 

マイナンバーカード、 

又は、マイナンバーが確認できる書類

及び身元が確認できる書類 

○ ○       

・診断書は、浜松市が定めた様式の自立支援医療（精神通院）用診断書が必要です。精神保健福祉手

帳と同時に申請する場合、精神保健福祉手帳用の診断書１枚で両方の申請ができます。（作成日から

３か月以内のもの） 

・非課税の場合は収入のわかる書類をお持ちください。 

・転入の場合は、すでに支給認定を受けた有効期間を引き継ぐことができます。 

※１ 直近の申請時に診断書を提出している受給者は病状の変化や治療方針に変更のない場合は省

略できます。 

※２ 資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険証の写し、マイナポータルから資格情報を印刷し

たものなど 

※３ 市民税・県民税課税証明（本年、他市町村から転入された人（マイナンバーの記入により省略

可能）） 

※４ 紛失の場合以外は持参してください。 

 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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療療  

等等  

 
 

自自立立支支援援医医療療（（精精神神通通院院））    精精   

精神医療にかかる通院医療の公費負担制度です。自己負担分は原則医療費の１割にな

ります。また、市民税の課税状況や症状等により月額自己負担上限額（0円・2,500 円・

5,000 円・10,000 円・20,000 円・上限なし）の設定があります。 

有効期間は１年です。 

 

●申請の手続き 

手続きに必要なものは次のとおりです。 

申請の種類 

 

 

 

 

 

 

手続きに必要なもの 

新

規

申

請 

市
外
か
ら
の
住
所
変
更
（
転
入
） 

医
療
機
関
等
の
追
加
・
変
更 

所

得

区

分

の

変

更 
加

入

医

療

保

険

の

変

更 

再

認

定 

住

所

・

氏

名

等

の

変

更 

再

交

付

（

破

損
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） 

診 断 書 ○ ○    
△ 

※1 
  

加入医療保険情報が確認できるもの 

 ※２ 
○ ○  ○ ○ ○   

所 得 等 確 認 書 類 ※3 △ △  △  △   

受 給 者 証  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
△ 

※4 

マイナンバーカード、 

又は、マイナンバーが確認できる書類

及び身元が確認できる書類 

○ ○       

・診断書は、浜松市が定めた様式の自立支援医療（精神通院）用診断書が必要です。精神保健福祉手

帳と同時に申請する場合、精神保健福祉手帳用の診断書１枚で両方の申請ができます。（作成日から

３か月以内のもの） 

・非課税の場合は収入のわかる書類をお持ちください。 

・転入の場合は、すでに支給認定を受けた有効期間を引き継ぐことができます。 

※１ 直近の申請時に診断書を提出している受給者は病状の変化や治療方針に変更のない場合は省

略できます。 

※２ 資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険証の写し、マイナポータルから資格情報を印刷し

たものなど 

※３ 市民税・県民税課税証明（本年、他市町村から転入された人（マイナンバーの記入により省略

可能）） 

※４ 紛失の場合以外は持参してください。 

 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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医医  

療療  

等等  

 

重重度度心心身身障障害害者者医医療療費費助助成成    身身     知知     精精   

重度心身障害者の疾患の療養に要する医療費の負担を軽減するため、健康保険が適用される 

医療費について、自己負担金を控除した額を助成する制度です。 

【自己負担金】通院は、１医療機関につき５００円／月（薬局は０円） 

        ※６歳以下で小学校就学前の３月３１日までは、無料（時間外を除く）。 

入院は、１医療機関につき５００円／日（最大５，０００円／月） 

※ ２０歳未満の入院は、無料。 

※ 新たに当制度の対象となる手帳の交付を受けることとなった年齢が６５歳以上かつ市

民税課税世帯に属する人は、入院分は助成対象外。 

●対象者 

・身体障害者手帳所持者（１・２・３級） 

・療育手帳所持者（Ａ及びＢの一部） 

・精神障害者保健福祉手帳所持者（１級） 

・特別児童扶養手当対象児（１・２級） 

ただし、全ての対象者に対して、所得制限があります。（本人や配偶者または扶養義務者に一定額以

上の所得があると助成を受けることができません。） 

●申請者 

障がいのある人本人。ただし、療育手帳所持者及び児童（２０歳未満）については、保護者。 

●手続きに必要なもの 

・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳 

・受給者が加入する健康保険の情報が確認できるもの（マイナ保険証、資格確認書、従来の健康保険

証等。マイナ保険証の場合、ご自身でマイナポータルにログインする必要があります） 

・申請者名義の口座情報が確認できるもの（預金通帳等） 

・マイナンバーカード、又は、マイナンバーが確認できる書類及び身元が確認できる書類 

・受給者が２０歳未満の場合は保護者および受給者本人、成年後見人が付いている場合は成年後見人

および受給者本人の印鑑（朱肉を使うもの（スタンプ印不可）） 

※転入された人で当制度の対象となる人は、本人及び世帯全員の市民税課税状況及び所得のわかるも

の（課税証明書、非課税証明書等）が必要となる場合があります。 

※成年後見人が付いている場合は、登記事項証明書原本（発行日から３ヶ月以内のもの）を確認させ

ていただきます。 

●助成申請方法（受給者証使用方法） 

申請に基づき交付された「重度心身障害者医療費助成金受給者証」を医療機関・薬局の窓口で提示

してください。また、市外の医療機関を受診した場合には、健康保険による自己負担金をお支払いい

ただき、後日助成金を振込みます。 

ただし、次の医療費は領収書による申請が必要です。助成金の申請書提出は、市内の協働センター

（一部を除く）及び市民サービスセンター（一部を除く）も利用できます。 

・医療機関に受給者証を提示しなかった場合 

・県外の医療機関での受診 

・はり、きゅう、マッサージの施術 

・治療用装具の購入 

・助成開始日から受給者証の開始日までの受診 

※助成金の申請期間は医療機関を受診した月の翌月から起算して１年以内です。 

※助成金の振込みは基本的には受診から３か月後の月末（後期高齢者医療保険は４か月後の月末）ですが、高額

療養費や健康保険等からの支給がある場合は、数か月遅くなることがありますので御了承ください。 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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医医  

療療  

等等  

 
 

自自立立支支援援医医療療（（精精神神通通院院））    精精   

精神医療にかかる通院医療の公費負担制度です。自己負担分は原則医療費の１割にな

ります。また、市民税の課税状況や症状等により月額自己負担上限額（0円・2,500 円・

5,000 円・10,000 円・20,000 円・上限なし）の設定があります。 

有効期間は１年です。 

 

●申請の手続き 

手続きに必要なものは次のとおりです。 

申請の種類 

 

 

 

 

 

 

手続きに必要なもの 

新
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） 

診 断 書 ○ ○    
△ 

※1 
  

加入医療保険情報が確認できるもの 

 ※２ 
○ ○  ○ ○ ○   

所 得 等 確 認 書 類 ※3 △ △  △  △   

受 給 者 証  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
△ 

※4 

マイナンバーカード、 

又は、マイナンバーが確認できる書類

及び身元が確認できる書類 

○ ○       

・診断書は、浜松市が定めた様式の自立支援医療（精神通院）用診断書が必要です。精神保健福祉手

帳と同時に申請する場合、精神保健福祉手帳用の診断書１枚で両方の申請ができます。（作成日から

３か月以内のもの） 

・非課税の場合は収入のわかる書類をお持ちください。 

・転入の場合は、すでに支給認定を受けた有効期間を引き継ぐことができます。 

※１ 直近の申請時に診断書を提出している受給者は病状の変化や治療方針に変更のない場合は省

略できます。 

※２ 資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険証の写し、マイナポータルから資格情報を印刷し

たものなど 

※３ 市民税・県民税課税証明（本年、他市町村から転入された人（マイナンバーの記入により省略

可能）） 

※４ 紛失の場合以外は持参してください。 

 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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自自立立支支援援医医療療（（精精神神通通院院））    精精   

精神医療にかかる通院医療の公費負担制度です。自己負担分は原則医療費の１割にな

ります。また、市民税の課税状況や症状等により月額自己負担上限額（※）の設定があ

ります。有効期間は１年です。 

※０円・２，５００円・５，０００円・１０，０００円・２０，０００円・上限なし 

 

●申請の手続き 

手続きに必要なものは次のとおりです。 

申請の種類 

 

 

 

 

 

 

手続きに必要なもの 
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診 断 書 ○ ○    
△ 

※1 
  

加入医療保険情報が確認できるもの 

 ※２ 
○ ○  ○ ○ ○   

所 得 等 確 認 書 類 ※3 △ △  △  △   

受 給 者 証  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
△ 

※4 

マイナンバーカード、 

又は、マイナンバーが確認できる書類

及び身元が確認できる書類 

○ ○       

・診断書は、浜松市が定めた様式の自立支援医療（精神通院）用診断書が必要です。精神保健福祉手

帳と同時に申請する場合、精神保健福祉手帳用の診断書１枚で両方の申請ができます。（作成日から

３か月以内のもの） 

・非課税の場合は収入のわかる書類をお持ちください。 

・転入の場合は、すでに支給認定を受けた有効期間を引き継ぐことができます。 

※１ 直近の申請時に診断書を提出している受給者は病状の変化や治療方針に変更のない場合は省

略できます。 

※２ 資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険証の写し、マイナポータルから資格情報を印刷し

たものなど 

※３ 市民税・県民税課税証明（本年、他市町村から転入された人（マイナンバーの記入により省略

可能）） 

※４ 紛失の場合以外は持参してください。 

 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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医医  

療療  

等等  

小小児児慢慢性性特特定定疾疾病病医医療療費費助助成成制制度度  

国が定める小児慢性特定疾病にり患しており、症状等が基準を満たしている１８歳未満の児童に対し、

医療費の一部が助成される制度です。 

・申請者は保護者です。 

 

●手続きに必要なもの 
 ・医療意見書（小児慢性特定疾病指定医が記載したもの） 

  ※転入の場合は、すでに支給認定を受けた受給者証の写しを提出いただくことにより、医療意見書

の提出が省略できる場合があります。 

 ・世帯全員の医療保険の資格情報が確認できる資料の写し 

 ・マイナンバーカード、又は、マイナンバーが確認できる書類及び身元が確認できる書類 

 ・年金払込通知書等、申請者等の収入がわかる書類（市民税・県民税が非課税の場合） 

 ・その他必要書類等については、健康増進課までお問合せください。 

 

●問合せ先 

健康増進課 ☎４５３－６１１６ 

 

●窓口  

各健康づくりセンター（裏表紙裏に記載） 

 

特特定定医医療療費費（（指指定定難難病病））助助成成制制度度  難難   

 国が指定した難病（指定難病）にり患し、国が定める基準を満たし特定医療費の支給認定を受けた人

は、指定難病の治療にかかる医療費の一部が助成される制度です。 

 

●手続きに必要なもの 
 ・臨床調査個人票（難病指定医が記載したもの） 

  ※転入の場合は、すでに支給認定を受けた受給者証の写しを提出いただくことにより、臨床調査個

人票の提出が省略できる場合があります。 

 ・受診者本人が記載されている医療保険の資格情報が確認できる資料の写し（国民健康保険・国民健

康保険組合・後期高齢者医療の場合は、家族全員のもの） 

 ・マイナンバーカード、又は、マイナンバーが確認できる書類及び身元が確認できる書類 

 ・年金払込通知書等、収入がわかる書類（市民税・県民税が非課税の場合） 

 ・申請する月以前の１２か月間に、月ごとの指定難病に係る医療費総額が３３，０００円を超える月

が、３回以上あることが確認できる領収書等（軽症高額基準に該当する場合） 

 ・その他必要書類等については、健康増進課までお問合せください。 

 

●問合せ先 

健康増進課 ☎４５３－６１１６ 

 

●窓口  

各健康づくりセンター（裏表紙裏に記載） 
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医医  

療療  

等等  

 

浜浜松松市市精精神神障障害害者者医医療療費費助助成成制制度度    精精   

精神の障がいによって精神科に入院した人の療養に要する医療費の負担を軽減するため、その一部を

助成する制度です。 

 

●対象者 

原則として下記の（１）～(３）のいずれにも該当する人となります。 

（１）入院中に市内に住所を有する人 

（２）精神の障がいによって同一の精神科病院（総合病院の精神科を含む）への入院期間が引き続い

て１か月を超えた人 

（３）生活保護、措置入院、重度心身障害者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成又は小・中学生、

高校生世代医療費助成、指定難病など他の制度で助成を受けていない人 

 

●助成金の支給 

入院期間が１か月を超えた日の属する月から、１か月１０，０００円を限度として助成します。 

助成対象額は保険診療による最終自己負担分です。 

 

＜医療費助成の対象となる入院期間の考え方＞ 

入院期間が１１かか月月をを超超ええたた日日のの属属すするる月月から退院した日の属する月までとなっています。 

 

 

入院日 7/1      1 か月を超えた日 8/1       退院日 8/31 

↓           ↓            ↓ 

 

                    ※※８８月月分分がが該該当当月月 

  

入院日 1/31     1 か月を超えた日 2/28          退院日 3/3 

↓         ↓              ↓ 

  

※※２２月月分分及及びび３３月月分分((１１日日～～３３日日))がが対対象象  

 

●助成金申請の有効期限 

・申請には有効期限があります。 

・申請できる有効期限は、申請する入院月の翌月１５日から起算して１年以内です。 

・上記申請期間を過ぎると、助成を受けられなくなりますのでご注意ください。 

 

●手続きに必要なもの 

以下のものを揃えて窓口まで提出してください。 

・浜松市精神障害者医費助成申請書（医療機関の証明があるもの） 

・申請者（入院者本人）の健康保険証 

・申請者（入院者本人）名義の助成金振込口座の通帳等 

 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

 

 

例１ 

例２ 
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医医  

療療  

等等  

小小児児慢慢性性特特定定疾疾病病医医療療費費助助成成制制度度  

国が定める小児慢性特定疾病にり患しており、症状等が基準を満たしている１８歳未満の児童に対し、

医療費の一部が助成される制度です。 

・申請者は保護者です。 

 

●手続きに必要なもの 
 ・医療意見書（小児慢性特定疾病指定医が記載したもの） 

  ※転入の場合は、すでに支給認定を受けた受給者証の写しを提出いただくことにより、医療意見書

の提出が省略できる場合があります。 

 ・世帯全員の医療保険の資格情報が確認できる資料の写し 

 ・マイナンバーカード、又は、マイナンバーが確認できる書類及び身元が確認できる書類 

 ・年金払込通知書等、申請者等の収入がわかる書類（市民税・県民税が非課税の場合） 

 ・その他必要書類等については、健康増進課までお問合せください。 

 

●問合せ先 

健康増進課 ☎４５３－６１１６ 

 

●窓口  

各健康づくりセンター（裏表紙裏に記載） 

 

特特定定医医療療費費（（指指定定難難病病））助助成成制制度度  難難   

 国が指定した難病（指定難病）にり患し、国が定める基準を満たし特定医療費の支給認定を受けた人

は、指定難病の治療にかかる医療費の一部が助成される制度です。 

 

●手続きに必要なもの 
 ・臨床調査個人票（難病指定医が記載したもの） 

  ※転入の場合は、すでに支給認定を受けた受給者証の写しを提出いただくことにより、臨床調査個

人票の提出が省略できる場合があります。 

 ・受診者本人が記載されている医療保険の資格情報が確認できる資料の写し（国民健康保険・国民健

康保険組合・後期高齢者医療の場合は、家族全員のもの） 

 ・マイナンバーカード、又は、マイナンバーが確認できる書類及び身元が確認できる書類 

 ・年金払込通知書等、収入がわかる書類（市民税・県民税が非課税の場合） 

 ・申請する月以前の１２か月間に、月ごとの指定難病に係る医療費総額が３３，０００円を超える月

が、３回以上あることが確認できる領収書等（軽症高額基準に該当する場合） 

 ・その他必要書類等については、健康増進課までお問合せください。 

 

●問合せ先 

健康増進課 ☎４５３－６１１６ 

 

●窓口  

各健康づくりセンター（裏表紙裏に記載） 
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医医  

療療  

等等  

 

浜浜松松市市精精神神障障害害者者医医療療費費助助成成制制度度    精精   

精神の障がいによって精神科に入院した人の療養に要する医療費の負担を軽減するため、その一部を

助成する制度です。 

 

●対象者 

原則として下記の（１）～(３）のいずれにも該当する人となります。 

（１）入院中に市内に住所を有する人 

（２）精神の障がいによって同一の精神科病院（総合病院の精神科を含む）への入院期間が引き続い

て１か月を超えた人 

（３）生活保護、措置入院、重度心身障害者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成又は小・中学生、

高校生世代医療費助成、指定難病など他の制度で助成を受けていない人 

 

●助成金の支給 

入院期間が１か月を超えた日の属する月から、１か月１０，０００円を限度として助成します。 

助成対象額は保険診療による最終自己負担分です。 

 

＜医療費助成の対象となる入院期間の考え方＞ 

入院期間が１１かか月月をを超超ええたた日日のの属属すするる月月から退院した日の属する月までとなっています。 

 

 

入院日 7/1      1 か月を超えた日 8/1       退院日 8/31 

↓           ↓            ↓ 

 

                    ※※８８月月分分がが該該当当月月 

  

入院日 1/31     1 か月を超えた日 2/28          退院日 3/3 

↓         ↓              ↓ 

  

※※２２月月分分及及びび３３月月分分((１１日日～～３３日日))がが対対象象  

 

●助成金申請の有効期限 

・申請には有効期限があります。 

・申請できる有効期限は、申請する入院月の翌月１５日から起算して１年以内です。 

・上記申請期間を過ぎると、助成を受けられなくなりますのでご注意ください。 

 

●手続きに必要なもの 

以下のものを揃えて窓口まで提出してください。 

・浜松市精神障害者医費助成申請書（医療機関の証明があるもの） 

・申請者（入院者本人）の健康保険証 

・申請者（入院者本人）名義の助成金振込口座の通帳等 

 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

 

 

例１ 

例２ 
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医医  

療療  

等等  

歯歯科科保保健健医医療療事事業業  

 

○心身障がい者（児）歯科診療 

一般の歯科医院では治療が困難な心身に障がいのある人のために、歯科診療を行います（予約制：

月・水・金）。また、障がいのある人が身近な歯科医院で歯科診療が受けられるように、障がい者歯科

協力歯科医院や浜松医療センター等と連携を図っています。この連携体制では、患者さんの状態に合

わせて、それぞれが相互に紹介するなど障がいのある人が安心して歯科受診できるようになっていま

す。 

詳しくは、歯の健康センターにお問合せください。 

 

●対象者 

・療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している人 

・要介護認定をうけている人 

・２つに該当しないが、一般の歯科診療所で歯科治療が困難な障がいのある人（歯科医院からの

紹介状が必須） 

 

●問合せ先 

歯の健康センター ☎４５３－６１２９ 

 

※ 障がい者歯科協力歯科医院 

（一社）浜松市歯科医師会会員の歯科医院の中で、障がいのある人の歯科診療（予防・治療を含む）

に取り組み、治療終了後も定期的な受診をするように指導している歯科医院のことです。障がいのあ

る人で、かかりつけ歯科医院のない人は、協力歯科医院に受診されることをお勧めします。 

協力歯科医院の一覧表は、浜松市歯科医師会ホームページ等で閲覧することができます。 

 

○歯科訪問診査 

（一社）浜松市歯科医師会の歯科医師が家庭に訪問し、入れ歯や歯などの診査と保健指導を行いま

す（無料）。原則として年１回、検診を受けることができます。訪問歯科診療を行うものではありませ

ん。事前に歯の健康センターまでお申し込みください。 

 

●対象者 

通院が困難な在宅療養中の人 

 

●問合せ先 

歯の健康センター ☎４５３－６１２９ 
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医医  

療療  

等等  

 

後後期期高高齢齢者者医医療療制制度度    身身     知知     精精   

通常は７５歳から適用されますが、次の障がいのある人は、申請により６５歳から後期高 

齢者医療制度を受けられます。 

●対象者 

浜松市に住所を有し、次のいずれかに該当する人。 

・身体障害者手帳 １級～３級 

・身体障害者手帳 ４級のうち音声機能又は言語機能の障害 

・身体障害者手帳 ４級のうち下肢障害の１号、３号又は４号 

・療育手帳Ａ（重度） 

・精神障害者保健福祉手帳１級・２級 

・国民年金法・厚生年金保険法・共済組合法等における障害年金１級・２級及び労働

者災害補償保険法・船員保険法等の障害年金１級～４級 

●窓口 
  各福祉事業所保険年金課又は長寿保険課（裏表紙裏に記載） 
 

腎腎臓臓ババンンクク  身身   

死後の「臓器を提供する・しない」という、あなたの意思表示をお願いします。 

臓器提供意思表示カードやパンフレットを配布しております。腎不全の根治療法は腎臓移植です。 

献腎（亡くなった方から頂いた腎臓）移植施設や腎臓移植希望登録についてのお問合せは、 

下記へご連絡ください。 

●窓口 

公益財団法人 静岡県腎臓バンク ☎４３５－３１７５ FAX ４３１－０５０８ 

中央区半田山一丁目２０番１号 浜松医大内 

 

アアイイババンンクク  身身   

角膜移植のための角膜を提供いただける意思のある人の献眼登録をお願いしています。 

献眼登録、献眼方法や角膜移植についてのご質問は、下記までお問合せください。 

●窓口 

公益財団法人 静岡県アイバンク ☎４３３－３３３１ FAX ４３５－３４３４ 

中央区半田山一丁目２０番１号 浜松医大内 

 

訪訪問問指指導導事事業業  

病気の予防や健康の保持増進のために保健師・栄養士・歯科衛生士が家庭を訪問し、必要な指導を行

います。介護予防の支援が必要な人、介護をしている家族、生活習慣の改善が必要な人、妊娠・出産・

育児等に支援が必要な人等の相談に応じます。詳しくは、下記へお問合せください。 

●窓口 

中央健康づくりセンター 中央区役所内       ☎413-5577 

※歯科については歯の健康センター        ☎453-6129 

東行政センター内        ☎424-0122 

西行政センター内          ☎597-1174 

南行政センター内         ☎425-1590 

浜名健康づくりセンター 浜名区役所内       ☎585-1120 

引佐健康センター内    ☎542-0857 

天竜健康づくりセンター 天竜保健福祉センター内  ☎922-0075   
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医医  

療療  

等等  

歯歯科科保保健健医医療療事事業業  

 

○心身障がい者（児）歯科診療 

一般の歯科医院では治療が困難な心身に障がいのある人のために、歯科診療を行います（予約制：

月・水・金）。また、障がいのある人が身近な歯科医院で歯科診療が受けられるように、障がい者歯科

協力歯科医院や浜松医療センター等と連携を図っています。この連携体制では、患者さんの状態に合

わせて、それぞれが相互に紹介するなど障がいのある人が安心して歯科受診できるようになっていま

す。 

詳しくは、歯の健康センターにお問合せください。 

 

●対象者 

・療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している人 

・要介護認定をうけている人 

・２つに該当しないが、一般の歯科診療所で歯科治療が困難な障がいのある人（歯科医院からの

紹介状が必須） 

 

●問合せ先 

歯の健康センター ☎４５３－６１２９ 

 

※ 障がい者歯科協力歯科医院 

（一社）浜松市歯科医師会会員の歯科医院の中で、障がいのある人の歯科診療（予防・治療を含む）

に取り組み、治療終了後も定期的な受診をするように指導している歯科医院のことです。障がいのあ

る人で、かかりつけ歯科医院のない人は、協力歯科医院に受診されることをお勧めします。 

協力歯科医院の一覧表は、浜松市歯科医師会ホームページ等で閲覧することができます。 

 

○歯科訪問診査 

（一社）浜松市歯科医師会の歯科医師が家庭に訪問し、入れ歯や歯などの診査と保健指導を行いま

す（無料）。原則として年１回、検診を受けることができます。訪問歯科診療を行うものではありませ

ん。事前に歯の健康センターまでお申し込みください。 

 

●対象者 

通院が困難な在宅療養中の人 

 

●問合せ先 

歯の健康センター ☎４５３－６１２９ 
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等等  

 

後後期期高高齢齢者者医医療療制制度度    身身     知知     精精   

通常は７５歳から適用されますが、次の障がいのある人は、申請により６５歳から後期高 

齢者医療制度を受けられます。 

●対象者 

浜松市に住所を有し、次のいずれかに該当する人。 

・身体障害者手帳 １級～３級 

・身体障害者手帳 ４級のうち音声機能又は言語機能の障害 

・身体障害者手帳 ４級のうち下肢障害の１号、３号又は４号 

・療育手帳Ａ（重度） 

・精神障害者保健福祉手帳１級・２級 

・国民年金法・厚生年金保険法・共済組合法等における障害年金１級・２級及び労働

者災害補償保険法・船員保険法等の障害年金１級～４級 

●窓口 
  各福祉事業所保険年金課又は長寿保険課（裏表紙裏に記載） 
 

腎腎臓臓ババンンクク  身身   

死後の「臓器を提供する・しない」という、あなたの意思表示をお願いします。 

臓器提供意思表示カードやパンフレットを配布しております。腎不全の根治療法は腎臓移植です。 

献腎（亡くなった方から頂いた腎臓）移植施設や腎臓移植希望登録についてのお問合せは、 

下記へご連絡ください。 

●窓口 

公益財団法人 静岡県腎臓バンク ☎４３５－３１７５ FAX ４３１－０５０８ 

中央区半田山一丁目２０番１号 浜松医大内 

 

アアイイババンンクク  身身   

角膜移植のための角膜を提供いただける意思のある人の献眼登録をお願いしています。 

献眼登録、献眼方法や角膜移植についてのご質問は、下記までお問合せください。 

●窓口 

公益財団法人 静岡県アイバンク ☎４３３－３３３１ FAX ４３５－３４３４ 

中央区半田山一丁目２０番１号 浜松医大内 

 

訪訪問問指指導導事事業業  

病気の予防や健康の保持増進のために保健師・栄養士・歯科衛生士が家庭を訪問し、必要な指導を行

います。介護予防の支援が必要な人、介護をしている家族、生活習慣の改善が必要な人、妊娠・出産・

育児等に支援が必要な人等の相談に応じます。詳しくは、下記へお問合せください。 

●窓口 

中央健康づくりセンター 中央区役所内       ☎413-5577 

※歯科については歯の健康センター        ☎453-6129 

東行政センター内        ☎424-0122 

西行政センター内          ☎597-1174 

南行政センター内         ☎425-1590 

浜名健康づくりセンター 浜名区役所内       ☎585-1120 

引佐健康センター内    ☎542-0857 

天竜健康づくりセンター 天竜保健福祉センター内  ☎922-0075   
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  手手

当当
・・
年年
金金  

●窓口 
各こども家庭センター（裏表紙裏に記載）   
区  分 支給対象 支給月額 支給月 手当申請に必要なもの 支給制限 

児童扶養手当 父又は母と一緒に生活

していない１８歳に達

する日以後の最初の３

月３１日までの間にあ

る児童（一定の障がい

がある児童は２０歳未

満まで）を養育してい

るひとり親家庭等（ひ

とり親家庭以外でも両

親のいずれかが一定の

障がいの状態にある家

庭も含む。） 

全部支給： 

46,690 円 

 

一部支給： 

11,010 円 

～ 

46,680 円 

 

第２子以降： 

5,520 円～ 

11,030 円 

５ 

７ 

９ 

11 

１ 

３ 

・母又は父および児童が

記載された戸籍謄本 

・申請者名義の預金通帳 

・年金手帳 

・保険証等 

・マイナンバーカード、

又は、マイナンバーが

確認できる書類及び

身元が確認できる書

類 

※母又は父に障がいがあ

るとき 

・障害者手帳 

・年金証書（年金受けて 

 ているとき） 

※その他書類が必要と

なる場合があります

ので、各こども家庭セ

ンター担当窓口へお

問い合わせください。 

・父又は母が婚姻したとき（事

実上の婚姻関係も含む） 

・児童が施設に入所している

とき 

・児童を監護・養育しなくなっ

たとき 

・国外へ転出したとき 

・受給者又は児童が公的年金

を受けているとき 

・所得制限 

・障がいの程度の制限 

 

 

身体・知的に重度の障がいのある人を自宅で常時介護している人へ慰労金を支給します。 

●申請月 
当該年度１２月１日から３月３１日まで 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

各各種種手手当当    身身     知知     精精   

介介護護者者慰慰労労金金    身身     知知   

区  分 支 給 対 象 支給額 

浜浜松松市市在在宅宅重重度度障障害害者者

介介護護者者慰慰労労金金  

 

身体に重度の障がいの

ある人を自宅で常時介

護している人へ慰労金

を支給します。 

次の 1 から 5 をすべて満たす障がいのある人を、自宅で常時介護している人 

1.18 歳以上 65 歳未満の人(4 月 1 日時点) 

2.「特別障害者手当」又は「障害児福祉手当」を受給している人 

(10 月 1 日時点) 

3.身体障害者手帳のうち、肢体不自由 1 級の障害認定を受けている人 

(10 月 1 日時点) 

4.10 月 1 日前 1 年間において、障害福祉サービス等を利用しておらず、 

6 か月以上自宅で介護を受けた人 

5.浜松市に住民票があり、福祉施設に入所していない人(12 月 1 日時点) 

70,000 円 

浜浜松松市市在在宅宅重重度度知知的的障障

害害者者介介護護者者慰慰労労金金  

 

知的に重度の障がいの

ある人を自宅で常時介

護している人へ慰労金

を支給します。 

次の 1 から 5 をすべて満たす障がいのある人を、自宅で常時介護している人 

1.18 歳以上 65 歳未満の人(4 月 1 日時点) 

2.障害の程度が最重度の判定の療育手帳の交付を受けている人 

(10 月 1 日時点) 

3.10 月 1 日前 1 年間において、障害福祉サービス等を利用しておらず、 

6 か月以上自宅で介護を受けた人 

4.浜松市に住民票があり、福祉施設に入所していない人(12 月 1 日時点)  
5.日常生活の中で、全面的な介助を必要とする動作が複数ある人 

(申請時に確認します。) 
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  手手

当当
・・
年年
金金  

手手    当当    ・・    年年    金金  
   

各各種種手手当当    身身     知知     精精   

 
●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

区  分 支給対象 支給月額 支給月 手当申請に必要なもの 留意事項 

特別障害者手当 ・２０歳以上の人 

・常時特別の介護を必要と

する重度の障がいのある

人（重複障害など） 

29,590 円 ２ 

５ 

８ 

11 

 

・所定の診断書 
・本人名義の普通預金通帳 
・年金受給額がわかるもの 
・マイナンバーカード、又は、

マイナンバーが確認でき
る書類及び身元が確認で
きる書類 

※障害者手帳を持っている人
は、障害者手帳もお持ちく
ださい。 

・３か月を超えて入院し

ているとき、又は施設

に入所しているとき

は、申請・受給できま

せん。 

・所得により、支給制限

となることがありま

す。 

障害児福祉手当 ・２０歳未満の人 

・身体、知的又は精神に重度

の障がいのある人で常時

介護を必要とする人 

16,100 円 ２ 

５ 

８ 

11 

・所定の診断書 
・本人名義の普通預金通帳 
・マイナンバーカード、又は、

マイナンバーが確認でき
る書類及び身元が確認で
きる書類 

※対象となる児童が障害者手
帳を持っている人は、障害
者手帳もお持ちください。 

・施設に入所していると

きは、申請・受給でき

ません。 

・所得により、支給制限

となることがありま

す。 

特別児童扶養手当 

※２０歳になると

手当の支給が終

了となりますの

で、障害年金の

申請手続を行っ

て下さい。 

 

身体、知的又は精神に一定

の障がいのある２０歳未満

の人を養育している人 

※「一定の障がい」とは、身

体障害者手帳の場合はお

おむね１～３級と４級の

一部、療育手帳の場合は

Ａ判定とＢ判定の一部で

す。対象となる児童が手

帳を持っていなくても、

診断書により同じ程度の

障がいがあると認められ

れば、支給の対象となり

ます。 

※養育者は、保護者のうち、

所得の多い人となりま

す。 

１級（重度） 

56,800 円 

２級（中度） 

37,830 円 

４ 

８ 

11 

・所定の診断書 
・養育者及び対象児童の記載さ

れている戸籍の謄本 
・マイナンバーカード、又は、

マイナンバーが確認できる
書類及び身元が確認できる
書類 

（マイナンバー制度による情
報連携が可能な場合は、戸
籍謄本の提出を省略でき
ます。） 

・対象児童が市外に住所を有
する場合、その児童を含む
世帯全員分の住民票 

・養育者名義の普通貯金通帳 
・特別児童扶養手当振込口座

申出書 
※一部の身体障害者手帳又は

Ａ判定の療育手帳を持って
いる場合、診断書を省略でき
る場合があります。 

※対象となる児童が障害者手
帳を持っている人は、障害
者手帳もお持ちください。 

・対象児童が施設に入所

しているときは、申請・

受給できません。 

・対象児童が受給者に監

護・養育されなくなっ

たとき、又は受給者も

しくは対象児童が国外

へ転出したときは、受

給できません。 

・所得により、支給制限

となることがありま

す。 

浜松市重度心身 

障害児扶養手当 

特別児童扶養手当（１級）を

受給している人 

5,000 円 ４ 

10 

・養育者名義の普通預金通帳 
 

・対象児童が施設に入所

しているときは、申請・

受給できません。 

・対象児童が受給者に監

護・養育されなくなっ

たとき、又は受給者も

しくは対象児童が浜松

市外へ転出したときは、

受給できません。 

・所得制限により、特別

児童扶養手当が支給停

止となったときは、受

給できません。 
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  手手

当当
・・
年年
金金  

●窓口 
各こども家庭センター（裏表紙裏に記載）   
区  分 支給対象 支給月額 支給月 手当申請に必要なもの 支給制限 

児童扶養手当 父又は母と一緒に生活

していない１８歳に達

する日以後の最初の３

月３１日までの間にあ

る児童（一定の障がい

がある児童は２０歳未

満まで）を養育してい

るひとり親家庭等（ひ

とり親家庭以外でも両

親のいずれかが一定の

障がいの状態にある家

庭も含む。） 

全部支給： 

46,690 円 

 

一部支給： 

11,010 円 

～ 

46,680 円 

 

第２子以降： 

5,520 円～ 

11,030 円 

５ 

７ 

９ 

11 

１ 

３ 

・母又は父および児童が

記載された戸籍謄本 

・申請者名義の預金通帳 

・年金手帳 

・保険証等 

・マイナンバーカード、

又は、マイナンバーが

確認できる書類及び

身元が確認できる書

類 

※母又は父に障がいがあ

るとき 

・障害者手帳 

・年金証書（年金受けて 

 ているとき） 

※その他書類が必要と

なる場合があります

ので、各こども家庭セ

ンター担当窓口へお

問い合わせください。 

・父又は母が婚姻したとき（事

実上の婚姻関係も含む） 

・児童が施設に入所している

とき 

・児童を監護・養育しなくなっ

たとき 

・国外へ転出したとき 

・受給者又は児童が公的年金

を受けているとき 

・所得制限 

・障がいの程度の制限 

 

 

身体・知的に重度の障がいのある人を自宅で常時介護している人へ慰労金を支給します。 

●申請月 
当該年度１２月１日から３月３１日まで 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

各各種種手手当当    身身     知知     精精   

介介護護者者慰慰労労金金    身身     知知   

区  分 支 給 対 象 支給額 

浜浜松松市市在在宅宅重重度度障障害害者者

介介護護者者慰慰労労金金  

 

身体に重度の障がいの

ある人を自宅で常時介

護している人へ慰労金

を支給します。 

次の 1 から 5 をすべて満たす障がいのある人を、自宅で常時介護している人 

1.18 歳以上 65 歳未満の人(4 月 1 日時点) 

2.「特別障害者手当」又は「障害児福祉手当」を受給している人 

(10 月 1 日時点) 

3.身体障害者手帳のうち、肢体不自由 1 級の障害認定を受けている人 

(10 月 1 日時点) 

4.10 月 1 日前 1 年間において、障害福祉サービス等を利用しておらず、 

6 か月以上自宅で介護を受けた人 

5.浜松市に住民票があり、福祉施設に入所していない人(12 月 1 日時点) 

70,000 円 

浜浜松松市市在在宅宅重重度度知知的的障障

害害者者介介護護者者慰慰労労金金  

 

知的に重度の障がいの

ある人を自宅で常時介

護している人へ慰労金

を支給します。 

次の 1 から 5 をすべて満たす障がいのある人を、自宅で常時介護している人 

1.18 歳以上 65 歳未満の人(4 月 1 日時点) 

2.障害の程度が最重度の判定の療育手帳の交付を受けている人 

(10 月 1 日時点) 

3.10 月 1 日前 1 年間において、障害福祉サービス等を利用しておらず、 

6 か月以上自宅で介護を受けた人 

4.浜松市に住民票があり、福祉施設に入所していない人(12 月 1 日時点)  
5.日常生活の中で、全面的な介助を必要とする動作が複数ある人 

(申請時に確認します。) 
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  手手

当当
・・
年年
金金  

手手    当当    ・・    年年    金金  
   

各各種種手手当当    身身     知知     精精   

 
●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

区  分 支給対象 支給月額 支給月 手当申請に必要なもの 留意事項 

特別障害者手当 ・２０歳以上の人 

・常時特別の介護を必要と

する重度の障がいのある

人（重複障害など） 

29,590 円 ２ 

５ 

８ 

11 

 

・所定の診断書 
・本人名義の普通預金通帳 
・年金受給額がわかるもの 
・マイナンバーカード、又は、

マイナンバーが確認でき
る書類及び身元が確認で
きる書類 

※障害者手帳を持っている人
は、障害者手帳もお持ちく
ださい。 

・３か月を超えて入院し

ているとき、又は施設

に入所しているとき

は、申請・受給できま

せん。 

・所得により、支給制限

となることがありま

す。 

障害児福祉手当 ・２０歳未満の人 

・身体、知的又は精神に重度

の障がいのある人で常時

介護を必要とする人 

16,100 円 ２ 

５ 

８ 

11 

・所定の診断書 
・本人名義の普通預金通帳 
・マイナンバーカード、又は、

マイナンバーが確認でき
る書類及び身元が確認で
きる書類 

※対象となる児童が障害者手
帳を持っている人は、障害
者手帳もお持ちください。 

・施設に入所していると

きは、申請・受給でき

ません。 

・所得により、支給制限

となることがありま

す。 

特別児童扶養手当 

※２０歳になると

手当の支給が終

了となりますの

で、障害年金の

申請手続を行っ

て下さい。 

 

身体、知的又は精神に一定

の障がいのある２０歳未満

の人を養育している人 

※「一定の障がい」とは、身

体障害者手帳の場合はお

おむね１～３級と４級の

一部、療育手帳の場合は

Ａ判定とＢ判定の一部で

す。対象となる児童が手

帳を持っていなくても、

診断書により同じ程度の

障がいがあると認められ

れば、支給の対象となり

ます。 

※養育者は、保護者のうち、

所得の多い人となりま

す。 

１級（重度） 

56,800 円 

２級（中度） 

37,830 円 

４ 

８ 

11 

・所定の診断書 
・養育者及び対象児童の記載さ

れている戸籍の謄本 
・マイナンバーカード、又は、

マイナンバーが確認できる
書類及び身元が確認できる
書類 

（マイナンバー制度による情
報連携が可能な場合は、戸
籍謄本の提出を省略でき
ます。） 

・対象児童が市外に住所を有
する場合、その児童を含む
世帯全員分の住民票 

・養育者名義の普通貯金通帳 
・特別児童扶養手当振込口座

申出書 
※一部の身体障害者手帳又は

Ａ判定の療育手帳を持って
いる場合、診断書を省略でき
る場合があります。 

※対象となる児童が障害者手
帳を持っている人は、障害
者手帳もお持ちください。 

・対象児童が施設に入所

しているときは、申請・

受給できません。 

・対象児童が受給者に監

護・養育されなくなっ

たとき、又は受給者も

しくは対象児童が国外

へ転出したときは、受

給できません。 

・所得により、支給制限

となることがありま

す。 

浜松市重度心身 

障害児扶養手当 

特別児童扶養手当（１級）を

受給している人 

5,000 円 ４ 

10 

・養育者名義の普通預金通帳 
 

・対象児童が施設に入所

しているときは、申請・

受給できません。 

・対象児童が受給者に監

護・養育されなくなっ

たとき、又は受給者も

しくは対象児童が浜松

市外へ転出したときは、

受給できません。 

・所得制限により、特別

児童扶養手当が支給停

止となったときは、受

給できません。 
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  手手

当当
・・
年年
金金  

 

障障害害基基礎礎年年金金・・特特別別障障害害給給付付金金・・障障害害厚厚生生年年金金    身身     知知     精精   

 

●支給条件 
国民年金、厚生年金に加入している人が、何らかの病気や事故で一定の障がい状態になった場合、支

給要件を満たしていれば「障害給付」が受けられます。 

等級（障害の程度）は、障害者手帳の等級とは異なりますので、詳しくは下記窓口にお問合せくださ

い。 

 

●支給月 
６月、８月、１０月、１２月、２月、４月 

 

●窓口 

区  分 届出受付窓口 支給に関する相談窓口 

国民年金（障害基礎年金） 中央福祉事業所 保険年金課 

浜名福祉事業所 長寿保険課 

天竜福祉事業所 長寿保険課 

浜松西年金事務所 

浜松東年金事務所 

特別障害給付金 中央福祉事業所 保険年金課 

浜名福祉事業所 長寿保険課 

天竜福祉事業所 長寿保険課 

厚生年金（障害厚生年金） 
浜松西年金事務所 

浜松東年金事務所 

 
中央福祉事業所 保険年金課  （中央区役所内）     ☎457-2211 

（東）保険年金担当     （東行政センター内）  ☎424-0183 

（西）保険年金担当        （西行政センター内） ☎597-1166 

（南）保険年金担当        （南行政センター内）  ☎425-1582 

浜名福祉事業所 長寿保険課  （浜名区役所内）    ☎585-1125 

（北）保険年金担当        （北行政センター内）  ☎523-2864 

天竜福祉事業所 長寿保険課  （天竜区役所内）     ☎922-0021 

 

浜松西年金事務所   ☎456-8511（自動音声案内[1]）（〒432-8015 中央区高町 302-1） 

浜松東年金事務所   ☎421-0192 （自動音声案内[1]） （〒435-0013 中央区天龍川町 188） 

 

※年金事務所に来所するときは、事前予約をお願い致します。 

予約の申込は、予約受付専用電話☎0570-05-4890 または年金事務所で受付しています。 

 

法雲寺 
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  手手

当当
・・
年年
金金  

心心身身障障害害者者扶扶養養共共済済制制度度    身身     知知     精精   

 

●加入できる人 
将来独立自活することが困難であると認められる心身に障がいのある人（知的障がいのある人、身

体障害者手帳１～３級を持っている人及び精神障がいのある人）の保護者で、加入時に次の条件に該

当する人（２口まで加入できます。） 

（１）市内に住所を有する人 

（２）６５歳未満の人（年齢計算は毎年４月１日現在の年齢） 

（３）特別の疾病又は障害を有しないこと 

 

●掛金 
加入者の年齢によって１口月額９，３００円～ ２３，３００円に区分されています。ただし、   

２口加入される人は、１口の掛金プラス加算掛金９，３００円～２３，３００円となります。 

掛金は所得税、市・県民税において、年末調整又は確定申告により、全額、小規模企業共済等掛金

控除の対象とすることができます。 

 

●支給額 
加入者が死亡又は重度障害となったときは、毎月２０，０００円（２口加入の場合は４０，０００

円）が心身に障がいのある人が死亡するまで支給されます。 

この給付金には、所得税・相続税・贈与税は課税されません。 

 

●弔慰金 
心身に障がいのある人が加入者（保護者）より先に死亡したとき、弔慰金が加入期間に応じて支給

されます。ただし加入期間が１年以上経過していることが条件です。請求には、加入者の住民票の写

しと心身に障がいのある人の死亡により抹消された記載のある住民票の写しが必要です。 

  この弔慰金には、所得税は課税されません。 

 

●窓口 
各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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  手手

当当
・・
年年
金金  

 

障障害害基基礎礎年年金金・・特特別別障障害害給給付付金金・・障障害害厚厚生生年年金金    身身     知知     精精   

 

●支給条件 
国民年金、厚生年金に加入している人が、何らかの病気や事故で一定の障がい状態になった場合、支

給要件を満たしていれば「障害給付」が受けられます。 

等級（障害の程度）は、障害者手帳の等級とは異なりますので、詳しくは下記窓口にお問合せくださ

い。 

 

●支給月 
６月、８月、１０月、１２月、２月、４月 

 

●窓口 

区  分 届出受付窓口 支給に関する相談窓口 

国民年金（障害基礎年金） 中央福祉事業所 保険年金課 

浜名福祉事業所 長寿保険課 

天竜福祉事業所 長寿保険課 

浜松西年金事務所 

浜松東年金事務所 

特別障害給付金 中央福祉事業所 保険年金課 

浜名福祉事業所 長寿保険課 

天竜福祉事業所 長寿保険課 

厚生年金（障害厚生年金） 
浜松西年金事務所 

浜松東年金事務所 

 
中央福祉事業所 保険年金課  （中央区役所内）     ☎457-2211 

（東）保険年金担当     （東行政センター内）  ☎424-0183 

（西）保険年金担当        （西行政センター内） ☎597-1166 

（南）保険年金担当        （南行政センター内）  ☎425-1582 

浜名福祉事業所 長寿保険課  （浜名区役所内）    ☎585-1125 

（北）保険年金担当        （北行政センター内）  ☎523-2864 

天竜福祉事業所 長寿保険課  （天竜区役所内）     ☎922-0021 

 

浜松西年金事務所   ☎456-8511（自動音声案内[1]）（〒432-8015 中央区高町 302-1） 

浜松東年金事務所   ☎421-0192 （自動音声案内[1]） （〒435-0013 中央区天龍川町 188） 

 

※年金事務所に来所するときは、事前予約をお願い致します。 

予約の申込は、予約受付専用電話☎0570-05-4890 または年金事務所で受付しています。 

 

法雲寺 
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  手手

当当
・・
年年
金金  

心心身身障障害害者者扶扶養養共共済済制制度度    身身     知知     精精   

 

●加入できる人 
将来独立自活することが困難であると認められる心身に障がいのある人（知的障がいのある人、身

体障害者手帳１～３級を持っている人及び精神障がいのある人）の保護者で、加入時に次の条件に該

当する人（２口まで加入できます。） 

（１）市内に住所を有する人 

（２）６５歳未満の人（年齢計算は毎年４月１日現在の年齢） 

（３）特別の疾病又は障害を有しないこと 

 

●掛金 
加入者の年齢によって１口月額９，３００円～ ２３，３００円に区分されています。ただし、   

２口加入される人は、１口の掛金プラス加算掛金９，３００円～２３，３００円となります。 

掛金は所得税、市・県民税において、年末調整又は確定申告により、全額、小規模企業共済等掛金

控除の対象とすることができます。 

 

●支給額 
加入者が死亡又は重度障害となったときは、毎月２０，０００円（２口加入の場合は４０，０００

円）が心身に障がいのある人が死亡するまで支給されます。 

この給付金には、所得税・相続税・贈与税は課税されません。 

 

●弔慰金 
心身に障がいのある人が加入者（保護者）より先に死亡したとき、弔慰金が加入期間に応じて支給

されます。ただし加入期間が１年以上経過していることが条件です。請求には、加入者の住民票の写

しと心身に障がいのある人の死亡により抹消された記載のある住民票の写しが必要です。 

  この弔慰金には、所得税は課税されません。 

 

●窓口 
各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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税税
金金
のの
特特
例例
措措
置置
等等  

 

住住宅宅ののババリリアアフフリリーー改改修修にに伴伴うう固固定定資資産産税税（（家家屋屋））のの減減額額    身身     知知   精精   

障がいのある人が居住する既存の住宅について、令和８年３月３１日までに、一定のバ 

リアフリー改修工事が行われた場合、翌年度分の固定資産税額の３分の１が減額となりま 

す。なお、都市計画税については、減額措置はありません。 

改修工事完了後、３か月以内に市に対して申告が必要になります。詳しくは、資産税課へ 

お問合せください。 

●減額対象家屋等について 

・減額対象家屋の要件 

用  途 …… 専用住宅（マンション等の区分所有家屋の専有部分を含む） 

併用住宅（居住部分の面積割合が１棟全体の１/２以上） 

要  件 …… 新築された日から１０年以上を経過した住宅で改修後の住宅の床面積が 

５０㎡以上２８０㎡以下 

《工事期間》改修工事が令和８年３月３１日までに完了 

・減額の内容 

対象税額 …… 一戸あたり１００㎡までに相当する額 

減 額 率 …… ３分の１ 

期  間 …… １年 

・工事内容要件 

次の工事で、補助金等を除く自己負担額が５０万円超のものが対象 

・廊下の拡幅    ・階段の勾配の緩和  ・浴室の改良     ・便所の改良 

・手すりの取付け  ・床の段差の解消   ・引き戸への取替え  ・床表面の滑り止め化 

・居住者の要件 

次のいずれかの人が、申告時に居住していること 

・ ６５歳以上の人 

・ 障がいのある人並びに要介護認定、要支援認定を受けている人 

●問合せ先 

浜松市役所資産税課 ☎４５７－２１６５ 

 

少少額額預預金金・・少少額額公公債債のの利利子子非非課課税税制制度度    身身     知知     精精   

 

種 類 限度額 対 象 者 区 分 窓 口 

マル優  ※１ ３５０万円 
身体障害者手帳所持者 

療育手帳所持者 

精神障害者保健福祉手帳保持者 

特別障害者手当受給者等 

非課税 各金融機関 

特別マル優※２ ３５０万円 

※１ 銀行などの預貯金、貸付信託、公社債、公社債投資信託など 

※２ 利付国債、公募地方債 
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税税
金金
のの
特特
例例
措措
置置
等等  

税税金金のの特特例例措措置置等等  
 

障がいのある人、扶養している人の経済的な負担を軽減するため次のような税金の軽減制度がありま

す。そのほかにも相続税の税額控除や贈与税の非課税制度がありますので、詳しくは下記窓口にお問合

せください。 

 

所所得得税税、、市市民民税税・・県県民民税税のの障障害害者者控控除除等等    身身     知知     精精   

障がいの程度に応じて「障害者控除」「特別障害者控除」などの所得控除の適用を受けることができま

す。 

また、障がいのある人で前年の合計所得金額が１３５万円以下の場合、市民税・県民税、森林環

境税は課税されません。 

なお、障害者控除の適用には、申告が必要な場合があります。 

 

●対象者 

障がいのある人本人又は障がいのある人を扶養している人。 

 

●窓口 

【所得税・相続税】 

 各区を所轄している税務署へお問い合わせください 

浜松西税務署 中央区中央一丁目１２番４号 ☎５５５-７１１１ 中央区の一部、浜名区の一部 

浜松東税務署 中央区砂山町１１８３番地 ☎４５８-１１１１ 
中央区の一部、浜名区の一部、

天竜区 

 

【市民税・県民税】 

 浜松市役所市民税課 個人市民税グループ 

中央区元目町１２０番地の１ 浜松市元目分庁舎２階 ☎４５７-２１４５ 
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税税
金金
のの
特特
例例
措措
置置
等等  

 

住住宅宅ののババリリアアフフリリーー改改修修にに伴伴うう固固定定資資産産税税（（家家屋屋））のの減減額額    身身     知知   精精   

障がいのある人が居住する既存の住宅について、令和８年３月３１日までに、一定のバ 

リアフリー改修工事が行われた場合、翌年度分の固定資産税額の３分の１が減額となりま 

す。なお、都市計画税については、減額措置はありません。 

改修工事完了後、３か月以内に市に対して申告が必要になります。詳しくは、資産税課へ 

お問合せください。 

●減額対象家屋等について 

・減額対象家屋の要件 

用  途 …… 専用住宅（マンション等の区分所有家屋の専有部分を含む） 

併用住宅（居住部分の面積割合が１棟全体の１/２以上） 

要  件 …… 新築された日から１０年以上を経過した住宅で改修後の住宅の床面積が 

５０㎡以上２８０㎡以下 

《工事期間》改修工事が令和８年３月３１日までに完了 

・減額の内容 

対象税額 …… 一戸あたり１００㎡までに相当する額 

減 額 率 …… ３分の１ 

期  間 …… １年 

・工事内容要件 

次の工事で、補助金等を除く自己負担額が５０万円超のものが対象 

・廊下の拡幅    ・階段の勾配の緩和  ・浴室の改良     ・便所の改良 

・手すりの取付け  ・床の段差の解消   ・引き戸への取替え  ・床表面の滑り止め化 

・居住者の要件 

次のいずれかの人が、申告時に居住していること 

・ ６５歳以上の人 

・ 障がいのある人並びに要介護認定、要支援認定を受けている人 

●問合せ先 

浜松市役所資産税課 ☎４５７－２１６５ 

 

少少額額預預金金・・少少額額公公債債のの利利子子非非課課税税制制度度    身身     知知     精精   

 

種 類 限度額 対 象 者 区 分 窓 口 

マル優  ※１ ３５０万円 
身体障害者手帳所持者 

療育手帳所持者 

精神障害者保健福祉手帳保持者 

特別障害者手当受給者等 

非課税 各金融機関 

特別マル優※２ ３５０万円 

※１ 銀行などの預貯金、貸付信託、公社債、公社債投資信託など 

※２ 利付国債、公募地方債 
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税税金金のの特特例例措措置置等等  
 

障がいのある人、扶養している人の経済的な負担を軽減するため次のような税金の軽減制度がありま

す。そのほかにも相続税の税額控除や贈与税の非課税制度がありますので、詳しくは下記窓口にお問合

せください。 

 

所所得得税税、、市市民民税税・・県県民民税税のの障障害害者者控控除除等等    身身     知知     精精   

障がいの程度に応じて「障害者控除」「特別障害者控除」などの所得控除の適用を受けることができま

す。 

また、障がいのある人で前年の合計所得金額が１３５万円以下の場合、市民税・県民税、森林環

境税は課税されません。 

なお、障害者控除の適用には、申告が必要な場合があります。 

 

●対象者 

障がいのある人本人又は障がいのある人を扶養している人。 

 

●窓口 

【所得税・相続税】 

 各区を所轄している税務署へお問い合わせください 

浜松西税務署 中央区中央一丁目１２番４号 ☎５５５-７１１１ 中央区の一部、浜名区の一部 

浜松東税務署 中央区砂山町１１８３番地 ☎４５８-１１１１ 
中央区の一部、浜名区の一部、

天竜区 

 

【市民税・県民税】 

 浜松市役所市民税課 個人市民税グループ 

中央区元目町１２０番地の１ 浜松市元目分庁舎２階 ☎４５７-２１４５ 
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税税
金金
のの
特特
例例
措措
置置
等等  

●手続きに必要なもの 

・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳（原本） 

・自動車検査証（車検証）（原本） 

・運転する人の運転免許証（裏表のコピーでも可） 

※マイナ免許証のみをお持ちの場合は、下記申請窓口（自動車税（種別割）、軽自動車税（種別割））

にお問合せください。 

・納税義務者のマイナンバーが確認できる書類（申請窓口が浜松財務事務所の場合は不要） 

・生計同一証明書又は常時介護証明書（生計同一又は常時介護の家族が運転する場合） 

※生計同一証明書・常時介護証明書の発行窓口  各福祉事業所社会福祉課 

手続に必要なもの ・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳 

・運転免許証 

※１ 生計同一とは 

生計にかかる支出するお金や財布を一緒にしていることをいいます。ただし、施設入所等

で施設に住所を移すなど、同一敷地内に生活していない場合は、生計同一に該当しないこと

があります。 

※２ 常時介護とは 

介護が必要な障がい者の通院等のため、当該障がい者等が所有する自動車を継続して日

常的に運転する場合等のことをいいます。「継続して日常的に」とは、少なくとも週３回以

上の運転を目安としています。 

 

・すでに減免を申請した車がある場合は、その車の抹消登録証明又は移転登録後の自動車検査証（車

検証）の写し等が必要になる場合があります。詳しくは窓口にお問合せください。 

 

・軽自動車税（種別割）の手続きで精神障害者保健福祉手帳を提示される場合は、自立支援医療受給

者証（精神通院）等通院していることがわかるものもお持ちください。 

 

●窓口 

自動車税（種別割）   … 浜松財務事務所（静岡県浜松総合庁舎内） ☎４５８－７１３２ 

自動車税（環境性能割） … 県税窓口（浜松自動車検査登録事務所内）  ☎４２１－４５４３ 

軽自動車税（種別割）  … 浜松市役所市民税課           ☎４５７－２０７７ 

軽自動車税（環境性能割）… 県税窓口（軽自動車検査協会浜松支所内） ☎４３５－３９７５ 
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税税
金金
のの
特特
例例
措措
置置
等等  

自自動動車車税税（（種種別別割割・・環環境境性性能能割割））又又はは軽軽自自動動車車税税（（種種別別割割・・環環境境性性能能割割））    身身     知知     精精   

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳が下記の障がいに該当する人で、 

①障がいのある人本人が運転する場合、②障がいのある人と生計同一である家族が運転す

る場合、③障がいのある人を常時介護する者が専ら障がいのある人の通院や通学に利用す

る場合は、申し出により障がいのある人１人につき自動車（自動車又は軽自動車）１台に限

り、自動車税（種別割・環境性能割）又は軽自動車税（種別割・環境性能割）を減免するこ

とができます。申申請請はは毎毎年年必必要要ととななりり、、おお手手続続ききはは納納期期限限前前７７日日ままでででですす。。 

ままたた、、ここれれかからら購購入入すするる場場合合ななどどのの自自動動車車税税（（種種別別割割・・環環境境性性能能割割））又又はは軽軽自自動動車車税税（（環環境境性性能能割割））

のの減減免免はは、、登登録録とと同同時時にに申申請請ししててくくだだささいい。。  

●対象者及び該当条件 
・自動車検査証（車検証）の「所有者」及び「使用者」は障がいのある人本人に限られます。（１８歳

未満の人、成年被後見人の人、療育手帳Ａを持っている人又は精神障害者保健福祉手帳１級を持っ

ている人については、生計を一にする人でも可）ただし、所有権留保付割賦販売で購入した場合は、

所有者が自動車販売会社等でも減免の適用があります。 

・減免の対象となる自動車は、障がいのある人が生業・通院・通学のために使用する自動車又は軽自

動車、及び専ら障がいのある人の生業・通院・通学のために使用する自動車又は軽自動車です。 

※障がいのある人が日常生活のため利用する自動車が対象となりますので、本人が入院等で在宅して

いない場合、減免が受けられない場合があります。 
 

区分 

 障害名 
障がいのある人本人が 

運転する場合 

生計同一者又は常時介護

者が運転する場合 

身 

体 

障 

害 

者 
手 
帳 

視覚障害 １級～４級の１ 

聴覚障害 ２級、３級 

平衡機能障害 ３級 

音声機能障害 
３級（喉頭摘出による音

声機能障害がある場合に

限る） 

なし 

上肢機能障害 １級、２級 

下肢機能障害 １級～６級 １級～３級 

体幹機能障害 １級～３級、５級 １級～３級 

乳幼児期以前の非進行性脳病変に 

よる運動機能障害 

上肢 １級、２級 

移動 １級～６級 １級～３級 

内部障害 

心臓・じん臓・呼吸器・ 

ぼうこう・直腸・小腸 
１級、３級 

免疫 １級～３級 

肝臓 １級～３級 

療育手帳 Ａ 

精神障害者保健福祉手帳 １級 

戦傷病者手帳をお持ちの場合、上記と同様に自動車税については県財務事務所、軽自動車税について

は、市役所市民税課にお問合せください。 

※身体障害者等級表による級別に読み替えることができる場合 

身体障害者手帳の交付を受けている人本人の運転であれば減免対象となるが、生計同一者等の運転で

は減免対象外となる。「下肢機能障害４～６級、体幹機能障害５級、脳原性移動４～６級」の障がいのあ

る人が、重複して障がいのある場合については、「下肢機能障害４～６級、体幹機能障害５級、脳原性移 

動４～６級」を身体障害者等級表による級別（以下「級別」という。）に読み替えて「生計

同一者等での運転による減免」の判定をします。 

注：「脳原性移動」…乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害（移動） 

(例）下肢機能障害４級＋上肢機能障害３級＝級別２級⇒下肢機能障害２級に読み替える。 

下肢機能障害４級＋直腸機能障害４級＝級別３級⇒下肢機能障害３級に読み替える 
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税税
金金
のの
特特
例例
措措
置置
等等  

●手続きに必要なもの 

・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳（原本） 

・自動車検査証（車検証）（原本） 

・運転する人の運転免許証（裏表のコピーでも可） 

※マイナ免許証のみをお持ちの場合は、下記申請窓口（自動車税（種別割）、軽自動車税（種別割））

にお問合せください。 

・納税義務者のマイナンバーが確認できる書類（申請窓口が浜松財務事務所の場合は不要） 

・生計同一証明書又は常時介護証明書（生計同一又は常時介護の家族が運転する場合） 

※生計同一証明書・常時介護証明書の発行窓口  各福祉事業所社会福祉課 

手続に必要なもの ・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳 

・運転免許証 

※１ 生計同一とは 

生計にかかる支出するお金や財布を一緒にしていることをいいます。ただし、施設入所等

で施設に住所を移すなど、同一敷地内に生活していない場合は、生計同一に該当しないこと

があります。 

※２ 常時介護とは 

介護が必要な障がい者の通院等のため、当該障がい者等が所有する自動車を継続して日

常的に運転する場合等のことをいいます。「継続して日常的に」とは、少なくとも週３回以

上の運転を目安としています。 

 

・すでに減免を申請した車がある場合は、その車の抹消登録証明又は移転登録後の自動車検査証（車

検証）の写し等が必要になる場合があります。詳しくは窓口にお問合せください。 

 

・軽自動車税（種別割）の手続きで精神障害者保健福祉手帳を提示される場合は、自立支援医療受給

者証（精神通院）等通院していることがわかるものもお持ちください。 

 

●窓口 

自動車税（種別割）   … 浜松財務事務所（静岡県浜松総合庁舎内） ☎４５８－７１３２ 

自動車税（環境性能割） … 県税窓口（浜松自動車検査登録事務所内）  ☎４２１－４５４３ 

軽自動車税（種別割）  … 浜松市役所市民税課           ☎４５７－２０７７ 

軽自動車税（環境性能割）… 県税窓口（軽自動車検査協会浜松支所内） ☎４３５－３９７５ 
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税税
金金
のの
特特
例例
措措
置置
等等  

自自動動車車税税（（種種別別割割・・環環境境性性能能割割））又又はは軽軽自自動動車車税税（（種種別別割割・・環環境境性性能能割割））    身身     知知     精精   

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳が下記の障がいに該当する人で、 

①障がいのある人本人が運転する場合、②障がいのある人と生計同一である家族が運転す

る場合、③障がいのある人を常時介護する者が専ら障がいのある人の通院や通学に利用す

る場合は、申し出により障がいのある人１人につき自動車（自動車又は軽自動車）１台に限

り、自動車税（種別割・環境性能割）又は軽自動車税（種別割・環境性能割）を減免するこ

とができます。申申請請はは毎毎年年必必要要ととななりり、、おお手手続続ききはは納納期期限限前前７７日日ままでででですす。。 

ままたた、、ここれれかからら購購入入すするる場場合合ななどどのの自自動動車車税税（（種種別別割割・・環環境境性性能能割割））又又はは軽軽自自動動車車税税（（環環境境性性能能割割））

のの減減免免はは、、登登録録とと同同時時にに申申請請ししててくくだだささいい。。  

●対象者及び該当条件 
・自動車検査証（車検証）の「所有者」及び「使用者」は障がいのある人本人に限られます。（１８歳

未満の人、成年被後見人の人、療育手帳Ａを持っている人又は精神障害者保健福祉手帳１級を持っ

ている人については、生計を一にする人でも可）ただし、所有権留保付割賦販売で購入した場合は、

所有者が自動車販売会社等でも減免の適用があります。 

・減免の対象となる自動車は、障がいのある人が生業・通院・通学のために使用する自動車又は軽自

動車、及び専ら障がいのある人の生業・通院・通学のために使用する自動車又は軽自動車です。 

※障がいのある人が日常生活のため利用する自動車が対象となりますので、本人が入院等で在宅して

いない場合、減免が受けられない場合があります。 
 

区分 

 障害名 
障がいのある人本人が 

運転する場合 

生計同一者又は常時介護

者が運転する場合 

身 

体 

障 

害 

者 

手 
帳 

視覚障害 1 級～4級の１ 

聴覚障害 2 級、3級 

平衡機能障害 3 級 

音声機能障害 
3級（喉頭摘出による音声

機能障害がある場合に限

る） 

なし 

上肢機能障害 1 級、2級 

下肢機能障害 1 級～6級 1 級～3級 

体幹機能障害 1 級～3級、5級 1 級～3級 

乳幼児期以前の非進行性脳病変に 

よる運動機能障害 

上肢 1 級、2級 

移動 1 級～6級 1 級～3級 

内部障害 

心臓・じん臓・呼吸器・ 

ぼうこう・直腸・小腸 
1 級、3級 

免疫 1 級～3級 

肝臓 1 級～3級 

療育手帳 A 

精神障害者保健福祉手帳 1 級 

戦傷病者手帳をお持ちの場合、上記と同様に自動車税については県財務事務所、軽自動車税について

は、市役所市民税課にお問合せください。 

※身体障害者等級表による級別に読み替えることができる場合 

身体障害者手帳の交付を受けている人本人の運転であれば減免対象となるが、生計同一者等の運転で

は減免対象外となる。「下肢機能障害４～６級、体幹機能障害５級、脳原性移動４～６級」の障がいのあ

る人が、重複して障がいのある場合については、「下肢機能障害４～６級、体幹機能障害５級、脳原性移 

動４～６級」を身体障害者等級表による級別（以下「級別」という。）に読み替えて「生計

同一者等での運転による減免」の判定をします。 

注：「脳原性移動」…乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害（移動） 

(例）下肢機能障害４級＋上肢機能障害３級＝級別２級⇒下肢機能障害２級に読み替える。 

下肢機能障害４級＋直腸機能障害４級＝級別３級⇒下肢機能障害３級に読み替える 
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税税
金金
のの
特特
例例
措措
置置
等等  

●手続きに必要なもの 

・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳（原本） 

・自動車検査証（車検証）（原本） 

・運転する人の運転免許証（裏表のコピーでも可） 

※マイナ免許証のみをお持ちの場合は、下記申請窓口（自動車税（種別割）、軽自動車税（種別割））

にお問合せください。 

・納税義務者のマイナンバーが確認できる書類（申請窓口が浜松財務事務所の場合は不要） 

・生計同一証明書又は常時介護証明書（生計同一又は常時介護の家族が運転する場合） 

※生計同一証明書・常時介護証明書の発行窓口  各福祉事業所社会福祉課 

手続に必要なもの ・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳 

・運転免許証 

※１ 生計同一とは 

生計にかかる支出するお金や財布を一緒にしていることをいいます。ただし、施設入所等

で施設に住所を移すなど、同一敷地内に生活していない場合は、生計同一に該当しないこと

があります。 

※２ 常時介護とは 

介護が必要な障がい者の通院等のため、当該障がい者等が所有する自動車を継続して日

常的に運転する場合等のことをいいます。「継続して日常的に」とは、少なくとも週３回以

上の運転を目安としています。 

 

・すでに減免を申請した車がある場合は、その車の抹消登録証明又は移転登録後の自動車検査証（車

検証）の写し等が必要になる場合があります。詳しくは窓口にお問合せください。 

 

・軽自動車税（種別割）の手続きで精神障害者保健福祉手帳を提示される場合は、自立支援医療受給

者証（精神通院）等通院していることがわかるものもお持ちください。 

 

●窓口 

自動車税（種別割）   … 浜松財務事務所（静岡県浜松総合庁舎内） ☎４５８－７１３２ 

自動車税（環境性能割） … 県税窓口（浜松自動車検査登録事務所内）  ☎４２１－４５４３ 

軽自動車税（種別割）  … 浜松市役所市民税課           ☎４５７－２０７７ 

軽自動車税（環境性能割）… 県税窓口（軽自動車検査協会浜松支所内） ☎４３５－３９７５ 
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税税
金金
のの
特特
例例
措措
置置
等等  

自自動動車車税税（（種種別別割割・・環環境境性性能能割割））又又はは軽軽自自動動車車税税（（種種別別割割・・環環境境性性能能割割））    身身     知知     精精   

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳が下記の障がいに該当する人で、 

①障がいのある人本人が運転する場合、②障がいのある人と生計同一である家族が運転す

る場合、③障がいのある人を常時介護する者が専ら障がいのある人の通院や通学に利用す

る場合は、申し出により障がいのある人１人につき自動車（自動車又は軽自動車）１台に限

り、自動車税（種別割・環境性能割）又は軽自動車税（種別割・環境性能割）を減免するこ

とができます。申申請請はは毎毎年年必必要要ととななりり、、おお手手続続ききはは納納期期限限前前７７日日ままでででですす。。 

ままたた、、ここれれかからら購購入入すするる場場合合ななどどのの自自動動車車税税（（種種別別割割・・環環境境性性能能割割））又又はは軽軽自自動動車車税税（（環環境境性性能能割割））

のの減減免免はは、、登登録録とと同同時時にに申申請請ししててくくだだささいい。。  

●対象者及び該当条件 
・自動車検査証（車検証）の「所有者」及び「使用者」は障がいのある人本人に限られます。（１８歳

未満の人、成年被後見人の人、療育手帳Ａを持っている人又は精神障害者保健福祉手帳１級を持っ

ている人については、生計を一にする人でも可）ただし、所有権留保付割賦販売で購入した場合は、

所有者が自動車販売会社等でも減免の適用があります。 

・減免の対象となる自動車は、障がいのある人が生業・通院・通学のために使用する自動車又は軽自

動車、及び専ら障がいのある人の生業・通院・通学のために使用する自動車又は軽自動車です。 

※障がいのある人が日常生活のため利用する自動車が対象となりますので、本人が入院等で在宅して

いない場合、減免が受けられない場合があります。 
 

区分 

 障害名 
障がいのある人本人が 

運転する場合 

生計同一者又は常時介護

者が運転する場合 

身 

体 

障 

害 

者 

手 

帳 

視覚障害 １級～４級の１ 

聴覚障害 ２級、３級 

平衡機能障害 ３級 

音声機能障害 
３級（喉頭摘出による音

声機能障害がある場合に

限る） 

なし 

上肢機能障害 １級、２級 

下肢機能障害 １級～６級 １級～３級 

体幹機能障害 １級～３級、５級 １級～３級 

乳幼児期以前の非進行性脳病変に 

よる運動機能障害 

上肢 １級、２級 

移動 １級～６級 １級～３級 

内部障害 

心臓・じん臓・呼吸器・ 

ぼうこう・直腸・小腸 
１級、３級 

免疫 １級～３級 

肝臓 １級～３級 

療育手帳 Ａ 

精神障害者保健福祉手帳 １級 

戦傷病者手帳をお持ちの場合、上記と同様に自動車税については県財務事務所、軽自動車税について

は、市役所市民税課にお問合せください。 

※身体障害者等級表による級別に読み替えることができる場合 

身体障害者手帳の交付を受けている人本人の運転であれば減免対象となるが、生計同一者等の運転で

は減免対象外となる。「下肢機能障害４～６級、体幹機能障害５級、脳原性移動４～６級」の障がいのあ

る人が、重複して障がいのある場合については、「下肢機能障害４～６級、体幹機能障害５級、脳原性移 

動４～６級」を身体障害者等級表による級別（以下「級別」という。）に読み替えて「生計

同一者等での運転による減免」の判定をします。 

注：「脳原性移動」…乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害（移動） 

(例）下肢機能障害４級＋上肢機能障害３級＝級別２級⇒下肢機能障害２級に読み替える。 

下肢機能障害４級＋直腸機能障害４級＝級別３級⇒下肢機能障害３級に読み替える 
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●手続きに必要なもの 

・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳（原本） 

・自動車検査証（車検証）（原本） 

・運転する人の運転免許証（裏表のコピーでも可） 

※マイナ免許証のみをお持ちの場合は、下記申請窓口（自動車税（種別割）、軽自動車税（種別割））

にお問合せください。 

・納税義務者のマイナンバーが確認できる書類（申請窓口が浜松財務事務所の場合は不要） 

・生計同一証明書又は常時介護証明書（生計同一又は常時介護の家族が運転する場合） 

※生計同一証明書・常時介護証明書の発行窓口  各福祉事業所社会福祉課 

手続に必要なもの ・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳 

・運転免許証 

※１ 生計同一とは 

生計にかかる支出するお金や財布を一緒にしていることをいいます。ただし、施設入所等

で施設に住所を移すなど、同一敷地内に生活していない場合は、生計同一に該当しないこと

があります。 

※２ 常時介護とは 

介護が必要な障がい者の通院等のため、当該障がい者等が所有する自動車を継続して日

常的に運転する場合等のことをいいます。「継続して日常的に」とは、少なくとも週３回以

上の運転を目安としています。 

 

・すでに減免を申請した車がある場合は、その車の抹消登録証明又は移転登録後の自動車検査証（車

検証）の写し等が必要になる場合があります。詳しくは窓口にお問合せください。 

 

・軽自動車税（種別割）の手続きで精神障害者保健福祉手帳を提示される場合は、自立支援医療受給

者証（精神通院）等通院していることがわかるものもお持ちください。 

 

●窓口 

自動車税（種別割）   … 浜松財務事務所（静岡県浜松総合庁舎内） ☎４５８－７１３２ 

自動車税（環境性能割） … 県税窓口（浜松自動車検査登録事務所内）  ☎４２１－４５４３ 

軽自動車税（種別割）  … 浜松市役所市民税課           ☎４５７－２０７７ 

軽自動車税（環境性能割）… 県税窓口（軽自動車検査協会浜松支所内） ☎４３５－３９７５ 
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自自動動車車税税（（種種別別割割・・環環境境性性能能割割））又又はは軽軽自自動動車車税税（（種種別別割割・・環環境境性性能能割割））    身身     知知     精精   

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳が下記の障がいに該当する人で、 

①障がいのある人本人が運転する場合、②障がいのある人と生計同一である家族が運転す

る場合、③障がいのある人を常時介護する者が専ら障がいのある人の通院や通学に利用す

る場合は、申し出により障がいのある人１人につき自動車（自動車又は軽自動車）１台に限

り、自動車税（種別割・環境性能割）又は軽自動車税（種別割・環境性能割）を減免するこ

とができます。申申請請はは毎毎年年必必要要ととななりり、、おお手手続続ききはは納納期期限限前前７７日日ままでででですす。。 

ままたた、、ここれれかからら購購入入すするる場場合合ななどどのの自自動動車車税税（（種種別別割割・・環環境境性性能能割割））又又はは軽軽自自動動車車税税（（環環境境性性能能割割））

のの減減免免はは、、登登録録とと同同時時にに申申請請ししててくくだだささいい。。  

●対象者及び該当条件 
・自動車検査証（車検証）の「所有者」及び「使用者」は障がいのある人本人に限られます。（１８歳

未満の人、成年被後見人の人、療育手帳Ａを持っている人又は精神障害者保健福祉手帳１級を持っ

ている人については、生計を一にする人でも可）ただし、所有権留保付割賦販売で購入した場合は、

所有者が自動車販売会社等でも減免の適用があります。 

・減免の対象となる自動車は、障がいのある人が生業・通院・通学のために使用する自動車又は軽自

動車、及び専ら障がいのある人の生業・通院・通学のために使用する自動車又は軽自動車です。 

※障がいのある人が日常生活のため利用する自動車が対象となりますので、本人が入院等で在宅して

いない場合、減免が受けられない場合があります。 
 

区分 

 障害名 
障がいのある人本人が 

運転する場合 

生計同一者又は常時介護

者が運転する場合 

身 

体 

障 

害 

者 

手 

帳 

視覚障害 1 級～4級の１ 

聴覚障害 2 級、3級 

平衡機能障害 3 級 

音声機能障害 
3級（喉頭摘出による音声

機能障害がある場合に限

る） 

なし 

上肢機能障害 1 級、2級 

下肢機能障害 1 級～6級 1 級～3級 

体幹機能障害 1 級～3級、5級 1 級～3級 

乳幼児期以前の非進行性脳病変に 

よる運動機能障害 

上肢 1 級、2級 

移動 1 級～6級 1 級～3級 

内部障害 

心臓・じん臓・呼吸器・ 

ぼうこう・直腸・小腸 
1 級、3級 

免疫 1 級～3級 

肝臓 1 級～3級 

療育手帳 A 

精神障害者保健福祉手帳 1 級 

戦傷病者手帳をお持ちの場合、上記と同様に自動車税については県財務事務所、軽自動車税について

は、市役所市民税課にお問合せください。 

※身体障害者等級表による級別に読み替えることができる場合 

身体障害者手帳の交付を受けている人本人の運転であれば減免対象となるが、生計同一者等の運転で

は減免対象外となる。「下肢機能障害４～６級、体幹機能障害５級、脳原性移動４～６級」の障がいのあ

る人が、重複して障がいのある場合については、「下肢機能障害４～６級、体幹機能障害５級、脳原性移 

動４～６級」を身体障害者等級表による級別（以下「級別」という。）に読み替えて「生計

同一者等での運転による減免」の判定をします。 

注：「脳原性移動」…乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害（移動） 

(例）下肢機能障害４級＋上肢機能障害３級＝級別２級⇒下肢機能障害２級に読み替える。 

下肢機能障害４級＋直腸機能障害４級＝級別３級⇒下肢機能障害３級に読み替える 
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天天竜竜浜浜名名湖湖鉄鉄道道    身身     知知     精精   

●普通乗車券の割引率 

・身体障害者手帳の第１種または療育手帳Ａ（第１種）を持っている人…本人、介護者共に５割引 

・身体障害者手帳の第２種または療育手帳Ｂ（第２種）を持っている人…本人のみ５割引 

（小学生以下の身体障害児は介護者も５割引） 

※介護者についてはすべて１名を限度とする。 

・精神障害者保健福祉手帳を持っている人…本人のみ５割引 

（１級または小学生以下の場合は、介護者も５割引） 

定期乗車券、回数乗車券については、鉄道会社の窓口又は係員にお問合せください。 

※５割引運賃が最低運賃を下回る場合は、最低運賃が適用されます。 

 

●問合せ先 

天竜浜名湖鉄道株式会社 営業課 ☎９２５－２２７６ 

 

航航路路・・フフェェリリーー    身身     知知     精精   

ほとんどの航路・フェリーで障害者割引が受けられます。割引対象・割引率・割引の方法は各社に  

事前に確認してください。なお、割引対象でない航路もあります。 

 

国国内内航航空空    身身     知知     精精   

１２歳以上で手帳の交付を受けている人が国内航空を利用する際、本人、介護者（おひとり様まで）

共に運賃が割引される場合があります。割引対象・割引率・割引の方法は、航空会社や路線によって    

異なりますので、各社に事前に確認してください。 
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公公共共料料金金のの割割引引等等  
 

旅旅客客鉄鉄道道株株式式会会社社等等    身身     知知   精精   

●普通乗車券の割引率 

・身体障害者手帳の第１種、療育手帳Ａ（第１種）、精神障害者保健福祉手帳１級（第１種）を持って

いる人（手帳に割引種別の記載がある人） 

本人のみ乗車の場合 … 片道１００km を超える場合５割引 

介護者と同乗の場合 … 本人、介護者共に５割引（距離制限なし） 

 ・身体障害者手帳の第２種、療育手帳Ｂ（第２種）、精神障害者保健福祉手帳２または３級（第２種）

を持っている人（手帳に割引種別の記載がある人） 

本人のみ乗車の場合 … 片道１００km を超える場合５割引 

※介護者の割引はありません。 

定期乗車券、回数乗車券については、各鉄道会社の窓口又は係員にお問合せください。 

※私鉄（鉄道）運賃の割引については各鉄道会社の窓口にお問合せください。 

 

遠遠鉄鉄電電車車（（遠遠州州鉄鉄道道線線））    身身     知知     精精   

●普通乗車券の割引率 

・身体障害者手帳の第１種または療育手帳を持っている人…本人、介護者共に５割引 

・身体障害者手帳の第２種を持っている人…本人のみ５割引 

（小学生以下の身体障害児は介護者も５割引） 

 ※介護者についてはすべて１名を限度とします。 

・精神障害者保健福祉手帳を持っている人…本人のみ５割引 

（１級または小学生以下の場合は、介護者も５割引） 

定期乗車券、回数乗車券については、鉄道会社の窓口又は係員にお問合せください。 

※５割引運賃が最低運賃を下回る場合は、最低運賃が適用されます。 

 

ババ    スス    身身     知知     精精   

●普通乗車券の割引率 

障害者割引が受けられます。割引対象・割引率・割引の方法は各社に事前に確認してください。 

バス会社によって異なりますので、各社に事前に確認してください。 

定期乗車券についてはバス事業者の窓口又は係員にお問合せください。 

 
 

県県内内タタククシシーー    身身     知知   

・身体障害者手帳または療育手帳を持っている人…１割引（運賃） 
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天天竜竜浜浜名名湖湖鉄鉄道道    身身     知知     精精   

●普通乗車券の割引率 

・身体障害者手帳の第１種または療育手帳Ａ（第１種）を持っている人…本人、介護者共に５割引 

・身体障害者手帳の第２種または療育手帳Ｂ（第２種）を持っている人…本人のみ５割引 

（小学生以下の身体障害児は介護者も５割引） 

※介護者についてはすべて１名を限度とする。 

・精神障害者保健福祉手帳を持っている人…本人のみ５割引 

（１級または小学生以下の場合は、介護者も５割引） 

定期乗車券、回数乗車券については、鉄道会社の窓口又は係員にお問合せください。 

※５割引運賃が最低運賃を下回る場合は、最低運賃が適用されます。 

 

●問合せ先 

天竜浜名湖鉄道株式会社 営業課 ☎９２５－２２７６ 

 

航航路路・・フフェェリリーー    身身     知知     精精   

ほとんどの航路・フェリーで障害者割引が受けられます。割引対象・割引率・割引の方法は各社に  

事前に確認してください。なお、割引対象でない航路もあります。 

 

国国内内航航空空    身身     知知     精精   

１２歳以上で手帳の交付を受けている人が国内航空を利用する際、本人、介護者（おひとり様まで）

共に運賃が割引される場合があります。割引対象・割引率・割引の方法は、航空会社や路線によって    

異なりますので、各社に事前に確認してください。 
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公公共共料料金金のの割割引引等等  
 

旅旅客客鉄鉄道道株株式式会会社社等等    身身     知知   精精   

●普通乗車券の割引率 

・身体障害者手帳の第１種、療育手帳Ａ（第１種）、精神障害者保健福祉手帳１級（第１種）を持って

いる人（手帳に割引種別の記載がある人） 

本人のみ乗車の場合 … 片道１００km を超える場合５割引 

介護者と同乗の場合 … 本人、介護者共に５割引（距離制限なし） 

 ・身体障害者手帳の第２種、療育手帳Ｂ（第２種）、精神障害者保健福祉手帳２または３級（第２種）

を持っている人（手帳に割引種別の記載がある人） 

本人のみ乗車の場合 … 片道１００km を超える場合５割引 

※介護者の割引はありません。 

定期乗車券、回数乗車券については、各鉄道会社の窓口又は係員にお問合せください。 

※私鉄（鉄道）運賃の割引については各鉄道会社の窓口にお問合せください。 

 

遠遠鉄鉄電電車車（（遠遠州州鉄鉄道道線線））    身身     知知     精精   

●普通乗車券の割引率 

・身体障害者手帳の第１種または療育手帳を持っている人…本人、介護者共に５割引 

・身体障害者手帳の第２種を持っている人…本人のみ５割引 

（小学生以下の身体障害児は介護者も５割引） 

 ※介護者についてはすべて１名を限度とします。 

・精神障害者保健福祉手帳を持っている人…本人のみ５割引 

（１級または小学生以下の場合は、介護者も５割引） 

定期乗車券、回数乗車券については、鉄道会社の窓口又は係員にお問合せください。 

※５割引運賃が最低運賃を下回る場合は、最低運賃が適用されます。 

 

ババ    スス    身身     知知     精精   

●普通乗車券の割引率 

障害者割引が受けられます。割引対象・割引率・割引の方法は各社に事前に確認してください。 

バス会社によって異なりますので、各社に事前に確認してください。 

定期乗車券についてはバス事業者の窓口又は係員にお問合せください。 

 
 

県県内内タタククシシーー    身身     知知   

・身体障害者手帳または療育手帳を持っている人…１割引（運賃） 
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ＮＮＴＴＴＴのの福福祉祉ササーービビスス  

●ＮＴＴふれあい案内 

電話帳の利用が困難な視覚・聴覚・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がいや 

上肢などの不自由な人、知的障がいや精神障がいのある人を対象に、無料で電話番号を 

ご案内します。（ご利用前には事前に登録が必要です） 

※身体障害者手帳をお持ちで、次のいずれかの障がいのある人 

視覚障がい １～６級 

肢体不自由（上肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい） １、２級 

聴覚障がい ２級、３級、４級、６級（１級、５級はなし） 

音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい ３級、４級（１、２級はなし） 

※戦傷病者手帳をお持ちで、次のいずれかの障がいのある人 

視力の障がい 特別項症～第６項症 

上肢の障がい 特別項症～第２項症 

聴覚の障がい 第２項症、第４項症 

音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい 第１項症、第２項症、第４項症 

※療育手帳（愛護手帳・愛の手帳・みどりの手帳と呼ばれる場合もあります）をお持ちの人 

※精神障害者保健福祉手帳ををお持ちの人 

・お問合せは、フリーダイヤル ０１２０－１０４１７４  

●ＮＴＴファクス 104  

耳や言葉の不自由な人からの「１０４」への電話番号やファクス番号のお問合せを、ファクスでお

受けするサービスです。 

受付番号：ＦＡＸ ０１２０－０００１０４  

●ＮＴＴふれあいファクス 

耳や言葉の不自由な人からの電話の移転、ご注文、故障などのご相談、サービスのお問合せなどを

ファクスでお受けするサービスです。（無料） 

受付番号（静岡県・愛知県・岐阜県・三重県） 

ご注文・お問合せ：ＦＡＸ ０１２０－２０１３９０  

受付時間：午前９時～午後５時  

休み：土曜、日曜、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日） 

 故障のお問合せ：ＦＡＸ ０１２０－１１３８８９ 受付時間：２４時間（年中無休） 

●電話お願い手帳 Web 版/アプリ版 

耳や言葉の不自由な人向けに、外出先で近くの人に協力をお願いする際に使用していただくコミュ

ニケーションツールです。（無料） 

※利用料は無料ですが、アプリのダウンロードやご利用時にかかる通信料は、お客様のご負担とな

ります。 

詳しくはＮＴＴ西日本、ＮＴＴ東日本公式ホームページ等でご確認下さい。 
 

携携帯帯電電話話のの基基本本使使用用料料等等のの割割引引    身身     知知     精精   

割引の内容や手続き方法は、ご利用の携帯電話会社にご確認ください。 

●窓口 携帯電話各社 
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有有料料道道路路料料金金のの割割引引    身身     知知   

「身体障がい者の人が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の人もしくは重
度の知的障がい者の人が同乗し、障がい者本人以外の人が運転する場合」で日常生活活動
における通勤、通学、通院等に適用されます。 
本人または本人の親族等所有の登録された自家用車もしくは自家用車を持っていない

人が、レンタカーやタクシー等を利用する場合など事前登録していない自動車でも、事前
申請により適用されます。 

※対象車種：事前登録された自動車、事前登録されていない自動車（親族や知人の所有する自動車、
レンタカー、車検時の代車、タクシー（要介護者のみ）など）ただし、業務利用等自動車は対象外です。 
※割引有効期限がありますので更新申請が必要です。手続きは、有効期限の２か月前からできます。 

・新規申請の場合…申請後２回目の誕生日まで 
・更新申請の場合…申請後３回目の誕生日まで 

〈対象道路〉高速道路株式会社等の管理する有料道路－全都道府県５割引 

●対象者 

・身体障害者手帳の第１種または療育手帳Ａを持っている人 

本人が運転する場合、または介護者が本人を乗せて運転する場合に割引の対象 

・身体障害者手帳の第２種を持っている人 

本人が運転する場合のみ割引の対象 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

持参するもの 

①身体障害者（療育）手帳 ②車検証（自動車登録またはＥＴＣカードをご利用する場合） 

 ③運転免許証（本人運転の場合） 

ＥＴＣをご利用の場合は、④障害者本人名義のＥＴＣカード（１８才未満は親権者又は法定後見 

人名義） ⑤ＥＴＣ車載器セットアップ申込書・証明書 
※ＥＴＣをご利用の場合は、さらに次のア、イの手続きが必要となります。 
ア.「ＥＴＣ利用対象者証明書」の発行を受ける。 
イ.発行を受けた「ＥＴＣ利用対象者証明書」を各自で封筒に入れ、切手を貼付の上郵送（有料道路Ｅ
ＴＣ割引登録係あて）、その後有料道路ＥＴＣ割引登録係で登録後、結果通知が数週間で届きます。 
（注）ＥＴＣをご利用の場合は、手続きが完了するまでに数週間かかりますので、お早目にお手続きください。 

なお、ＥＴＣ利用の場合２４時間申請が可能なオンライン申請ができます。 

問い合わせ：ＮＥＸＣＯ中日本お客様センター 0120-922-229 
 

ＮＮＨＨＫＫ放放送送受受信信料料のの免免除除    身身     知知     精精   

免除申請書の発行を受けた後、ＮＨＫ静岡放送局営業グループ ☎054-654-5200（平日午前 10

時～午後 5 時）へ提出してください。また、免除に該当しなくなった場合、必ずＮＨＫ静岡放送局営業

グループへ申し出てください。 

●免除率と対象者 

全額免除…ア．障がいのある人（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている

人）のいる世帯で、その世帯員の全員が市民税非課税の場合 

イ． 公的扶助受給者の人 

ウ．社会福祉法に規定する社会福祉事業施設に入所している人 

半額免除…ア．視覚障害又は聴覚障害の身体障害者手帳を持っている人が世帯主で契約者の場合 

イ．重度の障がいのある人（身体障害者手帳１又は２級、療育手帳Ａ、精神障害者保健福

祉手帳１級）が世帯主で契約者の場合 

ウ．重度の戦傷病者の人（戦傷病者手帳を持っていて、障害程度が特別項症から第１款症

の人が世帯主で受信契約者の場合） 

●免除申請書発行窓口 

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人 

…各福祉事業所社会福祉課 

●手続きに必要なもの …手帳・印鑑（朱肉を使うもの（スタンプ印不可）） 
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ＮＮＴＴＴＴのの福福祉祉ササーービビスス  

●ＮＴＴふれあい案内 

電話帳の利用が困難な視覚・聴覚・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がいや 

上肢などの不自由な人、知的障がいや精神障がいのある人を対象に、無料で電話番号を 

ご案内します。（ご利用前には事前に登録が必要です） 

※身体障害者手帳をお持ちで、次のいずれかの障がいのある人 

視覚障がい １～６級 

肢体不自由（上肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい） １、２級 

聴覚障がい ２級、３級、４級、６級（１級、５級はなし） 

音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい ３級、４級（１、２級はなし） 

※戦傷病者手帳をお持ちで、次のいずれかの障がいのある人 

視力の障がい 特別項症～第６項症 

上肢の障がい 特別項症～第２項症 

聴覚の障がい 第２項症、第４項症 

音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい 第１項症、第２項症、第４項症 

※療育手帳（愛護手帳・愛の手帳・みどりの手帳と呼ばれる場合もあります）をお持ちの人 

※精神障害者保健福祉手帳ををお持ちの人 

・お問合せは、フリーダイヤル ０１２０－１０４１７４  

●ＮＴＴファクス 104  

耳や言葉の不自由な人からの「１０４」への電話番号やファクス番号のお問合せを、ファクスでお

受けするサービスです。 

受付番号：ＦＡＸ ０１２０－０００１０４  

●ＮＴＴふれあいファクス 

耳や言葉の不自由な人からの電話の移転、ご注文、故障などのご相談、サービスのお問合せなどを

ファクスでお受けするサービスです。（無料） 

受付番号（静岡県・愛知県・岐阜県・三重県） 

ご注文・お問合せ：ＦＡＸ ０１２０－２０１３９０  

受付時間：午前９時～午後５時  

休み：土曜、日曜、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日） 

 故障のお問合せ：ＦＡＸ ０１２０－１１３８８９ 受付時間：２４時間（年中無休） 

●電話お願い手帳 Web 版/アプリ版 

耳や言葉の不自由な人向けに、外出先で近くの人に協力をお願いする際に使用していただくコミュ

ニケーションツールです。（無料） 

※利用料は無料ですが、アプリのダウンロードやご利用時にかかる通信料は、お客様のご負担とな

ります。 

詳しくはＮＴＴ西日本、ＮＴＴ東日本公式ホームページ等でご確認下さい。 
 

携携帯帯電電話話のの基基本本使使用用料料等等のの割割引引    身身     知知     精精   

割引の内容や手続き方法は、ご利用の携帯電話会社にご確認ください。 

●窓口 携帯電話各社 
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有有料料道道路路料料金金のの割割引引    身身     知知   

「身体障がい者の人が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の人もしくは重
度の知的障がい者の人が同乗し、障がい者本人以外の人が運転する場合」で日常生活活動
における通勤、通学、通院等に適用されます。 
本人または本人の親族等所有の登録された自家用車もしくは自家用車を持っていない

人が、レンタカーやタクシー等を利用する場合など事前登録していない自動車でも、事前
申請により適用されます。 

※対象車種：事前登録された自動車、事前登録されていない自動車（親族や知人の所有する自動車、
レンタカー、車検時の代車、タクシー（要介護者のみ）など）ただし、業務利用等自動車は対象外です。 
※割引有効期限がありますので更新申請が必要です。手続きは、有効期限の２か月前からできます。 

・新規申請の場合…申請後２回目の誕生日まで 
・更新申請の場合…申請後３回目の誕生日まで 

〈対象道路〉高速道路株式会社等の管理する有料道路－全都道府県５割引 

●対象者 

・身体障害者手帳の第１種または療育手帳Ａを持っている人 

本人が運転する場合、または介護者が本人を乗せて運転する場合に割引の対象 

・身体障害者手帳の第２種を持っている人 

本人が運転する場合のみ割引の対象 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

持参するもの 

①身体障害者（療育）手帳 ②車検証（自動車登録またはＥＴＣカードをご利用する場合） 

 ③運転免許証（本人運転の場合） 

ＥＴＣをご利用の場合は、④障害者本人名義のＥＴＣカード（１８才未満は親権者又は法定後見 

人名義） ⑤ＥＴＣ車載器セットアップ申込書・証明書 
※ＥＴＣをご利用の場合は、さらに次のア、イの手続きが必要となります。 
ア.「ＥＴＣ利用対象者証明書」の発行を受ける。 
イ.発行を受けた「ＥＴＣ利用対象者証明書」を各自で封筒に入れ、切手を貼付の上郵送（有料道路Ｅ
ＴＣ割引登録係あて）、その後有料道路ＥＴＣ割引登録係で登録後、結果通知が数週間で届きます。 
（注）ＥＴＣをご利用の場合は、手続きが完了するまでに数週間かかりますので、お早目にお手続きください。 

なお、ＥＴＣ利用の場合２４時間申請が可能なオンライン申請ができます。 

問い合わせ：ＮＥＸＣＯ中日本お客様センター 0120-922-229 
 

ＮＮＨＨＫＫ放放送送受受信信料料のの免免除除    身身     知知     精精   

免除申請書の発行を受けた後、ＮＨＫ静岡放送局営業グループ ☎054-654-5200（平日午前 10

時～午後 5 時）へ提出してください。また、免除に該当しなくなった場合、必ずＮＨＫ静岡放送局営業

グループへ申し出てください。 

●免除率と対象者 

全額免除…ア．障がいのある人（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている

人）のいる世帯で、その世帯員の全員が市民税非課税の場合 

イ． 公的扶助受給者の人 

ウ．社会福祉法に規定する社会福祉事業施設に入所している人 

半額免除…ア．視覚障害又は聴覚障害の身体障害者手帳を持っている人が世帯主で契約者の場合 

イ．重度の障がいのある人（身体障害者手帳１又は２級、療育手帳Ａ、精神障害者保健福

祉手帳１級）が世帯主で契約者の場合 

ウ．重度の戦傷病者の人（戦傷病者手帳を持っていて、障害程度が特別項症から第１款症

の人が世帯主で受信契約者の場合） 

●免除申請書発行窓口 

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人 

…各福祉事業所社会福祉課 

●手続きに必要なもの …手帳・印鑑（朱肉を使うもの（スタンプ印不可）） 
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介護給付 

●居宅介護（ホームヘルプ） 身  知  精  児  難  （区分１以上） 

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

 

●重度訪問介護 身  知  精  難  （区分４以上） 

重度の肢体不自由者や、知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有し常に介護を必要と

する人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 

 

●行動援護 知  精  児  難  （区分３以上） 

知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有し、常に介護を必要とする人が行動すると

きに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 

 

●同行援護 視  児  難   

視覚に障がいがある人の外出支援を行います。 

 

●重度障害者等包括支援 身  知  精  児  難  （区分６） 

介護の必要性が著しく高い人に、居宅介護等の複数のサービスを包括的に行います。 

 

●短期入所（ショートステイ） 身  知  精  児  難  （区分１以上） 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等

を行います。 

 

●療養介護 身  知  精  難  （区分６、一定の医療的ケアを必要とする者または進行性筋萎縮症患者もしく

は重症心身障害者は区分５以上） 

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活

の世話を行います。 

 

●生活介護 身  知  精  難  （区分３以上、５０歳以上は区分２以上） 

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は

生産活動の機会を提供します。 

 

●施設入所支援 身  知  精  難  （区分４以上、５０歳以上は区分３以上） 

施設に入所する人に、夜間や休日において、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

 

 

地域相談支援給付 

●地域移行支援 身  知  精  難   

入所施設や精神科病院等から地域生活への移行を希望する人に、住居の確保等必要な支援を行います。 

 

●地域定着支援 身  知  精  難   

居宅において単身等により地域生活が不安定な人に対し、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性

により生じる地域生活における課題について、相談や訪問等を行います。   
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自自立立支支援援給給付付にによよるるササーービビスス  

障害者総合支援法により障がいのある人が自らサービスを選択し、サービスを提供する事

業者・施設と利用契約を結ぶことで、サービスを受けることができます。ホームヘルプサービス・ショ

ートステイなど、各種サービスを受ける場合、支給量（ホームヘルプサービスなどを受ける時間数や施

設利用の日数等）が記載された受給者証が必要となります。事前に下記の窓口へご連絡ください。 

※各サービス事業所の一覧は、浜松市ホームページ等でご確認ください。 

 ホームページのＵＲＬは、Ｐ８２をご覧ください。 

●手続………申請書類の提出（支給量等を決定するための面接が必要です。） 

●費用………利用料の１割（世帯等の所得状況により、負担上限月額が設定されます。） 

●窓口………各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

 

障害福祉サービス等利用のための手続き 

 

①相談 
窓口 各福祉事業所社会福祉課 

各相談支援事業所 

使いたいサービスや、困っていることなどをご相談ください。 

↓  

②申請 
窓口 各福祉事業所社会福祉課 

サービスの利用には申請が必要です。 

↓  

③計画案作成 
特定相談支援事業所が、サービスを利用しようとする人やその家
族と面接し計画案を立てます。利用計画案は特定相談支援事業所
から社会福祉課に提出されます。 

↓  

④障害支援区分の認定 
 ・認定調査 

・医師意見書 

 ・一次判定（コンピュータ判定） 

 ・二次判定（審査会） 

障害支援区分が必要なサービスを利用しようとする人について
は、認定調査等を行って障害支援区分の認定を行います。 

↓  

⑤支給決定、受給者証の交付 
サービス種類ごとに支給量を決定し、「障害福祉サービス受給者
証」を交付します。 

↓  

⑥契約 
サービス事業者と契約して、サービスを利用します。その際、障
害福祉サービス受給者証を事業者に提示してください。 

↓  

⑦サービスの利用、 
利用者負担の支払い 

サービス利用後、利用者負担額（原則１割）を事業所に支払いま
す。 

※訓練等給付（共同生活援助に係るものであって、入浴、排せつ、食事等の介護の提供を受

けることを希望する場合及び日中サービス支援型の利用を希望する場合を除く）のみを希

望する人もしくは１８歳未満の人については、④障害支援区分の認定は不要ですが、各福

祉事業所社会福祉課職員等による調査を受ける必要があります。 

※複数の事業所を利用する場合等については、費用（利用料の１割）が負担上限月額を超え

ないように事業所間で管理するため、上限額管理の届出が必要となる場合があります。   
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介護給付 

●居宅介護（ホームヘルプ） 身  知  精  児  難  （区分１以上） 

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

 

●重度訪問介護 身  知  精  難  （区分４以上） 

重度の肢体不自由者や、知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有し常に介護を必要と

する人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 

 

●行動援護 知  精  児  難  （区分３以上） 

知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有し、常に介護を必要とする人が行動すると

きに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 

 

●同行援護 視  児  難   

視覚に障がいがある人の外出支援を行います。 

 

●重度障害者等包括支援 身  知  精  児  難  （区分６） 

介護の必要性が著しく高い人に、居宅介護等の複数のサービスを包括的に行います。 

 

●短期入所（ショートステイ） 身  知  精  児  難  （区分１以上） 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等

を行います。 

 

●療養介護 身  知  精  難  （区分６、一定の医療的ケアを必要とする者または進行性筋萎縮症患者もしく

は重症心身障害者は区分５以上） 

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活

の世話を行います。 

 

●生活介護 身  知  精  難  （区分３以上、５０歳以上は区分２以上） 

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は

生産活動の機会を提供します。 

 

●施設入所支援 身  知  精  難  （区分４以上、５０歳以上は区分３以上） 

施設に入所する人に、夜間や休日において、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

 

 

地域相談支援給付 

●地域移行支援 身  知  精  難   

入所施設や精神科病院等から地域生活への移行を希望する人に、住居の確保等必要な支援を行います。 

 

●地域定着支援 身  知  精  難   

居宅において単身等により地域生活が不安定な人に対し、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性

により生じる地域生活における課題について、相談や訪問等を行います。   
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自自立立支支援援給給付付にによよるるササーービビスス  

障害者総合支援法により障がいのある人が自らサービスを選択し、サービスを提供する事

業者・施設と利用契約を結ぶことで、サービスを受けることができます。ホームヘルプサービス・ショ

ートステイなど、各種サービスを受ける場合、支給量（ホームヘルプサービスなどを受ける時間数や施

設利用の日数等）が記載された受給者証が必要となります。事前に下記の窓口へご連絡ください。 

※各サービス事業所の一覧は、浜松市ホームページ等でご確認ください。 

 ホームページのＵＲＬは、Ｐ８２をご覧ください。 

●手続………申請書類の提出（支給量等を決定するための面接が必要です。） 

●費用………利用料の１割（世帯等の所得状況により、負担上限月額が設定されます。） 

●窓口………各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

 

障害福祉サービス等利用のための手続き 

 

①相談 
窓口 各福祉事業所社会福祉課 

各相談支援事業所 

使いたいサービスや、困っていることなどをご相談ください。 

↓  

②申請 
窓口 各福祉事業所社会福祉課 

サービスの利用には申請が必要です。 

↓  

③計画案作成 
特定相談支援事業所が、サービスを利用しようとする人やその家
族と面接し計画案を立てます。利用計画案は特定相談支援事業所
から社会福祉課に提出されます。 

↓  

④障害支援区分の認定 
 ・認定調査 

・医師意見書 

 ・一次判定（コンピュータ判定） 

 ・二次判定（審査会） 

障害支援区分が必要なサービスを利用しようとする人について
は、認定調査等を行って障害支援区分の認定を行います。 

↓  

⑤支給決定、受給者証の交付 
サービス種類ごとに支給量を決定し、「障害福祉サービス受給者
証」を交付します。 

↓  

⑥契約 
サービス事業者と契約して、サービスを利用します。その際、障
害福祉サービス受給者証を事業者に提示してください。 

↓  

⑦サービスの利用、 
利用者負担の支払い 

サービス利用後、利用者負担額（原則１割）を事業所に支払いま
す。 

※訓練等給付（共同生活援助に係るものであって、入浴、排せつ、食事等の介護の提供を受

けることを希望する場合及び日中サービス支援型の利用を希望する場合を除く）のみを希

望する人もしくは１８歳未満の人については、④障害支援区分の認定は不要ですが、各福

祉事業所社会福祉課職員等による調査を受ける必要があります。 

※複数の事業所を利用する場合等については、費用（利用料の１割）が負担上限月額を超え

ないように事業所間で管理するため、上限額管理の届出が必要となる場合があります。   
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児童福祉法に基づく発達に課題のある児童に対する支援 

児童福祉法に基づく発達に課題のある児童の保護者は、児童に適したサービスを選択し、 

サービスを提供する事業所と利用契約を結ぶことにより、支援を受けることができます。 

児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を受け 

る場合、支給量（児童発達支援事業を受ける日数等）が記載された受給者証が必要になりま 

す。事前に下記の窓口へご連絡ください。 

※各サービス事業所の一覧は、浜松市ホームページ等でご確認ください。 

 ホームページのＵＲＬは、Ｐ８２をご覧ください。 

●手続………申請書類の提出（支給量を決定するための面接が必要です。） 

●費用………利用料の１割（世帯等の所得状況により、負担上限月額が設定されます。） 

●窓口………各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

 

●利用のための手続き 

①相談 
窓口 各福祉事業所社会福祉課 

各相談支援事業所 

利用したい支援や困っていることなどをご相談ください。 

       ↓ 

②申請・面接調査等 
窓口 各福祉事業所社会福祉課 

通所支援の利用を希望する場合、申請書の提出が必要です。また、
児童の状況を確認させていただくため、面接をします。 

       ↓  

③計画案作成 
児童相談支援事業所が、利用しようとする児童やその家族と面接
し計画案を立てます。利用計画（案）は児童相談支援事業所から
社会福祉課に提出されます。 

       ↓  

④支給決定、受給者証の交付 
サービス種類ごとに支給量を決定し、「児童通所サービス受給者
証」を交付します。 

       ↓  

⑤契約 
サービス事業者と契約して、サービスを利用します。その際、児
童通所サービス受給者証を事業者に提示してください。 

       ↓  

⑥サービス利用、 
利用料負担の支払い 

支援利用後、利用負担額（原則１割）を事業所に支払います。 

※複数の事業所を利用する場合等については、費用（利用料の１割）が負担上限月額を超えないように事業

所間で管理するため、上限額管理の届出が必要となる場合があります。 

 

高額障害福祉サービス等給付費 

同じ世帯に障害福祉サービス等・補装具・介護保険サービス（障害福祉サービスとともに利用してい

る人の利用分に限る）の利用者が複数いるときなど、１か月の間に支払った利用者負担額を合算して負

担上限月額を超えた場合は申請によってその超えた分が支給されることがあります。詳しくは窓口にお

問合せください。 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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訓練等給付 

●自立訓練（機能訓練・生活訓練） 身  知  精  難   

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必

要な訓練を行います。 

●就労選択支援 身  知  精  難   ※令和 7 年 10 月から施行 

就労を希望する人又は就労の継続を希望する人に、就労先・働き方についてより良い選択ができる

よう、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択の支援を行います。 

●就労移行支援 身  知  精  難   

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な

訓練を行います。 

●就労継続支援 Ａ型・Ｂ型 身  知  精  難   

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要

な訓練を行います。 

●就労定着支援 身  知  精  難   

就労移行支援等を利用して一般就労した人の就労の継続を図るため、関係機関等との連絡調整や雇

用に伴い生じる生活上の問題に関する相談、指導及び助言等の支援を行います。 

●自立生活援助 身  知  精  難   

居宅における生活上の問題につき、定期的な巡回等により状況を把握し、情報提供、助言、相談、関

係機関との連絡調整等により自立した生活を営むための環境整備に必要な援助を行います。 

●共同生活援助（グループホーム）（介護サービス包括型・日中サービス支援型・外部サービス利用型） 身  知  精  難   

主に夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 

 

障害支援区分と利用できるサービス 

介護給付等の福祉サービスには、一定の障害支援区分やその他の要件が必要となるものがあります。 

※着色部分が利用できる障害支援区分です。 

 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 

居 宅 介 護       

重度訪問介護       

行 動 援 護       

重度障害者等包括支援       

短 期 入 所       

療 養 介 護     ※１  

生 活 介 護  
※50 歳以上は 

区分２から 
    

施設入所支援   
※50 歳以上は 

区分３から    

共同生活
援 助 

（グループ 

ホーム） 

 

 

介護サービス包括型 
※２ 

      

日中サービス支援型       

外部サービス利用型 
※３ 

      

※１ 進行性筋萎縮症患者、重症心身障害者又は一定の医療的ケアを必要とする者は区分５から 

※２ 介護の提供を受ける場合は区分１から 

※３ 介護の提供を受ける場合は区分２から 
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児童福祉法に基づく発達に課題のある児童に対する支援 

児童福祉法に基づく発達に課題のある児童の保護者は、児童に適したサービスを選択し、 

サービスを提供する事業所と利用契約を結ぶことにより、支援を受けることができます。 

児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を受け 

る場合、支給量（児童発達支援事業を受ける日数等）が記載された受給者証が必要になりま 

す。事前に下記の窓口へご連絡ください。 

※各サービス事業所の一覧は、浜松市ホームページ等でご確認ください。 

 ホームページのＵＲＬは、Ｐ８２をご覧ください。 

●手続………申請書類の提出（支給量を決定するための面接が必要です。） 

●費用………利用料の１割（世帯等の所得状況により、負担上限月額が設定されます。） 

●窓口………各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

 

●利用のための手続き 

①相談 
窓口 各福祉事業所社会福祉課 

各相談支援事業所 

利用したい支援や困っていることなどをご相談ください。 

       ↓ 

②申請・面接調査等 
窓口 各福祉事業所社会福祉課 

通所支援の利用を希望する場合、申請書の提出が必要です。また、
児童の状況を確認させていただくため、面接をします。 

       ↓  

③計画案作成 
児童相談支援事業所が、利用しようとする児童やその家族と面接
し計画案を立てます。利用計画（案）は児童相談支援事業所から
社会福祉課に提出されます。 

       ↓  

④支給決定、受給者証の交付 
サービス種類ごとに支給量を決定し、「児童通所サービス受給者
証」を交付します。 

       ↓  

⑤契約 
サービス事業者と契約して、サービスを利用します。その際、児
童通所サービス受給者証を事業者に提示してください。 

       ↓  

⑥サービス利用、 
利用料負担の支払い 

支援利用後、利用負担額（原則１割）を事業所に支払います。 

※複数の事業所を利用する場合等については、費用（利用料の１割）が負担上限月額を超えないように事業

所間で管理するため、上限額管理の届出が必要となる場合があります。 

 

高額障害福祉サービス等給付費 

同じ世帯に障害福祉サービス等・補装具・介護保険サービス（障害福祉サービスとともに利用してい

る人の利用分に限る）の利用者が複数いるときなど、１か月の間に支払った利用者負担額を合算して負

担上限月額を超えた場合は申請によってその超えた分が支給されることがあります。詳しくは窓口にお

問合せください。 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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訓練等給付 

●自立訓練（機能訓練・生活訓練） 身  知  精  難   

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必

要な訓練を行います。 

●就労選択支援 身  知  精  難   ※令和 7 年 10 月から施行 

就労を希望する人又は就労の継続を希望する人に、就労先・働き方についてより良い選択ができる

よう、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択の支援を行います。 

●就労移行支援 身  知  精  難   

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な

訓練を行います。 

●就労継続支援 Ａ型・Ｂ型 身  知  精  難   

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要

な訓練を行います。 

●就労定着支援 身  知  精  難   

就労移行支援等を利用して一般就労した人の就労の継続を図るため、関係機関等との連絡調整や雇

用に伴い生じる生活上の問題に関する相談、指導及び助言等の支援を行います。 

●自立生活援助 身  知  精  難   

居宅における生活上の問題につき、定期的な巡回等により状況を把握し、情報提供、助言、相談、関

係機関との連絡調整等により自立した生活を営むための環境整備に必要な援助を行います。 

●共同生活援助（グループホーム）（介護サービス包括型・日中サービス支援型・外部サービス利用型） 身  知  精  難   

主に夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 

 

障害支援区分と利用できるサービス 

介護給付等の福祉サービスには、一定の障害支援区分やその他の要件が必要となるものがあります。 

※着色部分が利用できる障害支援区分です。 

 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 

居 宅 介 護       

重度訪問介護       

行 動 援 護       

重度障害者等包括支援       

短 期 入 所       

療 養 介 護     ※１  

生 活 介 護  
※50 歳以上は 

区分２から 
    

施設入所支援   
※50 歳以上は 

区分３から    

共同生活
援 助 

（グループ 

ホーム） 

 

 

介護サービス包括型 
※２ 

      

日中サービス支援型       

外部サービス利用型 
※３ 

      

※１ 進行性筋萎縮症患者、重症心身障害者又は一定の医療的ケアを必要とする者は区分５から 

※２ 介護の提供を受ける場合は区分１から 

※３ 介護の提供を受ける場合は区分２から 
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地地域域生生活活支支援援事事業業にによよるるササーービビスス  
 

身身体体障障害害児児・・者者、、難難病病患患者者等等のの日日常常生生活活用用具具費費のの助助成成    身身   難難   

身体障害者手帳を持っている重度の身体障害児・者、難病患者等の人が日常生活を営むうえでの不便

を解消し、自力で生活を営むことを容易にするため、用具費を助成する制度です。種目と対象者は下表

のとおりです。また、介護保険制度の要介護認定を受けている場合は、介護保険制度が優先となります。 

※申請前に購入すると補助の対象になりません。事前に窓口へご相談ください。 

●費用 

市民税課税状況 利用者負担額 

市民税課税世帯 用具費又は基準額の１割負担 

市民税非課税世帯、生活保護受給世帯 基準額内の負担なし 

※用具ごとに基準額があり、基準額の範囲内で助成します。 

※世帯の範囲は、本人が１８歳以上の場合は本人及び配偶者、本人が１８歳未満の場合は保護者と

なります。 

※対象者が１８歳以上で世帯の中に当該年度（４月～６月は前年度）の市民税所得割額が４６万円

以上の人がいるときは、この制度による助成は受けられません。 

●手続きに必要なもの 

身体障害者手帳（難病患者等の人は、難病患者等診断書）、見積書、用具のカタログ等を窓口までお

持ちください。 

●窓口 

 各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

●種目と対象者 

※：介護保険優先、者：身体障害者、児：身体障害児、難：難病患者等 

種  目 対 象 者 性 能 等 

※特殊寝台 
 

者 難 

下肢又は体幹機能障害２級以上 
難病患者等の場合は、寝たきりの状態にある者 

腕、脚等の訓練のできる器具（サイドレ
ール等）を付帯し、原則として使用者の
頭部及び脚部の傾斜角度の調整ができ
る機能を有するもの 

※特殊マット 
 

者 児 難 

下肢又は体幹機能障害１級（常時介護を要する者に
限る）、障害児にあっては下肢又は体幹機能障害２
級以上で原則として３歳以上 
難病患者等の場合は、寝たきりの状態にある者 

じょくそうの防止又は失禁等による汚
染又は損耗を防止するためマット（寝
具）にビニール等の加工をしたもの 

※特殊尿器 
 

者 児 難 

下肢又は体幹機能障害１級 
（常時介護を要する者に限る）(原則として学齢児以
上） 
難病患者等の場合は、自力で排尿できない者 

尿が自動的に吸引されるもので、障害者
等又は介助者が容易に使用できるもの 

入浴担架 
 

者 児 難 

下肢若しくは体幹機能障害２級以上 
（入浴にあたって、家族等他人の介助を要する者に
限る）(原則として３歳以上) 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

障害者等を担架に乗せたままリフト装
置により入浴させるもの 

※体位変換器 
 

者 児 難 

下肢又は体幹機能障害２級以上 
（下着交換等にあたって、家族等他人の介助を要す
る者に限る）(原則として学齢児以上） 
難病患者等の場合は、寝たきりの状態にある者 

介助者が障害者等の体位を変換させる
のに容易に使用できるもの 
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補装具費の支給（購入・借受け・修理）  身   難難  

身体障害者手帳を持っている人や難病患者等の身体機能を補い、日常生活の向上を図

るために、障がいに適した補装具の購入、借受け又は修理に要した費用（一部又は全部）

を支給する制度です。ただし、介護保険制度、労働災害補償制度、治療用・訓練用等の

医療保険制度等の適用対象になる人は、それらの制度が優先されます。 

※申請する前に、補装具を購入、借受け又は修理した場合は対象になりません。事前に窓口へご相談く

ださい。 

 

●費用 

市民税課税状況 利用者負担額 

市民税課税世帯 補装具費の１割負担（負担上限月額 37,200 円） 

市民税非課税世帯、生活保護受給世帯 補装具費内の負担なし 

※補装具費は、定められた基準額（国一律）以内で算出します。 

※世帯の範囲は、本人が１８歳以上の場合は本人及び配偶者、本人が１８歳未満の場合は保護者の

属する住民基本台帳上の世帯となります。 

※対象者が１８歳以上で世帯の中に当該年度（４月～６月は前年度）の市民税所得割額が４６万円

以上の人がいるときは、この制度による補装具費の支給は受けられません。 
 

●手続きに必要なもの 

・身体障害者手帳（難病患者等の人は、特定疾患医療受給者証等） 

・見積書 

・マイナンバーカード、又は、マイナンバーが確認できる書類及び身元が確認できる書類 

※医師の意見書・処方せんが必要になる場合があります。詳しくは窓口にお問合せください。 
 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

 

●対象と補装具の種類 

対象 補装具の種類 

意見書の要否 
○必要 △一部必要 ×不必要 

新規 再交付 修理 

視覚障害 

視覚障害者安全つえ（普通用・携帯用・身体支持併用） × 

眼鏡（矯正用・遮光用・弱視用・コンタクトレンズ） 

※眼鏡の度数変更にも、意見書が必要です。 

義眼（レディメイド・オーダーメイド） 

○ △ × 

聴覚障害 
補聴器 

※耳あな型には、身体状況、就労状況の条件があります。 
○ △ × 

肢体不自由 

歩行補助つえ（一本つえ以外） × 

姿勢保持装置、車載用姿勢保持装置、装具（上肢・下肢・体幹） 
○ △ △ 

殻構造義肢、車椅子、歩行器 

電動車椅子、骨格構造義肢 ○ ○ △ 

児童補装具 起立保持具、排便補助具 ○ △ × 

重度の上下肢と音声・言語

機能障害の両方の人 
重度障害者用意思伝達装置 ○ 

※原則として、１種類につき１個までの支給となります。 
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地地域域生生活活支支援援事事業業にによよるるササーービビスス  
 

身身体体障障害害児児・・者者、、難難病病患患者者等等のの日日常常生生活活用用具具費費のの助助成成    身身   難難   

身体障害者手帳を持っている重度の身体障害児・者、難病患者等の人が日常生活を営むうえでの不便

を解消し、自力で生活を営むことを容易にするため、用具費を助成する制度です。種目と対象者は下表

のとおりです。また、介護保険制度の要介護認定を受けている場合は、介護保険制度が優先となります。 

※申請前に購入すると補助の対象になりません。事前に窓口へご相談ください。 

●費用 

市民税課税状況 利用者負担額 

市民税課税世帯 用具費又は基準額の１割負担 

市民税非課税世帯、生活保護受給世帯 基準額内の負担なし 

※用具ごとに基準額があり、基準額の範囲内で助成します。 

※世帯の範囲は、本人が１８歳以上の場合は本人及び配偶者、本人が１８歳未満の場合は保護者と

なります。 

※対象者が１８歳以上で世帯の中に当該年度（４月～６月は前年度）の市民税所得割額が４６万円

以上の人がいるときは、この制度による助成は受けられません。 

●手続きに必要なもの 

身体障害者手帳（難病患者等の人は、難病患者等診断書）、見積書、用具のカタログ等を窓口までお

持ちください。 

●窓口 

 各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

●種目と対象者 

※：介護保険優先、者：身体障害者、児：身体障害児、難：難病患者等 

種  目 対 象 者 性 能 等 

※特殊寝台 
 

者 難 

下肢又は体幹機能障害２級以上 
難病患者等の場合は、寝たきりの状態にある者 

腕、脚等の訓練のできる器具（サイドレ
ール等）を付帯し、原則として使用者の
頭部及び脚部の傾斜角度の調整ができ
る機能を有するもの 

※特殊マット 
 

者 児 難 

下肢又は体幹機能障害１級（常時介護を要する者に
限る）、障害児にあっては下肢又は体幹機能障害２
級以上で原則として３歳以上 
難病患者等の場合は、寝たきりの状態にある者 

じょくそうの防止又は失禁等による汚
染又は損耗を防止するためマット（寝
具）にビニール等の加工をしたもの 

※特殊尿器 
 

者 児 難 

下肢又は体幹機能障害１級 
（常時介護を要する者に限る）(原則として学齢児以
上） 
難病患者等の場合は、自力で排尿できない者 

尿が自動的に吸引されるもので、障害者
等又は介助者が容易に使用できるもの 

入浴担架 
 

者 児 難 

下肢若しくは体幹機能障害２級以上 
（入浴にあたって、家族等他人の介助を要する者に
限る）(原則として３歳以上) 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

障害者等を担架に乗せたままリフト装
置により入浴させるもの 

※体位変換器 
 

者 児 難 

下肢又は体幹機能障害２級以上 
（下着交換等にあたって、家族等他人の介助を要す
る者に限る）(原則として学齢児以上） 
難病患者等の場合は、寝たきりの状態にある者 

介助者が障害者等の体位を変換させる
のに容易に使用できるもの 
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補装具費の支給（購入・借受け・修理）  身   難難  

身体障害者手帳を持っている人や難病患者等の身体機能を補い、日常生活の向上を図

るために、障がいに適した補装具の購入、借受け又は修理に要した費用（一部又は全部）

を支給する制度です。ただし、介護保険制度、労働災害補償制度、治療用・訓練用等の

医療保険制度等の適用対象になる人は、それらの制度が優先されます。 

※申請する前に、補装具を購入、借受け又は修理した場合は対象になりません。事前に窓口へご相談く

ださい。 

 

●費用 

市民税課税状況 利用者負担額 

市民税課税世帯 補装具費の１割負担（負担上限月額 37,200 円） 

市民税非課税世帯、生活保護受給世帯 補装具費内の負担なし 

※補装具費は、定められた基準額（国一律）以内で算出します。 

※世帯の範囲は、本人が１８歳以上の場合は本人及び配偶者、本人が１８歳未満の場合は保護者の

属する住民基本台帳上の世帯となります。 

※対象者が１８歳以上で世帯の中に当該年度（４月～６月は前年度）の市民税所得割額が４６万円

以上の人がいるときは、この制度による補装具費の支給は受けられません。 
 

●手続きに必要なもの 

・身体障害者手帳（難病患者等の人は、特定疾患医療受給者証等） 

・見積書 

・マイナンバーカード、又は、マイナンバーが確認できる書類及び身元が確認できる書類 

※医師の意見書・処方せんが必要になる場合があります。詳しくは窓口にお問合せください。 
 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

 

●対象と補装具の種類 

対象 補装具の種類 

意見書の要否 
○必要 △一部必要 ×不必要 

新規 再交付 修理 

視覚障害 

視覚障害者安全つえ（普通用・携帯用・身体支持併用） × 

眼鏡（矯正用・遮光用・弱視用・コンタクトレンズ） 

※眼鏡の度数変更にも、意見書が必要です。 

義眼（レディメイド・オーダーメイド） 

○ △ × 

聴覚障害 
補聴器 

※耳あな型には、身体状況、就労状況の条件があります。 
○ △ × 

肢体不自由 

歩行補助つえ（一本つえ以外） × 

姿勢保持装置、車載用姿勢保持装置、装具（上肢・下肢・体幹） 
○ △ △ 

殻構造義肢、車椅子、歩行器 

電動車椅子、骨格構造義肢 ○ ○ △ 

児童補装具 起立保持具、排便補助具 ○ △ × 

重度の上下肢と音声・言語

機能障害の両方の人 
重度障害者用意思伝達装置 ○ 

※原則として、１種類につき１個までの支給となります。 
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種  目 対 象 者 性 能 等 

自動消火器 

 

者 児 難 

火災発生の感知及び避難が著しく困難な者であっ
て、次のいずれかに該当する者 
（１）視覚障害２級以上 
（２）聴覚障害２級 
（３）下肢又は体幹機能障害２級以上 
（４）難病患者等 

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自
動的に消火液を噴射し初期火災を消火
することができるもの 

電磁調理器（卓上式） 

 

者 難 

視覚障害２級以上又は同程度の障害を有する難病
患者等（視覚障害者等のみの世帯及びこれに準ずる
世帯で、かつ、市民税非課税世帯に限る）（１８歳
以上） 

視覚障害者等が容易に使用できるもの 

歩行時間延長信号機
用小型送信機（カード
型送信機を含む） 

者 児 難 

視覚障害２級以上 
（原則として学齢児以上） 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

視覚障害者等が容易に使用できるもの 

聴覚障害者用 
屋内信号装置 

者 難 

聴覚障害２級以上又は同程度の障害を有する難病
患者等 

音、音声等を視覚、触覚等により知覚
できるもの 

透析液加温器 
 

者 児 難 

腎臓機能障害３級以上で、自己連続携行式腹膜灌流
法（ＣＡＰＤ）による透析療法を行う者（原則とし
て３歳以上） 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

透析液を加温し、一定温度に保つもの 

ネブライザー（吸入器） 

 

者 児 難 

次のいずれかに該当する者 
（１）呼吸器機能障害３級以上 
（２）在宅で人工呼吸器を使用している身体障害者

（ただし、加齢かつ廃用性症候群で気管切開を
した等の理由により用具を必要とする者は除
く） 

（３）難病患者等の場合は、呼吸器機能に障害のあ
る者又は在宅で人工呼吸器を使用している者 

障害者等又は介助者が容易に使用でき
るもの 

電気式たん吸引器 

 

者 児 難 

次のいずれかに該当する者 
（１）呼吸器機能障害３級以上 
（２）在宅で人工呼吸器を使用している身体障害者

（ただし、加齢かつ廃用性症候群で気管切開を
した等の理由により用具を必要とする者は除
く） 

（３）難病患者等の場合は、呼吸器機能に障害のあ
る者又は在宅で人工呼吸器を使用している者 

障害者等又は介助者が容易に使用でき
るもの 

吸引器・ネブライザー 
両用器 

 

者 児 難 

次のいずれかに該当する者 
（１）呼吸器機能障害３級以上 
（２）在宅で人工呼吸器を使用している身体障害者

（ただし、加齢かつ廃用性症候群で気管切開し
た等の理由により用具を必要とする者は除く） 

（３）難病患者等の場合は、呼吸器機能に障害のあ
る者又は在宅で人工呼吸器を使用している者 

障害者等又は介助者が容易に使用でき
るもの 

酸素ボンベ運搬車 

 

者 難 

呼吸器機能障害者又は同程度の障害を有する難病
患者等で、医療保険における在宅酸素療法を行う者
（１８歳以上） 

障害者等が容易に使用できるもの 
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種  目 対 象 者 性 能 等 

※移動用リフト 
 

者 児 難 

下肢又は体幹機能障害２級以上 
（原則として３歳以上） 
難病患者等の場合は、下肢又は体幹機能に障害
のある者 

介助者が重度身体障害者等を移動させる
にあたって、容易に使用できるもの 
※ただし、天井走行型その他住宅改修を伴

うものを除く 

訓練いす 
 

児 難 

下肢若しくは体幹機能障害２級以上 
（原則として３歳以上） 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

原則として付属のテーブルをつけること
ができるものとする 

訓練用ベッド 
 

児 難 

下肢又は体幹機能障害２級以上 
（原則として学齢児以上） 
難病患者等の場合は、下肢又は体幹機能に障害
のある者 

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたも
の 

※入浴補助用具 
 

者 児 難 

下肢又は体幹機能に障害を有する者で、入浴に
介助を必要とする者 
（原則として３歳以上） 
難病患者等の場合は、入浴に介助を要する者 

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水
等を補助でき、障害者等又は介助者が容易
に使用できるもの 
※ただし、設置にあたり住宅改修を伴うも

のを除く 

※便器 
 

者 児 難 

下肢又は体幹機能障害２級以上 
（原則として学齢児以上） 
難病患者等の場合は、常時介護を要する者 

障害者等が容易に使用できるもの（手すり
をつけることができる） 
※ただし、取替えにあたり住宅改修を伴う

ものを除く 

頭部保護帽 
 

者 児 難 

平衡機能、下肢若しくは体幹機能に障害を有し、
必要と認められる者 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの 

Ｔ字状・棒状のつえ 
 

者 児 難 

平衡機能、下肢若しくは体幹機能に障害を有し、
必要と認められる者 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

障害者等が容易に使用できるもの 

※移動・移乗支援用具 
 

者 児 難 

平衡機能、下肢若しくは体幹機能に障害を有し、
家庭内の移動等において介助を必要とする者 
（原則として３歳以上） 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

おおむね次のような性能を有する手すり、
スロープ等であること 
ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏

まえたもので、必要な強度と安定性を
有するもの 

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移
乗動作の補助、段差解消等の用具とす
る 

※ただし、設置にあたり住宅改修を伴うも
のを除く 

温水洗浄便座 
 

者 児 難 

上肢障害２級以上 
（原則として学齢児以上） 
難病患者等の場合は、上肢機能に障害のある者 

取替式の便座（便器一体型を除く）であっ
て、乾燥機能を有するもの 
※ た だ し 、 取 替 え に あ た り 住 宅 改 修 

を伴うものを除く 
※新築等による用具設置の場合について

は助成対象とならない 

火災警報器 
 

者 児 難 

次のいずれかに該当する者 
（１）視覚障害２級以上 
（２）聴覚障害２級 
（３）下肢又は体幹機能障害２級以上 
（４） 難病患者等の場合は、（１）から（３）
のいずれかと同程度の障害を有する者 
※火災発生の感知または避難が著しく困難な障

害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、
かつ、市民税非課税世帯に限る 

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又
は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ
ることができるもの 
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種  目 対 象 者 性 能 等 

自動消火器 

 

者 児 難 

火災発生の感知及び避難が著しく困難な者であっ
て、次のいずれかに該当する者 
（１）視覚障害２級以上 
（２）聴覚障害２級 
（３）下肢又は体幹機能障害２級以上 
（４）難病患者等 

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自
動的に消火液を噴射し初期火災を消火
することができるもの 

電磁調理器（卓上式） 

 

者 難 

視覚障害２級以上又は同程度の障害を有する難病
患者等（視覚障害者等のみの世帯及びこれに準ずる
世帯で、かつ、市民税非課税世帯に限る）（１８歳
以上） 

視覚障害者等が容易に使用できるもの 

歩行時間延長信号機
用小型送信機（カード
型送信機を含む） 

者 児 難 

視覚障害２級以上 
（原則として学齢児以上） 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

視覚障害者等が容易に使用できるもの 

聴覚障害者用 
屋内信号装置 

者 難 

聴覚障害２級以上又は同程度の障害を有する難病
患者等 

音、音声等を視覚、触覚等により知覚
できるもの 

透析液加温器 
 

者 児 難 

腎臓機能障害３級以上で、自己連続携行式腹膜灌流
法（ＣＡＰＤ）による透析療法を行う者（原則とし
て３歳以上） 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

透析液を加温し、一定温度に保つもの 

ネブライザー（吸入器） 

 

者 児 難 

次のいずれかに該当する者 
（１）呼吸器機能障害３級以上 
（２）在宅で人工呼吸器を使用している身体障害者

（ただし、加齢かつ廃用性症候群で気管切開を
した等の理由により用具を必要とする者は除
く） 

（３）難病患者等の場合は、呼吸器機能に障害のあ
る者又は在宅で人工呼吸器を使用している者 

障害者等又は介助者が容易に使用でき
るもの 

電気式たん吸引器 

 

者 児 難 

次のいずれかに該当する者 
（１）呼吸器機能障害３級以上 
（２）在宅で人工呼吸器を使用している身体障害者

（ただし、加齢かつ廃用性症候群で気管切開を
した等の理由により用具を必要とする者は除
く） 

（３）難病患者等の場合は、呼吸器機能に障害のあ
る者又は在宅で人工呼吸器を使用している者 

障害者等又は介助者が容易に使用でき
るもの 

吸引器・ネブライザー 
両用器 

 

者 児 難 

次のいずれかに該当する者 
（１）呼吸器機能障害３級以上 
（２）在宅で人工呼吸器を使用している身体障害者

（ただし、加齢かつ廃用性症候群で気管切開し
た等の理由により用具を必要とする者は除く） 

（３）難病患者等の場合は、呼吸器機能に障害のあ
る者又は在宅で人工呼吸器を使用している者 

障害者等又は介助者が容易に使用でき
るもの 

酸素ボンベ運搬車 

 

者 難 

呼吸器機能障害者又は同程度の障害を有する難病
患者等で、医療保険における在宅酸素療法を行う者
（１８歳以上） 

障害者等が容易に使用できるもの 
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種  目 対 象 者 性 能 等 

※移動用リフト 
 

者 児 難 

下肢又は体幹機能障害２級以上 
（原則として３歳以上） 
難病患者等の場合は、下肢又は体幹機能に障害
のある者 

介助者が重度身体障害者等を移動させる
にあたって、容易に使用できるもの 
※ただし、天井走行型その他住宅改修を伴

うものを除く 

訓練いす 
 

児 難 

下肢若しくは体幹機能障害２級以上 
（原則として３歳以上） 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

原則として付属のテーブルをつけること
ができるものとする 

訓練用ベッド 
 

児 難 

下肢又は体幹機能障害２級以上 
（原則として学齢児以上） 
難病患者等の場合は、下肢又は体幹機能に障害
のある者 

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたも
の 

※入浴補助用具 
 

者 児 難 

下肢又は体幹機能に障害を有する者で、入浴に
介助を必要とする者 
（原則として３歳以上） 
難病患者等の場合は、入浴に介助を要する者 

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水
等を補助でき、障害者等又は介助者が容易
に使用できるもの 
※ただし、設置にあたり住宅改修を伴うも

のを除く 

※便器 
 

者 児 難 

下肢又は体幹機能障害２級以上 
（原則として学齢児以上） 
難病患者等の場合は、常時介護を要する者 

障害者等が容易に使用できるもの（手すり
をつけることができる） 
※ただし、取替えにあたり住宅改修を伴う

ものを除く 

頭部保護帽 
 

者 児 難 

平衡機能、下肢若しくは体幹機能に障害を有し、
必要と認められる者 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの 

Ｔ字状・棒状のつえ 
 

者 児 難 

平衡機能、下肢若しくは体幹機能に障害を有し、
必要と認められる者 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

障害者等が容易に使用できるもの 

※移動・移乗支援用具 
 

者 児 難 

平衡機能、下肢若しくは体幹機能に障害を有し、
家庭内の移動等において介助を必要とする者 
（原則として３歳以上） 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

おおむね次のような性能を有する手すり、
スロープ等であること 
ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏

まえたもので、必要な強度と安定性を
有するもの 

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移
乗動作の補助、段差解消等の用具とす
る 

※ただし、設置にあたり住宅改修を伴うも
のを除く 

温水洗浄便座 
 

者 児 難 

上肢障害２級以上 
（原則として学齢児以上） 
難病患者等の場合は、上肢機能に障害のある者 

取替式の便座（便器一体型を除く）であっ
て、乾燥機能を有するもの 
※ た だ し 、 取 替 え に あ た り 住 宅 改 修 

を伴うものを除く 
※新築等による用具設置の場合について

は助成対象とならない 

火災警報器 
 

者 児 難 

次のいずれかに該当する者 
（１）視覚障害２級以上 
（２）聴覚障害２級 
（３）下肢又は体幹機能障害２級以上 
（４） 難病患者等の場合は、（１）から（３）
のいずれかと同程度の障害を有する者 
※火災発生の感知または避難が著しく困難な障

害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、
かつ、市民税非課税世帯に限る 

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又
は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ
ることができるもの 
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種  目 対 象 者 性 能 等 

視覚障害者用読書器 
（据置型・携帯型） 
 

者 児 難 

視覚障害者で、本装置により読書が可能になる者 
（原則として学齢児以上） 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

画像入力装置を読みたいもの（印刷物等）
の上に置くことで、簡単に拡大された画像
（文字等）をモニターに映し出せるもの又
は撮像した活字を文字として認識し、音声
信号に変換して出力する機能を有するも
ので、障害児者等が容易に使用できるもの 

視覚障害者用 
小型拡大読書器 
（携帯用電子ルー
ペ） 

者 児 難 

視覚障害者で、本装置により文字等を読むことが
可能になる者 
（原則として学齢児以上） 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

読みたいもの（印刷物等）の上に置くこと
で、簡単に拡大された画像を表示できるも
ので、容易に持ち運びのできるもの 

聴覚障害者用印字 
通信装置 
 

者 児 難 

聴覚障害者若しくは発声・発語に著しい障害を有
する者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手
段として必要と認められる者 
（原則として学齢児以上） 
又は同程度の障害を有する難病患者等 
※ただし、ファクシミリ（電話一体型含む）につ

いては、対象となる障害者等のみの世帯及びこ
れに準じる世帯で、かつ、市民税非課税世帯に
限る 

一般の電話に接続することができ、音声の
代わりに、文字等により通信が可能な機器
であり、障害者等が容易に使用できるもの 

視覚障害者用時計 
 

者 難 

視覚障害２級以上（１８歳以上） 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

視覚障害者等が容易に使用できるもの 

聴覚障害者用 
情報受信装置 
 

者 児 難 

聴覚障害者で、本装置によりテレビの視聴が可能
になる者 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

字幕及び手話通訳つきの聴覚障害者用番組
並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映
像を合成したものを画面に出力する機能を
有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信
号を受信するもので、聴覚障害者等が容易に
使用できるもの 

人工喉頭 
（電気式喉頭） 

者 児 難 

音声機能若しくは言語機能障害者又は同程度の
障害を有する難病患者等であって、喉頭摘出をし
た者又は発声筋麻痺等により音声を発すること
が困難な者で本装置により発声が可能になる者 

顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮
的に音源を口腔内に導き構音化するもの 

埋込型用人工喉頭用 
人工鼻 

者 児 難 

音声機能若しくは言語機能障害者又は同程度の
障害を有する難病患者等であって、喉頭摘出をし
た者又は発声筋麻痺等により音声を発すること
が困難な者で本装置により発声が可能になる者 

気管孔に取り付けることで発声が可能と
なり、容易に使用できるもの 

点字図書 
 

者 児 難 

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 
又は同程度の障害を有する難病患者等 
(助成は年間６タイトル又は２４巻を限度とする。
(ただし、辞書等一括して購入しなければならない
ものを除く。) 

点字により作成された図書 

人工内耳体外機 
 

者 児 難 

聴覚障害者又は同程度の障害を有する難病患者
等であって、現に人工内耳を装用している者（た
だし、医療保険が適用される場合を除く。） 

人工内耳用音声信号処理装置及び人工内
耳用ヘッドセットであって、現に装用して
いる人工内耳体外機が 5 年以上経過して
いるもの 

人工内耳用電池 
 

者 児 難 

聴覚障害者又は同程度の障害を有する難病患者
等であって、現に人工内耳を装用している者 

人工内耳用電池等で、次のア又はイのいず
れかとする。 
ア 人工内耳用ボタン電池 
イ 人工内耳用充電器 

及び充電池 

暗所視支援眼鏡 
 

者 児 難 

夜盲又は視野狭窄の症状を有する視覚障害者で
あって、白杖を使用した単独歩行が可能で、医師
の意見書等で有用性及び安全性が認められる者。
又は、同程度の障害を有する難病患者等。（実機
を体験し助成が必要であると認められるものに
限る。） 

画像入力装置を見たいものにかざすこと
で、明るく拡大された画像等を目の前のモ
ニターに映し出せるもの 
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種  目 対 象 者 性 能 等 

視覚障害者用体温計 
（音声式）  

者 児 難 

視覚障害２級以上 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

視覚障害者等が容易に使用できるもの 

視覚障害者用体重計 
 

者 難 

視覚障害２級以上（１８歳以上） 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

視覚障害者等が容易に使用できるもの 

視覚障害者用血圧計 
（音声式） 

者 難 

視覚障害２級以上（１８歳以上） 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

視覚障害者等が容易に使用できるもの 

パルスオキシメーター 
 

者 児 難 

呼吸器機能障害、心臓機能障害若しくは同程度
の障害を有する者であって、在宅酸素療法を行
なっている又は人工呼吸器を装着している者
（呼吸器又は心臓機能障害以外の場合は医師が
必要と認めた者） 
難病患者等の場合は、在宅酸素療法を行ってい
る又は人工呼吸器の装着が必要な者 

脈拍数と経皮的動脈血酸素飽和度を測定
でき、障害者等が容易に使用できるもの 
難病患者等の場合は、真に必要と認める場
合に限り、呼吸状態を継続的にモニタリン
グすることが可能な機能を有するもので、
難病患者等が容易に使用できるもの 

携帯用会話補助装置 
 

者 児 難 

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自
由者で発声・発語に著しい障害を有する者（原
則として学齢児以上） 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換す
る機能を有し、障害者等が容易に使用でき
るもの 

情報・通信支援用具 
 

者 児 難 

上肢障害２級以上若しくは視覚障害２級以上
で、必要と認められる者 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

パーソナルコンピューターやタブレット
端末又はスマートフォンを使用するにあ
たり障害特性に応じて必要となる周辺機
器又はソフト等であって、障害者等が容易
に使用できるもの 

点字ディスプレイ 
 

者 難 

視覚障害２級以上で、必要と認められる者（１
８歳以上） 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

文字等のコンピューター、タブレット端末
又はスマートフォンの画面情報を点字等
により示すことができるもの 

点字器 
 

者 児 難 

点字による情報の入手が必要である視覚障害者
又は同程度の障害を有する難病患者等 

視覚障害者等が容易に使用できるもの 

点字タイプライター 
 

者 児 難 

視覚障害２級以上で、点字による情報の入手が
必要である者 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

視覚障害者等が容易に使用できるもの 

視覚障害者用 
ポータブルレコーダー 

者 児 難 

視覚障害２級以上 
（原則として学齢児以上） 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

音声等により操作ボタンが知覚又は認識
でき、かつ、ＤＡＩＳＹ方式による録音並
びに当該方式により記録された図書の再
生が可能な製品であって、視覚障害者等が
容易に使用できるもの 

視覚障害者用 
活字文書読上げ装置 
 

者 児 難 

視覚障害２級以上 
（原則として学齢児以上） 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

文字情報と同一紙面上に記載された当該
文字情報を暗号化した情報を読み取り、音
声信号に変換して出力する機能を有する
もので、視覚障害者等が容易に使用できる
もの 

視覚障害者用 
ＩＣタグレコーダー 

者 児 難 

視覚障害２級以上 
（原則として学齢児以上） 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

取り付けたＩＣタグからその物品等の名
称や情報を音声にて再生が可能な製品で
あって、視覚障害者等が容易に使用できる
もの 

障害者用 
防災ベスト  

      者 児 難 

障害等級４級以上又は同程度の障害を有する難
病患者等で地震発災時の安全確保が困難若しく
は避難が著しく困難な者 

災害発生時、避難中に障害等の有無を明示
できるもの 
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種  目 対 象 者 性 能 等 

視覚障害者用読書器 
（据置型・携帯型） 
 

者 児 難 

視覚障害者で、本装置により読書が可能になる者 
（原則として学齢児以上） 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

画像入力装置を読みたいもの（印刷物等）
の上に置くことで、簡単に拡大された画像
（文字等）をモニターに映し出せるもの又
は撮像した活字を文字として認識し、音声
信号に変換して出力する機能を有するも
ので、障害児者等が容易に使用できるもの 

視覚障害者用 
小型拡大読書器 
（携帯用電子ルー
ペ） 

者 児 難 

視覚障害者で、本装置により文字等を読むことが
可能になる者 
（原則として学齢児以上） 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

読みたいもの（印刷物等）の上に置くこと
で、簡単に拡大された画像を表示できるも
ので、容易に持ち運びのできるもの 

聴覚障害者用印字 
通信装置 
 

者 児 難 

聴覚障害者若しくは発声・発語に著しい障害を有
する者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手
段として必要と認められる者 
（原則として学齢児以上） 
又は同程度の障害を有する難病患者等 
※ただし、ファクシミリ（電話一体型含む）につ

いては、対象となる障害者等のみの世帯及びこ
れに準じる世帯で、かつ、市民税非課税世帯に
限る 

一般の電話に接続することができ、音声の
代わりに、文字等により通信が可能な機器
であり、障害者等が容易に使用できるもの 

視覚障害者用時計 
 

者 難 

視覚障害２級以上（１８歳以上） 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

視覚障害者等が容易に使用できるもの 

聴覚障害者用 
情報受信装置 
 

者 児 難 

聴覚障害者で、本装置によりテレビの視聴が可能
になる者 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

字幕及び手話通訳つきの聴覚障害者用番組
並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映
像を合成したものを画面に出力する機能を
有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信
号を受信するもので、聴覚障害者等が容易に
使用できるもの 

人工喉頭 
（電気式喉頭） 

者 児 難 

音声機能若しくは言語機能障害者又は同程度の
障害を有する難病患者等であって、喉頭摘出をし
た者又は発声筋麻痺等により音声を発すること
が困難な者で本装置により発声が可能になる者 

顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮
的に音源を口腔内に導き構音化するもの 

埋込型用人工喉頭用 
人工鼻 

者 児 難 

音声機能若しくは言語機能障害者又は同程度の
障害を有する難病患者等であって、喉頭摘出をし
た者又は発声筋麻痺等により音声を発すること
が困難な者で本装置により発声が可能になる者 

気管孔に取り付けることで発声が可能と
なり、容易に使用できるもの 

点字図書 
 

者 児 難 

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 
又は同程度の障害を有する難病患者等 
(助成は年間６タイトル又は２４巻を限度とする。
(ただし、辞書等一括して購入しなければならない
ものを除く。) 

点字により作成された図書 

人工内耳体外機 
 

者 児 難 

聴覚障害者又は同程度の障害を有する難病患者
等であって、現に人工内耳を装用している者（た
だし、医療保険が適用される場合を除く。） 

人工内耳用音声信号処理装置及び人工内
耳用ヘッドセットであって、現に装用して
いる人工内耳体外機が 5 年以上経過して
いるもの 

人工内耳用電池 
 

者 児 難 

聴覚障害者又は同程度の障害を有する難病患者
等であって、現に人工内耳を装用している者 

人工内耳用電池等で、次のア又はイのいず
れかとする。 
ア 人工内耳用ボタン電池 
イ 人工内耳用充電器 

及び充電池 

暗所視支援眼鏡 
 

者 児 難 

夜盲又は視野狭窄の症状を有する視覚障害者で
あって、白杖を使用した単独歩行が可能で、医師
の意見書等で有用性及び安全性が認められる者。
又は、同程度の障害を有する難病患者等。（実機
を体験し助成が必要であると認められるものに
限る。） 

画像入力装置を見たいものにかざすこと
で、明るく拡大された画像等を目の前のモ
ニターに映し出せるもの 
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種  目 対 象 者 性 能 等 

視覚障害者用体温計 
（音声式）  

者 児 難 

視覚障害２級以上 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

視覚障害者等が容易に使用できるもの 

視覚障害者用体重計 
 

者 難 

視覚障害２級以上（１８歳以上） 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

視覚障害者等が容易に使用できるもの 

視覚障害者用血圧計 
（音声式） 

者 難 

視覚障害２級以上（１８歳以上） 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

視覚障害者等が容易に使用できるもの 

パルスオキシメーター 
 

者 児 難 

呼吸器機能障害、心臓機能障害若しくは同程度
の障害を有する者であって、在宅酸素療法を行
なっている又は人工呼吸器を装着している者
（呼吸器又は心臓機能障害以外の場合は医師が
必要と認めた者） 
難病患者等の場合は、在宅酸素療法を行ってい
る又は人工呼吸器の装着が必要な者 

脈拍数と経皮的動脈血酸素飽和度を測定
でき、障害者等が容易に使用できるもの 
難病患者等の場合は、真に必要と認める場
合に限り、呼吸状態を継続的にモニタリン
グすることが可能な機能を有するもので、
難病患者等が容易に使用できるもの 

携帯用会話補助装置 
 

者 児 難 

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自
由者で発声・発語に著しい障害を有する者（原
則として学齢児以上） 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換す
る機能を有し、障害者等が容易に使用でき
るもの 

情報・通信支援用具 
 

者 児 難 

上肢障害２級以上若しくは視覚障害２級以上
で、必要と認められる者 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

パーソナルコンピューターやタブレット
端末又はスマートフォンを使用するにあ
たり障害特性に応じて必要となる周辺機
器又はソフト等であって、障害者等が容易
に使用できるもの 

点字ディスプレイ 
 

者 難 

視覚障害２級以上で、必要と認められる者（１
８歳以上） 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

文字等のコンピューター、タブレット端末
又はスマートフォンの画面情報を点字等
により示すことができるもの 

点字器 
 

者 児 難 

点字による情報の入手が必要である視覚障害者
又は同程度の障害を有する難病患者等 

視覚障害者等が容易に使用できるもの 

点字タイプライター 
 

者 児 難 

視覚障害２級以上で、点字による情報の入手が
必要である者 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

視覚障害者等が容易に使用できるもの 

視覚障害者用 
ポータブルレコーダー 

者 児 難 

視覚障害２級以上 
（原則として学齢児以上） 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

音声等により操作ボタンが知覚又は認識
でき、かつ、ＤＡＩＳＹ方式による録音並
びに当該方式により記録された図書の再
生が可能な製品であって、視覚障害者等が
容易に使用できるもの 

視覚障害者用 
活字文書読上げ装置 
 

者 児 難 

視覚障害２級以上 
（原則として学齢児以上） 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

文字情報と同一紙面上に記載された当該
文字情報を暗号化した情報を読み取り、音
声信号に変換して出力する機能を有する
もので、視覚障害者等が容易に使用できる
もの 

視覚障害者用 
ＩＣタグレコーダー 

者 児 難 

視覚障害２級以上 
（原則として学齢児以上） 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

取り付けたＩＣタグからその物品等の名
称や情報を音声にて再生が可能な製品で
あって、視覚障害者等が容易に使用できる
もの 

障害者用 
防災ベスト  

      者 児 難 

障害等級４級以上又は同程度の障害を有する難
病患者等で地震発災時の安全確保が困難若しく
は避難が著しく困難な者 

災害発生時、避難中に障害等の有無を明示
できるもの 
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知知的的障障害害児児・・者者のの日日常常生生活活用用具具費費のの助助成成    知知   

療育手帳を持っている重度の知的障害児・者が日常生活を営むうえでの不便を解消し、

自力で生活を営むことを容易にするため、用具費を助成する制度です。種目と対象者は

下表のとおりです。また、介護保険制度の要介護認定を受けている場合は、介護保険制

度が優先となります。 

※申請前に購入すると補助の対象になりません。事前に窓口へご相談ください。 

●費用 

市民税課税状況 利用者負担額 

市民税課税世帯 用具費又は基準額の１割負担 

市民税非課税世帯、生活保護受給世帯 基準額内の負担なし 

※用具ごとに基準額があり、基準額の範囲内で助成します。 

※世帯の範囲は、本人が１８歳以上の場合は本人及び配偶者、本人が１８歳未満の場合は保護者と

なります。 

※対象者が１８歳以上で世帯の中に当該年度（４月～６月は前年度）の市民税所得割額が４６万円

以上の人がいるときは、この制度による助成は受けられません。 

●手続きに必要なもの 

療育手帳、見積書、用具のカタログ等を窓口までお持ちください。 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

●種目と対象者 

  ※：介護保険優先、者：知的障害者、児：知的障害児 

種  目 対 象 者 性 能 等 

※特殊マット 
 

者 児 

療育手帳Ａ（重度又は最重度）の者 
（原則として３歳以上） 

失禁等による汚染又は損耗を防止
するためマット（寝具）にビニー
ル等の加工をしたもの 

頭部保護帽 
 

者 児 

療育手帳Ａ（重度又は最重度）の者で、てんかんの
発作等により頻繁に転倒する者 

転倒の衝撃から頭部を保護できる
もの 

温水洗浄便座 
 

者 児 

療育手帳Ａ（重度又は最重度）の者で、訓練を 
行っても自ら排便後の処理が困難な者 
（原則として学齢児以上） 

取替式の便座（便器一体型を除く）
であって、乾燥機能を有するもの。
ただし、取り替えにあたり住宅改
修を伴うものを除く。また、新築
等の理由による用具設置の場合に
ついては助成対象としない。 

火災警報器 
 

者 児 

療育手帳Ａ（重度又は最重度）の者で、火災発生の
感知及び避難が著しく困難な者（当該者の世帯が
単身世帯及びこれに準ずる世帯で、かつ、市民税非
課税世帯に限る） 

室内の火災を煙又は熱により感知
し、音又は光を発し屋外にも警報
ブザーで知らせ得るもの 

自動消火器 
 

者 児 

療育手帳Ａ（重度又は最重度）の者で、火災発生の
感知及び避難が著しく困難な者 

室内温度の異常上昇又は炎の接触
で自動的に消火液を噴射し、初期
消火できるもの 

電磁調理器 
（卓上式） 

者 

療育手帳Ａ（重度又は最重度）の者（１８歳以上） 
（市民税非課税世帯に限る） 

知的障害者が容易に使用できるも
の 

障害者用防災 
ベスト 

者 児 

療育手帳Ａ（重度又は最重度）の者で、災害発生時
の安全確保が困難又は避難が著しく困難な者 

災害発生時、避難中に障害の有無
を明示できるもの 
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種  目 対 象 者 性 能 等 

ストマ装具 
（消化器系・尿路系） 

者 児 難 

ストマ造設者 
 

障害者等又は介助者が容易に使用でき
るもの 

収尿器 
 
者 児 難 

ぼうこう機能障害又は脊椎損傷等を原因とする
肢体不自由者で、高度の排尿機能障害のある者又
は同程度の障害を有する難病患者等 

障害者等又は介助者が容易に使用でき
るもの 

紙おむつ等 
（紙おむつ、洗腸用具、
サラシ・ガーゼ等衛生
用品） 

者 児 難 

次のいずれかに該当する者 
（原則として３歳以上） 

（１）ぼうこう機能障害若しくは直腸機能障害者
又は同程度の障害を有する難病患者等であ
って、次の（ア）～（ウ）のいずれかに該当
する者 
（ア）治療によって軽快の見込のないストマ

周辺の著しい皮膚のびらん、ストマの
変形のためストマ装具を装着できない
者 

（イ）二分脊椎等先天性疾患（先天性鎖肛を
除く）に起因する神経障害による高度
の排尿機能障害若しくは高度の排便機
能障害のある者又は同程度の障害のあ
る難病患者等 

（ウ）先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因
する高度の排便機能障害のある者又は
同程度の障害のある難病患者等 

（２）脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿
もしくは排便の意思表示が困難な者又は同
程度の障害のある難病患者等で、現在及び将
来に渡って紙おむつ以外での対応が困難な
者 

 

障害者等又は介助者が容易に使用でき
るもの 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※助成対象外の方は「重度障害者（児）

紙おむつ購入費」の助成を受けられる
場合があります。 
（しおり 46 ページ参照） 

※居宅生活動作 
補助用具 

者 児 難 

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性
の脳病変による運動機能障害（移動機能障害に限
る）３級以上の者（原則として学齢児以上） 
難病患者等の場合は、下肢又は体幹機能に障害の
ある者 

障害者等の移動等を円滑にする用具で設置
に小規模な住宅改修を伴うもの 
（１）手すりの取付け 
（２）床段差の解消 
（３）滑り防止及び移動の円滑化等のた

めの床材の変更 
（４）引き戸等への扉の取替え 
（５）洋式便器等への便器の取替え 
（６）玄関から道路までの通路部分など

の屋外における住宅改修 
（７）その他前各号の住宅改修に付帯し

て必要となる住宅改修 

防災ベッドフレーム 
 

者 児 難 

障害等級２級以上又は同程度の障害を有する難病患
者等で、常に就床を要すると市長が認める者 
※昭和５６年５月３１日以前に建築した木造住

宅又は同日において工事中であった木造住宅
で、耐震評点が 1.0 未満のものに居住する者に
限る 

家屋倒壊時に就床者を保護する空間を
確保する寝台付属品で、積載荷重 5 トン
以上の性能を有するもの 

発電機等、人工呼吸器用
外部バッテリー 

者 児 難 

呼吸器機能障害者又は難病患者等であって、在宅
で人工呼吸器、吸引器、酸素濃縮器など電気式の
医療機器を使用している者 

障害者等又は介助者が容易に使用でき、運
搬可能なもの 
ア 正弦波インバーター発電機 
イ ポータブル電源（蓄電池） 
ウ DC／AC インバーター 

（カーインバーター） 
エ 人工呼吸器用外部バッテリー 
※人工呼吸器用外部バッテリーは、医療保

険制度の対象とならない場合に限る 

情報機器 
 

者 児 難 

聴覚障害者、視覚障害者若しくは盲ろう者 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

障害者等が容易に使用できるもの 
用具例：「テレビが聞ける」ラジオ・腕
時計型受信機 

防災⽀援⽤具

防災⽀援⽤具 

防災⽀援⽤具 
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知知的的障障害害児児・・者者のの日日常常生生活活用用具具費費のの助助成成    知知   

療育手帳を持っている重度の知的障害児・者が日常生活を営むうえでの不便を解消し、

自力で生活を営むことを容易にするため、用具費を助成する制度です。種目と対象者は

下表のとおりです。また、介護保険制度の要介護認定を受けている場合は、介護保険制

度が優先となります。 

※申請前に購入すると補助の対象になりません。事前に窓口へご相談ください。 

●費用 

市民税課税状況 利用者負担額 

市民税課税世帯 用具費又は基準額の１割負担 

市民税非課税世帯、生活保護受給世帯 基準額内の負担なし 

※用具ごとに基準額があり、基準額の範囲内で助成します。 

※世帯の範囲は、本人が１８歳以上の場合は本人及び配偶者、本人が１８歳未満の場合は保護者と

なります。 

※対象者が１８歳以上で世帯の中に当該年度（４月～６月は前年度）の市民税所得割額が４６万円

以上の人がいるときは、この制度による助成は受けられません。 

●手続きに必要なもの 

療育手帳、見積書、用具のカタログ等を窓口までお持ちください。 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

●種目と対象者 

  ※：介護保険優先、者：知的障害者、児：知的障害児 

種  目 対 象 者 性 能 等 

※特殊マット 
 

者 児 

療育手帳Ａ（重度又は最重度）の者 
（原則として３歳以上） 

失禁等による汚染又は損耗を防止
するためマット（寝具）にビニー
ル等の加工をしたもの 

頭部保護帽 
 

者 児 

療育手帳Ａ（重度又は最重度）の者で、てんかんの
発作等により頻繁に転倒する者 

転倒の衝撃から頭部を保護できる
もの 

温水洗浄便座 
 

者 児 

療育手帳Ａ（重度又は最重度）の者で、訓練を 
行っても自ら排便後の処理が困難な者 
（原則として学齢児以上） 

取替式の便座（便器一体型を除く）
であって、乾燥機能を有するもの。
ただし、取り替えにあたり住宅改
修を伴うものを除く。また、新築
等の理由による用具設置の場合に
ついては助成対象としない。 

火災警報器 
 

者 児 

療育手帳Ａ（重度又は最重度）の者で、火災発生の
感知及び避難が著しく困難な者（当該者の世帯が
単身世帯及びこれに準ずる世帯で、かつ、市民税非
課税世帯に限る） 

室内の火災を煙又は熱により感知
し、音又は光を発し屋外にも警報
ブザーで知らせ得るもの 

自動消火器 
 

者 児 

療育手帳Ａ（重度又は最重度）の者で、火災発生の
感知及び避難が著しく困難な者 

室内温度の異常上昇又は炎の接触
で自動的に消火液を噴射し、初期
消火できるもの 

電磁調理器 
（卓上式） 

者 

療育手帳Ａ（重度又は最重度）の者（１８歳以上） 
（市民税非課税世帯に限る） 

知的障害者が容易に使用できるも
の 

障害者用防災 
ベスト 

者 児 

療育手帳Ａ（重度又は最重度）の者で、災害発生時
の安全確保が困難又は避難が著しく困難な者 

災害発生時、避難中に障害の有無
を明示できるもの 
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種  目 対 象 者 性 能 等 

ストマ装具 
（消化器系・尿路系） 

者 児 難 

ストマ造設者 
 

障害者等又は介助者が容易に使用でき
るもの 

収尿器 
 
者 児 難 

ぼうこう機能障害又は脊椎損傷等を原因とする
肢体不自由者で、高度の排尿機能障害のある者又
は同程度の障害を有する難病患者等 

障害者等又は介助者が容易に使用でき
るもの 

紙おむつ等 
（紙おむつ、洗腸用具、
サラシ・ガーゼ等衛生
用品） 

者 児 難 

次のいずれかに該当する者 
（原則として３歳以上） 

（１）ぼうこう機能障害若しくは直腸機能障害者
又は同程度の障害を有する難病患者等であ
って、次の（ア）～（ウ）のいずれかに該当
する者 
（ア）治療によって軽快の見込のないストマ

周辺の著しい皮膚のびらん、ストマの
変形のためストマ装具を装着できない
者 

（イ）二分脊椎等先天性疾患（先天性鎖肛を
除く）に起因する神経障害による高度
の排尿機能障害若しくは高度の排便機
能障害のある者又は同程度の障害のあ
る難病患者等 

（ウ）先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因
する高度の排便機能障害のある者又は
同程度の障害のある難病患者等 

（２）脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿
もしくは排便の意思表示が困難な者又は同
程度の障害のある難病患者等で、現在及び将
来に渡って紙おむつ以外での対応が困難な
者 

 

障害者等又は介助者が容易に使用でき
るもの 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※助成対象外の方は「重度障害者（児）

紙おむつ購入費」の助成を受けられる
場合があります。 
（しおり 46 ページ参照） 

※居宅生活動作 
補助用具 

者 児 難 

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性
の脳病変による運動機能障害（移動機能障害に限
る）３級以上の者（原則として学齢児以上） 
難病患者等の場合は、下肢又は体幹機能に障害の
ある者 

障害者等の移動等を円滑にする用具で設置
に小規模な住宅改修を伴うもの 
（１）手すりの取付け 
（２）床段差の解消 
（３）滑り防止及び移動の円滑化等のた

めの床材の変更 
（４）引き戸等への扉の取替え 
（５）洋式便器等への便器の取替え 
（６）玄関から道路までの通路部分など

の屋外における住宅改修 
（７）その他前各号の住宅改修に付帯し

て必要となる住宅改修 

防災ベッドフレーム 
 

者 児 難 

障害等級２級以上又は同程度の障害を有する難病患
者等で、常に就床を要すると市長が認める者 
※昭和５６年５月３１日以前に建築した木造住

宅又は同日において工事中であった木造住宅
で、耐震評点が 1.0 未満のものに居住する者に
限る 

家屋倒壊時に就床者を保護する空間を
確保する寝台付属品で、積載荷重 5 トン
以上の性能を有するもの 

発電機等、人工呼吸器用
外部バッテリー 

者 児 難 

呼吸器機能障害者又は難病患者等であって、在宅
で人工呼吸器、吸引器、酸素濃縮器など電気式の
医療機器を使用している者 

障害者等又は介助者が容易に使用でき、運
搬可能なもの 
ア 正弦波インバーター発電機 
イ ポータブル電源（蓄電池） 
ウ DC／AC インバーター 

（カーインバーター） 
エ 人工呼吸器用外部バッテリー 
※人工呼吸器用外部バッテリーは、医療保

険制度の対象とならない場合に限る 

情報機器 
 

者 児 難 

聴覚障害者、視覚障害者若しくは盲ろう者 
又は同程度の障害を有する難病患者等 

障害者等が容易に使用できるもの 
用具例：「テレビが聞ける」ラジオ・腕
時計型受信機 

防災⽀援⽤具

防災⽀援⽤具 

防災⽀援⽤具 
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地地域域活活動動支支援援セセンンタターー事事業業    身身     知知     精精   

雇用・就労が困難な在宅の障がいのある人に対し、機能訓練、社会適応訓練などを行います。 

Ⅰ型 ······· おもに精神障がいのある人の創作活動、生産活動の機会の提供 

Ⅱ型 ······· おもに身体、知的障がいのある人の創作活動、生産活動の機会の提供 

Ⅲ型 ······· 創作活動、生産活動の機会の提供 

 

●対象者 

浜松市に住所を有し、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳（または同程度の精神

に障がいのある人）を持っている人 

 

●利用料 

Ⅰ型は無料、Ⅱ・Ⅲ型の利用者負担は費用の１割（生活保護世帯又は市民税非課税世帯の場合は負担

無し） 

 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

 

●実施する施設 

・Ⅰ型 

・だんだん      中央区三幸町２０１番地の４      ☎☎４４２２００－－００８８００２２ 

・ナルド       浜名区細江町中川７２２０番地の７   ☎☎４４３３７７－－４４６６２２００  

・はまきた      浜名区東美薗５９１番地の１      ☎☎５５８８４４－－６６３３００７７  

・ちまた公民館    中央区田町３２７番地の１４      ☎☎４４５５１１－－１１３３５５５５  

  ・・Ⅱ型 

・オルゴール     浜名区高薗７７５番地の１       ☎☎５５８８６６－－８８８８００００  

 ・Ⅲ型 

・あけぼの作業所   天竜区春野町気田３６２番地の１    ☎☎９９８８９９－－１１００３３７７ 
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移移動動支支援援事事業業    身身     知知     精精   

屋外等での移動が困難な障がいのある人に、外出のための支援を行います。 

 

●対象者 

浜松市に住所を有する在宅の人又は共同生活援助を利用する人（浜松市が援護の実施者）のうち、

次のいずれかに該当する人 

・身体障害者手帳を持っている人のうち全身性障がいの人 

・療育手帳を持っている人 

・精神障害者保健福祉手帳を持っている人、または自立支援医療を受給している人 

・医師により発達に障がいがあると診断された人 

・身体障害者手帳を持っている児童のうち医療的ケアを必要とする人、または重症心身障害のある人 

●利用料 

利用者負担は費用の１割（生活保護世帯又は市民税非課税世帯の場合は負担無し） 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

 

日日中中一一時時支支援援事事業業    身身     知知     精精   

在宅で浜松市に住所を有している障がいのある人に対し、家族の負担軽減のため障害福祉サービス事

業所等において、日帰りによる支援を行います。 

 

●対象者 

・身体障害者手帳を持っている人 

・療育手帳を持っている人 

・精神障害者保健福祉手帳を持っている人 

・医師により発達に障がいがあると診断された人 

●利用料 

利用者負担は費用の１割（生活保護世帯又は市民税非課税世帯の場合は負担無し） 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

 
 

軽軽度度・・中中等等度度難難聴聴児児のの補補聴聴器器購購入入費費のの助助成成  

身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度又は中等度の難聴児の言語の習得、教育等における健全

な発達を支援するため、補聴器の購入のための費用の助成を行います。 

購入する前に、あらかじめ窓口にお問合せください。 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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地地域域活活動動支支援援セセンンタターー事事業業    身身     知知     精精   

雇用・就労が困難な在宅の障がいのある人に対し、機能訓練、社会適応訓練などを行います。 

Ⅰ型 ······· おもに精神障がいのある人の創作活動、生産活動の機会の提供 

Ⅱ型 ······· おもに身体、知的障がいのある人の創作活動、生産活動の機会の提供 

Ⅲ型 ······· 創作活動、生産活動の機会の提供 

 

●対象者 

浜松市に住所を有し、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳（または同程度の精神

に障がいのある人）を持っている人 

 

●利用料 

Ⅰ型は無料、Ⅱ・Ⅲ型の利用者負担は費用の１割（生活保護世帯又は市民税非課税世帯の場合は負担

無し） 

 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

 

●実施する施設 

・Ⅰ型 

・だんだん      中央区三幸町２０１番地の４      ☎☎４４２２００－－００８８００２２ 

・ナルド       浜名区細江町中川７２２０番地の７   ☎☎４４３３７７－－４４６６２２００  

・はまきた      浜名区東美薗５９１番地の１      ☎☎５５８８４４－－６６３３００７７  

・ちまた公民館    中央区田町３２７番地の１４      ☎☎４４５５１１－－１１３３５５５５  

  ・・Ⅱ型 

・オルゴール     浜名区高薗７７５番地の１       ☎☎５５８８６６－－８８８８００００  

 ・Ⅲ型 

・あけぼの作業所   天竜区春野町気田３６２番地の１    ☎☎９９８８９９－－１１００３３７７ 
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移移動動支支援援事事業業    身身     知知     精精   

屋外等での移動が困難な障がいのある人に、外出のための支援を行います。 

 

●対象者 

浜松市に住所を有する在宅の人又は共同生活援助を利用する人（浜松市が援護の実施者）のうち、

次のいずれかに該当する人 

・身体障害者手帳を持っている人のうち全身性障がいの人 

・療育手帳を持っている人 

・精神障害者保健福祉手帳を持っている人、または自立支援医療を受給している人 

・医師により発達に障がいがあると診断された人 

・身体障害者手帳を持っている児童のうち医療的ケアを必要とする人、または重症心身障害のある人 

●利用料 

利用者負担は費用の１割（生活保護世帯又は市民税非課税世帯の場合は負担無し） 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

 

日日中中一一時時支支援援事事業業    身身     知知     精精   

在宅で浜松市に住所を有している障がいのある人に対し、家族の負担軽減のため障害福祉サービス事

業所等において、日帰りによる支援を行います。 

 

●対象者 

・身体障害者手帳を持っている人 

・療育手帳を持っている人 

・精神障害者保健福祉手帳を持っている人 

・医師により発達に障がいがあると診断された人 

●利用料 

利用者負担は費用の１割（生活保護世帯又は市民税非課税世帯の場合は負担無し） 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

 
 

軽軽度度・・中中等等度度難難聴聴児児のの補補聴聴器器購購入入費費のの助助成成  

身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度又は中等度の難聴児の言語の習得、教育等における健全

な発達を支援するため、補聴器の購入のための費用の助成を行います。 

購入する前に、あらかじめ窓口にお問合せください。 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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在在宅宅重重度度身身体体障障害害者者のの施施設設利利用用入入浴浴ササーービビスス    身身   

家庭において入浴することが困難な重度身体障害者に対して、家庭から施設まで送迎し、施設の特殊

浴槽を利用した入浴サービスを行います。原則として週２回まで利用可能です。 

利用には申請が必要です。窓口へお問合せください。 

 

●対象者 

浜松市に住所を有し、身体障害者手帳（肢体不自由２級以上）を持っている人で次の要件全てに該

当する人。 

（１）１８歳以上の人（１８歳未満であっても成人と同様の体格の人は対象となります） 

（２）肢体に著しい障がいがあり家庭の入浴設備で入浴することが難しい人 

（３）医師が入浴を可能と認めた人 

（４）介護保険に該当しない人 

 

●費用の負担 

世帯の所得税または市民税の課税状況により、自己負担がかかります。 

 

●実施する施設 

・障害者支援施設 

・聖隷厚生園信生寮 浜名区細江町中川７２２０番地の１ ☎☎４４３３７７－－４４５５１１１１ 

・厚生寮      浜名区於呂４２０１番地の１２   ☎☎５５８８３３－－１１１１２２７７ 

 

・特別養護老人ホーム 

・西島寮      中央区西島町１０１番地      ☎☎４４２２５５－－２２００００００ 

・さぎの宮寮    中央区小池町３８番地の１     ☎☎４４３３４４－－５５７７１１００ 

・和合愛光園    中央区和合町５５５番地      ☎☎４４７７８８－－００８８００００ 

・きじの里     浜名区染地台五丁目４番３号    ☎☎５５８８５５－－３３３３３３３３ 

 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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手手話話通通訳訳者者のの派派遣遣  

手話を必要とする聴覚に障がいのある人等が、公的機関や病院などに出かける場合、又はいろいろな

相談、手続等で通訳を必要とする場合、手話通訳者を派遣します。 

 

●対象者 

市内に居住する聴覚に障がいのある人等 

 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載）（申込書の送付先：障害保健福祉課 FAX 457-2630） 

 

要要約約筆筆記記者者のの派派遣遣  

手話習得の困難な中途失聴者、難聴者のコミュニケーション手段として、要約筆記者を派遣します。 

 

●対象者 

市内に居住する聴覚に障がいのある人等 

 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載）（申込書の送付先：障害保健福祉課 FAX 457-2630） 

 

在在宅宅重重度度身身体体障障害害者者のの移移動動入入浴浴ササーービビスス    身身   

移動入浴車が家庭に訪問し、自宅での入浴サービスを行います。原則として週２回とします。 

 

●対象者 

浜松市に住所を有し、身体障害者手帳を持っている１８歳以上の人（肢体不自由２級以上に限る）

で次の要件全てに該当する人。 

ただし、１８歳未満であっても成人と同様の体格であって入浴が困難な人は対象とします。 

（１）家庭の入浴設備にて入浴困難な人 

（２）医師が入浴を可能と認めた人 

（３）家庭内において入浴時に立ち会いのできる家族等がいる人 

（４）介護保険に該当しない人 

 

●費用の負担 

世帯の所得税または市民税の課税状況により、自己負担がかかります。 

 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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在在宅宅重重度度身身体体障障害害者者のの施施設設利利用用入入浴浴ササーービビスス    身身   

家庭において入浴することが困難な重度身体障害者に対して、家庭から施設まで送迎し、施設の特殊

浴槽を利用した入浴サービスを行います。原則として週２回まで利用可能です。 

利用には申請が必要です。窓口へお問合せください。 

 

●対象者 

浜松市に住所を有し、身体障害者手帳（肢体不自由２級以上）を持っている人で次の要件全てに該

当する人。 

（１）１８歳以上の人（１８歳未満であっても成人と同様の体格の人は対象となります） 

（２）肢体に著しい障がいがあり家庭の入浴設備で入浴することが難しい人 

（３）医師が入浴を可能と認めた人 

（４）介護保険に該当しない人 

 

●費用の負担 

世帯の所得税または市民税の課税状況により、自己負担がかかります。 

 

●実施する施設 

・障害者支援施設 

・聖隷厚生園信生寮 浜名区細江町中川７２２０番地の１ ☎☎４４３３７７－－４４５５１１１１ 

・厚生寮      浜名区於呂４２０１番地の１２   ☎☎５５８８３３－－１１１１２２７７ 

 

・特別養護老人ホーム 

・西島寮      中央区西島町１０１番地      ☎☎４４２２５５－－２２００００００ 

・さぎの宮寮    中央区小池町３８番地の１     ☎☎４４３３４４－－５５７７１１００ 

・和合愛光園    中央区和合町５５５番地      ☎☎４４７７８８－－００８８００００ 

・きじの里     浜名区染地台五丁目４番３号    ☎☎５５８８５５－－３３３３３３３３ 

 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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手手話話通通訳訳者者のの派派遣遣  

手話を必要とする聴覚に障がいのある人等が、公的機関や病院などに出かける場合、又はいろいろな

相談、手続等で通訳を必要とする場合、手話通訳者を派遣します。 

 

●対象者 

市内に居住する聴覚に障がいのある人等 

 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載）（申込書の送付先：障害保健福祉課 FAX 457-2630） 

 

要要約約筆筆記記者者のの派派遣遣  

手話習得の困難な中途失聴者、難聴者のコミュニケーション手段として、要約筆記者を派遣します。 

 

●対象者 

市内に居住する聴覚に障がいのある人等 

 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載）（申込書の送付先：障害保健福祉課 FAX 457-2630） 

 

在在宅宅重重度度身身体体障障害害者者のの移移動動入入浴浴ササーービビスス    身身   

移動入浴車が家庭に訪問し、自宅での入浴サービスを行います。原則として週２回とします。 

 

●対象者 

浜松市に住所を有し、身体障害者手帳を持っている１８歳以上の人（肢体不自由２級以上に限る）

で次の要件全てに該当する人。 

ただし、１８歳未満であっても成人と同様の体格であって入浴が困難な人は対象とします。 

（１）家庭の入浴設備にて入浴困難な人 

（２）医師が入浴を可能と認めた人 

（３）家庭内において入浴時に立ち会いのできる家族等がいる人 

（４）介護保険に該当しない人 

 

●費用の負担 

世帯の所得税または市民税の課税状況により、自己負担がかかります。 

 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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成成年年後後見見制制度度    知知     精精     

知的障がい又は精神障がいなどで判断能力が十分でない人の財産管理、介護等の契約、遺

産分割等の法律行為を本人に代わって後見人等が行う制度として成年後見制度があります。 

 

●法定後見制度 

本人、配偶者、４親等内の親族などが家庭裁判所へ審判の申し立てをすることにより、後見人、

保佐人、補助人等が選任されると、判断能力が十分でない人の契約等の法律行為を行う場合、後見

人等の同意が必要となります。 

類型 補   助 保   佐 後   見 

対象となる人 判断能力が不十分な人 判断能力が著しく不十分な人 判断能力が全くない人 

申立てができる人 本人、配偶者、４親等内の親族、検察官、市長など 

付与される範囲 

(日常生活に関する

行為は除く) 

申立ての範囲内で家庭 

裁判所が審判で定める  

法律行為 

財産に関する権利、相続の  

承認・放棄、遺産の分割、   

新築・増築・改築などの行為 

すべての法律行為 

※成年後見制度を利用した場合、医師、税理士等の資格や会社役員などの地位を失うなどの制限があります。 

 

 ・問合せ先 

総 合 的 な 案 内 
静岡家庭裁判所浜松支部 ☎４５３－７１６８ 

浜松市中央区中央一丁目１２番５号 

法的なトラブルを解決するために

役立つ法制度情報や、最も適切な

相談窓口の情報については 

日本司法支援センター浜松支部（法テラス浜松） 

☎０５７０－０７８３２４ 

☎０５０－３３８３－５４１０（ＩＰ電話ご利用の場合） 

浜松市中央区中央一丁目２番１号 イーステージ浜松４階 

   

●任意後見制度 

本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ自らが選んだ代理人が、将来、判断能力が不十

分な状態になったとき、自分の生活や財産管理などの手続きを本人に代わって行う制度です。 

・問合せ先：浜松公証人合同役場 ☎４５２－０７１８ 

中央区元城町２１９番地の２１ 第一ビル ２階 

●市長申立 

親族等身寄りがない場合は、市長による申立を行う制度があります。 

・問合せ先：知的障がいのある人・・・・・各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

精神障がいのある人・・・・・障害保健福祉課 ☎４５７－２２１３ 

●後見人等報酬助成制度 

生活困窮等で後見人等に報酬を支払うのが困難な場合、収入財産状況等により報酬助成の制度が

あります。 

・問合せ先：障害保健福祉課 ☎４５７－２８６４ 
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身身体体障障害害者者配配食食ササーービビスス    身身   

社会福祉施設等の調理機能を活用し、自宅への食事の配達を行い、食生活の改善を行

うとともに利用者の安否の確認を行います。 

週３回を限度とし、費用の一部（３００円）を市が負担します。 

自己負担は、１食あたりの金額から市の負担を減額した額となります。 

 

●対象者 ※申請時点で６５歳未満の人 

浜松市に住所を有し、身体障害者手帳（視覚障害、肢体不自由、腎臓機能障害の１級又は２級に  

限る）を持っている人で単身世帯（市民税非課税世帯）の人 
 

●手続きに必要なもの 

身体障害者手帳をお持ちのうえ、窓口までお越しください。 

（転入された人については世帯の市民税課税状況のわかるものが必要となります。） 
 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

 
 

重重度度障障害害者者（（児児））紙紙おおむむつつ購購入入費費のの助助成成    身身   知知     

在宅の重度障害者（児）の紙おむつ購入費を、下記の助成額表のとおり助成します。 

なお、日常生活用具費の助成におけるストマ装具、収尿器及び紙おむつ等（40 ページ）の助成を受け

られる場合は、そちらの助成が優先となります。事前に該当の有無をご確認ください。 

 

●申請月と助成額 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

30,000 円 25,000 円 20,000 円 15,000 円 10,000 円 5,000 円 

 

●対象者 

２歳以上の在宅の重度障害者（児）で、常時紙おむつを必要とする人のうち、次のいずれかに該当する人 

（１）身体障害者手帳１級又は２級を所持している人 

（２）療育手帳Ａを所持している人 

（３）特別児童扶養手当１級受給資格者のうち、所得制限による支給停止者に監護されている児童 

 

ただし、次のいずれかに該当する人は除きます。 

・前年度の介護者慰労金受給者に介護されている人、及び施設やグループホームに入所している人 

・日常生活用具のうちストマ装具、収尿器及び紙おむつ等の助成を受けることができる人 

・他制度の紙おむつ等の支給を受けている人 

（例：高齢者介護用品支給事業における紙おむつ等の支給） 

   ※浜松市重度心身障害児扶養手当（特別児童扶養手当１級）を受給している場合は、対象外です。 

 

●手続きに必要なもの 

身体障害者手帳、療育手帳をお持ちのうえ、窓口までお越しください。 

 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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成成年年後後見見制制度度    知知     精精     

知的障がい又は精神障がいなどで判断能力が十分でない人の財産管理、介護等の契約、遺

産分割等の法律行為を本人に代わって後見人等が行う制度として成年後見制度があります。 

 

●法定後見制度 

本人、配偶者、４親等内の親族などが家庭裁判所へ審判の申し立てをすることにより、後見人、

保佐人、補助人等が選任されると、判断能力が十分でない人の契約等の法律行為を行う場合、後見

人等の同意が必要となります。 

類型 補   助 保   佐 後   見 

対象となる人 判断能力が不十分な人 判断能力が著しく不十分な人 判断能力が全くない人 

申立てができる人 本人、配偶者、４親等内の親族、検察官、市長など 

付与される範囲 

(日常生活に関する

行為は除く) 

申立ての範囲内で家庭 

裁判所が審判で定める  

法律行為 

財産に関する権利、相続の  

承認・放棄、遺産の分割、   

新築・増築・改築などの行為 

すべての法律行為 

※成年後見制度を利用した場合、医師、税理士等の資格や会社役員などの地位を失うなどの制限があります。 

 

 ・問合せ先 

総 合 的 な 案 内 
静岡家庭裁判所浜松支部 ☎４５３－７１６８ 

浜松市中央区中央一丁目１２番５号 

法的なトラブルを解決するために

役立つ法制度情報や、最も適切な

相談窓口の情報については 

日本司法支援センター浜松支部（法テラス浜松） 

☎０５７０－０７８３２４ 

☎０５０－３３８３－５４１０（ＩＰ電話ご利用の場合） 

浜松市中央区中央一丁目２番１号 イーステージ浜松４階 

   

●任意後見制度 

本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ自らが選んだ代理人が、将来、判断能力が不十

分な状態になったとき、自分の生活や財産管理などの手続きを本人に代わって行う制度です。 

・問合せ先：浜松公証人合同役場 ☎４５２－０７１８ 

中央区元城町２１９番地の２１ 第一ビル ２階 

●市長申立 

親族等身寄りがない場合は、市長による申立を行う制度があります。 

・問合せ先：知的障がいのある人・・・・・各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

精神障がいのある人・・・・・障害保健福祉課 ☎４５７－２２１３ 

●後見人等報酬助成制度 

生活困窮等で後見人等に報酬を支払うのが困難な場合、収入財産状況等により報酬助成の制度が

あります。 

・問合せ先：障害保健福祉課 ☎４５７－２８６４ 
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身身体体障障害害者者配配食食ササーービビスス    身身   

社会福祉施設等の調理機能を活用し、自宅への食事の配達を行い、食生活の改善を行

うとともに利用者の安否の確認を行います。 

週３回を限度とし、費用の一部（３００円）を市が負担します。 

自己負担は、１食あたりの金額から市の負担を減額した額となります。 

 

●対象者 ※申請時点で６５歳未満の人 

浜松市に住所を有し、身体障害者手帳（視覚障害、肢体不自由、腎臓機能障害の１級又は２級に  

限る）を持っている人で単身世帯（市民税非課税世帯）の人 
 

●手続きに必要なもの 

身体障害者手帳をお持ちのうえ、窓口までお越しください。 

（転入された人については世帯の市民税課税状況のわかるものが必要となります。） 
 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

 
 

重重度度障障害害者者（（児児））紙紙おおむむつつ購購入入費費のの助助成成    身身   知知     

在宅の重度障害者（児）の紙おむつ購入費を、下記の助成額表のとおり助成します。 

なお、日常生活用具費の助成におけるストマ装具、収尿器及び紙おむつ等（40 ページ）の助成を受け

られる場合は、そちらの助成が優先となります。事前に該当の有無をご確認ください。 

 

●申請月と助成額 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

30,000 円 25,000 円 20,000 円 15,000 円 10,000 円 5,000 円 

 

●対象者 

２歳以上の在宅の重度障害者（児）で、常時紙おむつを必要とする人のうち、次のいずれかに該当する人 

（１）身体障害者手帳１級又は２級を所持している人 

（２）療育手帳Ａを所持している人 

（３）特別児童扶養手当１級受給資格者のうち、所得制限による支給停止者に監護されている児童 

 

ただし、次のいずれかに該当する人は除きます。 

・前年度の介護者慰労金受給者に介護されている人、及び施設やグループホームに入所している人 

・日常生活用具のうちストマ装具、収尿器及び紙おむつ等の助成を受けることができる人 

・他制度の紙おむつ等の支給を受けている人 

（例：高齢者介護用品支給事業における紙おむつ等の支給） 

   ※浜松市重度心身障害児扶養手当（特別児童扶養手当１級）を受給している場合は、対象外です。 

 

●手続きに必要なもの 

身体障害者手帳、療育手帳をお持ちのうえ、窓口までお越しください。 

 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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重重度度訪訪問問介介護護利利用用者者大大学学修修学学支支援援事事業業    身身     知知     精精   

重度の障がいがある人が修学するために必要な支援体制を大学等が構築できるまでの間において、大

学等への通学中及び学内における身体介護等の支援を提供します。 

 

●対象者 

浜松市に住所を有する在宅の人、又は浜松市外に居住地を有する人のうち浜松市の障害福祉サービ

スの支給決定を受けている人のうち、次のすべての要件に該当する人です。 

・重度訪問介護の対象となる人 

・入学後に停学その他の処分を受けていない人 

・入学後に病気や留学等のやむを得ないと認められる特別な事由なく前年度の修得単位数が皆無若し

くは極めて少ないなど、学修の意欲に欠けると認められる状況にない人 

 

●対象となる学校 

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく大学等（大学（大学院及び短期大学を含む。）、高

等専門学校、専修学校及び各種学校）のうち、次の要件を満たす学校です。 

・障がいのある学生の支援について協議・検討及び意思決定等を行う委員会や、障がいのある学生の

支援業務を行う部署・相談窓口が設置されている。 

・大学等において、常時介護を要するような重度の障がいのある人に対する支援体制の構築に向けた

計画が立てられ、着実に大学等による支援が進められている。 

 

●費用 

利用料の１割（世帯等の所得状況により、負担上限月額が設定されます。） 

 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－48－ 

  
  

地地
域域
生生
活活
支支
援援
事事
業業
にに
よよ
るる
ササ
ーー
ビビ
スス  

災災害害時時避避難難行行動動要要支支援援者者名名簿簿へへのの登登録録    身身     知知     精精   

災害時の避難支援などに活用するため、登録者の情報を避難支援関係者に提供します。 

 

●対象者※①と②に該当する人 

①下記のうち、自力または家族等だけでは避難できない人 

 ※施設や病院に入所・入院している人は対象になりません  

・身体障がいのある人（身体障害者手帳 2 級以上） 

・知的障がいのある人（療育手帳 A） 

・精神障がいのある人（精神障害者手帳 1 級） 

・その他支援がなければ避難に不安がある人 

②地域の避難支援関係者（自治会）等へ情報を提供することに同意する人 

※情報提供先及び提供される情報は以下をご確認ください。 

 

 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

    

●情報提供先 

自治会（自主防災組織）、民生委員・児童委員、警察・消防関係、その他の避難支援等の実施に携 

 わる関係者 

 

●提供される情報 

①氏名、②生年月日、③性別、④住所（居所）、⑤電話番号、⑥障害種別・程度、⑦その他避難    

支援に必要な情報（住宅地図等） 

※年１回提供します。 

 

●注意事項 

・同意を得て支援団体等に提供された個人情報は、災害発生時のほか地域の防災対策（防災活動、

避難支援活動等）に活用します。 

・同意することにより、災害時の避難行動の支援が必ず保証されるものではありません。また、   

地域の避難支援者は、法的な責任や義務を負うものではありません。 

・支援団体等へ情報を提供する際に、市が所有する情報にて要件に該当しない場合（死亡・市外   

転居・施設入所等）は、情報の提供は行いません。 

・名簿の登録は、変更の申出がないかぎり、自動的に継続します。  
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重重度度訪訪問問介介護護利利用用者者大大学学修修学学支支援援事事業業    身身     知知     精精   

重度の障がいがある人が修学するために必要な支援体制を大学等が構築できるまでの間において、大

学等への通学中及び学内における身体介護等の支援を提供します。 

 

●対象者 

浜松市に住所を有する在宅の人、又は浜松市外に居住地を有する人のうち浜松市の障害福祉サービ

スの支給決定を受けている人のうち、次のすべての要件に該当する人です。 

・重度訪問介護の対象となる人 

・入学後に停学その他の処分を受けていない人 

・入学後に病気や留学等のやむを得ないと認められる特別な事由なく前年度の修得単位数が皆無若し

くは極めて少ないなど、学修の意欲に欠けると認められる状況にない人 

 

●対象となる学校 

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく大学等（大学（大学院及び短期大学を含む。）、高

等専門学校、専修学校及び各種学校）のうち、次の要件を満たす学校です。 

・障がいのある学生の支援について協議・検討及び意思決定等を行う委員会や、障がいのある学生の

支援業務を行う部署・相談窓口が設置されている。 

・大学等において、常時介護を要するような重度の障がいのある人に対する支援体制の構築に向けた

計画が立てられ、着実に大学等による支援が進められている。 

 

●費用 

利用料の１割（世帯等の所得状況により、負担上限月額が設定されます。） 

 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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災災害害時時避避難難行行動動要要支支援援者者名名簿簿へへのの登登録録    身身     知知     精精   

災害時の避難支援などに活用するため、登録者の情報を避難支援関係者に提供します。 

 

●対象者※①と②に該当する人 

①下記のうち、自力または家族等だけでは避難できない人 

 ※施設や病院に入所・入院している人は対象になりません  

・身体障がいのある人（身体障害者手帳 2 級以上） 

・知的障がいのある人（療育手帳 A） 

・精神障がいのある人（精神障害者手帳 1 級） 

・その他支援がなければ避難に不安がある人 

②地域の避難支援関係者（自治会）等へ情報を提供することに同意する人 

※情報提供先及び提供される情報は以下をご確認ください。 

 

 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

    

●情報提供先 

自治会（自主防災組織）、民生委員・児童委員、警察・消防関係、その他の避難支援等の実施に携 

 わる関係者 

 

●提供される情報 

①氏名、②生年月日、③性別、④住所（居所）、⑤電話番号、⑥障害種別・程度、⑦その他避難    

支援に必要な情報（住宅地図等） 

※年１回提供します。 

 

●注意事項 

・同意を得て支援団体等に提供された個人情報は、災害発生時のほか地域の防災対策（防災活動、

避難支援活動等）に活用します。 

・同意することにより、災害時の避難行動の支援が必ず保証されるものではありません。また、   

地域の避難支援者は、法的な責任や義務を負うものではありません。 

・支援団体等へ情報を提供する際に、市が所有する情報にて要件に該当しない場合（死亡・市外   

転居・施設入所等）は、情報の提供は行いません。 

・名簿の登録は、変更の申出がないかぎり、自動的に継続します。  
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重重度度身身体体障障害害者者住住宅宅改改造造費費助助成成    身身   

既存住宅の居室、浴室、便所、洗面所、台所、玄関、廊下その他住宅設備を身体に障がいのある人向

けに改造するために必要な経費を補助します。 

小規模な住宅改修（手すりの取付け等）は「日常生活用具費（居宅生活動作補助用具）」（Ｐ４０）が

優先されますので併せてご覧ください。 

 

※※必必ずず着着工工前前にに窓窓口口へへ相相談談のの上上、、申申請請ししててくくだだささいい。。  

 

●対象者 

浜松市に住所を有し、身体障害者手帳を持っている人で、次の要件すべてに該当する人。 

（１）身体障害者手帳の交付を受けた下肢、体幹又は視覚の障がいがある人で、肢体不自由又は視

覚障害の程度が総合等級で１級又は２級の人 

（２）身体の状態に適するように住宅設備を改造する必要がある人 

（３）世帯の課税状況が次のいずれかである世帯に属する人 

ア 市、県民税が非課税の世帯（４月から６月までの間に申請する場合は前年度分） 

イ 前年分の所得税額が２００，０００円以下の世帯（４月から６月及び１月から３月の間に

申請する場合は前々年分） 

（４）市税に滞納がない世帯に属する人 

（５）高齢者住宅改造費の補助を受けたことがない人 

 

●助成金額 

工事費（補助対象経費）の２分の１以内（７５０，０００円を限度） 

（注１）他の住宅改修費（日常生活用具費助成事業、介護保険制度）と併用する場合は、 

その給付額を差し引いて支給します（過去の支給分を含む）。 

（注２）新築・増築は住宅改造費助成対象になりません。 

 

●手続きに必要なもの 

・身体障害者手帳 

・助成対象工事見積書 

・平面図（改造前と完成予想図各１部） 

・写 真（改造を必要とする部分の写真） 

・所得税額を証明するもの（同居家族全員及び改造後同居しようとする世帯を含む） 

 【例】前年分の源泉徴収票または確定申告の控え等 

（４月から６月及び１月から３月までの間に申請する場合は前々年分） 

 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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重重度度障障害害者者等等就就労労支支援援特特別別事事業業    身身     知知     精精   

障がいのある人の雇用を促進するため、重度の障がいのある人の通勤や職場等における支援を実施し

ます。 

 

●対象者 

浜松市に居住する人のうち、次のすべての要件に該当する人です。 

・重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている人 

・民間企業で雇用されている人（就労継続支援Ａ型事業所の利用者は除く）、又は自営業者等で通勤や

職場における支援が必要な人 

・一週間の所定労働時間が 10 時間以上の人、又は該当年度末までに 10 時間以上に引き上げることを

目指すことが支援計画書において確認できた人 

 

●支援の内容 

職場等における業務外の福祉的支援、通勤支援、職場等における業務介助です。ただし、民間企業 

に雇用されている人は、企業が障害者雇用納付金制度に基づく助成金を活用してもさらに支援を必要

とする場合に本事業を利用することができます（職場等における業務介助は支援の対象外です）。 

 

●利用時間 

・職場等における支援：１日８時間、かつ１週間に４０時間の範囲において市長が必要と認める時間 

・通勤支援：通勤に要する時間 

 ※支援計画書の内容を基に決定された時間となります 

 

●費用 

利用料の１割（世帯等の所得状況により、負担上限月額が設定されます。） 

 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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住住  
  

宅宅  

住住                    宅宅  
 

重重度度身身体体障障害害者者住住宅宅改改造造費費助助成成    身身   

既存住宅の居室、浴室、便所、洗面所、台所、玄関、廊下その他住宅設備を身体に障がいのある人向

けに改造するために必要な経費を補助します。 

小規模な住宅改修（手すりの取付け等）は「日常生活用具費（居宅生活動作補助用具）」（Ｐ４０）が

優先されますので併せてご覧ください。 

 

※※必必ずず着着工工前前にに窓窓口口へへ相相談談のの上上、、申申請請ししててくくだだささいい。。  

 

●対象者 

浜松市に住所を有し、身体障害者手帳を持っている人で、次の要件すべてに該当する人。 

（１）身体障害者手帳の交付を受けた下肢、体幹又は視覚の障がいがある人で、肢体不自由又は視

覚障害の程度が総合等級で１級又は２級の人 

（２）身体の状態に適するように住宅設備を改造する必要がある人 

（３）世帯の課税状況が次のいずれかである世帯に属する人 

ア 市、県民税が非課税の世帯（４月から６月までの間に申請する場合は前年度分） 

イ 前年分の所得税額が２００，０００円以下の世帯（４月から６月及び１月から３月の間に

申請する場合は前々年分） 

（４）市税に滞納がない世帯に属する人 

（５）高齢者住宅改造費の補助を受けたことがない人 

 

●助成金額 

工事費（補助対象経費）の２分の１以内（７５０，０００円を限度） 

（注１）他の住宅改修費（日常生活用具費助成事業、介護保険制度）と併用する場合は、 

その給付額を差し引いて支給します（過去の支給分を含む）。 

（注２）新築・増築は住宅改造費助成対象になりません。 

 

●手続きに必要なもの 

・身体障害者手帳 

・助成対象工事見積書 

・平面図（改造前と完成予想図各１部） 

・写 真（改造を必要とする部分の写真） 

・所得税額を証明するもの（同居家族全員及び改造後同居しようとする世帯を含む） 

 【例】前年分の源泉徴収票または確定申告の控え等 

（４月から６月及び１月から３月までの間に申請する場合は前々年分） 

 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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重重度度障障害害者者等等就就労労支支援援特特別別事事業業    身身     知知     精精   

障がいのある人の雇用を促進するため、重度の障がいのある人の通勤や職場等における支援を実施し

ます。 

 

●対象者 

浜松市に居住する人のうち、次のすべての要件に該当する人です。 

・重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている人 

・民間企業で雇用されている人（就労継続支援Ａ型事業所の利用者は除く）、又は自営業者等で通勤や

職場における支援が必要な人 

・一週間の所定労働時間が 10 時間以上の人、又は該当年度末までに 10 時間以上に引き上げることを

目指すことが支援計画書において確認できた人 

 

●支援の内容 

職場等における業務外の福祉的支援、通勤支援、職場等における業務介助です。ただし、民間企業 

に雇用されている人は、企業が障害者雇用納付金制度に基づく助成金を活用してもさらに支援を必要

とする場合に本事業を利用することができます（職場等における業務介助は支援の対象外です）。 

 

●利用時間 

・職場等における支援：１日８時間、かつ１週間に４０時間の範囲において市長が必要と認める時間 

・通勤支援：通勤に要する時間 

 ※支援計画書の内容を基に決定された時間となります 

 

●費用 

利用料の１割（世帯等の所得状況により、負担上限月額が設定されます。） 

 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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相相      談談      窓窓      口口  
 

浜浜松松市市障障ががいい者者相相談談支支援援事事業業    身身     知知     発発     精精   

障がいのある人・障がいのある児童・保護者・養護者などの相談に応じ、利用できるサービスなどを

アドバイスします。成年後見制度の利用にかかる相談にも応じています。 

                                  R7.4.1 現在 

№ 事業所名 
担当 
居住区 所在地 TEL・FAX 

１ 中障がい者相談支援センター 
旧中区 

旧北区（三方原地区※） 

中央区和合町 555 番地 

（和合せいれいの里内） 

TEL 488-8077 

FAX 488-8078 

２ 東障がい者相談支援センター 旧東区 
中央区流通元町 20 番 3号 

（東行政センター 2 階） 

TEL 424-0371 

FAX 424-0379 

３ 西障がい者相談支援センター 旧西区 
中央区雄踏一丁目 31 番 1号 

（西行政センター 1 階） 

TEL 597-1124 

FAX 596-5100 

４ 南障がい者相談支援センター 旧南区 
中央区江之島町 600 番地の 1 

（南行政センター 3 階） 

TEL 401-6881 

FAX 425-1231 

５ 北障がい者相談支援センター 
旧北区 

（三方原地区※以外） 

浜名区細江町気賀 305 番地 

（北行政センター 3 階） 

TEL 523-2255 

FAX 523-2257 

６ 浜北障がい者相談支援センター 旧浜北区 
浜名区平口 1604 番地の 1 

（浜北保健センター 1 階） 

TEL 587-1010 

FAX 587-1015 

７ 天竜障がい者相談支援センター 天竜区 
天竜区二俣町二俣 530 番地の 18 

（天竜保健福祉センター 2 階） 

TEL 589-5580 

FAX 925-7011 

※三方原地区：初生町、三方原町、東三方町、豊岡町、三幸町、大原町、根洗町 
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住住  
  

宅宅  

市市営営住住宅宅    身身   知知     精精   

市営住宅は年に４回入居者募集を行い、資格要件を満たしている人が申込可能です。 

詳しくは、下記窓口までお問合せください。 

 

●資格要件 

・住宅に困窮している人 

・市内に住んでいる人、又は市内に勤めている人 

・現に同居または同居しようとする親族のある人 

※ただし、身体に障がいのある人（１～４級）、精神障がいのある人（１～３級）、知的障がいのあ

る人で、自立生活ができる人は単身入居の申込ができます。（単身入居が可能な住宅に限ります。） 

・国税、地方税等を滞納していない人 

・入居又は同居しようとする人が暴力団員でない人 

・申込者及び同居しようとする親族全体の過去１年間の所得金額が一定金額以下の人 

  一般世帯：月額１５８，０００円以下 

  裁量世帯（障がいのある人がいる世帯等）：月額２１４，０００円以下 

・緊急連絡人（原則、親族を含む２者）がいる人 

 

●心身障害者向け住宅（車椅子対応） 

身体に障がいのある人（１～４級）、精神障がいのある人（１・２級）、知的障がいのある人がいる

世帯のみ入居ができます。 

遠州浜団地（２戸）、萩丘団地（２戸）、佐鳴湖西団地（４戸）、初生団地（２戸） 

 

●窓口 

浜松市営住宅管理センター     ☎４５７－３０５１ 

浜松市営住宅北部管理センター   ☎４０１－０３２３  

 

地地域域相相談談支支援援  

●地域移行支援 

入所施設や精神科病院等から地域生活への移行を希望する人に、住居の確保等必要な支援を   

行います。 

利用するためには、各福祉事業所社会福祉課より給付の決定を受ける必要があります。 

（（ＰＰ３３１１参参照照））  

 

●地域定着支援 

居宅において単身等により地域生活が不安定な人に対し、常時の連絡体制を確保し、 

障がいの特性により生じる地域生活における課題について、相談や訪問等を行います。 

利用するためには、各福祉事業所社会福祉課より給付の決定を受ける必要があります。 

（（ＰＰ３３１１参参照照））  
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浜浜松松市市障障ががいい者者相相談談支支援援事事業業    身身     知知     発発     精精   

障がいのある人・障がいのある児童・保護者・養護者などの相談に応じ、利用できるサービスなどを

アドバイスします。成年後見制度の利用にかかる相談にも応じています。 

                                  R7.4.1 現在 

№ 事業所名 
担当 
居住区 所在地 TEL・FAX 

１ 中障がい者相談支援センター 
旧中区 

旧北区（三方原地区※） 

中央区和合町 555 番地 

（和合せいれいの里内） 

TEL 488-8077 

FAX 488-8078 

２ 東障がい者相談支援センター 旧東区 
中央区流通元町 20 番 3号 

（東行政センター 2 階） 

TEL 424-0371 

FAX 424-0379 

３ 西障がい者相談支援センター 旧西区 
中央区雄踏一丁目 31 番 1号 

（西行政センター 1 階） 

TEL 597-1124 

FAX 596-5100 

４ 南障がい者相談支援センター 旧南区 
中央区江之島町 600 番地の 1 

（南行政センター 3 階） 

TEL 401-6881 

FAX 425-1231 

５ 北障がい者相談支援センター 
旧北区 

（三方原地区※以外） 

浜名区細江町気賀 305 番地 

（北行政センター 3 階） 

TEL 523-2255 

FAX 523-2257 

６ 浜北障がい者相談支援センター 旧浜北区 
浜名区平口 1604 番地の 1 

（浜北保健センター 1 階） 

TEL 587-1010 

FAX 587-1015 

７ 天竜障がい者相談支援センター 天竜区 
天竜区二俣町二俣 530 番地の 18 

（天竜保健福祉センター 2 階） 

TEL 589-5580 

FAX 925-7011 

※三方原地区：初生町、三方原町、東三方町、豊岡町、三幸町、大原町、根洗町 
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宅宅  

市市営営住住宅宅    身身   知知     精精   

市営住宅は年に４回入居者募集を行い、資格要件を満たしている人が申込可能です。 

詳しくは、下記窓口までお問合せください。 

 

●資格要件 

・住宅に困窮している人 

・市内に住んでいる人、又は市内に勤めている人 

・現に同居または同居しようとする親族のある人 

※ただし、身体に障がいのある人（１～４級）、精神障がいのある人（１～３級）、知的障がいのあ

る人で、自立生活ができる人は単身入居の申込ができます。（単身入居が可能な住宅に限ります。） 

・国税、地方税等を滞納していない人 

・入居又は同居しようとする人が暴力団員でない人 

・申込者及び同居しようとする親族全体の過去１年間の所得金額が一定金額以下の人 

  一般世帯：月額１５８，０００円以下 

  裁量世帯（障がいのある人がいる世帯等）：月額２１４，０００円以下 

・緊急連絡人（原則、親族を含む２者）がいる人 

 

●心身障害者向け住宅（車椅子対応） 

身体に障がいのある人（１～４級）、精神障がいのある人（１・２級）、知的障がいのある人がいる

世帯のみ入居ができます。 

遠州浜団地（２戸）、萩丘団地（２戸）、佐鳴湖西団地（４戸）、初生団地（２戸） 

 

●窓口 

浜松市営住宅管理センター     ☎４５７－３０５１ 

浜松市営住宅北部管理センター   ☎４０１－０３２３  

 

地地域域相相談談支支援援  

●地域移行支援 

入所施設や精神科病院等から地域生活への移行を希望する人に、住居の確保等必要な支援を   

行います。 

利用するためには、各福祉事業所社会福祉課より給付の決定を受ける必要があります。 

（（ＰＰ３３１１参参照照））  

 

●地域定着支援 

居宅において単身等により地域生活が不安定な人に対し、常時の連絡体制を確保し、 

障がいの特性により生じる地域生活における課題について、相談や訪問等を行います。 

利用するためには、各福祉事業所社会福祉課より給付の決定を受ける必要があります。 

（（ＰＰ３３１１参参照照））  
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子子どどももののこここころろのの診診療療所所  

子供の「こころ」の発達を専門とする医療機関です。「集団になじめない」「ことばの

遅れがある」「学習面の遅れ」「学校に行けない」などの悩みを抱える子供の症状改善を

図り、成長を支えます。 
 

●対象者 

中学３年までの子供とその保護者 

（※診療は完全予約制で、医療機関や発達相談支援センター「ルピロ」からの紹介状が必要です。） 
 

●診療時間 

平日午前９時から午後５時まで（祝日・年末年始を除く） 

 

●所在地・連絡先 

中央区鴨江二丁目１１番１号（浜松市保健所隣） 

☎☎４４５５２２－－８８００８８００  

  

浜浜松松市市医医療療的的ケケアア児児等等相相談談支支援援セセンンタターー  身身   

医療的ケア児等に関する相談支援機関の中核的な役割を担う機関です。 

ご本人やその家族が地域で安心して生活ができるよう、医師・相談支援専門員・看護師が、医療・福祉・

保健・教育等の垣根を超えた支援を行います。 

●開所時間 

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで（祝日・年末年始を除く） 

 

●所在地・連絡先 

中央区成子町１４０番地の８（浜松市福祉交流センター３階） 

☎☎４４８８９９－－５５２２２２６６  

  

浜浜松松市市障障害害者者更更生生相相談談所所    身身     知知       

身体に障がいのある人、知的障がいのある人の医学的、心理学的、職能的判定を行い、身体障害者手

帳・療育手帳の判定・作成や、障害者総合支援法に規定する補装具（電動車椅子、重度障害者用意思伝

達装置など）・自立支援医療〔更生医療〕（心臓手術、人工透析療法など）の判定、福祉事務所等関係機

関への相談のうち複雑困難なケースなど専門性の求められるものへの支援を行います。 

 

●所在地 

浜松市障害者更生相談所 ☎☎４４５５７７－－２２７７００７７ 

中央区中央一丁目１２番１号 静岡県浜松総合庁舎４階 

 

障がいのある人又はその家族からの相談に当事者として応じるとともに、適切な支援機関を紹介しま

す。 

この相談員は、民間の協力者で、家族会等の自助グループや支援団体から推薦を受け 

た障がいのある人又はその家族に対して浜松市が委託しています。 

 

相談員の名簿はＰ７８参照 
       

障障害害者者相相談談員員    身身   知知   精精     
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浜浜松松市市発発達達相相談談支支援援セセンンタターー「「ルルピピロロ」」    発発             

発達相談支援センター「ルピロ」は、発達障がいやその心配があるご本人、ご家族

が安心して地域で暮らしていくことができるよう、乳幼児期から成年期以降にいたる

まで、総合的な支援を行う機関です。 

●事業内容 

・相談支援事業（発達支援・就労支援） 

本人及び家族並びに関係機関に対する助言指導、情報提供を行います。 

・普及啓発事業 

発達障がいに関するパンフレットの作成・配布等による啓発や、市民向け講演会を開催します。 

・研修事業 

保育士及び幼稚園教諭、学校関係者、保健師等を対象に各種研修を実施します。 

・機関連携 

家庭、学校、園、職場などにおいて、本人及び家族がより充実した生活を送ることができるよう

に、関係機関と連携して、支援体制の整備に努めます。 
 
●対象者 

自閉スペクトラム症（ASD）、注意欠如・多動症（ADHD）、限局性学習症（SLD）などの発達障がいや
その疑いがある児・者及びその家族、関係者 

 
●受付時間 

月曜日から土曜日までの午前８時３０分から午後５時まで（祝日・年末年始は除く） 
 
●所在地・連絡先 

中央区鍛冶町１００番地の１（ザザシティ浜松中央館５階） 

☎☎４４５５９９－－２２７７２２１１（※相談には、事前の電話予約が必要です。なお、相談は無料です。） 

このほか、区役所・行政センター等でも定期的に相談窓口を開設しています。 
 

友友愛愛ののささとと診診療療所所  

子供の「こころ」と「からだ」の発達を専門とする医療・療育機関です。小児神経科医師・児童精神

科医師による診療を行っています。 
 
●対象者 

乳幼児からおおむね中学３年生までの子供（※診療は完全予約制です。） 
 
●診療時間 

平日午前９時から午後５時まで（祝日・年末年始を除く） 
 

●所在地・連絡先 

浜名区高薗７７５番地の１（浜松市発達医療総合福祉センター内） 

☎☎５５８８６６－－８８８８００４４（初診）  

☎☎５５８８６６－－８８８８００１１（再診） 
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子子どどももののこここころろのの診診療療所所  

子供の「こころ」の発達を専門とする医療機関です。「集団になじめない」「ことばの

遅れがある」「学習面の遅れ」「学校に行けない」などの悩みを抱える子供の症状改善を

図り、成長を支えます。 
 

●対象者 

中学３年までの子供とその保護者 

（※診療は完全予約制で、医療機関や発達相談支援センター「ルピロ」からの紹介状が必要です。） 
 

●診療時間 

平日午前９時から午後５時まで（祝日・年末年始を除く） 

 

●所在地・連絡先 

中央区鴨江二丁目１１番１号（浜松市保健所隣） 

☎☎４４５５２２－－８８００８８００  

  

浜浜松松市市医医療療的的ケケアア児児等等相相談談支支援援セセンンタターー  身身   

医療的ケア児等に関する相談支援機関の中核的な役割を担う機関です。 

ご本人やその家族が地域で安心して生活ができるよう、医師・相談支援専門員・看護師が、医療・福祉・

保健・教育等の垣根を超えた支援を行います。 

●開所時間 

平日午前８時３０分から午後５時１５分まで（祝日・年末年始を除く） 

 

●所在地・連絡先 

中央区成子町１４０番地の８（浜松市福祉交流センター３階） 

☎☎４４８８９９－－５５２２２２６６  

  

浜浜松松市市障障害害者者更更生生相相談談所所    身身     知知       

身体に障がいのある人、知的障がいのある人の医学的、心理学的、職能的判定を行い、身体障害者手

帳・療育手帳の判定・作成や、障害者総合支援法に規定する補装具（電動車椅子、重度障害者用意思伝

達装置など）・自立支援医療〔更生医療〕（心臓手術、人工透析療法など）の判定、福祉事務所等関係機

関への相談のうち複雑困難なケースなど専門性の求められるものへの支援を行います。 

 

●所在地 

浜松市障害者更生相談所 ☎☎４４５５７７－－２２７７００７７ 

中央区中央一丁目１２番１号 静岡県浜松総合庁舎４階 

 

障がいのある人又はその家族からの相談に当事者として応じるとともに、適切な支援機関を紹介しま

す。 

この相談員は、民間の協力者で、家族会等の自助グループや支援団体から推薦を受け 

た障がいのある人又はその家族に対して浜松市が委託しています。 

 

相談員の名簿はＰ７８参照 
       

障障害害者者相相談談員員    身身   知知   精精     
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浜浜松松市市発発達達相相談談支支援援セセンンタターー「「ルルピピロロ」」    発発             

発達相談支援センター「ルピロ」は、発達障がいやその心配があるご本人、ご家族

が安心して地域で暮らしていくことができるよう、乳幼児期から成年期以降にいたる

まで、総合的な支援を行う機関です。 

●事業内容 

・相談支援事業（発達支援・就労支援） 

本人及び家族並びに関係機関に対する助言指導、情報提供を行います。 

・普及啓発事業 

発達障がいに関するパンフレットの作成・配布等による啓発や、市民向け講演会を開催します。 

・研修事業 

保育士及び幼稚園教諭、学校関係者、保健師等を対象に各種研修を実施します。 

・機関連携 

家庭、学校、園、職場などにおいて、本人及び家族がより充実した生活を送ることができるよう

に、関係機関と連携して、支援体制の整備に努めます。 
 
●対象者 

自閉スペクトラム症（ASD）、注意欠如・多動症（ADHD）、限局性学習症（SLD）などの発達障がいや
その疑いがある児・者及びその家族、関係者 

 
●受付時間 

月曜日から土曜日までの午前８時３０分から午後５時まで（祝日・年末年始は除く） 
 
●所在地・連絡先 

中央区鍛冶町１００番地の１（ザザシティ浜松中央館５階） 

☎☎４４５５９９－－２２７７２２１１（※相談には、事前の電話予約が必要です。なお、相談は無料です。） 

このほか、区役所・行政センター等でも定期的に相談窓口を開設しています。 
 

友友愛愛ののささとと診診療療所所  

子供の「こころ」と「からだ」の発達を専門とする医療・療育機関です。小児神経科医師・児童精神

科医師による診療を行っています。 
 
●対象者 

乳幼児からおおむね中学３年生までの子供（※診療は完全予約制です。） 
 
●診療時間 

平日午前９時から午後５時まで（祝日・年末年始を除く） 
 

●所在地・連絡先 

浜名区高薗７７５番地の１（浜松市発達医療総合福祉センター内） 

☎☎５５８８６６－－８８８８００４４（初診）  

☎☎５５８８６６－－８８８８００１１（再診） 
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障障ががいいののああるる人人ののたためめのの就就労労支支援援    身身     知知     発発     精精   

 

公公共共職職業業安安定定所所（（ハハロローーワワーークク））  

障がいのある人の就職や採用についての相談に専門の相談員が応じています。障がいの状況、適性、

就労の希望などを伺い、職業相談や職業紹介、就職後の定着支援を行っています。 

また、障がいのある人の雇用促進のため、事業主への雇用助成措置や職業訓練、障害者トライアル

雇用（試行雇用）などの各種支援制度が設けられています。 

●窓口 

  ・ハローワーク浜松  中央区浅田町５０番地の２     ☎☎４４５５７７－－５５１１５５８８ 

  ・ハローワーク浜北  浜名区沼２６９番地の１      ☎☎５５８８４４－－２２２２３３３３ 

  ・ハローワーク細江  浜名区細江町広岡３１２番地の３  ☎☎５５２２２２－－００１１６６５５ 

  ・浜松市ジョブサポートセンター 

中央区元城町１０３番地の２ 浜松市役所１階 ☎☎４４５５７７－－２２１１００４４ 

 

静静岡岡障障害害者者職職業業セセンンタターー（（独独立立行行政政法法人人高高齢齢・・障障害害・・求求職職者者雇雇用用支支援援機機構構））  

障がいのある人に対してハローワークと連携して、就職に向けての相談・職業能力等の評価、就職

前の支援から就職後の職場適応のための援助、職場復帰の支援等、個々の障がいの状況に応じた継続

的な支援をしています。また、事業主に対して障がいのある人の雇用相談、情報提供のほか、雇用管

理に関する専門的な相談、助言を行います。 

●窓口 

・静岡障害者職業センター           

静岡市葵区黒金町５９番地の６ 大同生命静岡ビル７階 ☎☎００５５４４－－６６５５２２－－３３３３２２２２ 

 

障障害害者者就就業業・・生生活活支支援援セセンンタターー（（国国、、県県委委託託事事業業））  

就職を希望される障がいのある人、在職中の障がいのある人や家族が抱えている就労や生活面の相

談を受け支援します。また、事業所からの問合せやご相談もお受けします。 

●窓口 

・障害者就業・生活支援センター だんだん  ☎☎５５４４５５－－３３１１５５００  

浜名区中条１８４４番地 

 

浜浜松松市市障障害害者者就就労労支支援援セセンンタターー（（労労働働政政策策課課））  

障がいのある人の就労に関する相談支援をしています。就職活動時や就職後のお悩み、また訓練施

設をお探しの人のご相談もお受けします。また、事業所からのご相談にも応じます。 

●窓口 

・浜松市障害者就労支援センター ふらっと  ☎☎５５８８９９－－３３００２２８８ 

中央区中郡町４７４番地 
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こここころろのの健健康康相相談談  精精     

こころの病（うつ病・依存症・統合失調症・思春期の問題など）に関する悩みや心配ごと

について、相談に応じています。 

 

●内容  

  ・精神科医師による無料相談（事前予約制） 

  ※すでに精神科などに通院・入院している人の相談はお受けできません。 

 ・精神保健福祉士等による相談（電話相談は随時、来所相談は事前にお電話ください） 

 

●窓口 

障害保健福祉課 ☎☎４４５５７７－－２２２２１１３３ 

  

浜浜松松市市精精神神保保健健福福祉祉セセンンタターー    精精   

精神保健福祉センターは、市民のこころの健康やこころの病の予防のための知識の普及、こころの

病を持つ人の自立支援や社会復帰への支援を行う精神保健福祉に関する総合技術センターです。 

 

●具体的な事業 

事 業 項 目 内 容 

教
育
研
修 

精神障がいを理解する

ための研修会 
精神疾患や自殺対策、ひきこもりなどの理解を深めるために、障がい者支援事
業所職員、介護施設職員、医療機関職員等に対して研修会を開催します 

普
及
啓
発 

家族教室 
うつ病・ひきこもり・摂食障害・依存症等の理解や家族の役割・対応について、
当事者を家族に持ち同じ悩みを抱える人同士がともに学び考える教室を開催
します 

市民講演会 
一般市民及び関係機関職員を対象に、こころの健康の保持増進を目的とし
たメンタルヘルスに関する講演会を開催します 

こころのサポーター講

座 
精神保健福祉に関する基本的な知識を得て、理解を深めるための講座を開
催します 

企業への研修 
企業におけるゲートキーパーの養成など、自殺予防対策を目的とした、職
域メンタルヘルスのための研修を開催します 

組織育成 
こころの病の家族会、ひきこもりの家族会、断酒会、自死遺族・ひきこも
り回復者・依存症自助グループ、精神保健福祉ボランティアグループなど
の育成と支援を行います 

調査研究 
市民のこころの健康推進のために行う調査研究をします。大学や研究機関
等との連携も行っています 

特定相談（面接相談） 
特定の分野（ひきこもり、自死遺族、犯罪被害者、依存症、がん患者の家
族・遺族、摂食障害（家族のみ））の面接相談を行います（予約制） 

法
定
業
務 

精神医療審査会 
精神科病院に入院している人からの退院等の請求の受付、退院等請求や医
療機関から提出される医療保護入院者にかかる更新時の届出等の審査を
するための「精神医療審査会」の運営事務を行います 

自立支援医療及び精神

障害者保健福祉手帳 
自立支援医療（精神通院）の支給及び精神障害者保健福祉手帳の等級判定
に関する事務を行います 

企画立案 
地域精神保健福祉の推進を目的とした専門的立場からの精神保健福祉に
関する提案等をします 

 

●所在地 

中央区中央一丁目１２番１号 静岡県浜松総合庁舎４階 

☎☎４４５５７７－－２２７７００９９ 
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障障ががいいののああるる人人ののたためめのの就就労労支支援援    身身     知知     発発     精精   

 

公公共共職職業業安安定定所所（（ハハロローーワワーークク））  

障がいのある人の就職や採用についての相談に専門の相談員が応じています。障がいの状況、適性、

就労の希望などを伺い、職業相談や職業紹介、就職後の定着支援を行っています。 

また、障がいのある人の雇用促進のため、事業主への雇用助成措置や職業訓練、障害者トライアル

雇用（試行雇用）などの各種支援制度が設けられています。 

●窓口 

  ・ハローワーク浜松  中央区浅田町５０番地の２     ☎☎４４５５７７－－５５１１５５８８ 

  ・ハローワーク浜北  浜名区沼２６９番地の１      ☎☎５５８８４４－－２２２２３３３３ 

  ・ハローワーク細江  浜名区細江町広岡３１２番地の３  ☎☎５５２２２２－－００１１６６５５ 

  ・浜松市ジョブサポートセンター 

中央区元城町１０３番地の２ 浜松市役所１階 ☎☎４４５５７７－－２２１１００４４ 

 

静静岡岡障障害害者者職職業業セセンンタターー（（独独立立行行政政法法人人高高齢齢・・障障害害・・求求職職者者雇雇用用支支援援機機構構））  

障がいのある人に対してハローワークと連携して、就職に向けての相談・職業能力等の評価、就職

前の支援から就職後の職場適応のための援助、職場復帰の支援等、個々の障がいの状況に応じた継続

的な支援をしています。また、事業主に対して障がいのある人の雇用相談、情報提供のほか、雇用管

理に関する専門的な相談、助言を行います。 

●窓口 

・静岡障害者職業センター           

静岡市葵区黒金町５９番地の６ 大同生命静岡ビル７階 ☎☎００５５４４－－６６５５２２－－３３３３２２２２ 

 

障障害害者者就就業業・・生生活活支支援援セセンンタターー（（国国、、県県委委託託事事業業））  

就職を希望される障がいのある人、在職中の障がいのある人や家族が抱えている就労や生活面の相

談を受け支援します。また、事業所からの問合せやご相談もお受けします。 

●窓口 

・障害者就業・生活支援センター だんだん  ☎☎５５４４５５－－３３１１５５００  

浜名区中条１８４４番地 

 

浜浜松松市市障障害害者者就就労労支支援援セセンンタターー（（労労働働政政策策課課））  

障がいのある人の就労に関する相談支援をしています。就職活動時や就職後のお悩み、また訓練施

設をお探しの人のご相談もお受けします。また、事業所からのご相談にも応じます。 

●窓口 

・浜松市障害者就労支援センター ふらっと  ☎☎５５８８９９－－３３００２２８８ 

中央区中郡町４７４番地 
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こここころろのの健健康康相相談談  精精     

こころの病（うつ病・依存症・統合失調症・思春期の問題など）に関する悩みや心配ごと

について、相談に応じています。 

 

●内容  

  ・精神科医師による無料相談（事前予約制） 

  ※すでに精神科などに通院・入院している人の相談はお受けできません。 

 ・精神保健福祉士等による相談（電話相談は随時、来所相談は事前にお電話ください） 

 

●窓口 

障害保健福祉課 ☎☎４４５５７７－－２２２２１１３３ 

  

浜浜松松市市精精神神保保健健福福祉祉セセンンタターー    精精   

精神保健福祉センターは、市民のこころの健康やこころの病の予防のための知識の普及、こころの

病を持つ人の自立支援や社会復帰への支援を行う精神保健福祉に関する総合技術センターです。 

 

●具体的な事業 

事 業 項 目 内 容 

教
育
研
修 

精神障がいを理解する

ための研修会 
精神疾患や自殺対策、ひきこもりなどの理解を深めるために、障がい者支援事
業所職員、介護施設職員、医療機関職員等に対して研修会を開催します 

普
及
啓
発 

家族教室 
うつ病・ひきこもり・摂食障害・依存症等の理解や家族の役割・対応について、
当事者を家族に持ち同じ悩みを抱える人同士がともに学び考える教室を開催
します 

市民講演会 
一般市民及び関係機関職員を対象に、こころの健康の保持増進を目的とし
たメンタルヘルスに関する講演会を開催します 

こころのサポーター講

座 
精神保健福祉に関する基本的な知識を得て、理解を深めるための講座を開
催します 

企業への研修 
企業におけるゲートキーパーの養成など、自殺予防対策を目的とした、職
域メンタルヘルスのための研修を開催します 

組織育成 
こころの病の家族会、ひきこもりの家族会、断酒会、自死遺族・ひきこも
り回復者・依存症自助グループ、精神保健福祉ボランティアグループなど
の育成と支援を行います 

調査研究 
市民のこころの健康推進のために行う調査研究をします。大学や研究機関
等との連携も行っています 

特定相談（面接相談） 
特定の分野（ひきこもり、自死遺族、犯罪被害者、依存症、がん患者の家
族・遺族、摂食障害（家族のみ））の面接相談を行います（予約制） 

法
定
業
務 

精神医療審査会 
精神科病院に入院している人からの退院等の請求の受付、退院等請求や医
療機関から提出される医療保護入院者にかかる更新時の届出等の審査を
するための「精神医療審査会」の運営事務を行います 

自立支援医療及び精神

障害者保健福祉手帳 
自立支援医療（精神通院）の支給及び精神障害者保健福祉手帳の等級判定
に関する事務を行います 

企画立案 
地域精神保健福祉の推進を目的とした専門的立場からの精神保健福祉に
関する提案等をします 

 

●所在地 

中央区中央一丁目１２番１号 静岡県浜松総合庁舎４階 

☎☎４４５５７７－－２２７７００９９ 
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  外外出出支支援援助助成成券券（（ババスス・・タタククシシーー券券等等））のの交交付付    身身     知知     精精   

バス・電車共通カード、タクシー利用券等６種類のうち、希望する１種類を交付します。なお、前年
度に自動車税（種別割）の減免又は軽自動車税（種別割）の減免を受けている人は対象となりません 

 

●対象者 
  毎年度４月１日から交付申請時まで継続して市内に住所を有し、前年度の自動車税又は軽自動車税

の減免を受けていない人のうち、以下のいずれかの手帳を持っている人。 

  ・身体障害者手帳：１級～４級 

  ・療育手帳：Ａ１～Ｂ１ 

  ・精神障害者保健福祉手帳：１級～２級 

 

●券種（選択制） 
（１）遠州鉄道バス・電車共通カード（ナイスパス） 

（２）タクシー利用券 

（３）天竜浜名湖鉄道乗車券 

（４）地域バス乗車券 

（５）ガソリン券 （春野町、佐久間町、水窪町、龍山町、旧天竜市及び旧引佐町の一部地域のみ） 

（６）鍼灸マッサージ券 

 

●金額 
  ７，０００円分 

 

●持ち物 
・外出支援助成券交付申請書 

・障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）※お持ちの全ての手帳 

・遠州鉄道ナイスパスカード（ピンク色） ※お持ちの人のみ。 

 

●窓口 
各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

 

 

  視視覚覚障障害害者者等等のの外外出出応応援援タタククシシーー利利用用券券のの交交付付    身身     知知     精精   

対象者は、外出支援助成券と重複して申請することができます。なお、リフト付福祉タクシーの運賃
助成と重複しての申請はできません。また、前年度に自動車税（種別割）の減免又は軽自動車税（種別
割）の減免を受けている人は対象となりません。 
 

●対象者 
  毎年度４月１日から交付申請時まで継続して市内に住所を有し、前年度の自動車税又は軽自動車税 

の減免を受けていない人のうち、以下の身体障害者手帳の障害種別に該当する人。 

  ・視覚障害：１級または２級【各部位単独で１級または２級】 

  ・肢体不自由：１級【各部位単独で１級】 

 

●金額   ２０，０００円分 

 

●持ち物  視覚障害者等外出応援事業交付申請書、身体障害者手帳 

 

●窓口   各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載）  
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障障害害者者職職業業訓訓練練校校（（県県））  

自立を目指す障がいのある人が各人の能力と適性に応じて、就職又は雇用の継続に必要な知識・ 

技能を習得することを目的としています。 

●窓口 

・静岡県立浜松技術専門校（浜松テクノカレッジ） 

障がいのある人を対象に、実践能力習得訓練コース（事業主委託訓練）、知識・技能習得訓練コ

ース、在職者訓練コースを行っています。 

 

中央区小池町２４４４番地の１  ☎☎４４６６２２－－５５６６００２２ 

 

・静岡県立あしたか職業訓練校        

身体に障がいのある人と知的障がいのある人が自立を目指して全寮制による１年間の職業訓練

を行っています。コンピューター科と生産・サービス科があります。 

                                     

沼津市宮本５番地の２  ☎☎００５５５５－－９９２２４４－－４４３３８８００  

 

障障ががいいをを理理由由ととすするる差差別別にに関関すするる相相談談    身身     知知     発発     精精   

障がいを理由とする不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供に関する相談を行っています。 

 

●窓口 

・障害保健福祉課、各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

・静岡県障害者差別解消相談窓口 

 相談日時 週３日（火・水・金曜日）１０：００～１６：００ ※祝日及び年末年始除く 

 静岡市葵区駿府町１番７０号 静岡県総合社会福祉会館４階 

 一般社団法人 静岡県社会福祉士会   ☎☎００５５４４－－２２５５２２－－９９８８００００ 

 

 

障障ががいい者者虐虐待待にに関関すするる相相談談    身身     知知     発発     精精   

障がい者の虐待にかかわる通報や届出、支援などの相談を受け付けます。 

 

●窓口 

・障害保健福祉課、各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

※夜間・休日の緊急連絡先 浜松市役所守衛室  ☎☎４４５５７７－－２２００６６６６  
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  外外出出支支援援助助成成券券（（ババスス・・タタククシシーー券券等等））のの交交付付    身身     知知     精精   

バス・電車共通カード、タクシー利用券等６種類のうち、希望する１種類を交付します。なお、前年
度に自動車税（種別割）の減免又は軽自動車税（種別割）の減免を受けている人は対象となりません 

 

●対象者 
  毎年度４月１日から交付申請時まで継続して市内に住所を有し、前年度の自動車税又は軽自動車税

の減免を受けていない人のうち、以下のいずれかの手帳を持っている人。 

  ・身体障害者手帳：１級～４級 

  ・療育手帳：Ａ１～Ｂ１ 

  ・精神障害者保健福祉手帳：１級～２級 

 

●券種（選択制） 
（１）遠州鉄道バス・電車共通カード（ナイスパス） 

（２）タクシー利用券 

（３）天竜浜名湖鉄道乗車券 

（４）地域バス乗車券 

（５）ガソリン券 （春野町、佐久間町、水窪町、龍山町、旧天竜市及び旧引佐町の一部地域のみ） 

（６）鍼灸マッサージ券 

 

●金額 
  ７，０００円分 

 

●持ち物 
・外出支援助成券交付申請書 

・障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）※お持ちの全ての手帳 

・遠州鉄道ナイスパスカード（ピンク色） ※お持ちの人のみ。 

 

●窓口 
各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

 

 

  視視覚覚障障害害者者等等のの外外出出応応援援タタククシシーー利利用用券券のの交交付付    身身     知知     精精   

対象者は、外出支援助成券と重複して申請することができます。なお、リフト付福祉タクシーの運賃
助成と重複しての申請はできません。また、前年度に自動車税（種別割）の減免又は軽自動車税（種別
割）の減免を受けている人は対象となりません。 
 

●対象者 
  毎年度４月１日から交付申請時まで継続して市内に住所を有し、前年度の自動車税又は軽自動車税 

の減免を受けていない人のうち、以下の身体障害者手帳の障害種別に該当する人。 

  ・視覚障害：１級または２級【各部位単独で１級または２級】 

  ・肢体不自由：１級【各部位単独で１級】 

 

●金額   ２０，０００円分 

 

●持ち物  視覚障害者等外出応援事業交付申請書、身体障害者手帳 

 

●窓口   各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載）  
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障障害害者者職職業業訓訓練練校校（（県県））  

自立を目指す障がいのある人が各人の能力と適性に応じて、就職又は雇用の継続に必要な知識・ 

技能を習得することを目的としています。 

●窓口 

・静岡県立浜松技術専門校（浜松テクノカレッジ） 

障がいのある人を対象に、実践能力習得訓練コース（事業主委託訓練）、知識・技能習得訓練コ

ース、在職者訓練コースを行っています。 

 

中央区小池町２４４４番地の１  ☎☎４４６６２２－－５５６６００２２ 

 

・静岡県立あしたか職業訓練校        

身体に障がいのある人と知的障がいのある人が自立を目指して全寮制による１年間の職業訓練

を行っています。コンピューター科と生産・サービス科があります。 

                                     

沼津市宮本５番地の２  ☎☎００５５５５－－９９２２４４－－４４３３８８００  

 

障障ががいいをを理理由由ととすするる差差別別にに関関すするる相相談談    身身     知知     発発     精精   

障がいを理由とする不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供に関する相談を行っています。 

 

●窓口 

・障害保健福祉課、各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

・静岡県障害者差別解消相談窓口 

 相談日時 週３日（火・水・金曜日）１０：００～１６：００ ※祝日及び年末年始除く 

 静岡市葵区駿府町１番７０号 静岡県総合社会福祉会館４階 

 一般社団法人 静岡県社会福祉士会   ☎☎００５５４４－－２２５５２２－－９９８８００００ 

 

 

障障ががいい者者虐虐待待にに関関すするる相相談談    身身     知知     発発     精精   

障がい者の虐待にかかわる通報や届出、支援などの相談を受け付けます。 

 

●窓口 

・障害保健福祉課、各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

※夜間・休日の緊急連絡先 浜松市役所守衛室  ☎☎４４５５７７－－２２００６６６６  
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電電動動車車椅椅子子利利用用者者ののリリフフトト又又ははススロローーププ付付福福祉祉タタククシシーーのの運運賃賃助助成成    身身   

リフト又はスロープ付福祉タクシーの運賃を助成します。 

●対象者 
市内に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受けている人で以下の電動車椅子を利用している人 

・補装具費の支給（障害者福祉）による電動車椅子 

・福祉用具の貸与（介護保険）による電動車椅子 

・義肢等補装具費の支給（労災保険）による電動車椅子 

●助成額 
年間２０，０００円（福祉タクシー運賃助成券１，０００円券×２０枚を交付） 

●助成の申請手続に必要なもの 
・身体障害者手帳 

・介護保険で電動車椅子をレンタルしている人はその契約書 

・労災保険で電動車椅子を購入した人は補装具購入支給承認決定通知書等 

●窓口 
各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

 

リリフフトトババススのの貸貸出出しし    身身   

浜松市内に住所を有し、車いすを使用しなければ外出が困難な者を含む障害者団体に対し、地域に 

おける福祉活動を推進するためリフトバスを貸出します。運転手の手配等リフトバスの利用については

リフトバス運行ボランティア連絡協議会が相談に応じます。 

●貸出自動車 

・友愛号    …… １８人乗り、うち車椅子４台 
・友愛のさと号 …… １０人乗り、うち車椅子４台 

※友愛のさと号は、浜松市発達医療総合福祉センターの休館日のみ貸出します。 

●窓口 

障害保健福祉課 ☎☎４４５５７７－－２２８８６６４４ 

  

リリフフトト付付福福祉祉ババスス「「友友愛愛ののささとと号号」」のの運運行行    身身     

浜松市発達医療総合福祉センター「はままつ友愛のさと」を利用する車椅子使用者の利便を図るため、

ＪＲ浜松駅前（遠鉄百貨店新館１階北側タクシーのりば付近）と、浜松市発達医療総合福祉センター  

「はままつ友愛のさと」間を下記により運行しています。 

●運行日 

毎週月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く） 

●運行経路及び予定時刻 

・浜松駅前（９：２０）→浜松市役所（９：３０）→県浜松総合庁舎（９：４０） 
→笠井協働センター（１０：１０）→はままつ友愛のさと（１０：２０） 

・はままつ友愛のさと（１５：００）→笠井協働センター（１５：１０） 
→県浜松総合庁舎（１５：４０）→浜松市役所（１５：５０）→浜松駅前（１６：００） 

※尚、途中の経過時刻については交通事情により、時間のずれが生じますのでご了承ください。 

●利用方法 

事前に利用者氏名、利用日、乗車場所を発達医療総合福祉センターまで連絡してください。 

浜松市発達医療総合福祉センター ☎☎５５８８６６－－８８８８００００ 
 

助成券を使うことが 

できるタクシー事業者 

一覧はこちら 

浜松市ホームページ 

福祉タクシー 

事業者一覧 
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  障障害害者者施施設設通通所所交交通通費費のの助助成成    身身     知知     精精   

障害者施設通所に対する交通費の一部を助成します。 

 

●対象者 

以下の（１）または（２）に該当する人のうち、（３）～（５）にすべて該当する人。 

（１）以下のいずれかの手帳を持っている人 

・身体障害者手帳：５級～６級 

・療育手帳：Ｂ２～Ｂ３ 

・精神障害者保健福祉手帳：３級 

 （２）自動車税等の減免を受けているため、外出支援助成券の交付対象から外れた人 

（３）毎年度４月１日から申請日まで継続して市内に住所を有している人 

（４）生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、 

地域活動支援センターに通所している人 

（５）バス、電車を利用して通所している人 

 

※ただし、以下の人は対象となりません。 

・外出支援事業のバス・タクシー券等の交付を受けている人 

・通所事業所より通勤手当の支給を受けている人 

・通所事業所より自宅と施設間の送迎サービスを受けている人 

・生活保護法により通所に対する移送費が支給されている人 

●助成金の支給 

年間７，０００円を上限 

（注）通所に要する交通費のうち、居住地と通所事業所との間で実際に通所した回数により、 

年間７，０００円を上限に助成します。 

●手続きに必要なもの 

以下のものを揃えて窓口まで提出してください。 

（１）申請書・通所証明（通所事業所の証明があるもの） 

（２）通所確認台帳 

（３）請求書（申請者名義の金融機関の預金通帳の写し） 

 

※申請、請求は年２回、以下のとおりです。 

申請の対象期間 申請書等の提出期限 

４月１日から９月３０日までの通所分 １０月１５日まで 

１０月１日から３月３１日までの通所分 ４月１５日まで 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

 



－61－ 

  
  

社社
会会
参参
加加
のの
促促
進進  

 

電電動動車車椅椅子子利利用用者者ののリリフフトト又又ははススロローーププ付付福福祉祉タタククシシーーのの運運賃賃助助成成    身身   

リフト又はスロープ付福祉タクシーの運賃を助成します。 

●対象者 
市内に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受けている人で以下の電動車椅子を利用している人 

・補装具費の支給（障害者福祉）による電動車椅子 

・福祉用具の貸与（介護保険）による電動車椅子 

・義肢等補装具費の支給（労災保険）による電動車椅子 

●助成額 
年間２０，０００円（福祉タクシー運賃助成券１，０００円券×２０枚を交付） 

●助成の申請手続に必要なもの 
・身体障害者手帳 

・介護保険で電動車椅子をレンタルしている人はその契約書 

・労災保険で電動車椅子を購入した人は補装具購入支給承認決定通知書等 

●窓口 
各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

 

リリフフトトババススのの貸貸出出しし    身身   

浜松市内に住所を有し、車いすを使用しなければ外出が困難な者を含む障害者団体に対し、地域に 

おける福祉活動を推進するためリフトバスを貸出します。運転手の手配等リフトバスの利用については

リフトバス運行ボランティア連絡協議会が相談に応じます。 

●貸出自動車 

・友愛号    …… １８人乗り、うち車椅子４台 
・友愛のさと号 …… １０人乗り、うち車椅子４台 

※友愛のさと号は、浜松市発達医療総合福祉センターの休館日のみ貸出します。 

●窓口 

障害保健福祉課 ☎☎４４５５７７－－２２８８６６４４ 

  

リリフフトト付付福福祉祉ババスス「「友友愛愛ののささとと号号」」のの運運行行    身身     

浜松市発達医療総合福祉センター「はままつ友愛のさと」を利用する車椅子使用者の利便を図るため、

ＪＲ浜松駅前（遠鉄百貨店新館１階北側タクシーのりば付近）と、浜松市発達医療総合福祉センター  

「はままつ友愛のさと」間を下記により運行しています。 

●運行日 

毎週月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く） 

●運行経路及び予定時刻 

・浜松駅前（９：２０）→浜松市役所（９：３０）→県浜松総合庁舎（９：４０） 
→笠井協働センター（１０：１０）→はままつ友愛のさと（１０：２０） 

・はままつ友愛のさと（１５：００）→笠井協働センター（１５：１０） 
→県浜松総合庁舎（１５：４０）→浜松市役所（１５：５０）→浜松駅前（１６：００） 

※尚、途中の経過時刻については交通事情により、時間のずれが生じますのでご了承ください。 

●利用方法 

事前に利用者氏名、利用日、乗車場所を発達医療総合福祉センターまで連絡してください。 

浜松市発達医療総合福祉センター ☎☎５５８８６６－－８８８８００００ 
 

助成券を使うことが 

できるタクシー事業者 

一覧はこちら 

浜松市ホームページ 

福祉タクシー 

事業者一覧 
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  障障害害者者施施設設通通所所交交通通費費のの助助成成    身身     知知     精精   

障害者施設通所に対する交通費の一部を助成します。 

 

●対象者 

以下の（１）または（２）に該当する人のうち、（３）～（５）にすべて該当する人。 

（１）以下のいずれかの手帳を持っている人 

・身体障害者手帳：５級～６級 

・療育手帳：Ｂ２～Ｂ３ 

・精神障害者保健福祉手帳：３級 

 （２）自動車税等の減免を受けているため、外出支援助成券の交付対象から外れた人 

（３）毎年度４月１日から申請日まで継続して市内に住所を有している人 

（４）生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、 

地域活動支援センターに通所している人 

（５）バス、電車を利用して通所している人 

 

※ただし、以下の人は対象となりません。 

・外出支援事業のバス・タクシー券等の交付を受けている人 

・通所事業所より通勤手当の支給を受けている人 

・通所事業所より自宅と施設間の送迎サービスを受けている人 

・生活保護法により通所に対する移送費が支給されている人 

●助成金の支給 

年間７，０００円を上限 

（注）通所に要する交通費のうち、居住地と通所事業所との間で実際に通所した回数により、 

年間７，０００円を上限に助成します。 

●手続きに必要なもの 

以下のものを揃えて窓口まで提出してください。 

（１）申請書・通所証明（通所事業所の証明があるもの） 

（２）通所確認台帳 

（３）請求書（申請者名義の金融機関の預金通帳の写し） 

 

※申請、請求は年２回、以下のとおりです。 

申請の対象期間 申請書等の提出期限 

４月１日から９月３０日までの通所分 １０月１５日まで 

１０月１日から３月３１日までの通所分 ４月１５日まで 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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郵郵便便等等にによよるる不不在在者者投投票票    身身     

衆・参議院議員、県知事、県議会議員、市長、市議会議員の選挙の際、自宅で郵便等による投票をす

ることができます。 

●対象者 

（１）両下肢、体幹または移動機能の障がいで１級または２級の身体障害者手帳を持っている人 

（２）心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障がいで１級または３級の身体障害者手

帳を持っている人 

（３）免疫または肝臓の障がいで１級から３級までの身体障害者手帳を持っている人 

 ※選挙人名簿に登録されている必要があります。 

※郵便等投票の対象者のうち、自ら投票の記載をすることができない人（上肢または視覚の障がい

で１級の身体障害者手帳を持っている人）は、あらかじめ名簿登録地の選挙管理委員会へ代理記

載をする人（以下「代理記載人」という。）を届けることにより、投票に関する記載を代理記載人

にさせることができます。 

詳しくは、窓口にお問合せください。 

●手続き 

（１）郵便等投票証明書の交付を受けるためには、申請書に本人が署名のうえ、身体障害者手帳を提

示してください。代理記載の申請を行う場合には本人の署名は必要ありませんが、代理記載人の

届出などが必要です。 

（２）上記の手続で郵便等投票証明書の交付を受け、この証明書を提示して投票用紙等を請求してく

ださい。 

 

【参考】視覚障害者の人への便宜供与 

目の不自由な人に便宜を図るため、音声版・点字版「選挙のお知らせ」を配布しています。 

詳しくは、窓口にお問合せください。 

●窓口 

お住まいの区の区選挙管理委員会 

中央区選挙管理委員会 

中央区役所内    ☎☎４４５５７７－－２２１１３３３３    東行政センター内  ☎☎４４２２４４－－００２２００４４ 

西行政センター内  ☎☎５５９９７７－－１１１１３３９９    南行政センター内  ☎☎４４２２５５－－１１６６１１３３ 

浜名区選挙管理委員会 

浜名区役所内    ☎☎５５８８５５－－１１１１５５１１        北行政センター内    ☎☎５５２２３３－－３３１１３３６６ 

天竜区選挙管理委員会 

天竜区役所内    ☎☎９９２２２２－－００００１１３３ 
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市市のの施施設設利利用用のの減減免免    身身     知知     精精   

対象者が市の施設を利用する場合、観覧料及び使用料が減免されます。 

ミライロＩＤもご利用いただけます。 

※一部該当しない施設もありますので、詳しくは各施設へお問合せください。 

 

●対象者 

（１）身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を持っている人及びその介護者に つ

いて、それぞれの施設の規定により減免対象となります。 

（２）市内の障害児者福祉施設を運営する団体 

※障害者総合支援法、児童福祉法等による障害児（者）施設等を運営するもの 

（３）市内の障害児者団体で市長が認めるもの 

※主として身体・知的又は精神に障がいのある人及びその介護者で構成された団体 

※主として身体・知的又は精神に障がいのある人の支援者で構成された団体 

●手続き 

・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を持っている人が減免を受けようとすると

き、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示してください。 

・障害児者福祉施設を運営する団体又は障害児者団体が減免を受けようとするときは市長が発行する

認定通知書を提示し当該施設へ申請してください。 

認定の交付申請には、会則、会員名簿等が必要です。 

●窓口 

障害保健福祉課 ☎４５７－２８６４ 

 

ヒヒアアリリンンググルルーーププ貸貸出出しし    身身   

中途失聴者・難聴者の社会参加を促進するため、ヒアリングループを貸出します。 

このシステム機を利用すると、補聴器（Ｔマーク付）を使用している中途失聴者・難聴者が、講演会

や会議等において、周囲の騒音の中でも講義等の話し声がはっきり聞こえるようになります。 

●窓口 

障害保健福祉課 ☎４５７－２８６４ 

 
  

ミライロ ID 

市の施設のページはこちら→ 
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郵郵便便等等にによよるる不不在在者者投投票票    身身     

衆・参議院議員、県知事、県議会議員、市長、市議会議員の選挙の際、自宅で郵便等による投票をす

ることができます。 

●対象者 

（１）両下肢、体幹または移動機能の障がいで１級または２級の身体障害者手帳を持っている人 

（２）心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障がいで１級または３級の身体障害者手

帳を持っている人 

（３）免疫または肝臓の障がいで１級から３級までの身体障害者手帳を持っている人 

 ※選挙人名簿に登録されている必要があります。 

※郵便等投票の対象者のうち、自ら投票の記載をすることができない人（上肢または視覚の障がい

で１級の身体障害者手帳を持っている人）は、あらかじめ名簿登録地の選挙管理委員会へ代理記

載をする人（以下「代理記載人」という。）を届けることにより、投票に関する記載を代理記載人

にさせることができます。 

詳しくは、窓口にお問合せください。 

●手続き 

（１）郵便等投票証明書の交付を受けるためには、申請書に本人が署名のうえ、身体障害者手帳を提

示してください。代理記載の申請を行う場合には本人の署名は必要ありませんが、代理記載人の

届出などが必要です。 

（２）上記の手続で郵便等投票証明書の交付を受け、この証明書を提示して投票用紙等を請求してく

ださい。 

 

【参考】視覚障害者の人への便宜供与 

目の不自由な人に便宜を図るため、音声版・点字版「選挙のお知らせ」を配布しています。 

詳しくは、窓口にお問合せください。 

●窓口 

お住まいの区の区選挙管理委員会 

中央区選挙管理委員会 

中央区役所内    ☎☎４４５５７７－－２２１１３３３３    東行政センター内  ☎☎４４２２４４－－００２２００４４ 

西行政センター内  ☎☎５５９９７７－－１１１１３３９９    南行政センター内  ☎☎４４２２５５－－１１６６１１３３ 

浜名区選挙管理委員会 

浜名区役所内    ☎☎５５８８５５－－１１１１５５１１        北行政センター内    ☎☎５５２２３３－－３３１１３３６６ 

天竜区選挙管理委員会 

天竜区役所内    ☎☎９９２２２２－－００００１１３３ 
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市市のの施施設設利利用用のの減減免免    身身     知知     精精   

対象者が市の施設を利用する場合、観覧料及び使用料が減免されます。 

ミライロＩＤもご利用いただけます。 

※一部該当しない施設もありますので、詳しくは各施設へお問合せください。 

 

●対象者 

（１）身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を持っている人及びその介護者に つ

いて、それぞれの施設の規定により減免対象となります。 

（２）市内の障害児者福祉施設を運営する団体 

※障害者総合支援法、児童福祉法等による障害児（者）施設等を運営するもの 

（３）市内の障害児者団体で市長が認めるもの 

※主として身体・知的又は精神に障がいのある人及びその介護者で構成された団体 

※主として身体・知的又は精神に障がいのある人の支援者で構成された団体 

●手続き 

・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を持っている人が減免を受けようとすると

き、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示してください。 

・障害児者福祉施設を運営する団体又は障害児者団体が減免を受けようとするときは市長が発行する

認定通知書を提示し当該施設へ申請してください。 

認定の交付申請には、会則、会員名簿等が必要です。 

●窓口 

障害保健福祉課 ☎４５７－２８６４ 

 

ヒヒアアリリンンググルルーーププ貸貸出出しし    身身   

中途失聴者・難聴者の社会参加を促進するため、ヒアリングループを貸出します。 

このシステム機を利用すると、補聴器（Ｔマーク付）を使用している中途失聴者・難聴者が、講演会

や会議等において、周囲の騒音の中でも講義等の話し声がはっきり聞こえるようになります。 

●窓口 

障害保健福祉課 ☎４５７－２８６４ 

 
  

ミライロ ID 

市の施設のページはこちら→ 
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駐駐車車禁禁止止除除外外指指定定車車両両標標章章のの交交付付    身身   知知     精精   

申申請請さされれるる人人はは、、事事前前にに管管轄轄のの警警察察署署へへ必必ずず確確認認ししててくくだだささいい。。  

歩行困難な対象者が自ら運転し、又は同乗する車両を駐車禁止区域でも他の交通の妨げ

にならない限り駐車をすることができます。（交差点、坂道の頂上等法定の駐車禁止場所

は駐車できません。） 

 

●対象者 
別表第１ 

～静岡県道路交通法施行細則～ 

身体障害者及び戦傷病者で歩行が困難な人の障害区分表 

令和 7 年 4 月 1 日現在 

障害の区分 障害の級別 重度障害の程度 

視覚障害 
１級から３級までの各級及び４級

の１ 
特別項症から第４項症までの各項症 

聴覚障害 ２級及び３級 特別項症から第４項症までの各項症 

平衡機能障害 ３級 特別項症から第４項症までの各項症 

上肢不自由 １級、２級の１及び２級の２ 特別項症から第３項症までの各項症 

下肢不自由 １級から４級までの各級 特別項症から第３項症までの各項症 

体幹不自由 １級から３級までの各級 特別項症から第４項症までの各項症 

乳幼児期以前の非

進行性の脳病変に

よる運動機能障害 

上肢機能 
１級及び２級（一上肢のみに運動

機能障害がある場合を除く） 
－ 

移動機能 １級から３級までの各級 － 

心臓機能障害 １級及び３級 特別項症から第３項症までの各項症 

じん臓機能障害 １級及び３級 特別項症から第３項症までの各項症 

呼吸器機能障害 １級及び３級 特別項症から第３項症までの各項症 

ぼうこう又は直腸の機能障害 １級及び３級 特別項症から第３項症までの各項症 

小腸機能障害 １級及び３級 特別項症から第３項症までの各項症 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能

障害 
１級から３級までの各級 － 

肝臓機能障害 １級から３級までの各級 － 

※ 上記「別表第１」以外で駐車禁止除外標章の交付対象者は、以下に該当する人です。 

 １ 療育手帳で交付を受けている人のうち、知的障害の程度が重度（Ａ）と判定された人 

 ２ 小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている人のうち、色素性乾皮症患者 

 ３ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のうち、１級の障害と判定された人 

 

●申請に必要なもの 

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の原本（各１部）。なお当事者の代理で申

請を希望の人は、代理の人の身分証（運転免許証等）をお持ちください。 

 

●窓口 
詳しくは、窓口（住所を管轄する警察署）へお問合せください。 
 
浜松中央警察署  ☎☎４４７７５５－－００１１１１００ 

浜松東警察署   ☎☎４４６６００－－００１１１１００ 

浜松西警察署   ☎☎４４８８４４－－００１１１１００  

浜北警察署    ☎☎５５８８５５－－００１１１１００ 

天竜警察署    ☎☎９９２２６６－－００１１１１００ 

細江警察署    ☎☎５５２２２２－－００１１１１００  
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ヘヘルルププママーークク・・ヘヘルルププカカーードド  

ヘルプマーク 

義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、妊娠初期の人など、外見か 

ら分からなくても援助や配慮を必要としている人が、周囲の人に配慮を必要としている

ことを知らせるマークです。 

●配布方法 

以下の窓口で配布しています。 

障害保健福祉課、健康増進課、各福祉事業所社会福祉課・健康づくりセンター  

●問合せ先 

障害保健福祉課 ☎☎４４５５７７－－２２８８６６４４ 

ヘルプカード 

「手助けが必要な人」と「手助けしたい人」を結ぶもので、自分から困っていることを伝えられない

人が氏名や生年月日、緊急連絡先、手伝ってほしいこと等の個人情報を記載のうえ携帯し、手助けを求

めたいときに使用するものです。 

●配布方法 

（１）浜松市ホームページからダウンロード 

（２）窓口（障害保健福祉課、健康増進課、各福祉事業所社会福祉課・健康づくりセンター） 

●問合せ先 

障害保健福祉課 ☎☎４４５５７７－－２２８８６６４４ 
 

自自動動車車改改造造費費のの補補助助    身身     

身体障害者の社会参加を促進するため自動車改造に要した経費の一部を補助します。 

●対象者 

 浜松市に住所を有し、身体障害者手帳を持っている人で、次の要件すべてに該当する人 

（１）満１８歳以上の肢体不自由者で障がいの程度が総合等級で１級又は２級の人 

（２）道路交通法に規定する条件が付された運転免許証を所持し、自動車（所有者及び使用者が本人

のもの）の操向装置及び駆動装置の一部を改造する必要がある人 

（３）前年の所得が一定の所得制限限度額を超えず、経済的理由により自動車の改造が困難な人 

（４）２回目以降の場合、前回の申請から３年が経過している人 

（５）市税に滞納がない人 

●補助額 

自動車の改造に要した経費の２分の１以内（１００，０００円を限度） 

●手続に必要なもの （改造費用の支払完了から 4 か月以内に申請してください） 

身体障害者手帳、印鑑（自署の場合は不要・朱肉を使うもの）、運転免許証※、源泉徴

収票又は所得証明書、公的年金等の収入金額証明書、改造費の見積書、領収書、車検証

（所有者及び使用者が確認できるもの）、預金通帳（本人名義） 

※マイナ免許証のみ所有の場合、マイナンバーカード表面の写しと免許情報（免許の

種類、有効期間、条件）を印刷したもの 

 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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駐駐車車禁禁止止除除外外指指定定車車両両標標章章のの交交付付    身身   知知     精精   

申申請請さされれるる人人はは、、事事前前にに管管轄轄のの警警察察署署へへ必必ずず確確認認ししててくくだだささいい。。  

歩行困難な対象者が自ら運転し、又は同乗する車両を駐車禁止区域でも他の交通の妨げ

にならない限り駐車をすることができます。（交差点、坂道の頂上等法定の駐車禁止場所

は駐車できません。） 

 

●対象者 
別表第１ 

～静岡県道路交通法施行細則～ 

身体障害者及び戦傷病者で歩行が困難な人の障害区分表 

令和 7 年 4 月 1 日現在 

障害の区分 障害の級別 重度障害の程度 

視覚障害 
１級から３級までの各級及び４級

の１ 
特別項症から第４項症までの各項症 

聴覚障害 ２級及び３級 特別項症から第４項症までの各項症 

平衡機能障害 ３級 特別項症から第４項症までの各項症 

上肢不自由 １級、２級の１及び２級の２ 特別項症から第３項症までの各項症 

下肢不自由 １級から４級までの各級 特別項症から第３項症までの各項症 

体幹不自由 １級から３級までの各級 特別項症から第４項症までの各項症 

乳幼児期以前の非

進行性の脳病変に

よる運動機能障害 

上肢機能 
１級及び２級（一上肢のみに運動

機能障害がある場合を除く） 
－ 

移動機能 １級から３級までの各級 － 

心臓機能障害 １級及び３級 特別項症から第３項症までの各項症 

じん臓機能障害 １級及び３級 特別項症から第３項症までの各項症 

呼吸器機能障害 １級及び３級 特別項症から第３項症までの各項症 

ぼうこう又は直腸の機能障害 １級及び３級 特別項症から第３項症までの各項症 

小腸機能障害 １級及び３級 特別項症から第３項症までの各項症 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能

障害 
１級から３級までの各級 － 

肝臓機能障害 １級から３級までの各級 － 

※ 上記「別表第１」以外で駐車禁止除外標章の交付対象者は、以下に該当する人です。 

 １ 療育手帳で交付を受けている人のうち、知的障害の程度が重度（Ａ）と判定された人 

 ２ 小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている人のうち、色素性乾皮症患者 

 ３ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のうち、１級の障害と判定された人 

 

●申請に必要なもの 

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の原本（各１部）。なお当事者の代理で申

請を希望の人は、代理の人の身分証（運転免許証等）をお持ちください。 

 

●窓口 
詳しくは、窓口（住所を管轄する警察署）へお問合せください。 
 
浜松中央警察署  ☎☎４４７７５５－－００１１１１００ 

浜松東警察署   ☎☎４４６６００－－００１１１１００ 

浜松西警察署   ☎☎４４８８４４－－００１１１１００  

浜北警察署    ☎☎５５８８５５－－００１１１１００ 

天竜警察署    ☎☎９９２２６６－－００１１１１００ 

細江警察署    ☎☎５５２２２２－－００１１１１００  
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ヘヘルルププママーークク・・ヘヘルルププカカーードド  

ヘルプマーク 

義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、妊娠初期の人など、外見か 

ら分からなくても援助や配慮を必要としている人が、周囲の人に配慮を必要としている

ことを知らせるマークです。 

●配布方法 

以下の窓口で配布しています。 

障害保健福祉課、健康増進課、各福祉事業所社会福祉課・健康づくりセンター  

●問合せ先 

障害保健福祉課 ☎☎４４５５７７－－２２８８６６４４ 

ヘルプカード 

「手助けが必要な人」と「手助けしたい人」を結ぶもので、自分から困っていることを伝えられない

人が氏名や生年月日、緊急連絡先、手伝ってほしいこと等の個人情報を記載のうえ携帯し、手助けを求

めたいときに使用するものです。 

●配布方法 

（１）浜松市ホームページからダウンロード 

（２）窓口（障害保健福祉課、健康増進課、各福祉事業所社会福祉課・健康づくりセンター） 

●問合せ先 

障害保健福祉課 ☎☎４４５５７７－－２２８８６６４４ 
 

自自動動車車改改造造費費のの補補助助    身身     

身体障害者の社会参加を促進するため自動車改造に要した経費の一部を補助します。 

●対象者 

 浜松市に住所を有し、身体障害者手帳を持っている人で、次の要件すべてに該当する人 

（１）満１８歳以上の肢体不自由者で障がいの程度が総合等級で１級又は２級の人 

（２）道路交通法に規定する条件が付された運転免許証を所持し、自動車（所有者及び使用者が本人

のもの）の操向装置及び駆動装置の一部を改造する必要がある人 

（３）前年の所得が一定の所得制限限度額を超えず、経済的理由により自動車の改造が困難な人 

（４）２回目以降の場合、前回の申請から３年が経過している人 

（５）市税に滞納がない人 

●補助額 

自動車の改造に要した経費の２分の１以内（１００，０００円を限度） 

●手続に必要なもの （改造費用の支払完了から 4 か月以内に申請してください） 

身体障害者手帳、印鑑（自署の場合は不要・朱肉を使うもの）、運転免許証※、源泉徴

収票又は所得証明書、公的年金等の収入金額証明書、改造費の見積書、領収書、車検証

（所有者及び使用者が確認できるもの）、預金通帳（本人名義） 

※マイナ免許証のみ所有の場合、マイナンバーカード表面の写しと免許情報（免許の

種類、有効期間、条件）を印刷したもの 

 

●窓口 

各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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静静岡岡県県ゆゆずずりりああいい駐駐車車場場制制度度    身身     知知     精精      

公共施設やスーパーなどの店舗には車いすマークの駐車場が設けられています。しかし、一般の人が

駐車場を利用してしまい、本当に必要な人が利用できないという声が多く聞かれます。そのため県では、

車いす利用者や歩行が困難な人たちに利用証を交付し、駐車時に利用証を掲げてもらうことで、駐車の

適正利用を図る取り組み「ゆずりあい駐車場制度」を行っています。 

 

●「利用証」交付対象者 

下記対象者のうち、歩行が困難な状態にあり、車いすマーク駐車場の利用を必要とする人 

なお、障がいの軽減や有効期間満了等により対象者でなくなった場合は、利用証をご返却いただきま

す。 

 

対 象 者 申請窓口 必要書類 

身体障害者手帳 

視覚（１～４級） 

聴覚（２～３級） 

平衡機能障害（３～５級） 

肢体不自由上肢（１～２級）、下肢（１～６級）、

体幹（１～５級） 

脳原上肢（１～２級）、脳原移動（１～６級） 

内部障害（１～４級） 

療育手帳Ａ 

精神障害者保健福祉手帳１級 

各福祉事業所社会福祉課 

身体障害者手帳 

療育手帳 

精神障害者保健福祉手帳 

 

対 象 者 申請窓口 必要書類 

けが、病気などにより、一時的に歩行が困難な

状態にある方 
各福祉事業所社会福祉課 

医師の診断書（写し可） 

※最大６か月の有効期間

で利用証を交付します。 

 

 

●窓口 

静岡県福祉長寿政策課 ☎☎００５５４４－－２２２２１１－－２２８８４４４４  

  

 

 

公共施設等車いすマークの駐車場に併せて設置されている思いやり駐車場（ハートマー

クの駐車場）の利用は、乗降に広いスペースを必要とする障がいのある人、妊産婦、 

ベビーカー使用者等が優先される駐車場であり、ゆずりあい駐車場利用対象者も利用 

できます。 
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高高齢齢運運転転者者等等専専用用駐駐車車区区間間のの設設置置    身身      

高齢者等専用駐車区間に、申請に基づき交付される標章を掲げた普通自動車を自らが運転するとき駐

車できる制度です。 

 

●設置箇所及び設置台数（令和７年４月１日現在） 

・中央区鍛冶町（アクアモール）     ４台 

・中央区海老塚町（ＪＲ東海道線高架下） ２台 

 

●利用時間帯：１０：００～２０：００ 

 

●利用料金：無料 

 

●対象者 

普通自動車の運転免許証を持っている人で次に該当する人 

・７０歳以上の高齢者 

・聴覚に障がいのある人・肢体不自由者で、運転免許に条件が付されている人 

・妊娠中または出産後８週間以内の女性 

 

●駐車時の注意点 

警察署で交付された「専用場所駐車標章」をダッシュボードに掲示すること。 

 

●申請に必要なもの 

・自動車運転免許証（普通自動車を運転することができる免許に限ります） 

・自動車検査証（写しでも可）（普通自動車に限ります） 

・妊娠中又は出産後８週間以内の人は、上記のほかに母子手帳等です。 

 

●窓口 

詳しくは、窓口（住所を管轄する警察署）へお問合せください。 

 

浜松中央警察署  ☎☎４４７７５５－－００１１１１００ 

浜松東警察署   ☎☎４４６６００－－００１１１１００ 

浜松西警察署   ☎☎４４８８４４－－００１１１１００ 

浜北警察署    ☎☎５５８８５５－－００１１１１００ 

天竜警察署    ☎☎９９２２６６－－００１１１１００ 

細江警察署    ☎☎５５２２２２－－００１１１１００  
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静静岡岡県県ゆゆずずりりああいい駐駐車車場場制制度度    身身     知知     精精      

公共施設やスーパーなどの店舗には車いすマークの駐車場が設けられています。しかし、一般の人が

駐車場を利用してしまい、本当に必要な人が利用できないという声が多く聞かれます。そのため県では、

車いす利用者や歩行が困難な人たちに利用証を交付し、駐車時に利用証を掲げてもらうことで、駐車の

適正利用を図る取り組み「ゆずりあい駐車場制度」を行っています。 

 

●「利用証」交付対象者 

下記対象者のうち、歩行が困難な状態にあり、車いすマーク駐車場の利用を必要とする人 

なお、障がいの軽減や有効期間満了等により対象者でなくなった場合は、利用証をご返却いただきま

す。 

 

対 象 者 申請窓口 必要書類 

身体障害者手帳 

視覚（１～４級） 

聴覚（２～３級） 

平衡機能障害（３～５級） 

肢体不自由上肢（１～２級）、下肢（１～６級）、

体幹（１～５級） 

脳原上肢（１～２級）、脳原移動（１～６級） 

内部障害（１～４級） 

療育手帳Ａ 

精神障害者保健福祉手帳１級 

各福祉事業所社会福祉課 

身体障害者手帳 

療育手帳 

精神障害者保健福祉手帳 

 

対 象 者 申請窓口 必要書類 

けが、病気などにより、一時的に歩行が困難な

状態にある方 
各福祉事業所社会福祉課 

医師の診断書（写し可） 

※最大６か月の有効期間

で利用証を交付します。 

 

 

●窓口 

静岡県福祉長寿政策課 ☎☎００５５４４－－２２２２１１－－２２８８４４４４  

  

 

 

公共施設等車いすマークの駐車場に併せて設置されている思いやり駐車場（ハートマー

クの駐車場）の利用は、乗降に広いスペースを必要とする障がいのある人、妊産婦、 

ベビーカー使用者等が優先される駐車場であり、ゆずりあい駐車場利用対象者も利用 

できます。 
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高高齢齢運運転転者者等等専専用用駐駐車車区区間間のの設設置置    身身      

高齢者等専用駐車区間に、申請に基づき交付される標章を掲げた普通自動車を自らが運転するとき駐

車できる制度です。 

 

●設置箇所及び設置台数（令和７年４月１日現在） 

・中央区鍛冶町（アクアモール）     ４台 

・中央区海老塚町（ＪＲ東海道線高架下） ２台 

 

●利用時間帯：１０：００～２０：００ 

 

●利用料金：無料 

 

●対象者 

普通自動車の運転免許証を持っている人で次に該当する人 

・７０歳以上の高齢者 

・聴覚に障がいのある人・肢体不自由者で、運転免許に条件が付されている人 

・妊娠中または出産後８週間以内の女性 

 

●駐車時の注意点 

警察署で交付された「専用場所駐車標章」をダッシュボードに掲示すること。 

 

●申請に必要なもの 

・自動車運転免許証（普通自動車を運転することができる免許に限ります） 

・自動車検査証（写しでも可）（普通自動車に限ります） 

・妊娠中又は出産後８週間以内の人は、上記のほかに母子手帳等です。 

 

●窓口 

詳しくは、窓口（住所を管轄する警察署）へお問合せください。 

 

浜松中央警察署  ☎☎４４７７５５－－００１１１１００ 

浜松東警察署   ☎☎４４６６００－－００１１１１００ 

浜松西警察署   ☎☎４４８８４４－－００１１１１００ 

浜北警察署    ☎☎５５８８５５－－００１１１１００ 

天竜警察署    ☎☎９９２２６６－－００１１１１００ 

細江警察署    ☎☎５５２２２２－－００１１１１００  
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情情報報伝伝達達のの支支援援  
 

緊緊急急通通報報シシスステテムム    身身     

緊急通報装置（急病や災害等の緊急事態をボタンで受信センター等へ自動的に通報するシステム）を

貸与します。 

●対象者 
単身世帯（市民税非課税）で身体障害者手帳を所持し、以下のいずれかの障がいの級別が１級又は２

級である人 

・視覚障害 ・下肢機能障害 ・体幹機能障害 ・移動機能障害 ・内部機能障害 

●手続 
身体障害者手帳、市民税の課税状況がわかるものをお持ちのうえ、窓口までお越しください。 

●窓口 
各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

 
 

ああんんししんん情情報報キキッットトのの配配布布    身身     知知     精精   

●対象者 
身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級を持っている人のうち一人暮

らし、又は家族がいても支援を受けることができない人 

●サービス内容 
救急及び災害時等における緊急連絡先や持病、かかりつけ医などの必要な情報を収納し冷蔵庫に保

管できる「あんしん情報キット」を、民生委員を通じて無料で配布します。 

●問合せ先 
障害保健福祉課 ☎４５７－２０３４ 

 

FFAAXX（（フファァククスス））かかららのの１１１１９９番番通通報報ににつついいてて  

ファクスから１１９をダイヤルすることにより、火事や救急の通報ができます。 

●利用できる場所 
浜松市内 

●利用できる人 
聴覚、音声・言語機能の障がいまたは呼吸系疾患などにより、電話での会話が困難な人 

●ＦＡＸ（ファクス）に記載する内容 

・件名：火事（救急） 

・発生場所：発生場所の住所、付近の目標物 等 

・状況 

火事の場合 ······ 何が燃えているか（家が燃えている 等） 

救急の場合 ······ 症状（胸がくるしい 等） 

 

●問合せ先 
消防局情報指令課 ☎☎４４７７５５－－７７５５５５１１  

        メメーールル  hhffddjjoohhoo@@cciittyy..hhaammaammaattssuu..sshhiizzuuookkaa..jjpp 
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ススポポーーツツ・・レレククリリエエーーシショョンン  
 

浜浜松松市市障障ががいい者者「「すすままいいるる」」ススポポーーツツ大大会会  

障がいのある人の体力の維持、向上と、障がいのある人同士の交流を推進するため、各種競技種目と

レクリエーションのスポーツ大会を開催します。詳細についてはホームページでお知らせします。 

●窓口 

スポーツ振興課 ☎☎４４５５７７－－２２４４２２１１ 

 

浜浜松松市市発発達達医医療療総総合合福福祉祉セセンンタターー体体育育館館・・温温水水ププーールル  

●体育館 

３１．５ｍ×２１ｍ 

●温水プール 

プール大 １５ｍ×７ｍ 水深９０ｃｍ  プール小 ５ｍ×３ｍ 水深３０ｃｍ 

（採暖室・更衣室・家族更衣室・シャワー） 

●開放日時・内容等 

・体育館 

バトミントン、卓球、ソフトバレーボール、バスケットボールなど 

大人・子供  

水曜日１３：００～１６：００ 

・温水プール 

大人・子供  

月曜日１３：００～１７：００ 

水曜日１３：００～１７：００ 

金曜日１３：００～１６：００ 

●所在地  

浜名区高薗７７５番地の１ 

●利用の留意点 

・対象はいずれも障がいのある人または障がいのある児童です。 

・施設運営の関係で開放日時が変更になることがあります。 

・利用にあたりお願いしたい事項がありますので必ず事前に連絡をしてください。 

・団体の場合、利用については直接連絡してください。 

●窓口 

代代表表  ☎☎５５８８６６－－８８８８００００  

直直通通 ☎☎５５８８６６－－８８８８５５６６（不在の時もあります） 
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情情報報伝伝達達のの支支援援  
 

緊緊急急通通報報シシスステテムム    身身     

緊急通報装置（急病や災害等の緊急事態をボタンで受信センター等へ自動的に通報するシステム）を

貸与します。 

●対象者 
単身世帯（市民税非課税）で身体障害者手帳を所持し、以下のいずれかの障がいの級別が１級又は２

級である人 

・視覚障害 ・下肢機能障害 ・体幹機能障害 ・移動機能障害 ・内部機能障害 

●手続 
身体障害者手帳、市民税の課税状況がわかるものをお持ちのうえ、窓口までお越しください。 

●窓口 
各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 

 
 

ああんんししんん情情報報キキッットトのの配配布布    身身     知知     精精   

●対象者 
身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級を持っている人のうち一人暮

らし、又は家族がいても支援を受けることができない人 

●サービス内容 
救急及び災害時等における緊急連絡先や持病、かかりつけ医などの必要な情報を収納し冷蔵庫に保

管できる「あんしん情報キット」を、民生委員を通じて無料で配布します。 

●問合せ先 
障害保健福祉課 ☎４５７－２０３４ 

 

FFAAXX（（フファァククスス））かかららのの１１１１９９番番通通報報ににつついいてて  

ファクスから１１９をダイヤルすることにより、火事や救急の通報ができます。 

●利用できる場所 
浜松市内 

●利用できる人 
聴覚、音声・言語機能の障がいまたは呼吸系疾患などにより、電話での会話が困難な人 

●ＦＡＸ（ファクス）に記載する内容 

・件名：火事（救急） 

・発生場所：発生場所の住所、付近の目標物 等 

・状況 

火事の場合 ······ 何が燃えているか（家が燃えている 等） 

救急の場合 ······ 症状（胸がくるしい 等） 

 

●問合せ先 
消防局情報指令課 ☎☎４４７７５５－－７７５５５５１１  

        メメーールル  hhffddjjoohhoo@@cciittyy..hhaammaammaattssuu..sshhiizzuuookkaa..jjpp 
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ススポポーーツツ・・レレククリリエエーーシショョンン  
 

浜浜松松市市障障ががいい者者「「すすままいいるる」」ススポポーーツツ大大会会  

障がいのある人の体力の維持、向上と、障がいのある人同士の交流を推進するため、各種競技種目と

レクリエーションのスポーツ大会を開催します。詳細についてはホームページでお知らせします。 

●窓口 

スポーツ振興課 ☎☎４４５５７７－－２２４４２２１１ 

 

浜浜松松市市発発達達医医療療総総合合福福祉祉セセンンタターー体体育育館館・・温温水水ププーールル  

●体育館 

３１．５ｍ×２１ｍ 

●温水プール 

プール大 １５ｍ×７ｍ 水深９０ｃｍ  プール小 ５ｍ×３ｍ 水深３０ｃｍ 

（採暖室・更衣室・家族更衣室・シャワー） 

●開放日時・内容等 

・体育館 

バトミントン、卓球、ソフトバレーボール、バスケットボールなど 

大人・子供  

水曜日１３：００～１６：００ 

・温水プール 

大人・子供  

月曜日１３：００～１７：００ 

水曜日１３：００～１７：００ 

金曜日１３：００～１６：００ 

●所在地  

浜名区高薗７７５番地の１ 

●利用の留意点 

・対象はいずれも障がいのある人または障がいのある児童です。 

・施設運営の関係で開放日時が変更になることがあります。 

・利用にあたりお願いしたい事項がありますので必ず事前に連絡をしてください。 

・団体の場合、利用については直接連絡してください。 

●窓口 

代代表表  ☎☎５５８８６６－－８８８８００００  

直直通通 ☎☎５５８８６６－－８８８８５５６６（不在の時もあります） 
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浜浜松松市市公公式式 LLIINNEE アアカカウウンントトにによよるる防防災災情情報報のの配配信信    身身     

浜松市公式 LINE アカウントから、緊急情報や防災行政無線で配信している地域の情報を配信するサ

ービスです。 

（登録は無料ですが、通信費はご利用者の負担となります。） 

   

●登録方法 

・方法１ 浜松市公式ホームページからアクセスする場合 

浜松市公式 LINE アカウント「しゃんべぇ情報局」のページにアクセスし「友だち追加」ボタンを押

す。 

（浜松市公式ホームページのサイト内検索で「しゃんべぇ」と検索し、一番上に表示されたリンク先

からアクセスできます。） 

 

・方法２ 二次元コードからアクセスする場合 

右の「登録用二次元コード」を読み込み、「追加」ボタンを押す。 

 

 

●設定方法 

① 浜松市公式 LINE のトークを開き、画面下部の「メニュー」から「防災情報」を選択する。 

② 「配信情報設定」を選択する。 

③ 配信を希望する情報カテゴリ・地域を選択する。 

④ 「確認」を選択し、登録内容に問題なければ「保存する」を選択する。 

 

●問合せ先 

    危機管理課    ☎☎  ４４５５７７－－２２５５３３７７  

メメーールル  bboossaaii@@cciittyy..hhaammaammaattssuu..sshhiizzuuookkaa..jjpp  

ＦＦＡＡＸＸ  ４４５５７７－－２２５５３３００ 
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浜浜松松市市メメーールル１１１１９９シシスステテムム  

携帯電話などから電子メールで、火災や救急の通報ができます。（登録が必要です。登

録は無料ですが、通信費はご利用者の負担となります。） 

●利用できる場所 
浜松市内 

●利用できる人 
浜松市内に居住、通勤及び通学していて聴覚、音声・言語機能の障がいまたは呼吸系疾患などによ

り、音声による１１９番通報に不安がある人で利用の申込みをされた人 

●申込の窓口 
消防局情報指令課、障害保健福祉課、各福祉事業所社会福祉課 

（天竜区については、協働センターでも受付ができます。） 

  浜松市公式ホームページに利用案内、申込書、申込記入例が掲載されています。 

●問合せ先 
消防局情報指令課  ☎☎    ４４７７５５－－７７５５５５１１  

                  メメーールル  hhffddjjoohhoo@@cciittyy..hhaammaammaattssuu..sshhiizzuuookkaa..jjpp  

                                      FFAAXX      ００５５００－－３３５５３３７７－－９９００５５３３ 

  

浜浜松松市市 NNeett１１１１９９緊緊急急通通報報シシスステテムム（（NNeett１１１１９９））  

スマートフォンなどからインターネットを利用して、火災や救急の通報ができます。（登録が必要で

す。登録は無料ですが、通信費はご利用者の負担となります。） 

●利用できる場所 
浜松市内 

●利用できる人 
浜松市内に居住、通勤及び通学していて聴覚、音声・言語機能の障がいまたは呼吸系の疾患などに

より、音声による１１９番通報に不安がある人で利用の申込みをされた人 

●登録方法 
インターネットまたは申込書から登録ができます。 

インターネットで登録する場合 

① 二次元コードから空メールを送信 

※二次元コードが読み取れない場合（r.hamamatsu@net119.speecan.jp）宛てに、空メールを送

ってください。 

② 申請用ＵＲＬが記載されたメールが届く 

③ ＵＲＬをクリックして利用申請をする 

④ 消防局が申請内容を確認する 

⑤ 登録完了（ＩＤ／パスワードが記載されたメールが届く） 

  ※申込書から登録する場合は、申込書に必要事項を記入し、申込窓口へ提出してくだ

さい。数日後にＩＤ／パスワードが記載されたメールが届きます。 

●申込窓口 
消防局情報指令課、消防署及び出張所、障害保健福祉課、各福祉事業所社会福祉課 

  浜松市公式ホームページに利用案内、申込書、申込記入例が掲載されています。 

●問合せ先 
消防局情報指令課  ☎☎    ４４７７５５－－７７５５５５１１  

                              メメーールル  hhffddjjoohhoo@@cciittyy..hhaammaammaattssuu..sshhiizzuuookkaa..jjpp  

                                                  FFAAXX      ００５５００－－３３５５３３７７－－９９００５５３３ 
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浜浜松松市市公公式式 LLIINNEE アアカカウウンントトにによよるる防防災災情情報報のの配配信信    身身     

浜松市公式 LINE アカウントから、緊急情報や防災行政無線で配信している地域の情報を配信するサ

ービスです。 

（登録は無料ですが、通信費はご利用者の負担となります。） 

   

●登録方法 

・方法１ 浜松市公式ホームページからアクセスする場合 

浜松市公式 LINE アカウント「しゃんべぇ情報局」のページにアクセスし「友だち追加」ボタンを押

す。 

（浜松市公式ホームページのサイト内検索で「しゃんべぇ」と検索し、一番上に表示されたリンク先

からアクセスできます。） 

 

・方法２ 二次元コードからアクセスする場合 

右の「登録用二次元コード」を読み込み、「追加」ボタンを押す。 

 

 

●設定方法 

① 浜松市公式 LINE のトークを開き、画面下部の「メニュー」から「防災情報」を選択する。 

② 「配信情報設定」を選択する。 

③ 配信を希望する情報カテゴリ・地域を選択する。 

④ 「確認」を選択し、登録内容に問題なければ「保存する」を選択する。 

 

●問合せ先 

    危機管理課    ☎☎  ４４５５７７－－２２５５３３７７  

メメーールル  bboossaaii@@cciittyy..hhaammaammaattssuu..sshhiizzuuookkaa..jjpp  

ＦＦＡＡＸＸ  ４４５５７７－－２２５５３３００ 
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浜浜松松市市メメーールル１１１１９９シシスステテムム  

携帯電話などから電子メールで、火災や救急の通報ができます。（登録が必要です。登

録は無料ですが、通信費はご利用者の負担となります。） 

●利用できる場所 
浜松市内 

●利用できる人 
浜松市内に居住、通勤及び通学していて聴覚、音声・言語機能の障がいまたは呼吸系疾患などによ

り、音声による１１９番通報に不安がある人で利用の申込みをされた人 

●申込の窓口 
消防局情報指令課、障害保健福祉課、各福祉事業所社会福祉課 

（天竜区については、協働センターでも受付ができます。） 

  浜松市公式ホームページに利用案内、申込書、申込記入例が掲載されています。 

●問合せ先 
消防局情報指令課  ☎☎    ４４７７５５－－７７５５５５１１  

                  メメーールル  hhffddjjoohhoo@@cciittyy..hhaammaammaattssuu..sshhiizzuuookkaa..jjpp  

                                      FFAAXX      ００５５００－－３３５５３３７７－－９９００５５３３ 

  

浜浜松松市市 NNeett１１１１９９緊緊急急通通報報シシスステテムム（（NNeett１１１１９９））  

スマートフォンなどからインターネットを利用して、火災や救急の通報ができます。（登録が必要で

す。登録は無料ですが、通信費はご利用者の負担となります。） 

●利用できる場所 
浜松市内 

●利用できる人 
浜松市内に居住、通勤及び通学していて聴覚、音声・言語機能の障がいまたは呼吸系の疾患などに

より、音声による１１９番通報に不安がある人で利用の申込みをされた人 

●登録方法 
インターネットまたは申込書から登録ができます。 

インターネットで登録する場合 

① 二次元コードから空メールを送信 

※二次元コードが読み取れない場合（r.hamamatsu@net119.speecan.jp）宛てに、空メールを送

ってください。 

② 申請用ＵＲＬが記載されたメールが届く 

③ ＵＲＬをクリックして利用申請をする 

④ 消防局が申請内容を確認する 

⑤ 登録完了（ＩＤ／パスワードが記載されたメールが届く） 

  ※申込書から登録する場合は、申込書に必要事項を記入し、申込窓口へ提出してくだ

さい。数日後にＩＤ／パスワードが記載されたメールが届きます。 

●申込窓口 
消防局情報指令課、消防署及び出張所、障害保健福祉課、各福祉事業所社会福祉課 

  浜松市公式ホームページに利用案内、申込書、申込記入例が掲載されています。 

●問合せ先 
消防局情報指令課  ☎☎    ４４７７５５－－７７５５５５１１  

                              メメーールル  hhffddjjoohhoo@@cciittyy..hhaammaammaattssuu..sshhiizzuuookkaa..jjpp  

                                                  FFAAXX      ００５５００－－３３５５３３７７－－９９００５５３３ 
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手手話話奉奉仕仕員員養養成成講講座座  

手話を通して、聴覚に障がいのある人への理解を深めるため、また手話通訳者を養成するため手話の

理論と実技について講習会を開催します。 

※会場、時期など詳細は「広報はままつ」でお知らせします。 

 

●対象者 
初めて手話を学ぶ人と将来手話通訳者を目指したい人 

 

●講習期間 
４月中旬～翌年２月下旬ごろまでの４６回コース 

 

●窓口 
障害保健福祉課 ☎☎４４５５７７－－２２８８６６４４ 

  

要要約約筆筆記記者者養養成成講講座座  

要約筆記の理論と実践について講座を開催します。定員２０人 

※時期など詳しいことは「広報はままつ」でお知らせします。 

 

●対象者 
中途失聴・難聴者のコミュニケーションに関心のある人 

 

●講習期間 
前期…４４時間 

後期…４８時間（前期修了者が引き続き後期を受講） 

前期・後期と１年ごとの開催 
 
●窓口 

障害保健福祉課  ☎☎４４５５７７－－２２８８６６４４  

  

税税情情報報等等のの通通知知文文情情報報をを点点字字ななどどででおおししららせせ    身身   

税情報等の市役所からの通知文書の一部を点字又は拡大文字で作成し、送ります。 

●対象者 
浜松市に住所を有する視覚に障がいのある人で、点字や拡大文字での通知の送付を希望する人 
※ただし、申請の翌年度からの対応となります。 

●費用の負担 
無料 

●手続 
公文書点字・拡大文字サービス利用申請書を窓口に提出してください。 

●問合せ先 
障害保健福祉課 ☎☎４４５５７７－－２２８８６６４４ 

※点字、拡大文字で対応できる文書についてはお問合せください。 

●申込の窓口 
障害保健福祉課、各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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浜浜松松市市防防災災ホホッッととメメーールル    身身     

事前に登録されたメールアドレス宛に緊急情報、地域情報、気象情報などを配信する

サービスです。 

（登録は無料ですが、通信費はご利用者の負担となります。登録案内の「利用規約」をご

確認ください。） 

   

●登録方法 
・方法１ 二次元コードからアクセスする場合 

① 右の「登録用二次元コード」を読み取り、「浜松市防災ホッとメール」の 

ページにアクセスする。 

② 登録方法の文中にある「登録案内ページ」のリンクにアクセスする。 

③ リンク先ページから「空メールを送信する」をクリックするとメール 

アプリが起動するので、そのまま送信する。 

④ 「登録案内」のメールが返信されてきたら、本文に記載のＵＲＬにアクセスして利用規約に同

意し、配信カテゴリを選択して、登録する。 

 

・方法２ 空メールを送信する場合 

① 空メール用アドレス”t-hamamatsu@sg-p.jp”に件名、内容を入力せずに送信する。 

② 「登録案内」のメールが返信されてきたら、本文に記載のＵＲＬにアクセスして利用規約に同

意し、配信カテゴリを選択して、登録する。 

 

●問合せ先 
  コールセンター      ☎☎  00557700－－778833－－777733  

  危機管理課         ☎☎    ４４５５７７－－２２５５３３７７  

メメーールル    bboossaaii@@cciittyy..hhaammaammaattssuu..sshhiizzuuookkaa..jjpp  

ＦＦＡＡＸＸ  ４４５５７７－－２２５５３３００  

 

すすぐぐメメーールルププララスス（（災災害害情情報報ＦＦＡＡＸＸ送送信信））    身身       

災害時における聴覚に障がいのある人などへ情報提供を行うために、「浜松市防災ホッとメール」の配

信と併せてファクスによる情報発信を行います。 

●対象者 

聴覚又は音声言語の身体障害者手帳を持っている人 

●送信内容 
台風の事前注意喚起 

避難情報(高齢者等避難・避難指示・緊急安全確保) 

緊急避難場所の開設/閉鎖情報            など 

※配信を希望する地域を選択できます。 

●費用の負担 
無料 

●登録方法 
すぐメールプラス利用申込書により申込してください。 

●窓口 
各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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手手話話奉奉仕仕員員養養成成講講座座  

手話を通して、聴覚に障がいのある人への理解を深めるため、また手話通訳者を養成するため手話の

理論と実技について講習会を開催します。 

※会場、時期など詳細は「広報はままつ」でお知らせします。 

 

●対象者 
初めて手話を学ぶ人と将来手話通訳者を目指したい人 

 

●講習期間 
４月中旬～翌年２月下旬ごろまでの４６回コース 

 

●窓口 
障害保健福祉課 ☎☎４４５５７７－－２２８８６６４４ 

  

要要約約筆筆記記者者養養成成講講座座  

要約筆記の理論と実践について講座を開催します。定員２０人 

※時期など詳しいことは「広報はままつ」でお知らせします。 

 

●対象者 
中途失聴・難聴者のコミュニケーションに関心のある人 

 

●講習期間 
前期…４４時間 

後期…４８時間（前期修了者が引き続き後期を受講） 

前期・後期と１年ごとの開催 
 
●窓口 

障害保健福祉課  ☎☎４４５５７７－－２２８８６６４４  

  

税税情情報報等等のの通通知知文文情情報報をを点点字字ななどどででおおししららせせ    身身   

税情報等の市役所からの通知文書の一部を点字又は拡大文字で作成し、送ります。 

●対象者 
浜松市に住所を有する視覚に障がいのある人で、点字や拡大文字での通知の送付を希望する人 
※ただし、申請の翌年度からの対応となります。 

●費用の負担 
無料 

●手続 
公文書点字・拡大文字サービス利用申請書を窓口に提出してください。 

●問合せ先 
障害保健福祉課 ☎☎４４５５７７－－２２８８６６４４ 

※点字、拡大文字で対応できる文書についてはお問合せください。 

●申込の窓口 
障害保健福祉課、各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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浜浜松松市市防防災災ホホッッととメメーールル    身身     

事前に登録されたメールアドレス宛に緊急情報、地域情報、気象情報などを配信する

サービスです。 

（登録は無料ですが、通信費はご利用者の負担となります。登録案内の「利用規約」をご

確認ください。） 

   

●登録方法 
・方法１ 二次元コードからアクセスする場合 

① 右の「登録用二次元コード」を読み取り、「浜松市防災ホッとメール」の 

ページにアクセスする。 

② 登録方法の文中にある「登録案内ページ」のリンクにアクセスする。 

③ リンク先ページから「空メールを送信する」をクリックするとメール 

アプリが起動するので、そのまま送信する。 

④ 「登録案内」のメールが返信されてきたら、本文に記載のＵＲＬにアクセスして利用規約に同

意し、配信カテゴリを選択して、登録する。 

 

・方法２ 空メールを送信する場合 

① 空メール用アドレス”t-hamamatsu@sg-p.jp”に件名、内容を入力せずに送信する。 

② 「登録案内」のメールが返信されてきたら、本文に記載のＵＲＬにアクセスして利用規約に同

意し、配信カテゴリを選択して、登録する。 

 

●問合せ先 
  コールセンター      ☎☎  00557700－－778833－－777733  

  危機管理課         ☎☎    ４４５５７７－－２２５５３３７７  

メメーールル    bboossaaii@@cciittyy..hhaammaammaattssuu..sshhiizzuuookkaa..jjpp  

ＦＦＡＡＸＸ  ４４５５７７－－２２５５３３００  

 

すすぐぐメメーールルププララスス（（災災害害情情報報ＦＦＡＡＸＸ送送信信））    身身       

災害時における聴覚に障がいのある人などへ情報提供を行うために、「浜松市防災ホッとメール」の配

信と併せてファクスによる情報発信を行います。 

●対象者 

聴覚又は音声言語の身体障害者手帳を持っている人 

●送信内容 
台風の事前注意喚起 

避難情報(高齢者等避難・避難指示・緊急安全確保) 

緊急避難場所の開設/閉鎖情報            など 

※配信を希望する地域を選択できます。 

●費用の負担 
無料 

●登録方法 
すぐメールプラス利用申込書により申込してください。 

●窓口 
各福祉事業所社会福祉課（裏表紙に記載） 
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障障害害者者福福祉祉施施設設・・学学校校一一覧覧・・そそのの他他資資料料  
 

浜浜松松市市発発達達医医療療総総合合福福祉祉セセンンタターー（（ははままままつつ友友愛愛ののささとと））    

〒４３４－００２３ 浜名区高薗７７５番地の１ ☎☎５５８８６６－－８８８８００００ 
●相談支援事業所「シグナル」 

指定児童相談支援及び指定特定相談支援の指定を受け、障がい福祉サービス等を利用する障がい

児（者）及びその家族を対象に、自立した地域生活を営むことができるよう、専門知識を有する多

職種を配置し、相談支援を行います。 

また、友愛のさと診療所をはじめ、友愛のさとの各施設を利用するときの相談と支援を行います。 

 

●地域活動支援センター「オルゴール」定員１５人 

地域にお住まいの、就労が困難な障がいのある人に対し、創作的活動や社会体験などを通して利用

者が自立した社会生活を営むことができるように支援する施設です。 

 

●身体障害者福祉センター 
主に身体に障がいのある人を対象に各種講座を開催するほか、障害者団体やボランティア等の福祉

活動に対して､その活動の場を提供します。 

 

●友愛のさと診療所（ＰＰ５５４４参参照照） 
乳幼児から学童期を中心に発達障がいや、心身障がい等保育、教育に配慮を要する児童等を対象に、

小児科・精神科・整形外科、眼科、耳鼻いんこう科の診療を行います。医療的ケアの必要な重症心身

障がい児・者等を対象に医療型特定短期入所事業を行い、また、在宅での医療的ケア、リハビリテー

ションが必要な人に対しては、訪問診療、訪問リハビリテーションを行います。 

 

●療育センター 
発達障がい児、心身障がい児及び保育、教育に配慮を要する乳幼児・児童等を対象に、理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床心理士が専門性を活かし包括的な支援を行います。また、

地域の保育・教育・福祉施設への支援も行います。 

さらに、親子でのあそび場の提供と発達や育児などの相談ができる場として、親子交流あそび場 

事業「うずらちゃん広場」を実施しています。 

 

●児童発達支援センター「ひまわり」定員８０人 

心身に発達の遅れがある就学前の幼児を対象に、毎日単独通園、単独併行通園及び就園前の親子グ

ループ、幼稚園・保育園等との併行通園グループを実施し、発達支援と子育て支援を行う施設です。

また、居宅訪問型の発達支援も実施しています。 

さらに、幼稚園・保育園・学校等へ通う発達に課題のある子ども達への支援を行う「保育所等訪問

支援事業」並びに、保育園・幼稚園等からの依頼により専門職を派遣して、技術支援や助言等を行う

「保育所等巡回支援事業」を行い、保育・教育の場への支援を行います。 

 

●生活介護・就労継続支援施設「かがやき」定員：生活介護４０人、就労継続支援１０人 
主に知的障がいのある人を対象に、身辺自立支援、創作的活動、社会体験活動、生産活動及び就労

の機会の提供を行い､日々の生活の充実と自立した日常生活を目的とする施設です。 

 

●就労継続支援施設「はばたき」定員２０人 

主に身体に障がいのある人（医療的ケアを含む）を対象に、自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動等を行う施設です。 

 

●障害者生活介護施設「ふれんず」定員２０人 

主に身体に障がいのある人（医療的ケアを含む）を対象に、創作的活動や生活援 

助等の支援を行い、自立と生きがいを高め、社会参加を目指す施設です。 
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広広報報ははままままつつのの「「点点字字版版」」「「声声のの広広報報」」のの発発行行  

点 字 版：点字を読むことができる市内に住む視覚などに障がいのある人を対象に郵送します。 

声の広報：広報はままつをボランティア団体（かたりべの会）がＣＤに吹き込み、希望者に配布してい

ます。 

 

●対象者 
視覚などに障がいのある人 

●窓口 
点 字 版：浜松市役所広聴広報課       ☎☎４４５５７７－－２２００２２１１ 

声の広報：浜松市役所広聴広報課       ☎☎４４５５７７－－２２００２２１１  

          声のライブラリー（かたりべの会） ☎☎４４７７４４－－１１７７３３６６ 
 
 

ははままままつつ市市議議会会だだよよりりのの「「点点字字版版」」「「声声のの市市議議会会だだよよりり」」のの発発行行  

点 字 版：点字を読むことができる市内に住む視覚などに障がいのある人を対象に郵送します。 

声の市議会だより：はままつ市議会だよりをボランティア団体（かたりべの会）がＣＤに吹き込み、希

望者に配布しています。 

 

●対象者 

 視覚などに障がいのある人 

 

●窓口 

浜松市役所調査法制課       ☎☎４４５５７７－－２２５５１１３３ 

声のライブラリー（かたりべの会） ☎☎４４７７４４－－１１７７３３６６ 

 

録録音音図図書書（（デデイイジジーー・・テテーーププ））・・点点字字図図書書のの貸貸出出  

●対象者 

視覚等に障がいがあり、活字のままでは本を利用できない人。 

＊身体障害者手帳・医師の診断書等が必要です。 

 

●内容 

録音図書（デイジー・テープ）・点字図書の貸出、製作のリクエスト受付、デイジー図書再生機器の

貸出、朗読サービス 

＊市外の図書館にある録音図書・点字図書も取り寄せることができます。 

 

●窓口 

声のライブラリー ☎☎４４７７４４－－１１７７３３６６ 

浜松市城北図書館 ☎☎４４７７４４－－１１７７２２５５  
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障障害害者者福福祉祉施施設設・・学学校校一一覧覧・・そそのの他他資資料料  
 

浜浜松松市市発発達達医医療療総総合合福福祉祉セセンンタターー（（ははままままつつ友友愛愛ののささとと））    

〒４３４－００２３ 浜名区高薗７７５番地の１ ☎☎５５８８６６－－８８８８００００ 
●相談支援事業所「シグナル」 

指定児童相談支援及び指定特定相談支援の指定を受け、障がい福祉サービス等を利用する障がい

児（者）及びその家族を対象に、自立した地域生活を営むことができるよう、専門知識を有する多

職種を配置し、相談支援を行います。 

また、友愛のさと診療所をはじめ、友愛のさとの各施設を利用するときの相談と支援を行います。 

 

●地域活動支援センター「オルゴール」定員１５人 

地域にお住まいの、就労が困難な障がいのある人に対し、創作的活動や社会体験などを通して利用

者が自立した社会生活を営むことができるように支援する施設です。 

 

●身体障害者福祉センター 
主に身体に障がいのある人を対象に各種講座を開催するほか、障害者団体やボランティア等の福祉

活動に対して､その活動の場を提供します。 

 

●友愛のさと診療所（ＰＰ５５４４参参照照） 
乳幼児から学童期を中心に発達障がいや、心身障がい等保育、教育に配慮を要する児童等を対象に、

小児科・精神科・整形外科、眼科、耳鼻いんこう科の診療を行います。医療的ケアの必要な重症心身

障がい児・者等を対象に医療型特定短期入所事業を行い、また、在宅での医療的ケア、リハビリテー

ションが必要な人に対しては、訪問診療、訪問リハビリテーションを行います。 

 

●療育センター 
発達障がい児、心身障がい児及び保育、教育に配慮を要する乳幼児・児童等を対象に、理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床心理士が専門性を活かし包括的な支援を行います。また、

地域の保育・教育・福祉施設への支援も行います。 

さらに、親子でのあそび場の提供と発達や育児などの相談ができる場として、親子交流あそび場 

事業「うずらちゃん広場」を実施しています。 

 

●児童発達支援センター「ひまわり」定員８０人 

心身に発達の遅れがある就学前の幼児を対象に、毎日単独通園、単独併行通園及び就園前の親子グ

ループ、幼稚園・保育園等との併行通園グループを実施し、発達支援と子育て支援を行う施設です。

また、居宅訪問型の発達支援も実施しています。 

さらに、幼稚園・保育園・学校等へ通う発達に課題のある子ども達への支援を行う「保育所等訪問

支援事業」並びに、保育園・幼稚園等からの依頼により専門職を派遣して、技術支援や助言等を行う

「保育所等巡回支援事業」を行い、保育・教育の場への支援を行います。 

 

●生活介護・就労継続支援施設「かがやき」定員：生活介護４０人、就労継続支援１０人 
主に知的障がいのある人を対象に、身辺自立支援、創作的活動、社会体験活動、生産活動及び就労

の機会の提供を行い､日々の生活の充実と自立した日常生活を目的とする施設です。 

 

●就労継続支援施設「はばたき」定員２０人 

主に身体に障がいのある人（医療的ケアを含む）を対象に、自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう、就労の機会を提供するとともに、生産活動等を行う施設です。 

 

●障害者生活介護施設「ふれんず」定員２０人 

主に身体に障がいのある人（医療的ケアを含む）を対象に、創作的活動や生活援 

助等の支援を行い、自立と生きがいを高め、社会参加を目指す施設です。 
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広広報報ははままままつつのの「「点点字字版版」」「「声声のの広広報報」」のの発発行行  

点 字 版：点字を読むことができる市内に住む視覚などに障がいのある人を対象に郵送します。 

声の広報：広報はままつをボランティア団体（かたりべの会）がＣＤに吹き込み、希望者に配布してい

ます。 

 

●対象者 
視覚などに障がいのある人 

●窓口 
点 字 版：浜松市役所広聴広報課       ☎☎４４５５７７－－２２００２２１１ 

声の広報：浜松市役所広聴広報課       ☎☎４４５５７７－－２２００２２１１  

          声のライブラリー（かたりべの会） ☎☎４４７７４４－－１１７７３３６６ 
 
 

ははままままつつ市市議議会会だだよよりりのの「「点点字字版版」」「「声声のの市市議議会会だだよよりり」」のの発発行行  

点 字 版：点字を読むことができる市内に住む視覚などに障がいのある人を対象に郵送します。 

声の市議会だより：はままつ市議会だよりをボランティア団体（かたりべの会）がＣＤに吹き込み、希

望者に配布しています。 

 

●対象者 

 視覚などに障がいのある人 

 

●窓口 

浜松市役所調査法制課       ☎☎４４５５７７－－２２５５１１３３ 

声のライブラリー（かたりべの会） ☎☎４４７７４４－－１１７７３３６６ 

 

録録音音図図書書（（デデイイジジーー・・テテーーププ））・・点点字字図図書書のの貸貸出出  

●対象者 

視覚等に障がいがあり、活字のままでは本を利用できない人。 

＊身体障害者手帳・医師の診断書等が必要です。 

 

●内容 

録音図書（デイジー・テープ）・点字図書の貸出、製作のリクエスト受付、デイジー図書再生機器の

貸出、朗読サービス 

＊市外の図書館にある録音図書・点字図書も取り寄せることができます。 

 

●窓口 

声のライブラリー ☎☎４４７７４４－－１１７７３３６６ 

浜松市城北図書館 ☎☎４４７７４４－－１１７７２２５５  
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特特別別支支援援学学校校  

障がいのある子供が学ぶ学校で、基本的には教育課程に準じた学習をしますが、将来の社会自立に向

けて障がいの特性に応じた教育も行っています。 

 

障がい種 学 校 名 住 所 連絡先（電話） 

視 覚 障 害 
静岡県立 

浜松視覚特別支援学校 
中央区葵西五丁目 9 番１号 ☎436－1261 

聴 覚 障 害 
静岡県立 

浜松聴覚特別支援学校 
中央区幸三丁目 25 番 1 号 ☎471－8197 

知 的 障 害 

静岡県立 

浜松特別支援学校 
中央区江之島町 1266 番地の 2 ☎425－7461 

静岡県立浜松特別支援学校 

城北分校（高等部） 
中央区住吉五丁目 16 番 1 号 ☎415－9061 

静岡県立 

浜松みをつくし特別支援学校 
浜名区細江町広岡 1 番地 ☎424－5890 

知 的 障 害 

（肢体重複） 

静岡県立 

浜北特別支援学校 
浜名区西中瀬二丁目 3 番 1 号 ☎580－3377 

静岡県立 

浜名特別支援学校 
湖西市新居町浜名 1855 番地の 71 ☎594－5658 

肢 体 不 自 由 
静岡県立 

西部特別支援学校 
中央区根洗町 597 番地の 1 ☎436－1370 

病   弱 ※ 
静岡県立 

天竜特別支援学校 
天竜区渡ケ島 201 番地の 2 ☎926－2255 

※天竜特別支援学校は、他障がい種の学校と異なり、天竜病院に入院または通院している児童生徒に 

入学が限定されています。 

 

ボボラランンテティィアアググルルーーププのの紹紹介介  

ボランティアに関する各種の相談・支援を行っています。活動内容として、地域における福祉活動を

はじめ、障がいのある人に関わることや福祉施設等への訪問活動などがあります。 

 

●対象者 

ボランティアに関心のある人 

●窓口 

詳細については浜松市社会福祉協議会までお問合せください。 

浜松市ボランティアセンター ☎４５７－７０１１ 

浜松地区センター ☎４５３－０５５３   東事務所     ☎４２２－３７３７ 

西地区センター  ☎５９６－１７３０   北地区センター  ☎５２７－２９４１ 

浜北地区センター ☎５８６－４４９９   天竜地区センター ☎９２６－０３２２ 
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関関係係機機関関連連絡絡先先  

 

浜松市役所健康増進課 ☎453－6125 〒432－8550 中央区鴨江二丁目 11 番 2 号 

静岡県西部健康福祉センター ☎0538－37－2243 〒438－8622 磐田市見付 3599 番地の 4 

浜松市児童相談所 ☎457－2703 〒430－0929 中央区中央一丁目 12 番 1 号 

静岡県浜松総合庁舎 4階 

浜松市障害者更生相談所 ☎457－2707 〒430－0929 中央区中央一丁目 12 番 1 号 

静岡県浜松総合庁舎 4階 

浜松市精神保健福祉センター ☎457－2709 〒430－0929 中央区中央一丁目 12 番 1 号 

静岡県浜松総合庁舎 4階 

 

●年金 

浜松市役所国保年金課 ☎457－2637 〒430－8652 中央区元城町 103 番地の 2 

浜松西年金事務所 ☎456－8511（代） 〒432－8015 中央区高町 302 番地の 1 

浜松東年金事務所 ☎421－0192（代） 〒435－0013 中央区天龍川町 188 番地 

 

●職業 

公共職業安定所 

（ハローワーク浜松） 
☎457－5158 〒432－8537 中央区浅田町 50 番地の 2 

 

●税金 

浜松市役所市民税課（元目分庁舎） ☎457－2144 〒430－0948 中央区元目町 120 番地の 1 

浜松市役所資産税課（元目分庁舎） ☎457－2157 〒430－0948 中央区元目町 120 番地の 1 

静岡県浜松財務事務所 ☎458－7132 〒430－0929 中央区中央一丁目 12 番 1 号 

浜松西税務署 ☎555－7111（代） 〒430－8585 中央区中央一丁目 12 番 4 号 

浜松東税務署 ☎458－1111（代） 〒430－8667 中央区砂山町 1183 番地 

 

●教育 

浜松市教育委員会 指導課 ☎457－2411 〒430－0929 中央区中央一丁目 2番 1 号 

イーステージ浜松オフィス棟

5F 

浜松市教育委員会 教育支援課 ☎457－2428 〒430－0929 中央区中央一丁目 2番 1 号 

イーステージ浜松オフィス棟

7F 

●その他 

浜松市社会福祉協議会 ☎453－0580 〒432－8035 中央区成子町 140 番地の 8 

ＮＨＫ静岡放送局営業部 ☎054－654－5200 〒422－8787 静岡市駿河区八幡一丁目 6 番 1 号 
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特特別別支支援援学学校校  

障がいのある子供が学ぶ学校で、基本的には教育課程に準じた学習をしますが、将来の社会自立に向

けて障がいの特性に応じた教育も行っています。 

 

障がい種 学 校 名 住 所 連絡先（電話） 

視 覚 障 害 
静岡県立 

浜松視覚特別支援学校 
中央区葵西五丁目 9 番１号 ☎436－1261 

聴 覚 障 害 
静岡県立 

浜松聴覚特別支援学校 
中央区幸三丁目 25 番 1 号 ☎471－8197 

知 的 障 害 

静岡県立 

浜松特別支援学校 
中央区江之島町 1266 番地の 2 ☎425－7461 

静岡県立浜松特別支援学校 

城北分校（高等部） 
中央区住吉五丁目 16 番 1 号 ☎415－9061 

静岡県立 

浜松みをつくし特別支援学校 
浜名区細江町広岡 1 番地 ☎424－5890 

知 的 障 害 

（肢体重複） 

静岡県立 

浜北特別支援学校 
浜名区西中瀬二丁目 3 番 1 号 ☎580－3377 

静岡県立 

浜名特別支援学校 
湖西市新居町浜名 1855 番地の 71 ☎594－5658 

肢 体 不 自 由 
静岡県立 

西部特別支援学校 
中央区根洗町 597 番地の 1 ☎436－1370 

病   弱 ※ 
静岡県立 

天竜特別支援学校 
天竜区渡ケ島 201 番地の 2 ☎926－2255 

※天竜特別支援学校は、他障がい種の学校と異なり、天竜病院に入院または通院している児童生徒に 

入学が限定されています。 

 

ボボラランンテティィアアググルルーーププのの紹紹介介  

ボランティアに関する各種の相談・支援を行っています。活動内容として、地域における福祉活動を

はじめ、障がいのある人に関わることや福祉施設等への訪問活動などがあります。 

 

●対象者 

ボランティアに関心のある人 

●窓口 

詳細については浜松市社会福祉協議会までお問合せください。 

浜松市ボランティアセンター ☎４５７－７０１１ 

浜松地区センター ☎４５３－０５５３   東事務所     ☎４２２－３７３７ 

西地区センター  ☎５９６－１７３０   北地区センター  ☎５２７－２９４１ 

浜北地区センター ☎５８６－４４９９   天竜地区センター ☎９２６－０３２２ 
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関関係係機機関関連連絡絡先先  

 

浜松市役所健康増進課 ☎453－6125 〒432－8550 中央区鴨江二丁目 11 番 2 号 

静岡県西部健康福祉センター ☎0538－37－2243 〒438－8622 磐田市見付 3599 番地の 4 

浜松市児童相談所 ☎457－2703 〒430－0929 中央区中央一丁目 12 番 1 号 

静岡県浜松総合庁舎 4階 

浜松市障害者更生相談所 ☎457－2707 〒430－0929 中央区中央一丁目 12 番 1 号 

静岡県浜松総合庁舎 4階 

浜松市精神保健福祉センター ☎457－2709 〒430－0929 中央区中央一丁目 12 番 1 号 

静岡県浜松総合庁舎 4階 

 

●年金 

浜松市役所国保年金課 ☎457－2637 〒430－8652 中央区元城町 103 番地の 2 

浜松西年金事務所 ☎456－8511（代） 〒432－8015 中央区高町 302 番地の 1 

浜松東年金事務所 ☎421－0192（代） 〒435－0013 中央区天龍川町 188 番地 

 

●職業 

公共職業安定所 

（ハローワーク浜松） 
☎457－5158 〒432－8537 中央区浅田町 50 番地の 2 

 

●税金 

浜松市役所市民税課（元目分庁舎） ☎457－2144 〒430－0948 中央区元目町 120 番地の 1 

浜松市役所資産税課（元目分庁舎） ☎457－2157 〒430－0948 中央区元目町 120 番地の 1 

静岡県浜松財務事務所 ☎458－7132 〒430－0929 中央区中央一丁目 12 番 1 号 

浜松西税務署 ☎555－7111（代） 〒430－8585 中央区中央一丁目 12 番 4 号 

浜松東税務署 ☎458－1111（代） 〒430－8667 中央区砂山町 1183 番地 

 

●教育 

浜松市教育委員会 指導課 ☎457－2411 〒430－0929 中央区中央一丁目 2番 1 号 

イーステージ浜松オフィス棟

5F 

浜松市教育委員会 教育支援課 ☎457－2428 〒430－0929 中央区中央一丁目 2番 1 号 

イーステージ浜松オフィス棟

7F 

●その他 

浜松市社会福祉協議会 ☎453－0580 〒432－8035 中央区成子町 140 番地の 8 

ＮＨＫ静岡放送局営業部 ☎054－654－5200 〒422－8787 静岡市駿河区八幡一丁目 6 番 1 号 
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令令和和７７年年度度  障障害害者者相相談談員員名名簿簿  
  
  

PP55５５  障障害害者者相相談談員員  参参照照  

担当区 障害種別 氏 名 電話番号 FAX 番号 推薦団体 

中央区 

（西区） 

身体（肢体・内部） 倉橋 千弘 053-592-1596 053-592-1596 浜松市身体障害者福祉協議会 

身体（視覚） 赤堀 奈津子 053-437-2817 053-437-2817 浜松市視覚障害者福祉協会 

身体（聴覚） 笠原 久二子 － 053-485-2380 浜松ろうあ協会 

身体（肢体不自由児） 神田 尚美 070-5256-4502 － 浜松地区肢体不自由児親の会 

知的 山田 公乃 053-448-7165 053-448-7165 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

知的 山下 紀江子 053-592-2560 053-592-2560 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

知的 村松 良子 053-485-5152 － 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

精神 奥村 江身子 090-7304-8823 － 明生会 

 

担当区 障害種別 氏 名 電話番号 FAX 番号 推薦団体 

中央区 

（南区） 

身体（肢体・内部） 兼子 とみ江 053-441-6641 053-441-6641 浜松市身体障害者福祉協議会 

身体（肢体・内部） 水島 秀俊 053-482-9660 － 自立生活センターこねくと 

身体（肢体・内部） 加藤 隆義 090-8672-7926 － 浜松市身体障害者福祉協議会 

身体（視覚） 田中 寛 090-2342-7830 － 浜松市視覚障害者福祉協会 

身体（肢体不自由児） 大庭 直佐己 053-441-6516 053-441-6516 浜松地区肢体不自由児親の会 

知的 百瀨 江利子 053-461-6628 053-461-6628 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

知的 伊藤 幸枝 053-442-9562 053-442-9562 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

精神 鈴木 陽子 053-425-4582 053-425-4582 明生会 

精神 白都 努 090-1294-8128 － 明生会 

精神 久米 一雄 053-464-7116 － 浜松断酒会 

※担当区内の（ ）は区再編前の行政区を表記しています。 

※「肢体・内部」は肢体不自由又は内部障がいのいずれかの障がいを有する 

※担当区に該当する障害種別がない場合は、類似の障害種別又は他担当区の相談員へ相談できます。 
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令令和和７７年年度度  障障害害者者相相談談員員名名簿簿   
  
  

PP55５５  障障害害者者相相談談員員  参参照照  

   
※担当区内の（ ）は区再編前の行政区を表記しています。 

※「肢体・内部」は肢体不自由又は内部障がいのいずれかの障がいを有する 

※担当区に該当する障害種別がない場合は、類似の障害種別又は他担当区の相談員へ相談できます。 

 

 

 

 

  

担当区 障害種別 氏 名 電話番号 FAX 番号 推薦団体 

中央区 

（中区） 

身体（肢体・内部） 佐々木 寛 053-475-6293 053-475-6293 浜松市身体障害者福祉協議会 

身体（肢体・内部） 島﨑 卓洋 053-415-9937 053-415-9937 浜松市身体障害者福祉協議会 

身体（肢体・内部） 杉田 幸太郎 053-473-1962 053-473-1962 浜松市身体障害者福祉協議会 

身体（肢体・内部） 平野 茂雅 090-4083-6072 － 浜松市身体障害者福祉協議会 

身体(視覚) 安松 和男 080-5162-4040 053-456-4052 浜松市視覚障害者福祉協会 

身体（肢体不自由児） 里 あゆ子 053-523-7738 053-523-7738 浜松地区肢体不自由児親の会 

身体（肢体不自由児） 湯澤 照江 053-439-8427 053-439-8427 浜松地区肢体不自由児親の会 

知的 小田 史子 053-472-6650 053-472-6650 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

知的 水﨑 裕久 053-544-9010 053-544-9010 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

知的 高橋 久美子 090-2570-0528 053-475-2729 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

知的 小出 隆司 053-475-0448 053-475-0448 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

精神 石榑 純子 053-453-3972 053-453-3972 明生会 

精神 村松 妙子 090-4229-4910 － 明生会 

 

担当区 障害種別 氏 名 電話番号 FAX 番号 推薦団体 

中央区 

（東区） 

身体（肢体・内部） 石塚 智子 053-464-4363 053-464-4363 自立生活センターこねくと 

身体（視覚） 本田 里治 090-3389-4214 － 浜松市視覚障害者福祉協会 

身体（肢体不自由児） 澤中 加奈枝 053-435-3734 053-435-3734 浜松地区肢体不自由児親の会 

知的 髙林 玲子 053-434-2856 053-433-2408 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

知的 野口 美紀子 053-431-1155 053-431-1155 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

精神 赤池 千明 090-7024-1674 053-420-0826 明生会 

精神 中村 道孝 070-5644-4331 － 浜松断酒会 
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令令和和７７年年度度  障障害害者者相相談談員員名名簿簿  
  
  

PP55５５  障障害害者者相相談談員員  参参照照  

担当区 障害種別 氏 名 電話番号 FAX 番号 推薦団体 

中央区 

（西区） 

身体（肢体・内部） 倉橋 千弘 053-592-1596 053-592-1596 浜松市身体障害者福祉協議会 

身体（視覚） 赤堀 奈津子 053-437-2817 053-437-2817 浜松市視覚障害者福祉協会 

身体（聴覚） 笠原 久二子 － 053-485-2380 浜松ろうあ協会 

身体（肢体不自由児） 神田 尚美 070-5256-4502 － 浜松地区肢体不自由児親の会 

知的 山田 公乃 053-448-7165 053-448-7165 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

知的 山下 紀江子 053-592-2560 053-592-2560 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

知的 村松 良子 053-485-5152 － 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

精神 奥村 江身子 090-7304-8823 － 明生会 

 

担当区 障害種別 氏 名 電話番号 FAX 番号 推薦団体 

中央区 

（南区） 

身体（肢体・内部） 兼子 とみ江 053-441-6641 053-441-6641 浜松市身体障害者福祉協議会 

身体（肢体・内部） 水島 秀俊 053-482-9660 － 自立生活センターこねくと 

身体（肢体・内部） 加藤 隆義 090-8672-7926 － 浜松市身体障害者福祉協議会 

身体（視覚） 田中 寛 090-2342-7830 － 浜松市視覚障害者福祉協会 

身体（肢体不自由児） 大庭 直佐己 053-441-6516 053-441-6516 浜松地区肢体不自由児親の会 

知的 百瀨 江利子 053-461-6628 053-461-6628 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

知的 伊藤 幸枝 053-442-9562 053-442-9562 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

精神 鈴木 陽子 053-425-4582 053-425-4582 明生会 

精神 白都 努 090-1294-8128 － 明生会 

精神 久米 一雄 053-464-7116 － 浜松断酒会 

※担当区内の（ ）は区再編前の行政区を表記しています。 

※「肢体・内部」は肢体不自由又は内部障がいのいずれかの障がいを有する 

※担当区に該当する障害種別がない場合は、類似の障害種別又は他担当区の相談員へ相談できます。 
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PP55５５  障障害害者者相相談談員員  参参照照  

   
※担当区内の（ ）は区再編前の行政区を表記しています。 

※「肢体・内部」は肢体不自由又は内部障がいのいずれかの障がいを有する 

※担当区に該当する障害種別がない場合は、類似の障害種別又は他担当区の相談員へ相談できます。 

 

 

 

 

  

担当区 障害種別 氏 名 電話番号 FAX 番号 推薦団体 

中央区 

（中区） 

身体（肢体・内部） 佐々木 寛 053-475-6293 053-475-6293 浜松市身体障害者福祉協議会 

身体（肢体・内部） 島﨑 卓洋 053-415-9937 053-415-9937 浜松市身体障害者福祉協議会 

身体（肢体・内部） 杉田 幸太郎 053-473-1962 053-473-1962 浜松市身体障害者福祉協議会 

身体（肢体・内部） 平野 茂雅 090-4083-6072 － 浜松市身体障害者福祉協議会 

身体(視覚) 安松 和男 080-5162-4040 053-456-4052 浜松市視覚障害者福祉協会 

身体（肢体不自由児） 里 あゆ子 053-523-7738 053-523-7738 浜松地区肢体不自由児親の会 

身体（肢体不自由児） 湯澤 照江 053-439-8427 053-439-8427 浜松地区肢体不自由児親の会 

知的 小田 史子 053-472-6650 053-472-6650 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

知的 水﨑 裕久 053-544-9010 053-544-9010 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

知的 高橋 久美子 090-2570-0528 053-475-2729 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

知的 小出 隆司 053-475-0448 053-475-0448 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

精神 石榑 純子 053-453-3972 053-453-3972 明生会 

精神 村松 妙子 090-4229-4910 － 明生会 

 

担当区 障害種別 氏 名 電話番号 FAX 番号 推薦団体 

中央区 

（東区） 

身体（肢体・内部） 石塚 智子 053-464-4363 053-464-4363 自立生活センターこねくと 

身体（視覚） 本田 里治 090-3389-4214 － 浜松市視覚障害者福祉協会 

身体（肢体不自由児） 澤中 加奈枝 053-435-3734 053-435-3734 浜松地区肢体不自由児親の会 

知的 髙林 玲子 053-434-2856 053-433-2408 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

知的 野口 美紀子 053-431-1155 053-431-1155 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

精神 赤池 千明 090-7024-1674 053-420-0826 明生会 

精神 中村 道孝 070-5644-4331 － 浜松断酒会 
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令令和和７７年年度度  障障害害者者相相談談員員名名簿簿  
  
  

PP55５５  障障害害者者相相談談員員  参参照照 

  
※「肢体・内部」は肢体不自由又は内部障がいのいずれかの障がいを有する 

※担当区に該当する障害種別がない場合は、類似の障害種別又は他担当区の相談員へ相談できます。 

担当区 障害種別 氏 名 電話番号 FAX 番号 推薦団体 

天竜区 

身体（肢体・内部） 島津 きよ子 053-583-1541 － 浜北身体障害者福祉会 

身体（肢体・内部） 野中 正 053-587-8446 053-587-8446 浜北身体障害者福祉会 

身体（肢体・内部） 萩田 小百合 070-1640-3617 － 自立生活センターこねくと 

身体（視覚） 太田 章 053-588-0024 － 浜北身体障害者福祉会 

身体（視覚） 若林 豊秀 090-8422-9178 － 浜松市視覚障害者福祉協会 

身体（聴覚） 伊藤 行夫 － 053-925-7366 浜松ろうあ協会 

身体（肢体不自由児） 鈴木 志津 053-925-0188 － 浜松地区肢体不自由児親の会 

知的 渥美 伸子 053-925-4666 － 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

知的 杉本 恒司 053-985-0785 053-985-0785 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

知的 守屋 隆夫 053-987-2468 053-987-2468 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

知的 鍬下 しづ子 053-987-1099 － 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

知的 立花 勝男 053-926-3480 053-926-3480 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

精神 𠮷𠮷𠮷𠮷 𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷   𠮷𠮷𠮷𠮷
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令令和和 77 年年度度  障障害害者者相相談談員員名名簿簿  
  
  

PP55５５  障障害害者者相相談談員員  参参照照  

                                      

 

※担当区内の（ ）は区再編前の行政区を表記しています。  

※「肢体・内部」は肢体不自由又は内部障がいのいずれかの障がいを有する 

※担当区に該当する障害種別がない場合は、類似の障害種別又は他担当区の相談員へ相談できます。 

  

担当区 障害種別 氏 名 電話番号 FAX 番号 推薦団体 

浜名区 

（浜北

区） 

身体（肢体・内部） 江間 利夫 090-8735-0614 － 浜北身体障害者福祉会 

身体（肢体・内部） 平野 輝男 053-586-1322 －  浜北身体障害者福祉会 

身体（肢体・内部） 河合 利江 053-588-7615 － 浜北身体障害者福祉会 

身体（視覚） 川合 裕美 053-587-0854 － 浜松市視覚障害者福祉協会 

身体（聴覚） 松野 哲也 － 053-586-1253 浜松ろうあ協会 

身体（肢体不自由児） 村松 真奈美 053-587-4056 － 浜松地区肢体不自由児親の会 

知的 伊藤 基久 053-587-1071 053-587-1071 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

知的 藤井 奈津子 053-569-2089 053-569-2089 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

担当区 障害種別 氏 名 電話番号 FAX 番号 推薦団体 

浜名区 

（北区） 

※三方

原地区

を含む 

身体（肢体・内部） 石田 文男 053-525-0392 053-525-0392 浜松市身体障害者福祉協議会 

身体（肢体・内部） 藤井 登志男 053-526-0082 053-526-0082 浜松市身体障害者福祉協議会 

身体（肢体・内部） 山田 博義 053-526-0130 053-526-0130 浜松市身体障害者福祉協議会 

身体（視覚） 角田 かおる 090-3856-2394 － 浜松市視覚障害者福祉協会 

身体（肢体不自由児） 孕石 敦子 053-523-3567 － 浜松地区肢体不自由児親の会 

知的 藤原 邦弘 053-525-2193 053-525-2193 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

知的 髙柳 公一 053-542-2104 053-542-2104 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

知的 藤木 るみ子 053-428-5593 053-428-5593 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

知的 山田 光弘 053-526-0302 053-526-1303 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

精神 戸田 達也 090-7029-0892 053-543-0019 浜北断酒会 
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令令和和７７年年度度  障障害害者者相相談談員員名名簿簿  
  
  

PP55５５  障障害害者者相相談談員員  参参照照 

  
※「肢体・内部」は肢体不自由又は内部障がいのいずれかの障がいを有する 

※担当区に該当する障害種別がない場合は、類似の障害種別又は他担当区の相談員へ相談できます。 

担当区 障害種別 氏 名 電話番号 FAX 番号 推薦団体 

天竜区 

身体（肢体・内部） 島津 きよ子 053-583-1541 － 浜北身体障害者福祉会 

身体（肢体・内部） 野中 正 053-587-8446 053-587-8446 浜北身体障害者福祉会 

身体（肢体・内部） 萩田 小百合 070-1640-3617 － 自立生活センターこねくと 

身体（視覚） 太田 章 053-588-0024 － 浜北身体障害者福祉会 

身体（視覚） 若林 豊秀 090-8422-9178 － 浜松市視覚障害者福祉協会 

身体（聴覚） 伊藤 行夫 － 053-925-7366 浜松ろうあ協会 

身体（肢体不自由児） 鈴木 志津 053-925-0188 － 浜松地区肢体不自由児親の会 

知的 渥美 伸子 053-925-4666 － 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

知的 杉本 恒司 053-985-0785 053-985-0785 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

知的 守屋 隆夫 053-987-2468 053-987-2468 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

知的 鍬下 しづ子 053-987-1099 － 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

知的 立花 勝男 053-926-3480 053-926-3480 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

精神 𠮷𠮷𠮷𠮷 𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷   𠮷𠮷𠮷𠮷
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令令和和 77 年年度度  障障害害者者相相談談員員名名簿簿  
  
  

PP55５５  障障害害者者相相談談員員  参参照照  

                                      

 

※担当区内の（ ）は区再編前の行政区を表記しています。  

※「肢体・内部」は肢体不自由又は内部障がいのいずれかの障がいを有する 

※担当区に該当する障害種別がない場合は、類似の障害種別又は他担当区の相談員へ相談できます。 

  

担当区 障害種別 氏 名 電話番号 FAX 番号 推薦団体 

浜名区 

（浜北

区） 

身体（肢体・内部） 江間 利夫 090-8735-0614 － 浜北身体障害者福祉会 

身体（肢体・内部） 平野 輝男 053-586-1322 －  浜北身体障害者福祉会 

身体（肢体・内部） 河合 利江 053-588-7615 － 浜北身体障害者福祉会 

身体（視覚） 川合 裕美 053-587-0854 － 浜松市視覚障害者福祉協会 

身体（聴覚） 松野 哲也 － 053-586-1253 浜松ろうあ協会 

身体（肢体不自由児） 村松 真奈美 053-587-4056 － 浜松地区肢体不自由児親の会 

知的 伊藤 基久 053-587-1071 053-587-1071 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

知的 藤井 奈津子 053-569-2089 053-569-2089 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

担当区 障害種別 氏 名 電話番号 FAX 番号 推薦団体 

浜名区 

（北区） 

※三方

原地区

を含む 

身体（肢体・内部） 石田 文男 053-525-0392 053-525-0392 浜松市身体障害者福祉協議会 

身体（肢体・内部） 藤井 登志男 053-526-0082 053-526-0082 浜松市身体障害者福祉協議会 

身体（肢体・内部） 山田 博義 053-526-0130 053-526-0130 浜松市身体障害者福祉協議会 

身体（視覚） 角田 かおる 090-3856-2394 － 浜松市視覚障害者福祉協会 

身体（肢体不自由児） 孕石 敦子 053-523-3567 － 浜松地区肢体不自由児親の会 

知的 藤原 邦弘 053-525-2193 053-525-2193 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

知的 髙柳 公一 053-542-2104 053-542-2104 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

知的 藤木 るみ子 053-428-5593 053-428-5593 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

知的 山田 光弘 053-526-0302 053-526-1303 浜松市浜松手をつなぐ育成会 

精神 戸田 達也 090-7029-0892 053-543-0019 浜北断酒会 
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移移動動支支援援事事業業所所  

●【浜松市のホームページで移動⽀援事業所の⼀覧を確認できます】 
ホーム > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 障がいのある⽅へ > 障害福祉サービス等事業所⼀覧 
（移動⽀援） 
  https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/syoghuku/welfare/obstacle/kyougikai/itiran_25.html 

  

 

 

 

日日中中一一時時支支援援事事業業所所  

●【浜松市のホームページで⽇中⼀時⽀援事業所の⼀覧を確認できます】 
ホーム > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 障がいのある⽅へ > 障害福祉サービス等事業所⼀覧 
（⽇中⼀時⽀援） 

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/syoghuku/welfare/obstacle/kyougikai/itiran_26.html 
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各各施施設設・・事事業業所所一一覧覧  

障障害害福福祉祉ササーービビスス等等事事業業所所 
●【浜松市のホームページで障害福祉サービス等事業所の⼀覧を確認できます】 

ホーム > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 障がいのある⽅へ > 障害福祉サービス等事業所⼀覧
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/syoghuku/welfare/obstacle/kyougikai/itiran.html  

  

  

●【障害福祉サービス等情報検索 WAM NET（ワムネット）で事業所の情報を確認できます】 

  

  

  

  

  

WAM NET（ワムネット）URL 
https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do 

  

  

  

  

精精神神相相談談支支援援事事業業所所((天天竜竜区区内内))    ※主障害欄の空欄は全て(身体・知的・精神・難病)の障害 

事業所名 事業内容 所在地 
ＴＥＬ 

ＦＡＸ 
運営法人 主障害 

ほくえん 相談・訪問支援 天竜区渡ケ島 180 番地の 3 
583-1250 

583-1220 
(福)天竜厚生会 精 

  

障障害害者者就就労労支支援援セセンンタターー（（労労働働政政策策課課））※主障害欄の空欄は全て(身体・知的・精神・難病)の障害  

事業所名 事業内容 所在地 
ＴＥＬ 

ＦＡＸ 
運営法人 主障害 

ふらっと 就労支援相談 中央区中郡町 474 番地 
589-3028 

589-3023 
(医社)至空会  

 

 

 

 

 

WAM NET（ワムネット）とは、福祉・保健・医療に関する制度・施策やそ
の取り組み状況などに関する情報をわかりやすく提供することにより、福祉と
医療を⽀援する総合情報提供サイトです。 
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移移動動支支援援事事業業所所  

●【浜松市のホームページで移動⽀援事業所の⼀覧を確認できます】 
ホーム > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 障がいのある⽅へ > 障害福祉サービス等事業所⼀覧 
（移動⽀援） 
  https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/syoghuku/welfare/obstacle/kyougikai/itiran_25.html 

  

 

 

 

日日中中一一時時支支援援事事業業所所  

●【浜松市のホームページで⽇中⼀時⽀援事業所の⼀覧を確認できます】 
ホーム > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 障がいのある⽅へ > 障害福祉サービス等事業所⼀覧 
（⽇中⼀時⽀援） 

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/syoghuku/welfare/obstacle/kyougikai/itiran_26.html 
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各各施施設設・・事事業業所所一一覧覧  

障障害害福福祉祉ササーービビスス等等事事業業所所 
●【浜松市のホームページで障害福祉サービス等事業所の⼀覧を確認できます】 

ホーム > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 障がいのある⽅へ > 障害福祉サービス等事業所⼀覧
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/syoghuku/welfare/obstacle/kyougikai/itiran.html  

  

  

●【障害福祉サービス等情報検索 WAM NET（ワムネット）で事業所の情報を確認できます】 

  

  

  

  

  

WAM NET（ワムネット）URL 
https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do 

  

  

  

  

精精神神相相談談支支援援事事業業所所((天天竜竜区区内内))    ※主障害欄の空欄は全て(身体・知的・精神・難病)の障害 

事業所名 事業内容 所在地 
ＴＥＬ 

ＦＡＸ 
運営法人 主障害 

ほくえん 相談・訪問支援 天竜区渡ケ島 180 番地の 3 
583-1250 

583-1220 
(福)天竜厚生会 精 

  

障障害害者者就就労労支支援援セセンンタターー（（労労働働政政策策課課））※主障害欄の空欄は全て(身体・知的・精神・難病)の障害  

事業所名 事業内容 所在地 
ＴＥＬ 

ＦＡＸ 
運営法人 主障害 

ふらっと 就労支援相談 中央区中郡町 474 番地 
589-3028 

589-3023 
(医社)至空会  

 

 

 

 

 

WAM NET（ワムネット）とは、福祉・保健・医療に関する制度・施策やそ
の取り組み状況などに関する情報をわかりやすく提供することにより、福祉と
医療を⽀援する総合情報提供サイトです。 
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３３  診診療療所所・・ククリリニニッックク  （順不同） 

名 称 〒 住 所 電話番号 備 考 

メンタルクリニック  
クラルス 

430-0944 
中央区田町315 番地の34  
ウィンズ笠井屋ビル5F 

413-4177  

グリューン 
メンタルクリニック 

430-0929 
中央区中央一丁目 15 番 5 号 
浜松メディカルパークビル 4F 

451-6570  

きぼうのこころクリニック 430-0929 
中央区中央一丁目 15 番 1 号 
クリニックプラザフローラ 

452-7765  

トータルサポートクリニック
浜松 

430-0901 
中央区曳馬二丁目 13 番 32 号 
ST ホーム曳馬 103 号 

545-7012  

楽メンタルクリニック 430-0926 中央区砂山町 330 番地の 11 日総第二ビル 2F 457-8777  

凪こころのクリニック 430-0929 中央区中央三丁目 5 番 20 号 454-7556  

小池神経科 433-8124 中央区泉一丁目 7 番 21 号 472-8102  

もあクリニック 433-8118 中央区高丘西三丁目 45 番 22 号 430-6101  

月照庵クリニック 433-8122 中央区上島二丁目 11 番 15 号 476-1101  

ダダ第 2 クリニック 432-8047 中央区神田町 503 番地 444-5010 デイケア・ナイトケア 

かろみメンタルクリニック 430-0933 
中央区鍛治町 140 番地の 4  
新浜松メディカルビル 2F 

457-7575  

子どものこころの診療所 432-8023 中央区鴨江二丁目 11 番 1 号 452-8080 完全予約制・要紹介状 

静心クリニック 431-3124 中央区半田町 250 番地の 1 435-4556  

山の端メンタルクリニック 431-3125 中央区半田山四丁目 7 番 15 号 431-3000  

きぼうの森クリニック 431-3121 中央区有玉北町 1618 番地の 3 401-7757  

ひまわりメンタルクリニック 435-0048 中央区上西町 1099 番地 411-2626  

葉月クリニック 432-8061 中央区入野町 6018 番地の 1 448-5566  

和恵会クリニック 432-8061 中央区入野町 6413 番地 440-5500  

いしだクリニック 432-8069 中央区志都呂二丁目 38 番 15 号 488-5205  

エールこころのクリニック 432-8001 中央区西山町 1328 番地の 2 424-5577  

中村医院 432-8062 中央区増楽町 825 番地の 1 447-3115  

うえやまメンタルクリニック 430-0814 中央区恩地町 355 番地の 1 589-5153  

よつばメンタルクリニック 433-8112 中央区初生町 325 番地の 1 414-0702  

ぴあクリニック 433-8108 中央区根洗町 537 番地の 2 414-3355  

もくれんクリニック 433-8108 中央区根洗町 1167 番地の 6 430-2525  

友愛のさと診療所 434-0023 浜名区高薗 775 番地の 1 
586-8804（初診） 
586-8801（再診） 

完全予約制 

メンタルクリニック・ダダ 434-0043 浜名区中条 1844 番地 586-8001 デイケア・ナイトケア 

すこやかこころのクリニック 434-0038 浜名区貴布祢 2004 番地 401-5561  

あさぬまクリニック 434-0003 浜名区新原 2915 番地 584-2915  

天竜厚生会第二診療所 431-3492 天竜区渡ケ島 216 番地の 3 583-0022  
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  精精神神科科医医療療機機関関一一覧覧  

 

１１  精精神神科科病病院院  （順不同） 

名 称 〒 住 所 電話番号 備 考 

神経科浜松病院 432-8013 中央区広沢二丁目 56 番 1 号 454-5361 
デイケア・ナイトケア・
ショートケア 

天王病院 435-0052 中央区天王町 1925 番地 421-5885  

三方原病院 432-8063 中央区小沢渡町 2195 番地の 2 448-0622 デイケア・ショートケア 

朝山病院 433-8104 中央区東三方町 476 番地の 1 420-1830 デイケア・ショートケア 

浜北病院 434-0042 浜名区小松 3312 番地 586-4558 デイケア・ショートケア 

遠江病院 434-0012 浜名区中瀬 3832 番地の 1 588-1880  

浜北さくら台病院 434-0006 浜名区四大地 9 番地の 68 582-2311  

磐田原病院 438-0002 磐田市大久保 42 番地の 15 0538-38-0621  

服部病院 438-0026 磐田市西貝塚 3781 番地の 2 0538-32-7121 デイケア 

福田西病院 437-1216 磐田市一色 22 番地 0538-58-1175 デイケア 

川口会病院 436-0043 掛川市大池 680 番地 0537-22-4178 デイケア 

小笠病院 436-0033 掛川市篠場 708 番地 0537-22-2288  

 

２２  精精神神科科ののああるる総総合合病病院院  （順不同） 

名 称 〒 住 所 電話番号 備 考 

遠州病院 430-0929 中央区中央一丁目 1 番 1 号 453-1111 外来 

浜松医療センター 432-8580 中央区富塚町 328 番地 453-7111 外来 

聖隷浜松病院 430-8558 中央区住吉二丁目 12 番 12 号 474-2222 外来 

浜松医科大学医学部附属病院 431-3192 中央区半田山一丁目 20 番 1 号 435-2111 病床有 

浜松労災病院 430-8525 中央区将監町 25 番地 462-1211 外来 

聖隷三方原病院 433-8558 中央区三方原町 3453 番地 436-1251 病床有・デイケア 

浜松赤十字病院 434-8533 浜名区小林 1088 番地の 1 401-1111 外来 

独立行政法人国立病院機構 
天竜病院 

434-8511 浜名区於呂 4201 番地の 2 583-3111 病床有 

浜松市国民健康保険 
佐久間病院 

431-3908 天竜区佐久間町中部 18 番地の 5 965-0054 外来 
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３３  診診療療所所・・ククリリニニッックク  （順不同） 

名 称 〒 住 所 電話番号 備 考 

メンタルクリニック  
クラルス 

430-0944 
中央区田町315 番地の34  
ウィンズ笠井屋ビル5F 

413-4177  

グリューン 
メンタルクリニック 

430-0929 
中央区中央一丁目 15 番 5 号 
浜松メディカルパークビル 4F 

451-6570  

きぼうのこころクリニック 430-0929 
中央区中央一丁目 15 番 1 号 
クリニックプラザフローラ 

452-7765  

トータルサポートクリニック
浜松 

430-0901 
中央区曳馬二丁目 13 番 32 号 
ST ホーム曳馬 103 号 

545-7012  

楽メンタルクリニック 430-0926 中央区砂山町 330 番地の 11 日総第二ビル 2F 457-8777  

凪こころのクリニック 430-0929 中央区中央三丁目 5 番 20 号 454-7556  

小池神経科 433-8124 中央区泉一丁目 7 番 21 号 472-8102  

もあクリニック 433-8118 中央区高丘西三丁目 45 番 22 号 430-6101  

月照庵クリニック 433-8122 中央区上島二丁目 11 番 15 号 476-1101  

ダダ第 2 クリニック 432-8047 中央区神田町 503 番地 444-5010 デイケア・ナイトケア 

かろみメンタルクリニック 430-0933 
中央区鍛治町 140 番地の 4  
新浜松メディカルビル 2F 

457-7575  

子どものこころの診療所 432-8023 中央区鴨江二丁目 11 番 1 号 452-8080 完全予約制・要紹介状 

静心クリニック 431-3124 中央区半田町 250 番地の 1 435-4556  

山の端メンタルクリニック 431-3125 中央区半田山四丁目 7 番 15 号 431-3000  

きぼうの森クリニック 431-3121 中央区有玉北町 1618 番地の 3 401-7757  

ひまわりメンタルクリニック 435-0048 中央区上西町 1099 番地 411-2626  

葉月クリニック 432-8061 中央区入野町 6018 番地の 1 448-5566  

和恵会クリニック 432-8061 中央区入野町 6413 番地 440-5500  

いしだクリニック 432-8069 中央区志都呂二丁目 38 番 15 号 488-5205  

エールこころのクリニック 432-8001 中央区西山町 1328 番地の 2 424-5577  

中村医院 432-8062 中央区増楽町 825 番地の 1 447-3115  

うえやまメンタルクリニック 430-0814 中央区恩地町 355 番地の 1 589-5153  

よつばメンタルクリニック 433-8112 中央区初生町 325 番地の 1 414-0702  

ぴあクリニック 433-8108 中央区根洗町 537 番地の 2 414-3355  

もくれんクリニック 433-8108 中央区根洗町 1167 番地の 6 430-2525  

友愛のさと診療所 434-0023 浜名区高薗 775 番地の 1 
586-8804（初診） 
586-8801（再診） 

完全予約制 

メンタルクリニック・ダダ 434-0043 浜名区中条 1844 番地 586-8001 デイケア・ナイトケア 

すこやかこころのクリニック 434-0038 浜名区貴布祢 2004 番地 401-5561  

あさぬまクリニック 434-0003 浜名区新原 2915 番地 584-2915  

天竜厚生会第二診療所 431-3492 天竜区渡ケ島 216 番地の 3 583-0022  
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  精精神神科科医医療療機機関関一一覧覧  

 

１１  精精神神科科病病院院  （順不同） 

名 称 〒 住 所 電話番号 備 考 

神経科浜松病院 432-8013 中央区広沢二丁目 56 番 1 号 454-5361 
デイケア・ナイトケア・
ショートケア 

天王病院 435-0052 中央区天王町 1925 番地 421-5885  

三方原病院 432-8063 中央区小沢渡町 2195 番地の 2 448-0622 デイケア・ショートケア 

朝山病院 433-8104 中央区東三方町 476 番地の 1 420-1830 デイケア・ショートケア 

浜北病院 434-0042 浜名区小松 3312 番地 586-4558 デイケア・ショートケア 

遠江病院 434-0012 浜名区中瀬 3832 番地の 1 588-1880  

浜北さくら台病院 434-0006 浜名区四大地 9 番地の 68 582-2311  

磐田原病院 438-0002 磐田市大久保 42 番地の 15 0538-38-0621  

服部病院 438-0026 磐田市西貝塚 3781 番地の 2 0538-32-7121 デイケア 

福田西病院 437-1216 磐田市一色 22 番地 0538-58-1175 デイケア 

川口会病院 436-0043 掛川市大池 680 番地 0537-22-4178 デイケア 

小笠病院 436-0033 掛川市篠場 708 番地 0537-22-2288  

 

２２  精精神神科科ののああるる総総合合病病院院  （順不同） 

名 称 〒 住 所 電話番号 備 考 

遠州病院 430-0929 中央区中央一丁目 1 番 1 号 453-1111 外来 

浜松医療センター 432-8580 中央区富塚町 328 番地 453-7111 外来 

聖隷浜松病院 430-8558 中央区住吉二丁目 12 番 12 号 474-2222 外来 

浜松医科大学医学部附属病院 431-3192 中央区半田山一丁目 20 番 1 号 435-2111 病床有 

浜松労災病院 430-8525 中央区将監町 25 番地 462-1211 外来 

聖隷三方原病院 433-8558 中央区三方原町 3453 番地 436-1251 病床有・デイケア 

浜松赤十字病院 434-8533 浜名区小林 1088 番地の 1 401-1111 外来 

独立行政法人国立病院機構 
天竜病院 

434-8511 浜名区於呂 4201 番地の 2 583-3111 病床有 

浜松市国民健康保険 
佐久間病院 

431-3908 天竜区佐久間町中部 18 番地の 5 965-0054 外来 
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身身体体障障害害者者障障害害程程度度等等級級表表  ※ 太線枠内が１種 

級 

別 

肢 体 不 自 由 

心  臓 

機能障害 

じ ん 臓 

機能障害 

呼 吸 器 

機能障害 

ぼうこう 

又は直腸 

機能障害 

小  腸 

機能障害 

 

 

免  疫 

機能障害 

 

 

肝  臓 

機能障害 

乳幼児期以前の非進行性の 

脳病変による運動機能障害 

上肢機能 移動機能 

１ 
 

級 

不随意運動・失

調等により上

肢を使用する

日常生活動作

がほとんど不

可能なもの 

不随意運動・失

調等により歩

行が不可能な

もの 

心臓の機能の

障害により自

己の身辺の日

常生活活動が

極度に制限さ

れるもの 

じん臓の機能

の障害により

自己の身辺の

日常生活活動

が極度に制限

されるもの 

呼吸器の機能

の障害により

自己の身辺の

日常生活活動

が極度に制限

されるもの 

ぼうこう又は

直腸の機能の

障害により自

己の身辺の日

常生活活動が

極度に制限さ

れるもの 

小腸の機能の

障害により自

己の身辺の日

常生活活動が

極度に制限さ

れるもの 

ヒト免疫不全

ウイルスによ

る免疫の機能

の障害により

日常生活がほ

とんど不可能

なもの 

肝臓の機能の

障害により日

常生活活動が

ほとんど不可

能なもの 

２ 
 

級 

不随意運動・失

調等により上

肢を使用する

日常生活動作

が極度に制限

されるもの 

不随意運動・失

調等により歩

行が極度に制

限されるもの 

     ヒト免疫不全

ウイルスによ

る免疫の機能

の障害により

日常生活が極 

度に制限され

るもの 

肝臓の機能の

障害により日

常生活活動が

極度に制限さ

れるもの 

３ 
 

級 

不随意運動・失

調等により上

肢を使用する

日常生活動作

が著しく制限

されるもの 

不随意運動・失

調等により歩

行が家庭内で

の日常生活活

動に制限され

るもの 

心臓の機能の

障害により家

庭内での日常

生活活動が著

しく制限され

るもの 

じん臓の機能

の障害により

家庭内での日

常生活活動が

著しく制限さ

れるもの 

呼吸器の機能

の障害により

家庭内での日

常生活活動が

著しく制限さ

れるもの 

ぼうこう又は

直腸の機能の

障害により家

庭内での日常

生活活動が著

しく制限され

るもの 

小腸の機能の

障害により家

庭内での日常

生活活動が著

しく制限され

るもの 

ヒト免疫不全

ウイルスによ

る免疫の機能

の障害により

日常生活が著

しく制限され

るもの（社会で

の日常生活活

動が著しく制

限されるもの

を除く） 

肝臓の機能の

障害により日

常生活活動が

著しく制限さ

れるもの（社会

での日常生活

活動が著しく

制限されるも

のを除く） 

４ 
 

級 

不随意運動・失

調等による上

肢の機能障害

により社会で

の日常生活活

動が著しく制

限されるもの 

不随意運動・失

調等により社

会での日常生

活活動が著し

く制限される

もの 

心臓の機能の

障害により社

会での日常生

活活動が著し

く制限される

もの 

じん臓の機能

の障害により

社会での日常

生活活動が著

しく制限され

るもの 

呼吸器の機能

の障害により

社会での日常

生活活動が著

しく制限され

るもの 

ぼうこう又は

直腸の機能の

障害により社

会での日常生

活活動が著し

く制限される

もの 

小腸の機能の

障害により社

会での日常生

活活動が著し

く制限される

もの 

ヒト免疫不全

ウイルスによ

る免疫の機能

の障害により

社会での日常

生活活動が著

しく制限され

るもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

肝臓の機能の

障害により社

会での日常生

活活動が著し

く制限される

もの 

５ 
 

級 

不随意運動・失

調等による上

肢の機能障害

により社会で

の日常生活活

動に支障のあ

るもの 

 

不随意運動・失

調等により社

会での日常生

活活動に支障

のあるもの 
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身身体体障障害害者者障障害害程程度度等等級級表表              ※ 太線枠内が１種  

級 

別

 

 

 

視 覚 障 害 

聴覚 

又は平衡機能の障害 
音声機能 

言語機能 

又はそし 

ゃく機能 

の障害 

肢   体   不   自   由 

聴覚障害 
平衡機 

能障害 上    肢 下  肢 体  幹 

１ 
 

級 

視力の良い方の眼の視力
(万国式試視力表によっ
て測ったものをいい、屈
折異常のある者について
は、矯正視力について測
ったものをいう。以下同
じ。)が 0.01 以下のもの 

   １ 両上肢の機能を全廃したも
の 

２ 両上肢を手関節以上で欠く
もの 

１ 両下肢の機能を
全廃したもの 

２ 両下肢を大腿の
２分の１以上で
欠くもの 

体幹の機能障害に
より坐っているこ
とができないもの 

２ 
 

級 

１ 視力の良い方の眼の
視力が 0.02 以上 0.03
以下のもの 

２ 視力の良い方の眼の
視力が 0.04 かつ他方
の眼の視力が手動弁
以下のもの 

３ 周辺視野角度（Ⅰ/4
視標による）の総和が
左右眼それぞれ 80 度
以下かつ両眼中心視
野角度（Ⅰ/2 視標に
よる）が 28 度以下の
もの 

４ 両眼開放視認点数が
70 点以下かつ両眼中
心視野視認点数が 20
点以下のもの 

両耳の聴力レベ
ル が そ れ ぞ れ
100 デシベル以
上のもの（両耳全
ろう） 

  １ 両上肢の機能の著しい障害 
２ 両上肢のすべての指を欠く

もの 

１ 両下肢の機能の
著しい障害 

２ 両下肢を下腿の
２分の１以上で
欠くもの 

１ 体幹の機能障害
により坐位又は
起立位を保つこ
とが困難なもの 

２ 体幹の機能障害
により立ち上る
ことが困難なも
の 

３ 一上肢を上腕の２分の１以
上で欠くもの 

４ 一上肢の機能を全廃したも
の 

３ 
 

級 

１ 視力の良い方の眼の
視力が 0.04 以上 0.07
以下のもの（2 級の 2
に該当するものを除
く。） 

２ 視力の良い方の眼の
視力が 0.08 かつ他方
の眼の視力が手動弁
以下のもの 

３ 周辺視野角度（Ⅰ/4
視標による）の総和が
左右眼それぞれ 80 度
以下かつ両眼中心視
野角度（Ⅰ/2 視標に
よる）が 28 度を超え
56 度以下のもの 

４ 両眼開放視認点数が
70 点以下かつ両眼中
心視野視認点数が 20
点を超え 40 点以下の
もの 

両耳の聴力レベ
ルが 90 デシベル
以上のもの（耳介
に接しなければ
大声語を理解し
得ないもの） 

平衡機能の
極めて著し
い障害 

音声機能、 
言語機能又
はそしゃく
機能の喪失 

１ 両上肢のおや指及びひとさ
し指を欠くもの 

２ 両上肢のおや指及びひとさし
指の機能を全廃したもの 

３ 一上肢の機能の著しい障害 
４ 一上肢のすべての指を欠く

もの 
５ 一上肢のすべての指の機能

を全廃したもの 

１ 両下肢をショパ
ール関節以上で
欠くもの  

体幹の機能障害に
より歩行が困難な
もの 

２ 一下肢を大腿の
２分の１以上で
欠くもの 

３ 一下肢の機能を
全廃したもの 

４ 
 

級 

１ 視力の良い方の眼の
視力が 0.08 以上 0.1
以下のもの（3 級の 2
に該当するものを除
く。） 

１ 両耳の聴力レ
ベルが 80 デ
シベル以上
のもの（耳介
に接しなけ
れば話声語
を理解し得
ないもの） 

２ 両耳による普
通話声の最
良の語音明
瞭度が 50％
以下のもの 

 音声機能、 
言語機能又
はそしゃく
機能の著し
い障害  

１ 両上肢のおや指を欠くもの 
２ 両上肢のおや指の機能を全

廃したもの 
３ 一上肢の肩関節、肘関節又

は手関節のうちいずれか一
関節の機能を全廃したもの 

４ 一上肢のおや指及びひとさ
し指を欠くもの 

５ 一上肢のおや指及びひとさ
し指の機能を全廃したもの 

６ おや指又はひとさし指を含め
て一上肢の三指を欠くもの 

７ おや指又はひとさし指を含
めて一上肢の三指の機能を
全廃したもの 

８ おや指又はひとさし指を含
めて一上肢の四指の機能の
著しい障害 

１ 両下肢のすべて
の指を欠くもの 

２ 両下肢のすべて
の指の機能を全
廃したもの 

３ 一下肢を下腿の
２分の１以上で
欠くもの 

４ 一下肢の機能の
著しい障害 

５ 一下肢の股関節又
は膝関節の機能を
全廃したもの 

６ 一下肢が健側に
比して 10 ㎝以上
又は健側の長さ
の 10 分の 1 以上
短いもの 

 

２ 周辺視野角度（Ⅰ/4
視標による）の総和が
左右眼それぞれ 80 度
以下のもの 

３ 両眼開放視認点数が
70 点以下のもの 

５ 
 

級 

１ 視力の良い方の眼の

視力が 0.2 かつ他方

の眼の視力が 0.02 以

下のもの 
２ 両眼による視野の２

分の１以上が欠けて
いるもの 

３ 両眼中心視野角度（Ⅰ
/2 視標による）が 56
度以下のもの 

４ 両眼開放視認点数が
70 点を超えかつ 100
点以下のもの 

５ 両眼中心視野視認点
数が 40 点以下のもの 

 平衡機能の
著しい障害 

 １ 両上肢のおや指の機能の著
しい障害 

２ 一上肢の肩関節、肘関節又
は手関節のうちいずれか一
関節の機能の著しい障害 

３ 一上肢のおや指を欠くもの 
４ 一上肢のおや指の機能を全

廃したもの 
５ 一上肢のおや指及びひとさ

し指の機能の著しい障害 
６ おや指又はひとさし指を含

めて一上肢の三指の機能の
著しい障害 

１ 一下肢の股関節
又は膝関節の機
能の著しい障害 

２ 一下肢の足関節
の機能を全廃し
たもの  

３ 一下肢が健側に
比して５㎝以上
又は健側の長さ
の 15 分の 1 以上
短いもの   

体幹の機能の著し
い障害 

 



－87－ 

  
  

障障
害害
者者
福福
祉祉
施施
設設
・・
学学
校校
一一
覧覧
・・
そそ
のの
他他
資資
料料  

身身体体障障害害者者障障害害程程度度等等級級表表  ※ 太線枠内が１種 

級 

別 

肢 体 不 自 由 

心  臓 

機能障害 

じ ん 臓 

機能障害 

呼 吸 器 

機能障害 

ぼうこう 

又は直腸 

機能障害 

小  腸 

機能障害 

 

 

免  疫 

機能障害 

 

 

肝  臓 

機能障害 

乳幼児期以前の非進行性の 

脳病変による運動機能障害 

上肢機能 移動機能 

１ 
 

級 

不随意運動・失

調等により上

肢を使用する

日常生活動作

がほとんど不

可能なもの 

不随意運動・失

調等により歩

行が不可能な

もの 

心臓の機能の

障害により自

己の身辺の日

常生活活動が

極度に制限さ

れるもの 

じん臓の機能

の障害により

自己の身辺の

日常生活活動

が極度に制限

されるもの 

呼吸器の機能

の障害により

自己の身辺の

日常生活活動

が極度に制限

されるもの 

ぼうこう又は

直腸の機能の

障害により自

己の身辺の日

常生活活動が

極度に制限さ

れるもの 

小腸の機能の

障害により自

己の身辺の日

常生活活動が

極度に制限さ

れるもの 

ヒト免疫不全

ウイルスによ

る免疫の機能

の障害により

日常生活がほ

とんど不可能

なもの 

肝臓の機能の

障害により日

常生活活動が

ほとんど不可

能なもの 

２ 
 

級 

不随意運動・失

調等により上

肢を使用する

日常生活動作

が極度に制限

されるもの 

不随意運動・失

調等により歩

行が極度に制

限されるもの 

     ヒト免疫不全

ウイルスによ

る免疫の機能

の障害により

日常生活が極 

度に制限され

るもの 

肝臓の機能の

障害により日

常生活活動が

極度に制限さ

れるもの 

３ 
 

級 

不随意運動・失

調等により上

肢を使用する

日常生活動作

が著しく制限

されるもの 

不随意運動・失

調等により歩

行が家庭内で

の日常生活活

動に制限され

るもの 

心臓の機能の

障害により家

庭内での日常

生活活動が著

しく制限され

るもの 

じん臓の機能

の障害により

家庭内での日

常生活活動が

著しく制限さ

れるもの 

呼吸器の機能

の障害により

家庭内での日

常生活活動が

著しく制限さ

れるもの 

ぼうこう又は

直腸の機能の

障害により家

庭内での日常

生活活動が著

しく制限され

るもの 

小腸の機能の

障害により家

庭内での日常

生活活動が著

しく制限され

るもの 

ヒト免疫不全

ウイルスによ

る免疫の機能

の障害により

日常生活が著

しく制限され

るもの（社会で

の日常生活活

動が著しく制

限されるもの

を除く） 

肝臓の機能の

障害により日

常生活活動が

著しく制限さ

れるもの（社会

での日常生活

活動が著しく

制限されるも

のを除く） 

４ 
 

級 

不随意運動・失

調等による上

肢の機能障害

により社会で

の日常生活活

動が著しく制

限されるもの 

不随意運動・失

調等により社

会での日常生

活活動が著し

く制限される

もの 

心臓の機能の

障害により社

会での日常生

活活動が著し

く制限される

もの 

じん臓の機能

の障害により

社会での日常

生活活動が著

しく制限され

るもの 

呼吸器の機能

の障害により

社会での日常

生活活動が著

しく制限され

るもの 

ぼうこう又は

直腸の機能の

障害により社

会での日常生

活活動が著し

く制限される

もの 

小腸の機能の

障害により社

会での日常生

活活動が著し

く制限される

もの 

ヒト免疫不全

ウイルスによ

る免疫の機能

の障害により

社会での日常

生活活動が著

しく制限され

るもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

肝臓の機能の

障害により社

会での日常生

活活動が著し

く制限される

もの 

５ 
 

級 

不随意運動・失

調等による上

肢の機能障害

により社会で

の日常生活活

動に支障のあ

るもの 

 

不随意運動・失

調等により社

会での日常生

活活動に支障

のあるもの 
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身身体体障障害害者者障障害害程程度度等等級級表表              ※ 太線枠内が１種  

級 

別

 

 

 

視 覚 障 害 

聴覚 

又は平衡機能の障害 
音声機能 

言語機能 

又はそし 

ゃく機能 

の障害 

肢   体   不   自   由 

聴覚障害 
平衡機 

能障害 上    肢 下  肢 体  幹 

１ 
 

級 

視力の良い方の眼の視力
(万国式試視力表によっ
て測ったものをいい、屈
折異常のある者について
は、矯正視力について測
ったものをいう。以下同
じ。)が 0.01 以下のもの 

   １ 両上肢の機能を全廃したも
の 

２ 両上肢を手関節以上で欠く
もの 

１ 両下肢の機能を
全廃したもの 

２ 両下肢を大腿の
２分の１以上で
欠くもの 

体幹の機能障害に
より坐っているこ
とができないもの 

２ 
 

級 

１ 視力の良い方の眼の
視力が 0.02 以上 0.03
以下のもの 

２ 視力の良い方の眼の
視力が 0.04 かつ他方
の眼の視力が手動弁
以下のもの 

３ 周辺視野角度（Ⅰ/4
視標による）の総和が
左右眼それぞれ 80 度
以下かつ両眼中心視
野角度（Ⅰ/2 視標に
よる）が 28 度以下の
もの 

４ 両眼開放視認点数が
70 点以下かつ両眼中
心視野視認点数が 20
点以下のもの 

両耳の聴力レベ
ル が そ れ ぞ れ
100 デシベル以
上のもの（両耳全
ろう） 

  １ 両上肢の機能の著しい障害 
２ 両上肢のすべての指を欠く

もの 

１ 両下肢の機能の
著しい障害 

２ 両下肢を下腿の
２分の１以上で
欠くもの 

１ 体幹の機能障害
により坐位又は
起立位を保つこ
とが困難なもの 

２ 体幹の機能障害
により立ち上る
ことが困難なも
の 

３ 一上肢を上腕の２分の１以
上で欠くもの 

４ 一上肢の機能を全廃したも
の 

３ 
 

級 

１ 視力の良い方の眼の
視力が 0.04 以上 0.07
以下のもの（2 級の 2
に該当するものを除
く。） 

２ 視力の良い方の眼の
視力が 0.08 かつ他方
の眼の視力が手動弁
以下のもの 

３ 周辺視野角度（Ⅰ/4
視標による）の総和が
左右眼それぞれ 80 度
以下かつ両眼中心視
野角度（Ⅰ/2 視標に
よる）が 28 度を超え
56 度以下のもの 

４ 両眼開放視認点数が
70 点以下かつ両眼中
心視野視認点数が 20
点を超え 40 点以下の
もの 

両耳の聴力レベ
ルが 90 デシベル
以上のもの（耳介
に接しなければ
大声語を理解し
得ないもの） 

平衡機能の
極めて著し
い障害 

音声機能、 
言語機能又
はそしゃく
機能の喪失 

１ 両上肢のおや指及びひとさ
し指を欠くもの 

２ 両上肢のおや指及びひとさし
指の機能を全廃したもの 

３ 一上肢の機能の著しい障害 
４ 一上肢のすべての指を欠く

もの 
５ 一上肢のすべての指の機能

を全廃したもの 

１ 両下肢をショパ
ール関節以上で
欠くもの  

体幹の機能障害に
より歩行が困難な
もの 

２ 一下肢を大腿の
２分の１以上で
欠くもの 

３ 一下肢の機能を
全廃したもの 

４ 
 

級 

１ 視力の良い方の眼の
視力が 0.08 以上 0.1
以下のもの（3 級の 2
に該当するものを除
く。） 

１ 両耳の聴力レ
ベルが 80 デ
シベル以上
のもの（耳介
に接しなけ
れば話声語
を理解し得
ないもの） 

２ 両耳による普
通話声の最
良の語音明
瞭度が 50％
以下のもの 

 音声機能、 
言語機能又
はそしゃく
機能の著し
い障害  

１ 両上肢のおや指を欠くもの 
２ 両上肢のおや指の機能を全

廃したもの 
３ 一上肢の肩関節、肘関節又

は手関節のうちいずれか一
関節の機能を全廃したもの 

４ 一上肢のおや指及びひとさ
し指を欠くもの 

５ 一上肢のおや指及びひとさ
し指の機能を全廃したもの 

６ おや指又はひとさし指を含め
て一上肢の三指を欠くもの 

７ おや指又はひとさし指を含
めて一上肢の三指の機能を
全廃したもの 

８ おや指又はひとさし指を含
めて一上肢の四指の機能の
著しい障害 

１ 両下肢のすべて
の指を欠くもの 

２ 両下肢のすべて
の指の機能を全
廃したもの 

３ 一下肢を下腿の
２分の１以上で
欠くもの 

４ 一下肢の機能の
著しい障害 

５ 一下肢の股関節又
は膝関節の機能を
全廃したもの 

６ 一下肢が健側に
比して 10 ㎝以上
又は健側の長さ
の 10 分の 1 以上
短いもの 

 

２ 周辺視野角度（Ⅰ/4
視標による）の総和が
左右眼それぞれ 80 度
以下のもの 

３ 両眼開放視認点数が
70 点以下のもの 

５ 
 

級 

１ 視力の良い方の眼の

視力が 0.2 かつ他方

の眼の視力が 0.02 以

下のもの 
２ 両眼による視野の２

分の１以上が欠けて
いるもの 

３ 両眼中心視野角度（Ⅰ
/2 視標による）が 56
度以下のもの 

４ 両眼開放視認点数が
70 点を超えかつ 100
点以下のもの 

５ 両眼中心視野視認点
数が 40 点以下のもの 

 平衡機能の
著しい障害 

 １ 両上肢のおや指の機能の著
しい障害 

２ 一上肢の肩関節、肘関節又
は手関節のうちいずれか一
関節の機能の著しい障害 

３ 一上肢のおや指を欠くもの 
４ 一上肢のおや指の機能を全

廃したもの 
５ 一上肢のおや指及びひとさ

し指の機能の著しい障害 
６ おや指又はひとさし指を含

めて一上肢の三指の機能の
著しい障害 

１ 一下肢の股関節
又は膝関節の機
能の著しい障害 

２ 一下肢の足関節
の機能を全廃し
たもの  

３ 一下肢が健側に
比して５㎝以上
又は健側の長さ
の 15 分の 1 以上
短いもの   

体幹の機能の著し
い障害 
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  主主なな障障害害にに関関すするるママーークク  

 

 国際シンボルマーク「すべての障害者を対象にしているもの」 

公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会 

☎☎0033--55227733--00660011  FFAAXX  0033--55227733--11552233  

「障害者が利用できる建築物、施設であることを明確に示す世界共通のシンボ

ルマーク」です。 

  

 視覚に障害のある人のための国際シンボルマーク 

社会福祉法人日本盲人福祉委員会 

☎☎0033--55229911--77888855  FFAAXX  0033--55229911--77888866  

1984 年に世界盲人連合（ＷＢＵ・加盟１９０カ国）で制定されたものです。 

視覚に障がいのある人の安全やバリアフリーを考慮した建物・設備・機器など

につけられている世界共通のマークです。 

  

 オストメイトマーク 

公益社団法人日本オストミー協会 

☎☎0033--55667700--77668811  FFAAXX  0033--55667700--77668822  

オストメイトとは、人工肛門保有者、人工膀胱保有者を言います。このため、

トイレには、オストメイトが排泄物の処理、皮膚の清拭・洗浄などができる設

備が必要であり、かつ、外見上は身体に障がいのある人であることが判別しに

くいオストメイトが身障者トイレや多機能トイレへ入りやすくするために、ト

イレの入り口に表示されることが必要です。 

  

 「ハート・プラス」マーク 

NPO 法人ハート・プラスの会 http://www.normanet.ne.jp/~h-plus/ 

メールアドレス info@heartplus.org 

「身体内部に障がいのある人」を表現しています。身体内部を意味する「ハート・

マーク」に思いやりの心を「プラス」。身体内部に障がい（心臓機能障害など）の

ある人は、外見からは分かりにくいため、様々な誤解を受けることがあります。 

  

 ほじょ犬マーク 

厚生労働省社会・援護局  

障害保健福祉部 企画課 自立支援振興室 社会参加活動支援係 

☎☎0033--55225533--11111111（（内内線線 33663366））  

身体障害者補助犬同伴の啓発のためのマークです。身体障害者補

助犬とは、盲導犬・介助犬・聴導犬のことをいいます。公共の施

設、交通機関、デパート、スーパー、レストランなど身体障害者

補助犬が同伴できるようになりました。 
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身身体体障障害害者者障障害害程程度度等等級級表表  ６６・・77 級級  

級 

別

 

 

視 覚 障 害 

聴覚又は平衡機能の障害 
音声機能 

言語機能 

又はそし 

ゃく機能 

の障害 

肢   体   不   自   由 

聴 覚 障 害 
平衡機 

能障害 上    肢 下  肢 

６ 
 

級 

視力の良い方の眼の視

力が0.3以上0.6以下か

つ他方の眼の視力が

0.02 以下のもの 

１ 両耳の聴力レベルが

70 デシベル以上の

もの（40 ㎝以上の距

離で発声された会話

語を理解し得ないも

の） 

２ 一側耳の聴力レベル

が 90 デシベル以上、

他側耳の聴力レベル

が 50 デシベル以上

のもの 

  １ 一上肢のおや指の機能の著しい障害 

２ ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠く

もの 

３ ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能

を全廃したもの 

１ 一下肢をリスフラン関

節以上で欠くもの 

２ 一下肢の足関節の機能

の著しい障害  

７ 
 

級 

    １ 一上肢の機能の軽度の障害 

 

２ 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のう

ち、いずれか一関節の機能の軽度の障害 

３ 一上肢の手指の機能の軽度の障害 

 

 

 

４ ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能

の著しい障害 

５ 一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠

くもの 

６ 一上肢のなか指、くすり指及び小指の機

能を全廃したもの 

１ 両下肢のすべての指の

機能の著しい障害 

２ 一下肢の機能の軽度の

障害 

３ 一下肢の股関節、膝関

節又は足関節のうち、

いずれか一関節の機能

の軽度の障害 

４ 一下肢のすべての指を

欠くもの 

５ 一下肢のすべての指の

機能を全廃したもの 

６ 一下肢が健側に比して

３cm 以上又は健側の長

さの２０分の１以上短

いもの 

※ ７級の障害は、１つのみでは法の対象となりませんが、７級の障害が２つ以上重複する場合 

又は７級の障害が６級以上の障害と重複する場合は、法の対象となるものです。 

 

身身体体障障害害者者障障害害程程度度等等級級表表６６・・77 級級  

級 

別 
肢  体  不  自  由 

心 臓 

機能障

害 

じ ん 臓 

機 能 障

害 

呼 吸 器 

機能障害 

ぼうこう 

又は直腸 

機能障害 

小 腸 

機能障害 

免 疫 

機能障害 

肝 臓 

機能障害 
体  幹 

乳幼児期以前の非進行性の 

脳病変による運動機能障害 

上肢機能 移動機能 

６
級 

 不随意運動・失

調等により上

肢の機能の劣

るもの 

不随意運動・失

調等により移

動機能の劣る

もの 

       

７
級 

 上肢に不随意

運動・失調等を

有するもの 

下肢に不随意

運動・失調等を

有するもの 

       

※ ７級の障害は、１つのみでは身体障害者福祉法の対象となりませんが、７級の障害が２つ以上重複する

場合又は７級の障害が６級以上の障害と重複する場合は、法の対象となるものです。 
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  主主なな障障害害にに関関すするるママーークク  

 

 国際シンボルマーク「すべての障害者を対象にしているもの」 

公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会 

☎☎0033--55227733--00660011  FFAAXX  0033--55227733--11552233  

「障害者が利用できる建築物、施設であることを明確に示す世界共通のシンボ

ルマーク」です。 

  

 視覚に障害のある人のための国際シンボルマーク 

社会福祉法人日本盲人福祉委員会 

☎☎0033--55229911--77888855  FFAAXX  0033--55229911--77888866  

1984 年に世界盲人連合（ＷＢＵ・加盟１９０カ国）で制定されたものです。 

視覚に障がいのある人の安全やバリアフリーを考慮した建物・設備・機器など

につけられている世界共通のマークです。 

  

 オストメイトマーク 

公益社団法人日本オストミー協会 

☎☎0033--55667700--77668811  FFAAXX  0033--55667700--77668822  

オストメイトとは、人工肛門保有者、人工膀胱保有者を言います。このため、

トイレには、オストメイトが排泄物の処理、皮膚の清拭・洗浄などができる設

備が必要であり、かつ、外見上は身体に障がいのある人であることが判別しに

くいオストメイトが身障者トイレや多機能トイレへ入りやすくするために、ト

イレの入り口に表示されることが必要です。 

  

 「ハート・プラス」マーク 

NPO 法人ハート・プラスの会 http://www.normanet.ne.jp/~h-plus/ 

メールアドレス info@heartplus.org 

「身体内部に障がいのある人」を表現しています。身体内部を意味する「ハート・

マーク」に思いやりの心を「プラス」。身体内部に障がい（心臓機能障害など）の

ある人は、外見からは分かりにくいため、様々な誤解を受けることがあります。 

  

 ほじょ犬マーク 

厚生労働省社会・援護局  

障害保健福祉部 企画課 自立支援振興室 社会参加活動支援係 

☎☎0033--55225533--11111111（（内内線線 33663366））  

身体障害者補助犬同伴の啓発のためのマークです。身体障害者補

助犬とは、盲導犬・介助犬・聴導犬のことをいいます。公共の施

設、交通機関、デパート、スーパー、レストランなど身体障害者

補助犬が同伴できるようになりました。 

  

－88－ 

  
  

障障
害害
者者
福福
祉祉
施施
設設
・・
学学
校校
一一
覧覧
・・
そそ
のの
他他
資資
料料  

身身体体障障害害者者障障害害程程度度等等級級表表  ６６・・77 級級  

級 

別

 

 

視 覚 障 害 

聴覚又は平衡機能の障害 
音声機能 

言語機能 

又はそし 

ゃく機能 

の障害 

肢   体   不   自   由 

聴 覚 障 害 
平衡機 

能障害 上    肢 下  肢 

６ 
 

級 

視力の良い方の眼の視

力が0.3以上0.6以下か

つ他方の眼の視力が

0.02 以下のもの 

１ 両耳の聴力レベルが

70 デシベル以上の

もの（40 ㎝以上の距

離で発声された会話

語を理解し得ないも

の） 

２ 一側耳の聴力レベル

が 90 デシベル以上、

他側耳の聴力レベル

が 50 デシベル以上

のもの 

  １ 一上肢のおや指の機能の著しい障害 

２ ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠く

もの 

３ ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能

を全廃したもの 

１ 一下肢をリスフラン関

節以上で欠くもの 

２ 一下肢の足関節の機能

の著しい障害  

７ 
 

級 

    １ 一上肢の機能の軽度の障害 

 

２ 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のう

ち、いずれか一関節の機能の軽度の障害 

３ 一上肢の手指の機能の軽度の障害 

 

 

 

４ ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能

の著しい障害 

５ 一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠

くもの 

６ 一上肢のなか指、くすり指及び小指の機

能を全廃したもの 

１ 両下肢のすべての指の

機能の著しい障害 

２ 一下肢の機能の軽度の

障害 

３ 一下肢の股関節、膝関

節又は足関節のうち、

いずれか一関節の機能

の軽度の障害 

４ 一下肢のすべての指を

欠くもの 

５ 一下肢のすべての指の

機能を全廃したもの 

６ 一下肢が健側に比して

３cm 以上又は健側の長

さの２０分の１以上短

いもの 

※ ７級の障害は、１つのみでは法の対象となりませんが、７級の障害が２つ以上重複する場合 

又は７級の障害が６級以上の障害と重複する場合は、法の対象となるものです。 

 

身身体体障障害害者者障障害害程程度度等等級級表表６６・・77 級級  

級 

別 

肢  体  不  自  由 
心 臓 

機能障

害 

じ ん 臓 

機 能 障

害 

呼 吸 器 

機能障害 

ぼうこう 

又は直腸 

機能障害 

小 腸 

機能障害 

免 疫 

機能障害 

肝 臓 

機能障害 
体  幹 

乳幼児期以前の非進行性の 

脳病変による運動機能障害 

上肢機能 移動機能 

６
級 

 不随意運動・失

調等により上

肢の機能の劣

るもの 

不随意運動・失

調等により移

動機能の劣る

もの 

       

７
級 

 上肢に不随意

運動・失調等を

有するもの 

下肢に不随意

運動・失調等を

有するもの 

       

※ ７級の障害は、１つのみでは身体障害者福祉法の対象となりませんが、７級の障害が２つ以上重複する

場合又は７級の障害が６級以上の障害と重複する場合は、法の対象となるものです。 
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身体障害者標識 
大型自動車免許又は普通自動車免許を受けた人で肢体不自由である

ことを理由にその免許に条件を付されている人が自動車を運転する

場合において表示するマークです。 

浜松中央警察署 ☎☎447755--00111100    浜北警察署 ☎☎558855--00111100  
浜松東警察署  ☎☎446600--00111100    天竜警察署 ☎☎992266--00111100 
浜松西警察署  ☎☎448844--00111100    細江警察署 ☎☎552222--00111100 

 

 聴覚障害者標識 
聴覚に障害のある人は「聴覚障害者標識」をつけなければなりません。ワイドミ

ラーを使って後ろの安全をよく確かめましょう。 

浜松中央警察署 ☎☎447755--00111100    浜北警察署 ☎☎558855--00111100  
浜松東警察署  ☎☎446600--00111100    天竜警察署 ☎☎992266--00111100 
浜松西警察署  ☎☎448844--00111100    細江警察署 ☎☎552222--00111100 

 

 

 

聴覚障害者であることを知らせるマークです。手話・筆談・ゆっくり話す等の配

慮を求める際に使用します。 

社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 

FFAAXX  0033--33335544--00004466  

耳マーク  
 

 

（背景）赤 

（図形「＋」と「♡」）白 

ヘルプマーク 
義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、妊娠初期の人など、外

見から分からなくても援助や配慮を必要としている人が、周囲の方に配慮を必要

としていることを知らせるマークです。 

浜松市障害保健福祉課 

☎☎445577--22886644  

 

 

介護マーク 
介護中であることを知らせるマークです。 

駅やサービスエリアなどのトイレで付き添うとき、男性介護者が女性用下着を

購入するときなど介護していることを周囲にさりげなく知ってもらいたいとき

に、介護者が首からさげて使用します。 

静岡県健康福祉部福祉長寿局福祉長寿政策課 

☎☎005544--222211--22444422  
 

参参    考考  

４０歳から６４歳までの人で介護保険制度のサービスを利用できる人 
介護保険の被保険者であり、加齢（老化）との関係がある病気（特定疾病）により介護が必要であ

ると認定された人 ※事故やケガ、アルコール依存症などが原因の場合は対象とはなりません 
 

要介護認定における特定疾病（以下の１６疾病） 

・脊柱管狭窄症      ・閉塞性動脈硬化症   ・関節リウマチ     ・多系統萎縮症 
・早老症         ・慢性閉塞性肺疾患   ・筋萎縮性側索硬化症  ・脳血管疾患 
・骨折を伴う骨粗しょう症 ・初老期における認知症 ・脊髄小脳変性症    ・後縦靭帯骨化症 

・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症            
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病  

・がん（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に 

至ったと判断したものに限る） 

浜松市役所介護保険課 ☎☎445577--22337744 
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ささくくいいんん  

 

 

 

 

あ                    

アイバンク ------------------------ １６ 

あんしん情報キットの配布 ---------- ６９ 

い                    

育成医療 -------------------------- １１ 

移動支援 -------------------- ４２、８３ 

移動入浴サービス ------------------ ４４ 

う                    

運賃の割引 ------------------------ ２６ 

え                    

ＮＨＫ放送受信料の免除 ------------ ２８ 

ＮＴＴの福祉サービス -------------- ２９ 

遠鉄電車（遠州鉄道線）の割引 ------ ２６ 

遠鉄バス・電車共通カード（ナイスパス） ---- ５９ 

か                    

介護給付 -------------------------- ３１ 

介護者慰労金 ---------------------- １９ 

外出応援タクシー利用券の交付 ------ ５９ 

外出支援助成券の交付 -------------- ５９ 

ガソリン券 ------------------------ ５９ 

紙おむつ購入費の助成 -------------- ４６ 

き                    

機能訓練 -------------------------- ３２ 

共同生活援助 ---------------------- ３２ 

居宅介護（ホームヘルプ） ---------- ３１ 

居宅訪問型児童発達支援 ------------ ３３ 

緊急通報システム ------------------ ６９ 

く                    

グループホーム -------------------- ３２ 

訓練等給付 ------------------------ ３２ 

け                    

軽自動車税などの減免 -------------- ２４ 

携帯電話の基本使用料等の割引 ------ ２９ 

こ                     

高額障害福祉サービス等給付費 ------ ３３ 

後期高齢者医療制度 ---------------- １６         

公共職業安定所（ハローワーク） ---- ５７ 

更生医療 -------------------------- １１ 

行動援護 -------------------------- ３１ 

広報はままつの「点字版」 

「声の広報」の発行 ---------------- ７４ 

高齢運転者等専用駐車区間の設置 ---- ６６ 

航路・フェリーの割引 -------------- ２７ 

国内航空の割引 -------------------- ２７ 

こころの健康相談 -----------------  ５６ 

固定資産税（家屋）の減額 ---------- ２３ 

子どものこころの診療所 ------------ ５５ 

さ                    

災害時避難行動要支援者 ------------ ４８ 

災害情報配信サービス -------------- ７３ 

し                    

市営住宅の入居案内 ---------------- ５２ 

歯科保健医療事業 ------------------ １７ 

静岡障害者職業センター ------------ ５７ 

施設入所支援 ---------------------- ３１ 

施設利用入浴サービス -------------- ４５ 

施設利用の減免 -------------------- ６２ 

指定難病助成制度 ------------------ １５ 

自動車改造 ------------------------ ６４ 

自動車税などの減免 ---------------- ２４ 

児童発達支援 ---------------------- ３３ 

児童福祉法に基づく発達に課題のある 

児童に対する支援 ------------------ ３３ 

児童扶養手当 ---------------------- １９ 

しゃ                   

社会福祉課 ---------------------- 裏表紙 

しゅ                   

住宅改修、住宅改造 ---------- ４０、５１ 

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税 

（家屋）の減額 -------------------- ２３ 

重度障害者等就労支援特別事業 ------ ５０ 

重度障害者等包括支援-----３１ 

重度心身障害児扶養手当---１８ 

重度心身障害者医療費助成-１３ 

重度訪問介護-------------３１ 
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身体障害者標識 
大型自動車免許又は普通自動車免許を受けた人で肢体不自由である

ことを理由にその免許に条件を付されている人が自動車を運転する

場合において表示するマークです。 

浜松中央警察署 ☎☎447755--00111100    浜北警察署 ☎☎558855--00111100  
浜松東警察署  ☎☎446600--00111100    天竜警察署 ☎☎992266--00111100 
浜松西警察署  ☎☎448844--00111100    細江警察署 ☎☎552222--00111100 

 

 聴覚障害者標識 
聴覚に障害のある人は「聴覚障害者標識」をつけなければなりません。ワイドミ

ラーを使って後ろの安全をよく確かめましょう。 

浜松中央警察署 ☎☎447755--00111100    浜北警察署 ☎☎558855--00111100  
浜松東警察署  ☎☎446600--00111100    天竜警察署 ☎☎992266--00111100 
浜松西警察署  ☎☎448844--00111100    細江警察署 ☎☎552222--00111100 

 

 

 

聴覚障害者であることを知らせるマークです。手話・筆談・ゆっくり話す等の配

慮を求める際に使用します。 

社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 

FFAAXX  0033--33335544--00004466  

耳マーク  
 

 

（背景）赤 

（図形「＋」と「♡」）白 

ヘルプマーク 
義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、妊娠初期の人など、外

見から分からなくても援助や配慮を必要としている人が、周囲の方に配慮を必要

としていることを知らせるマークです。 

浜松市障害保健福祉課 

☎☎445577--22886644  

 

 

介護マーク 
介護中であることを知らせるマークです。 

駅やサービスエリアなどのトイレで付き添うとき、男性介護者が女性用下着を

購入するときなど介護していることを周囲にさりげなく知ってもらいたいとき

に、介護者が首からさげて使用します。 

静岡県健康福祉部福祉長寿局福祉長寿政策課 

☎☎005544--222211--22444422  
 

参参    考考  

４０歳から６４歳までの人で介護保険制度のサービスを利用できる人 
介護保険の被保険者であり、加齢（老化）との関係がある病気（特定疾病）により介護が必要であ

ると認定された人 ※事故やケガ、アルコール依存症などが原因の場合は対象とはなりません 
 

要介護認定における特定疾病（以下の１６疾病） 

・脊柱管狭窄症      ・閉塞性動脈硬化症   ・関節リウマチ     ・多系統萎縮症 
・早老症         ・慢性閉塞性肺疾患   ・筋萎縮性側索硬化症  ・脳血管疾患 
・骨折を伴う骨粗しょう症 ・初老期における認知症 ・脊髄小脳変性症    ・後縦靭帯骨化症 

・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症            
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病  

・がん（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に 

至ったと判断したものに限る） 

浜松市役所介護保険課 ☎☎445577--22337744 
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ね                    

Net１１９緊急通報システム ------------- ７０ 

年金 ------------------------------ ２１ 

は                    

配食サービス ---------------------- ４６ 

バスの割引 ------------------------ ２６ 

発達医療総合福祉センター ---- ６８、７５ 

発達相談支援センター「ルピロ」 ---- ５４ 

浜松市医療的ケア児等相談支援 

センター -------------------------- ５５ 

はままつ市議会だよりの「点字版」 

「声の市議会だより」の発行 -------- ７４ 

浜松市障害者更生相談所 ------------ ５５ 

浜松市障害者就労支援センター ５７、８２ 

浜松市精神保健福祉センター -------- ５６ 

浜松市発達医療総合福祉センター --------  

-----------------------------６８、７５ 

浜松市発達相談支援センター「ルピロ」 -- 

 ---------------------------------- ５４ 

浜松市ホームページアドレス ------ 裏表紙 

はままつ友愛のさと ---------------- ７５ 

ハローワーク ---------------------- ５７ 

ひ                    

ヒアリングループ貸出し ------------ ６２ 

ひとり親家庭等自立支援手当 -------- １９ 

ふ                    

ＦＡＸ（ファクス）からの 

１１９番通報 ---------------------- ６９ 

Facebook（障害保健福祉課） ---- 裏表紙 

福祉タクシー運賃補助 -------------- ６１ 

不在者投票 ------------------------ ６３ 

へ                    

ヘルプカード ---------------------- ６４ 

ヘルプマーク ---------------- ６４、９３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほ                    

保育所等訪問支援 ------------------ ３３ 

放課後等デイサービス -------------- ３３ 

防災ホッとメール ------------------ ７２ 

訪問指導事業 ---------------------- １６ 

補装具 ---------------------------- ３４ 

補聴器 ---------------------- ３４、４２ 

ボランティアグループ  ------------- ７７ 

ま                    

マル優 ---------------------------- ２３ 

め                    

メール１１９システム -------------- ７０ 

ゆ                    

友愛のさと診療所 ------------ ５４、７５ 

有料道路料金の割引 ---------------- ２８ 

ゆずりあい駐車場制度 -------------- ６７ 

よ                    

要約筆記者の派遣 ------------------ ４４ 

要約筆記者養成講座 ---------------- ７３ 

ら                    

ＬＩＮＥによる防災情報の配信 ------ ７１ 

り                    

リフトバス ------------------------ ６１ 

療育手帳 ---------------------------- ９ 

療養介護 -------------------------- ３１ 

旅客鉄道株式会社（ＪＲ）等の割引 -- ２６ 

ろ                    

録音図書 -------------------------- ７４ 
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重度訪問介護利用者 

大学修学支援事業------- 49 

就労移行支援 ---------- ３２ 

就労継続支援Ａ型・Ｂ型 ３２ 

就労支援 -------------------------- ５７ 

就労選択支援 ---------------------- ３２ 

就労定着支援 ---------------------- ３２ 

手話通訳者の派遣 ------------------ ４３ 

手話奉仕員養成講座 ---------------- ７３ 

しょ                   

障害支援区分 ---------------------- ３２ 

障害児福祉手当 -------------------- １８ 

障がい者虐待に関する相談 ---------- ５８ 

障害者控除 ------------------------ ２２ 

障害者更生相談所 ------------------ ５５ 

障害者施設通所交通費の助成 -------- ６０ 

障害者就業・生活支援センター ------ ５７ 

障害者職業訓練校 ------------------ ５８ 

障害者スポーツ大会 ---------------- ６８ 

障害者相談員 ---------------- ５５、７８ 

障がい者相談支援事業 ------ 表紙裏、５３ 

障害年金 -------------------------- ２１ 

障害福祉サービス等事業所 ---------- ８２ 

障害保健福祉課 ------------------ 表紙裏 

障がいを理由とする差別に関する相談 ５８ 

少額預金・少額公債の利子非課税制度 ２３ 

小児慢性特定疾病医療費助成制度 ---- １５ 

しり                   

自立訓練 -------------------------- ３２ 

自立支援医療 ---------------------- １１ 

自立支援給付によるサービス -------- ３０ 

自立生活援助 ---------------------- ３２ 

しん                   

鍼灸マッサージ券 ------------------ ５９ 

心身障害者扶養共済制度 ------------ ２０ 

身体障害者障害程度等級表 ---------- ８６ 

身体障害者手帳 ---------------------- ８ 

腎臓バンク ------------------------ １６ 

す              

すぐメールプラス -----  ７２ 

せ              

生活介護 -------------- ３１ 

生活訓練  ------------------------- ３２ 

税金の特例措置等  ---------------- ２２ 

精神科医療機関一覧  -------------- ８４ 

精神障害者医療費助成制度  ----------- １４ 

精神障害者保健福祉手帳  ------------ １０ 

精神相談支援事業所 ---------------- ８２ 

精神通院 -------------------------- １２ 

精神保健福祉センター -------------- ５６ 

成年後見制度 ---------------------- ４７ 

そ                    

相談支援事業 -------------- 表紙裏、５３ 

た                    

タクシーの割引 -------------------- ２６ 

タクシー利用券 -------------------- ５９ 

短期入所（ショートステイ） -------- ３１ 

ち                    

地域移行支援 ---------------- ３１、５２ 

地域活動支援センター -------------- ４３ 

地域生活支援事業 ------------------ ３５ 

地域相談支援給付 ------------ ３１、５２ 

地域定着支援 ---------------- ３１、５２ 

地域バス乗車券 -------------------- ５９ 

駐車禁止除外指定車両標章の交付 ---- ６５ 

て                    

手当------------------------------ １８ 

手帳-------------------------------- ８ 

点字・拡大文字 -------------------- ７３ 

点字図書 -------------------------- ７４ 

天竜浜名湖鉄道乗車券 -------------- ５９ 

天竜浜名湖鉄道の割引 -------------- ２７ 

と                    

同行援護 -------------------------- ３１ 

特定医療費（指定難病）助成制度 ---- １５ 

特別支援学校 ---------------------- ７７ 

特別児童扶養手当 ------------------ １８ 

特別障害給付金 -------------------- ２１ 

特別障害者手当 -------------------- １８ 

特別マル優 ------------------------ ２３ 

に                    

日常生活用具  --------------- ３５、４１ 

日中一時支援  --------------- ４２、８３ 
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身体障害者標識 
大型自動車免許又は普通自動車免許を受けた人で肢体不自由である

ことを理由にその免許に条件を付されている人が自動車を運転する

場合において表示するマークです。 

浜松中央警察署 ☎☎447755--00111100    浜北警察署 ☎☎558855--00111100  
浜松東警察署  ☎☎446600--00111100    天竜警察署 ☎☎992266--00111100 
浜松西警察署  ☎☎448844--00111100    細江警察署 ☎☎552222--00111100 

 

 聴覚障害者標識 
聴覚に障害のある人は「聴覚障害者標識」をつけなければなりません。ワイドミ

ラーを使って後ろの安全をよく確かめましょう。 

浜松中央警察署 ☎☎447755--00111100    浜北警察署 ☎☎558855--00111100  
浜松東警察署  ☎☎446600--00111100    天竜警察署 ☎☎992266--00111100 
浜松西警察署  ☎☎448844--00111100    細江警察署 ☎☎552222--00111100 

 

 

 

聴覚障害者であることを知らせるマークです。手話・筆談・ゆっくり話す等の配

慮を求める際に使用します。 

社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 

FFAAXX  0033--33335544--00004466  

耳マーク  
 

 

（背景）赤 

（図形「＋」と「♡」）白 

ヘルプマーク 
義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、妊娠初期の人など、外

見から分からなくても援助や配慮を必要としている人が、周囲の方に配慮を必要

としていることを知らせるマークです。 

浜松市障害保健福祉課 

☎☎445577--22886644  

 

 

介護マーク 
介護中であることを知らせるマークです。 

駅やサービスエリアなどのトイレで付き添うとき、男性介護者が女性用下着を

購入するときなど介護していることを周囲にさりげなく知ってもらいたいとき

に、介護者が首からさげて使用します。 

静岡県健康福祉部福祉長寿局福祉長寿政策課 

☎☎005544--222211--22444422  
 

参参    考考  

４０歳から６４歳までの人で介護保険制度のサービスを利用できる人 
介護保険の被保険者であり、加齢（老化）との関係がある病気（特定疾病）により介護が必要であ

ると認定された人 ※事故やケガ、アルコール依存症などが原因の場合は対象とはなりません 
 

要介護認定における特定疾病（以下の１６疾病） 

・脊柱管狭窄症      ・閉塞性動脈硬化症   ・関節リウマチ     ・多系統萎縮症 
・早老症         ・慢性閉塞性肺疾患   ・筋萎縮性側索硬化症  ・脳血管疾患 
・骨折を伴う骨粗しょう症 ・初老期における認知症 ・脊髄小脳変性症    ・後縦靭帯骨化症 

・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症            
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病  

・がん（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に 

至ったと判断したものに限る） 

浜松市役所介護保険課 ☎☎445577--22337744 〒430-8652 中央区元城町103番地の2 
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ね                    

Net１１９緊急通報システム ------------- ７０ 

年金 ------------------------------ ２１ 

は                    

配食サービス ---------------------- ４６ 

バスの割引 ------------------------ ２６ 

発達医療総合福祉センター ---- ６８、７５ 

発達相談支援センター「ルピロ」 ---- ５４ 

浜松市医療的ケア児等相談支援 

センター -------------------------- ５５ 

はままつ市議会だよりの「点字版」 

「声の市議会だより」の発行 -------- ７４ 

浜松市障害者更生相談所 ------------ ５５ 

浜松市障害者就労支援センター ５７、８２ 

浜松市精神保健福祉センター -------- ５６ 

浜松市発達医療総合福祉センター --------  

-----------------------------６８、７５ 

浜松市発達相談支援センター「ルピロ」 -- 

 ---------------------------------- ５４ 

浜松市ホームページアドレス ------ 裏表紙 

はままつ友愛のさと ---------------- ７５ 

ハローワーク ---------------------- ５７ 

ひ                    

ヒアリングループ貸出し ------------ ６２ 

ひとり親家庭等自立支援手当 -------- １９ 

ふ                    

ＦＡＸ（ファクス）からの 

１１９番通報 ---------------------- ６９ 

Facebook（障害保健福祉課） ---- 裏表紙 

福祉タクシー運賃補助 -------------- ６１ 

不在者投票 ------------------------ ６３ 

へ                    

ヘルプカード ---------------------- ６４ 

ヘルプマーク ---------------- ６４、９３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほ                    

保育所等訪問支援 ------------------ ３３ 

放課後等デイサービス -------------- ３３ 

防災ホッとメール ------------------ ７２ 

訪問指導事業 ---------------------- １６ 

補装具 ---------------------------- ３４ 

補聴器 ---------------------- ３４、４２ 

ボランティアグループ  ------------- ７７ 

ま                    

マル優 ---------------------------- ２３ 

め                    

メール１１９システム -------------- ７０ 

ゆ                    

友愛のさと診療所 ------------ ５４、７５ 

有料道路料金の割引 ---------------- ２８ 

ゆずりあい駐車場制度 -------------- ６７ 

よ                    

要約筆記者の派遣 ------------------ ４４ 

要約筆記者養成講座 ---------------- ７３ 

ら                    

ＬＩＮＥによる防災情報の配信 ------ ７１ 

り                    

リフトバス ------------------------ ６１ 

療育手帳 ---------------------------- ９ 

療養介護 -------------------------- ３１ 

旅客鉄道株式会社（ＪＲ）等の割引 -- ２６ 

ろ                    

録音図書 -------------------------- ７４ 



 

 

 






